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大 学 の 名 称 埼玉大学大学院（Graduate School of Saitama University）

大 学 本 部 の 位 置 埼玉県さいたま市桜区下大久保255

計 画 の 区 分 研究科の専攻の設置

フ リ ガ ナ ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝｻｲﾀﾏﾀﾞｲｶﾞｸ

設 置 者 国立大学法人埼玉大学

教育学研究科
[Graduate School of
Education]

収容
定員

年 人 年次
人

人

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

大 学 の 目 的
国立大学法人埼玉大学大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわ
めて、文化の進展に寄与することを目的とする。

新 設 学 部 等 の 目 的

地域の教育ニーズを踏まえ、複雑化し多様化する学校現場の課題を解決し、学校改革
の中核を担う教師像を設定し、教育に関わる「高度な専門性」を備えた教員の養成を
目指すとともに、個々の能力を高める「高度化」にとどまらず、豊かな人間性と社会
性を育成するため、「専門性」の垣根や「専門性」と「非専門性」の垣根を越え、関
係的な力を編み直す「協働化」も見据えた教員の養成を目指す。

同一設置者内における
変 更 状 況

　教育学研究科（修士課程）　　　学校教育専攻（廃止）　　　（△15）
　　　　　　　　　　　　　　　　教科教育専攻（廃止）　　　（△27）
　　　　　　　（専門職学位課程）教職実践専攻（廃止）　　　（△20）
　　　　　　　※令和3年4月学生募集停止

（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

計 52 － 104

　教職実践専攻
[Course for Teaching
Professionals]

2 52 － 104

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

6　科目 93　科目 6　科目 105　科目 46 単位

教

員

組

織

の

概

要

学　部　等　の　名　称
専任教員等 兼 任

教 員 等教授

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数

0 42 0 0
（12） （6） （0） （0） （18） （0）

（0） （72）

計
12 6 0 0 18

講義 演習 実験・実習 計

教育学研究科教職実践専攻

0 人 18 人 0 人 72 人
(12) (6) (0) （0） （18）

准教授 講師 助教 計 助手

新

設

分

教育学研究科 教職実践専攻
12 人 6 人 0 人

（－）

既

設

分

人文社会科学研究科
（博士前期課程）文化環境専攻

32 9 1

0 －

（14） （0） （0） （38） （0） （0）

（0）

　　　　　　　　国際日本アジア専攻
33 20 0 0 53 0 0

（24）

（31） （11） （0） （0） （42） （0）

0 0
（18） （6） （0） （0） （24） （0） （0）（博士後期課程）日本アジア文化専攻

15 6 0 0 21

0 0
（27） （17） （2） （0） （46） （0） （0）　　　　　　　　経済経営専攻

22 20 2 0 44

0 1
（12） （5） （2） （7） （26） （0） （1）

理工学研究科
（博士前期課程）生命科学系専攻

12 5 2 7 26

0 8
（22） （10） （0） （0） （32） （0） （0）　　　　　　　　経済経営専攻

20 13 0 0 33

0 1
（14） （9） （3） （7） （33） （0） （1）　　　　　　　　化学系専攻

14 9 3 7 33

0 1
（11） （12） （0） （7） （30） （0） （1）　　　　　　　　物理機能系専攻

11 12 0 7 30

0 0
（11） （11） （0） （6） （28） （0） （0）　　　　　　　　機械科学系専攻

11 11 0 6 28

0 1
（18） （19） （0） （16） （53） （0） （1）　　　　　　　　数理電子情報系専攻

18 19 0 16 53

0 60
（79） （68） （0） （9） （156） （0） （60）（博士後期課程）理工学専攻

79 68 0 9 156

0 0
（13） （12） （0） （11） （36） （0） （0）　　　　　　　　環境システム工学系専攻

13 12 0 11 36

0 －
（173） （116） （7） （54） （350） （0） （－）

合　　　　計
178 123 8 54 363

0 －
（161） （110） （7） （54） （332） （0） （－）

計
166 117 8 54 345

埼玉県さいた
ま市桜区下大
久保255

　教職修士（専門職）
【Master of Education
　(Professional)】

開設時期及
び開設年次

　　年　月
第　年次

令和3年4月
第1年次

学位又は称号 所　在　地
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大学全体

※平成30年度入学
定員減(△50人)

そ の 他 の 職 員
1 0 1

（1） （0） （1）

図 書 館 専 門 職 員
6 0 6

（6） （0） （6）

（167） （0） （167）

技 術 職 員
33 0 33

（33） （0）

事 務 職 員
167     人 0      人 167     人

（33）

167,509 ㎡

運 動 場 用 地 95,531 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 95,531 ㎡

校
　
　
地
　
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

校 舎 敷 地 167,509 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡

計
207 0 207

（207） （0） （207）

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

職　　　種 専　　任 兼　　任 計

合 計 394,544 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡

140,745 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 140,745 ㎡

（　　140,745 ㎡） （　　　　　0 ㎡）（　　　　　0 ㎡）（　　140,745 ㎡）

394,544 ㎡

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

小 計 263,040 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 263,040 ㎡

そ の 他 131,504 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 131,504 ㎡

教育学研究科　教職実践専攻 18 室

新設学部等の名称

図書

（補助職員 0 人） （補助職員 0 人）

専 任 教 員 研 究 室
新設学部等の名称 室　　　数

教室等

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習施設 語学学習施設

92 室 82 室 282 室
4 室 2 室

（2,484） （4,202） （0）

0

教育学研究科
　教職実践専攻

895,210〔276,263〕  22,065〔5,559〕  13,579〔13,567〕 2,484 4,202

標本
〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 種 〔うち外国書〕 点 点 点

体育館
面積 体育館以外のスポーツ施設の概要

 4,474 ㎡ 野球場

（4,202） （0）

図書館
面積 閲覧座席数 収 納 可 能 冊 数

計
895,210〔276,263〕  22,065〔5,559〕  13,579〔13,567〕 2,484 4,202

(895,210〔276,263〕) (22,065〔5,559〕) (13,579〔13,567〕) （2,484）

図
書
・
設
備

学術雑誌
視聴覚資料機械・器具

0 専攻単位での特
定不能なため、
大学全体の数

(895,210〔276,263〕) (22,065〔5,559〕) (13,579〔13,567〕)

国費による

教員１人当り研究費等 － － － － － －

テニスコート他

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

経費
の見
積り

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次

大学全体
8,439 ㎡ 919 911,944

－ －

図 書 購 入 費 － － － － － － －

共 同 研 究 費 等 － － － －

第６年次

大 学 の 名 称 埼玉大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

　－ 千円 　－ 千円 　－ 千円 　－ 千円 　－ 千円

学生納付金以外の維持方法の概要 －

－ －

学生１人当り
納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

　－ 千円

設 備 購 入 費 － － － － －

教養学部 1.05 埼玉県さいたま市
桜区下大久保255

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

1.06 同上

　経済学科（昼間コース） 4 280 ３年次
10

1,140 学士(経済学) 1.06

経済学部

　教養学科 4 160 ３年次
30

700 学士（教養） 1.05 昭和40

教育学部 1.02 同上

平成27

　経済学科（夜間主コース） 4 15 － 60 学士(経済学) 1.06 平成27

1.02 平成18

1.02 平成11

　養護教諭養成課程 4 20 － 80 学士(教育学)

　学校教育教員養成課程 4 360 － 1,490 学士(教育学)

既
設
大
学
等
の
状
況
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※平成30年度より
学生募集停止

※平成30年度より
学生募集停止

※平成30年度より
学生募集停止

※平成30年度より
学生募集停止

※平成30年度より
学生募集停止

※平成30年度より
学生募集停止

※平成30年度より
学生募集停止

※令和３年度より
学生募集停止予定

※令和３年度より
学生募集停止予定

※令和３年度より
学生募集停止予定

理学部 1.04

　物理学科 4 40 － 160 学士(理学) 1.02 平成7

埼玉県さいたま市
桜区下大久保255

　数学科 4 40 － 160 学士(理学) 1.07 平成7

平成7

　生体制御学科 4 40 － 160 学士(理学) 1.04 平成7

1.04 平成7

　分子生物学科 4 40 － 160 学士(理学) 1.06

　基礎化学科 4 50 － 200 学士(理学)

1.03 平成30

　電気電子物理工学科 4 110 － 330 学士（工学）

　機械工学・システムデ
　ザイン学科

4 110 － 330 学士（工学）

工学部 1.03 同上

平成30

　応用化学科 4 90 － 270 学士（工学） 1.03 平成30

1.01 平成30

　情報工学科 4 80 － 240 学士（工学） 1.06

－ 平成5

　電気電子システム工学科 4 － － － 学士（工学） －

　機械工学科 4 － － － 学士（工学）

　環境社会デザイン学科 4 100 － 300 学士（工学） 1.01 平成30

　応用化学科 4 － － － 学士（工学） － 平成4

平成7

　情報システム工学科 4 － － － 学士（工学） － 平成7

平成5

　環境共生学科 4 － － － 学士（工学） － 平成20

－ 平成4

　建設工学科 4 － － － 学士（工学） －

　機能材料工学科 4 － － － 学士（工学）

　文化環境専攻 2 20 － 40 修士（学術） 1.20 平成27

人文社会科学研究科
（博士前期課程） 1.00

同上

平成27

（博士後期課程） 0.97

0.95 平成27

　経済経営専攻 2 22 － 44 修士(経済学)
修士(経営学)

0.90

　国際日本アジア専攻 2 38 － 76 修士（学術）
修士(経済学)

0.94 平成27

教育学研究科
（修士課程） 1.06

　経済経営専攻 3 12 － 36 博士(経済学)
博士(経営学)

　日本・アジア文化専攻 3 4 － 12 博士（学術） 1.08 平成27

　教科教育専攻 2 27 － 54 修士(教育学) 0.98 平成2

同上

　学校教育専攻 2 15 － 30 修士(教育学) 1.23 平成2

1.00 平成28

理工学研究科
（博士前期課程） 1.06

　教職実践専攻 2 20 － 40  教職修士(専門職)
（専門職学位課程） 1.00

　物理機能系専攻 2 59 － 118 修士（理学）
修士（工学）

0.96 平成18

同上

　生命科学系専攻 2 55 － 110 修士（理学） 0.92 平成18

平成18

　機械科学系専攻 2 59 － 118 修士（工学） 1.24 平成18

1.05 平成18

　数理電子情報系専攻 2 108 － 216 修士（理学）
修士（工学）

1.13

　化学系専攻 2 65 － 130 修士（理学）
修士（工学）

0.86
　理工学専攻 3 56 － 168 博士（学術）

博士（理学）
博士（工学）

0.86
（博士後期課程）

　環境システム工学系専攻 2 62 － 124 修士（工学） 1.02 平成18

平成18
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所 在 地: 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-9-44
設置年月: 昭和24年5月
規 模 等: 土地 19,533㎡　建物 7,243㎡

昭和26年4月
規 模 等: 土地 4,198㎡　建物 666㎡
名　　称: 教育学部附属小学校
目　　的: 附属学校園の基本的な社会的使命（教育の研究と実践・実証、学生の教育実

習並びに研究の指導、地方教育への協力と指導）を達成することを重視し、
かつ地域のモデル校としての業務を推進することを目的とする。

名　　称: 教育学部附属幼稚園
目　　的: 附属学校園の基本的な社会的使命（教育の研究と実践・実証、学生の教育実

習並びに研究の指導、地方教育への協力と指導）を達成することを重視し、
かつ地域のモデル校としての業務を推進することを目的とする。

所 在 地: 埼玉県さいたま市浦和区常盤8-13-1
設置年月:

目　　的: 附属学校園の基本的な社会的使命（教育の研究と実践・実証、学生の教育実
習ならびに研究の指導、地方教育への協力と指導）を達成することを重視
し、かつ地域のモデル校としての業務を推進することを目的とする。

所 在 地: 埼玉県さいたま市北区日進町2-480
設置年月: 平成19年4月

設置年月: 昭和24年5月
規 模 等: 土地  33,399㎡　建物 7,064㎡
名　　称: 教育学部附属特別支援学校

名　　称: 教育学部附属中学校
目　　的: 附属学校園の基本的な社会的使命（教育の研究と実践・実証、学生の教育実

習並びに研究の指導、地方教育への協力と指導）を達成することを重視し、
かつ地域のモデル校としての業務を推進することを目的とする。

所 在 地: 埼玉県さいたま市南区別所4-2-5

名　　称: 教育学部附属特別支援教育臨床研究センター
目　　的: 特別支援教育の臨床の学の基本理念に基づき、学内外の関係諸機関との連携

のもとに教育実践に関する研究及び教育を行い、特別支援教育の臨床と研究
に資するとともに、家庭、学校及び地域社会と協力し、障害のある幼児児童
生徒の成長と発達をめぐる問題の解決に寄与することを目的とする。

所 在 地: 埼玉県さいたま市北区日進町2-480

所 在 地: 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-9-44
設置年月: 平成13年4月
規 模 等: 土地 19,533㎡　建物 532㎡

規 模 等: 土地 14,445㎡　建物 3,408㎡
名　　称: 教育学部附属教育実践総合センター
目　　的: 教育の臨床の学の基本理念に基づき、学内外の関係諸機関との連携のもとに

教育実践に関する理論的かつ実際的研究及び教育を行い、教員養成に資する
とともに、家庭、学校及び地域社会と協力し、子どもたちの学びの場の創造
とその成長をめぐる問題の解決に寄与することを目的とする。

規 模 等： －
名　　称： 教育機構英語教育開発センター
目　　的： 埼玉大学における英語教育の質の向上を図るため、英語教育に関する企画・

立案を行い、実施することを目的とする。

目　　的： 全学的な教育に係る事項の企画案の作成及び決定された企画の実施を行うこ
とを目的とする。

所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
設置年月： 平成25年10月

設置年月: 平成28年4月
規 模 等: 土地 14,445㎡　建物 351㎡
名　　称： 教育機構基盤教育研究センター

設置年月： 平成24年4月
規 模 等： －
名　　称： 教育機構アドミッションセンター

名　　称： 教育機構日本語教育センター
目　　的： 埼玉大学における学生の日本語力の向上を図るため、質の高い教育を提供す

ることを目的とする。

所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255

所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
設置年月： 平成24年4月
規 模 等： －

所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
設置年月： 平成28年4月
規 模 等： －

規 模 等： －
名　　称： 教育機構統合キャリアセンターSU
目　　的： 学生の就職・生活に関する総合的な支援を企画立案及び実施するとともに、

免許状更新講習を企画及び実施することを目的とする。

目　　的： アドミッション･ポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策
を企画・立案し、円滑な入学者選抜の実施を図ることを目的とする。

所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
設置年月： 平成24年4月

附属施設の概要
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目　　的： 埼玉大学における研究拠点として、東アジア地域の研究を推進するため、文
理融合及び複合科学的見地から東アジア地域の持続的発展に向けての必要な
研究を行い、その成果の社会への還元を目指すことを目的とする。

所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
設置年月： 令和元年7月

設置年月： 平成24年4月
規 模 等： 土地 167,509㎡　建物 424㎡

名　　称： 研究機構東アジアＳＤ研究センター

名　　称： 教育機構保健センター
目　　的： 学生及び教職員の保健管理に関する業務を行うことを目的とする。
所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255

名　　称： 研究機構オープンイノベーションセンター

規 模 等： 土地 167,509㎡　建物 1,140㎡
名　　称： 研究機構先端産業国際ラボラトリー
目　　的： 埼玉大学と地域企業等の法人、他大学・研究機関、地方公共団体等公的機

関、金融機関などとの連携による先端産業分野の研究開発、起業、創出等及
び共創ネットワーク形成を推進し、並びに文理融合の連携による国際的な産
業技術動向の把握及び研究開発の推進を図り、イノベーション創出及び地域
社会への貢献を目指すことを目的とする。

目　　的： 企業等の法人、地方公共団体等公的機関、他大学などとの共同研究及び研究
交流を推進するとともに、埼玉大学における知的財産の創出、取得及び管理
並びに技術移転の促進を図り、地域の企業等における技術革新、生産革新、
経営革新、事業革新、情報革新、組織革新等のオープンイノベーションに対
して中核機関として貢献することにより、埼玉大学の教育研究の進展に寄与
するとともに地域社会の産業、文化、福祉及び教育の向上に資することを目
的とする。

所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
設置年月： 平成24年4月

名　　称： 研究機構宇宙観測研究センター
目　　的： 埼玉大学における研究拠点として、特に多波長にわたる機動的、有機的な観

測を基礎とした国内外の諸機関との共同研究を行い、天体の形成・進化及び
物質・エネルギーの生成・循環について宇宙物理学の研究を推進し、その成
果の社会への還元を目指すことを目的とする。

所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255

所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
設置年月： 令和元年7月
規 模 等： －

規 模 等： －
名　　称： 研究機構グリーンバイオ研究センター
目　　的： 埼玉大学における研究拠点として、植物機能関連研究及び植物バイオテクノ

ロジー関連技術研究の推進を図り、その成果の社会への還元を目指すことを
目的とする。

平成26年4月
規 模 等： －

規 模 等： －
名　　称： 研究機構レジリエント社会研究センター
目　　的： 埼玉大学における研究拠点として、激甚災害の世界的な増加を背景に、防

災・減災工学にかかわる研究に加え、災害から社会が速やかに回復するため
に、リスク発生前後の人間の行動学、リスクの対応主体である住民の意識改
革や政策面での改革まで含めた研究の推進を図るため、複合科学的見地から
真のレジリエント社会構築に向けて必要な研究を行い、その成果の社会への
還元を目指すことを目的とする。

目　　的： 埼玉大学における研究拠点として、生命科学分野での基礎・応用研究の推進
を図るため、生命科学、理学及び工学的見地から生命機能の解明及び産業へ
の応用並びに生命機能の破綻に起因する疾患の発症機能等に関する研究を推
進し、その成果の社会への還元を目指すことを目的とする。

所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
設置年月： 令和元年7月

設置年月： 令和元年7月
規 模 等： －
名　　称： 研究機構生命理工学連携研究センター

所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
設置年月： 平成28年4月
規 模 等： －

名　　称： 研究機構社会調査研究センター
目　　的： センターの活動を通して地域社会への貢献及び学術上での寄与を図ることを

目的とする。

所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255

所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
設置年月：

設置年月： 令和2年4月
規 模 等： －
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設置年月： 平成26年1月
規 模 等： －

名　　称： 研究機構リサーチ・アドミニストレーターオフィス
目　　的： 埼玉大学における研究推進体制・機能の充実強化及び研究者の研究活動の支

援強化を目指すことを目的とする。

所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255

所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
設置年月： 平成24年4月
規 模 等： －

規 模 等：

名　　称： 国際開発教育研究センター

名　　称： 情報メディア基盤センター
目　　的： 埼玉大学における全学的な情報基盤の整備・運用及び情報基盤に係る研究開

発を行うことを目的とする。

所 在 地：

目　　的： 生命科学分析、機器分析及び環境分析に関わる各分野が有機的な連携を保ち
つつ、埼玉大学内における教育・研究のための共同利用を支援すると共に、
科学分析技術の研究・開発を行うことを目的とする。

所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
設置年月： 昭和55年4月

名　　称： 研究機構科学分析支援センター

埼玉県さいたま市桜区下大久保255

－
名　　称： 研究機構総合技術支援センター
目　　的： 埼玉大学の各部局等の要請に応え、埼玉大学における教育・研究・大学運営

の充実・高度化及び教育・研究活動に係る基盤の整備・強化を専門的・技術
的に支援し、埼玉大学の目的・目標の達成に資することを目的とする。

３　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする場合

　は，「教育課程」，「教室等」，「専任教員研究室」，「図書・設備」，「図書館」及び「体育館」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

４　大学等の廃止の認可の申請又は届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「校地等」，「校舎」，「教室等」，「専任教員研究室」，

　「図書・設備」，「図書館」，「体育館」及び「経費の見積もり及び維持方法の概要」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

５　「教育課程」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

６　空欄には，「－」又は「該当なし」と記入すること。

規 模 等： －
（注）

１　共同学科等の認可の申請及び届出の場合，「計画の区分」，「新設学部等の目的」，「新設学部等の概要」，「教育課程」及び「教員組

　織の概要」の「新設分」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

２　「教員組織の概要」の「既設分」については，共同学科等に係る数を除いたものとすること。

目　　的： 世界の平和と持続的な経済・社会の発展に寄与するため、教育・研究に関す
る企画・立案を行い、実施することを目的とする。

所 在 地： 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
設置年月： 平成24年4月

設置年月： 平成16年10月
規 模 等： －
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

１①～② 2  ○ 5 兼1 オムニバス・共同（一部）

１①～② 4 ○ 兼7 オムニバス・共同（一部）

１①～② 2 ○ 2 兼55 オムニバス・共同（一部）

１①～② 2  ○ 1 1 兼9 オムニバス・共同（一部） ※講義

１①～② 2 ○ 1 兼2 オニムバス・共同（一部）

１①～② 2 ○ 3 兼45 オムニバス・共同（一部）

１①～② 2  ○ 2 兼1 オムニバス・共同（一部）

１①～② 2 ○ 2 オムニバス・共同（一部）

１①～② 2 ○ 2 2 兼1 オムニバス・共同（一部）

１①～② 2  ○ 1 兼3 共同

１①～② 2 ○ 3 1 オムニバス・共同（一部）

１①～② 2 ○ 2 2 兼1 オムニバス・共同（一部）

１通 4  ○ 8 1 兼1 オムニバス・共同（一部）

１①～② 2 ○ 3 兼4 オムニバス・共同（一部）

－ 12 20 0 12 6 0 0 0 兼72

１通 4 ○ 9 4 兼69

２通 6 ○ 9 4 兼69

１通 4 ○ 1 兼2

２通 6 ○ 1 兼2

１通 4 ○ 2 2 兼1

２通 6 ○ 2 2 兼1

－ 0 30 0 12 6 0 0 0 兼72

課題研究Ⅰ １通 2 ○ 9 4 兼69

課題研究Ⅱ ２通 2 ○ 9 4 兼69

課題研究Ⅰ（特別支援教育） １通 2 ○ 1 兼2

課題研究Ⅱ（特別支援教育） ２通 2 ○ 1 兼2

課題研究Ⅰ（学校保健） １通 2 ○ 2 2 兼1

課題研究Ⅱ（学校保健） ２通 2 ○ 2 2 兼1

－ 0 12 0 12 6 0 0 0 兼72

１③～④ 2 ○ 3 1 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 1 兼1 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 1 兼1 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 1 兼1 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 3 1 オムニバス・共同（一部） ※講義

１③～④ 2 ○ 兼1 ※講義

１③～④ 2 ○ 1

１③～④ 2 ○ 1 兼1 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 1 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼1

１③～④ 2 ○ 1 兼1 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 1 兼1 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 1 1 オムニバス・共同（一部） ※講義

１③～④ 2 ○ 1 1 オムニバス・共同（一部） ※講義

１③～④ 2 ○ 1 兼1 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 2 オムニバス・共同（一部） ※講義

１③～④ 2 ○ 1 兼1 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼2 共同

１③～④ 2 ○ 兼2 共同

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 1 兼1 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼2 共同 ※講義

－ 0 54 0 10 3 0 0 0 兼17

保育内容と指導の課題探求

子どもの発達と教育相談の課題探求

＜教育－社会－環境＞基礎論

子育ち支援開発探求

幼児の音楽表現の開発探求

小計（27科目）

学校保健サブ
プログラム科
目

実地研究Ⅰ（特別支援教育）

実地研究Ⅱ（特別支援教育）

実地研究Ⅱ

養護教諭の専門家としての成長

教育生理の臨床と子供の成長課題

保健教育の実践と課題の探求

学校保健の理論と実践の探求

障害児教育実践の課題探求法

学校と教職の課題探求

学校課題改善演習

実地研究Ⅰ

小計（14科目）

教育工学開発演習

学校教育と教員
の在り方に関す
る領域

　
学
校
に
お
け
る

　
実
習
科
目

課
題
研
究

学級づくり論

学校構想サブ
プログラム科
目

保健管理の実践と課題の探求

特別支援教育
サブプログラ
ム科目

学校臨床心理学実践演習

心理学的方法の活用と探求

カウンセリング実践演習

障害児心理学の実践と課題Ａ

障害児心理学の実践と課題Ｂ

インクルーシブ教育演習

子ども認識の思想と構造

専任教員等の配置

配当年次

単位数 授業形態

総
合
教
育
高
度
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目

－

発達臨床アセスメント演習

心理・学習評価演習

科目
区分

－

－

教科指導の課題探求

教育課程の課題探求

教育経営の課題探求

小計（6科目）

特別支援教育実践研究

授業科目の名称

－

総合・道徳開発演習

小計（6科目）

実地研究Ⅰ（学校保健）

実地研究Ⅱ（学校保健）

学校と社会論

学校と児童生徒理解の心理学

子ども共育の理論と実践

特別支援教育の課題探求

教育課程の編
成・実施に関す
る領域

教科等の実践的
な指導方法に関
する領域

生徒指導、教育
相談に関する領
域

学級経営、学校
経営に関する領
域

現代の健康問題と学校保健の実践的課題

学校構想の理論と実践

特別支援教育コーディネータ演習

別記様式第２号（その２の１）

（埼玉大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻）

教科の教育課程構成論

教科指導の発展・応用

子供の発育発達と保健室における養護教諭の実践

生徒指導・教育相談の課題探求

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教　　　育　　　課　　　程　　　等　　　の　　　概　　　要

備考

共
通
科
目

子ども共育サ
ブプログラム
科目

子ども支援の実践と制度
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１③～④ 2 ○ 兼6 オムニバス・共同（一部） ※演習

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼3 オムニバス・共同（一部） ※演習

１③～④ 2 ○ 兼3 オムニバス・共同（一部） ※演習

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部） ※演習

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部） ※演習

１③～④ 2 ○ 兼1

１③～④ 2 ○ 兼1

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼6 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼3 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼3 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 1 兼1 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼1

１③～④ 2 ○ 兼1

１③～④ 2 ○ 兼4 オムニバス・共同（一部） ※講義

１③～④ 2 ○ 兼4 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 4 ○ 1 兼9 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼4 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼5 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼4 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼4 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼5 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼5 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼4 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼4 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼5 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼5 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 1 兼1 共同

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部） ※演習

１③～④ 2 ○ 1 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼3 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼5 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼3 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼3 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼2 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼3 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼3 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼2 共同

１③～④ 2 ○ 兼3 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼3 オムニバス・共同（一部）

１③～④ 2 ○ 兼3 オムニバス・共同（一部）

－ 0 100 0 0 2 0 0 0 兼55

１③～④ 2 ○ 4 1 共同

１通 2 ○ 12 6 兼72

探求活動演習Ⅱ ２通 2 ○ 12 6 兼72

－ 0 2 4 12 6 0 0 0 兼72

－ 12 218 4 12 6 0 0 0 兼72

技術科教育の教材研究と実践Ａ

言語文化系教
育サブプログ
ラム科目

生活創造系教
育サブプログ
ラム科目

芸術系教育の教材研究と実践Ａ（音楽）

小計（49科目）

身体文化系教
育サブプログ
ラム科目

家庭科教育の理論と実践

技術科教育の教材研究と実践Ｂ

家庭科教育の授業内容探求Ａ

技術科教育の授業内容探求Ａ

教
科
教
育
高
度
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目

社会系教育サ
ブプログラム
科目

自然科学系教
育サブプログ
ラム科目

芸術系教育サ
ブプログラム
科目

言語文化系教育の教材研究と実践Ｄ（英語）

自然科学系教育の授業内容探求Ｃ（理科）

芸術系教育の教材研究と実践Ｃ（図工・美術）

芸術系教育の教材研究と実践Ｂ（音楽）

技術科教育の授業内容探求Ｂ

言語文化系教育の教材研究と実践Ｃ（英語）

社会科教育の授業内容探求

芸術系教育の理論と実践Ａ（音楽）

体育・保健体育科教育の理論と実践Ａ

自然科学系教育の授業内容探求Ａ（算数・数学）

体育・保健体育科教育の理論と実践Ｂ

技術科教育の理論と実践

芸術系教育の授業内容探求Ａ（音楽）

芸術系教育の授業内容探求Ｄ（図工・美術）

言語文化系教育の授業内容探求Ｄ（英語）

自然科学系教育の教材研究と実践Ｂ（算数・数学）

芸術系教育の理論と実践Ｂ（図工・美術）

自然科学系教育の教材研究と実践Ａ（算数・数学）

言語文化系教育の教材研究と実践Ａ（国語）

言語文化系教育の教材研究と実践Ｂ（国語）

－

芸術系教育の教材研究と実践Ｄ（図工・美術）

体育・保健体育科教育の授業内容・指導法探求

中核的理科教員（ＣＳＴ）養成講座

家庭科教育の教材研究と実践Ｂ

探求活動演習Ⅰ

芸術系教育の授業内容探求Ｃ（図工・美術）

小計（3科目）

言語文化系教育の理論と実践Ａ（国語）

言語文化系教育の授業内容探求Ｂ（国語）

言語文化系教育の理論と実践Ｂ（英語）

言語文化系教育の授業内容探求Ａ（国語）

言語文化系教育の授業内容探求Ｃ（英語）

家庭科教育の教材研究と実践Ａ

家庭科教育の授業内容探求Ｂ

体育・保健体育科教育の教材研究と実践Ａ

体育・保健体育科教育の教材研究と実践Ｂ

自然科学系教育の授業内容探求Ｄ（理科）

自然科学系教育の理論と実践Ａ（算数・数学）

自然科学系教育の理論と実践Ｂ（理科）

自然科学系教育の授業内容探求Ｂ（算数・数学）

芸術系教育の授業内容探求Ｂ（音楽）

学位又は称号

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法

教職修士（専門職）

－

１学年の学期区分

合計（105科目） －

社会科教育の教材研究と実践Ａ

社会科教育の教材研究と実践Ｂ

現代的・地域的教育課題の共同探求

学位又は学科の分野

社会科教育の理論と実践Ａ

社会科教育の理論と実践Ｂ

８週

９０分

（１）共通科目
　「教育課程の課題探求」（２単位）、「教科指導の課題探求」（２単位）、「生徒指
導・教育相談の課題探求」（２単位）、「教育経営の課題探求」（２単位）、「学校と
教職の課題探求」（４単位）の計１２単位は全員必修とする。
・学校構想サブプログラムは、上記共通５科目（１２単位）に加え、「学校構想の理論
と実践」（２単位）、「学校課題改善演習」（２単位）を必修とし、計１６単位を履修
する。
・特別支援教育サブプログラムは、上記共通５科目（１２単位）に加え、「特別支援教
育の課題探求」（２単位）、「特別支援教育コーディネータ演習」（２単位）を必修と
し、計１６単位を履修する。

１学期の授業期間

１時限の授業時間

教員養成関係

授業期間等

４学期

全
体
に
か
か

る
科
目
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　特別支援教育サブプログラム及び学校保健サブプログラム以外のサブプログラムは、
「実地研究Ⅰ」（４単位）、「実地研究Ⅱ」（６単位）を必修とし計１０単位を履修す
る。
　特別支援教育サブプログラムは、「実地研究Ⅰ（特別支援教育）」（４単位）、「実
地研究Ⅱ（特別支援教育）」（６単位）を必修とし計１０単位を、学校保健サブプログ
ラムは、「実地研究Ⅰ（学校保健）」（４単位）、「実地研究Ⅱ（学校保健）」（６単
位）を必修とし計１０単位を履修する。ただし、短期履修制度により１年間で修了する
者は、「実地研究Ⅱ」又は「実地研究Ⅱ（特別支援教育）」又は「実地研究Ⅱ（学校保
健）」の履修を免除する。

　言語文化系教育サブプログラム科目の「言語文化系教育の理論と実践Ａ（国語）」
（２単位）、「言語文化系教育の理論と実践Ｂ（英語）」（２単位）、「言語文化系教
育の授業内容探求Ａ（国語）」（２単位）、「言語文化系教育の授業内容探求Ｂ（国
語）」（２単位）、「言語文化系教育の授業内容探求Ｃ（英語）」（２単位）、「言語
文化系教育の授業内容探求Ｄ（英語）」（２単位）の６科目から３科目（６単位）を選
択必修とし履修する。
　また、「言語文化系教育の教材研究と実践Ａ（国語）」（２単位）、「言語文化系教
育の教材研究と実践Ｂ（国語）」（２単位）、「言語文化系教育の教材研究と実践Ｃ
（英語）」（２単位）、「言語文化系教育の教材研究と実践Ｄ（英語）」（２単位）の
４科目から２科目（４単位）を選択必修として履修する。
　さらに、前述の選択必修で履修した５科目（１０単位）以外の言語文化系教育サブプ
ログラム科目、他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的教育課題
の共同探求」（２単位）の中から６単位を選択して履修する。
　以上、計１６単位を履修する。

・社会系教育サブプログラム

　社会系教育サブプログラム科目の全ての科目（１０単位）を必修とし履修する。
　さらに、他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的教育課題の共
同探求」（２単位）の中から６単位を選択して履修する。
　以上、計１６単位を履修する。

　学校構想サブプログラム科目の「学級づくり論」（２単位）、「学校と社会論」（２
単位）、「学校と児童生徒理解の心理学」（２単位）、「学校臨床心理学実践演習」
（２単位）の４科目から３科目（６単位）を選択必修とし履修する。
　また、「心理学的方法の活用と探求」（２単位）、「カウンセリング実践演習」（２
単位）、「心理・学習評価演習」（２単位）、「総合・道徳開発演習」（２単位）、
「教育工学開発演習」（２単位）の５科目から２科目（４単位）を選択必修とし履修す
る。
　さらに、前述の選択必修で履修した５科目（１０単位）以外の学校構想サブプログラ
ム科目、他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的教育課題の共同
探求」（２単位）の中から６単位を選択して履修する。
　以上、計１６単位を履修する。

・特別支援教育サブプログラム

・学校保健サブプログラム

　学校保健サブプログラム科目の全ての科目（１０単位）を必修とし履修する。
　さらに、他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的教育課題の共
同探求」（２単位）の中から６単位を選択して履修する。
　以上、計１６単位を履修する。

・子ども共育サブプログラム

・言語文化系教育サブプログラム

　子ども共育サブプログラム科目の「子ども支援の実践と制度」（２単位）、「保育内
容と指導の課題探求」（２単位）、「子どもの発達と教育相談の課題探求」（２単位）
の３科目計６単位を必修とし、履修する。
　また、「＜教育―社会―環境＞基礎論」（２単位）、「子ども認識の思想と構造」
（２単位）、「子育ち支援開発探求」（２単位）、「幼児の音楽表現の開発探求」（２
単位）の４科目から２科目（４単位）を選択必修とし履修する。
　さらに、前述の必修または選択必修で履修した５科目（１０単位）以外の子ども共育
サブプログラム科目、他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的教
育課題の共同探求」（２単位）の中から６単位を選択して履修する。
　以上、計１６単位を履修する。

　特別支援教育サブプログラムの「発達臨床アセスメント演習」（２単位）、「特別支
援教育実践研究」（２単位）、「障害児教育実践の課題探求法」（２単位）の３科目計
６単位を必修とし履修する。
　また、「インクルーシブ教育演習」（２単位）、「障害児心理学の実践と課題Ａ」
（２単位）、「障害児心理学の実践と課題Ｂ」（２単位）の３科目から２科目（４単
位）を選択必修とし履修する。
　さらに、前述の必修または選択必修で履修した５科目（１０単位）以外の特別支援教
育サブプログラム科目、他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的
教育課題の共同探求」（２単位）の中から６単位を選択して履修する。
　以上、計１６単位を履修する。

・学校保健サブプログラムは、上記共通５科目（１２単位）に加え、「子供の発育発達
と保健室における養護教諭の実践」（２単位）、「現代の健康問題と学校保健の実践的
課題」（２単位）を必修とし、計１６単位を履修する。
・子ども共育サブプログラムは、上記共通５科目（１２単位）に加え、「子ども共育の
理論と実践」（４単位）を必修とし、計１６単位を履修する。
・教科教育高度化プログラムの各サブプログラムは、上記共通５科目（１２単位）に加
え、「教科の教育課程構成論」（２単位）、「教科指導の発展・応用」（２単位）を必
修とし、計１６単位を履修する。

（２）学校における実習科目

（４）各サブプログラム科目等

（３）課題研究

　特別支援教育サブプログラム及び学校保健サブプログラム以外のサブプログラムは、
「課題研究Ⅰ」（２単位）、「課題研究Ⅱ」（２単位）を必修とし計４単位を履修す
る。
　特別支援教育サブプログラムは、「課題研究Ⅰ（特別支援教育）」（２単位）、「課
題研究Ⅱ（特別支援教育）」（２単位）を必修とし計４単位を、学校保健サブプログラ
ムは、「課題研究Ⅰ（学校保健）」（２単位）、「課題研究Ⅱ（学校保健）」（２単
位）を必修とし計４単位を履修する。

・学校構想サブプログラム
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合計４６単位を修得する。（ただし、短期履修制度により１年間で修了する者は合計４
０単位を修得する。）

・「現代的・地域的教育課題の共同探求」は全てのサブプログラムの選択科目とし、修
得単位を修了要件に算入する。
・「探求活動演習Ⅰ」と「探求活動演習Ⅱ」は全てのサブプログラムの自由科目とし、
単位認定できるが、修了要件に算入しない。
・１年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は、４２単位とする。
（ただし、短期履修制度により１年間で修了する者が登録することができる単位数の上
限は、５６単位とする。）

１　学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の届出を

　芸術系教育サブプログラム科目の「芸術系教育の理論と実践Ａ（音楽）」（２単
位）、「芸術系教育の理論と実践Ｂ（図工・美術）」（２単位）、「芸術系教育の授業
内容探求Ａ（音楽）」（２単位）、「芸術系教育の授業内容探求Ｂ（音楽）」（２単
位）、「芸術系教育の授業内容探求Ｃ（図工・美術）」（２単位）、「芸術系教育の授
業内容探求Ｄ（図工・美術）」（２単位）の６科目から３科目（６単位）を選択必修と
して履修する。
　また、「芸術系教育の教材研究と実践Ａ（音楽）」（２単位）、「芸術系教育の教材
研究と実践Ｂ（音楽）」（２単位）、「芸術系教育の教材研究と実践Ｃ（図工・美
術）」（２単位）、「芸術系教育の教材研究と実践Ｄ（図工・美術）」（２単位）の４
科目から２科目４単位を選択必修として履修する。
　さらに、前述の選択必修で履修した５科目（１０単位）以外の芸術系教育サブプログ
ラム科目、他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的教育課題の共
同探求」（２単位）の中から６単位を選択して履修する。
　以上、計１６単位を履修する。

・身体文化系教育サブプログラム

・生活創造系教育サブプログラム

　生活創造系教育サブプログラム科目の「技術科教育の理論と実践」（２単位）、「技
術科教育の授業内容探求Ａ」（２単位）、「技術科教育の授業内容探求Ｂ」（２単
位）、「家庭科教育の理論と実践」（２単位）、「家庭科教育の授業内容探求Ａ」（２
単位）、「家庭科教育の授業内容探求Ｂ」（２単位）の６科目から３科目（６単位）を
選択必修とし履修する。
　また、「技術科教育の教材研究と実践Ａ」（２単位）、「技術科教育の教材研究と実
践Ｂ」（２単位）、「家庭科教育の教材研究と実践Ａ」（２単位）、「家庭科教育の教
材研究と実践Ｂ」（２単位）の４科目から２科目４単位を選択必修として履修する。
　さらに、前述の選択必修で履修した５科目（１０単位）以外の生活創造系教育サブプ
ログラム科目、他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的教育課題
の共同探求」（２単位）の中から６単位を選択して履修する。
　以上、計１６単位を履修する。

（５）その他

・自然科学系教育サブプログラム

・芸術系教育サブプログラム

　身体文化系教育サブプログラム科目の全ての科目（１０単位）を必修とし履修する。
　さらに、他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的教育課題の共
同探求」（２単位）の中から６単位を選択して履修する。
　以上、計１６単位を履修する。

　自然科学系教育サブプログラム科目の「自然科学系教育の理論と実践Ａ（算数・数
学）」（２単位）、「自然科学系教育の理論と実践Ｂ（理科）」（２単位）、「自然科
学系教育の授業内容探求Ａ（算数・数学）」（２単位）、「自然科学系教育の授業内容
探求Ｂ（算数・数学）」（２単位）、「自然科学系教育の授業内容探求Ｃ（理科）」
（２単位）、「自然科学系教育の授業内容探求Ｄ（理科）」（２単位）の６科目から３
科目（６単位）を選択必修として履修する。
　また、「自然科学系教育の教材研究と実践Ａ（算数・数学）」（２単位）、「自然科
学系教育の教材研究と実践Ｂ（算数・数学）」（２単位）、「中核的理科教員（CST）養
成講座」（４単位）の３科目から４単位を選択必修として履修する。
　さらに、前述の選択必修で履修した１０単位以外の自然科学系教育サブプログラム科
目、他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的教育課題の共同探
求」（２単位）の中から６単位を選択して履修する。
　以上、計１６単位を履修する。

（注）

　行おうとする場合には，授与する学位の種類及び分野又は学科の分野が同じ学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科（学位の種類及び分野の変

　更等に関する基準（平成十五年文部科学省告示第三十九号）別表第一備考又は別表第二備考に係るものを含む。）についても作成すること。

２　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若し

　くは届出を行おうとする場合，大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行お

　うとする場合は，この書類を作成する必要はない。

３　開設する授業科目に応じて，適宜科目区分の枠を設けること。

４　「授業形態」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

５　「授業形態」の欄は，各授業科目について，該当する授業形態の欄に「○」を記入すること。ただし，専門職大学等又は専門職学科を設ける大学若

　しくは短期大学の授業科目のうち，臨地実務実習については「実験・実習」の欄に「臨」の文字を，連携実務演習等については「演習」又は「実験・

　　　記すること。

　（３）「卒業・修了要件及び履修方法」の欄には，当該専門職大学の卒業要件及び履修方法に加え，前期課程の修了要件及び履修方法を併記すること。

　実習」の欄に「連」の文字を記入すること。

６　課程を前期課程及び後期課程に区分する専門職大学若しくは専門職大学の学部等を設置する場合又は前期課程及び後期課程に区分する専門職大学の

　課程を設置し，若しくは変更する場合は，次により記入すること。

　（１）各科目区分における「小計」の欄及び「合計」の欄には，当該専門職大学の全課程に係る科目数，「単位数」及び「専任教員等の配置」に加え，

　　　前期課程に係る科目数，「単位数」及び「専任教員等の配置」を併記すること。

　（２）「学位又は称号」の欄には，当該専門職大学を卒業した者に授与する学位に加え，当該専門職大学の前期課程を修了した者に授与する学位を併
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

教育課程の編
成・実施に関す
る領域

１③～④ 4  ○ 4 2 オムニバス・共同（一部）

教科等の実践的
な指導方法に関
する領域

１①～② 4  ○ 2 兼4 オムニバス・共同（一部）

生徒指導、教育
相談に関する領
域

１①～② 4  ○ 3 オムニバス・共同（一部）

学級経営、学校
経営に関する領
域

１①～② 4  ○ 3 兼1 オムニバス・共同（一部）

学校教育と教員
の在り方に関す
る領域

１①～② 4  ○ 3 1 兼1 オムニバス・共同（一部） ※講義

－ 20 0 0 11 3 0 0 0 兼6

１通 4 ○ 4 1 兼1

２通 6 ○ 4 1 兼1

１通 4 ○ 4 1 兼1

２通 6 ○ 4 1 兼1

－ 0 20 0 4 1 0 0 0 兼1

１通 2 ○ 5 2 兼8

２通 2 ○ 5 2 兼8

１通 2 ○ 5 兼2

２通 2 ○ 5 兼2

－ 0 8 0 8 2 0 0 0 兼10

１③～④ 2 ○ 1 兼63 オムニバス・共同（一部）

１・２③～④ 2 ○ 1 兼1 共同

１・２③～④ 2 ○ 1 兼1 共同

１・２③～④ 2 ○ 1 兼1 共同

１・２③～④ 2 ○ 2 共同

１・２③～④ 2 ○ 1 1 共同

１・２③～④ 2 ○ 2 共同

１・２①～② 2 ○ 1 兼1 共同

１・２③～④ 2 ○ 1 兼5 オムニバス・共同（一部） ※演習

１・２③～④ 2 ○ 2 兼1 オムニバス・共同（一部）

１・２①～② 2 ○ 1 1 共同 ※講義

１・２③～④ 2 ○ 兼4 オムニバス・共同（一部）

－ 0 24 0 7 3 0 0 0 兼70

１③～④ 2 ○ 1 兼1 共同

１・２③～④ 2 ○ 1 兼1 共同

１・２③～④ 2 ○ 1 兼1 共同

１・２③～④ 2 ○ 1 兼1 オムニバス・共同（一部）

特別支援教育コーディネーター演習 １・２①～② 2 ○ 2 共同

１・２③～④ 2 ○ 1 兼1 共同

１・２③～④ 2 ○ 1 兼1 共同

１・２③～④ 2 ○ 2 共同

１・２③～④ 2 ○ 1 兼1 共同

１・２③～④ 2 ○ 2 オムニバス・共同（一部）

１・２③～④ 2 ○ 兼2 共同

－ 0 22 0 4 0 0 0 0 兼7

－ 20 74 0 12 3 0 0 0 兼77

特別支援教育実践研究

知的障害心理学の実践と課題

発達臨床アセスメント演習

インクルーシブ教育演習

　全科目２０単位を全員必修とする。

小計（4科目）

学校教育と進路選択

授業研究方法論演習

学校の安全と危機管理

校内研究会アクション・リサーチ

－

授業科目の名称

専任教員等の配置

配当年次

単位数 授業形態

科目
区分

－小計（12科目）

外国人教育と多文化共生

９０分

学校臨床心理学実践演習

カウンセリング実践演習

－

小計（11科目）

１学期の授業期間

１時限の授業時間

　「実地研究Ⅰ(４単位）」、「実地研究Ⅱ(６単位）」の計１０単位を履修する。ただ
し、発達臨床支援高度化コースの学生で特別支援学校教諭専修免許状の取得をめざす者
は、これらに代えて「実地研究Ⅰ（特別支援教育）」（２単位）及び「実地研究Ⅱ（特
別支援教育）」（２単位）を履修する。

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

４学期

８週

（１）共通科目

（２）学校における実習科目

１学年の学期区分

学校と教職の課題探求

実地研究Ⅰ

学校課題改善演習

－

－

学位又は学科の分野学位又は称号 教職修士（専門職）

－

合計（36科目）

小計（5科目）

学校コンサルテーション・教育相談演習

学
校
に
お
け
る

実
習
科
目

課
題
研
究

教科の学習指導と実践

実地研究Ⅰ（特別支援教育）

実地研究Ⅱ（特別支援教育）

実地研究Ⅱ

共
通
科
目

生徒指導・教育相談の課題探求

課題研究Ⅱ

課題研究Ⅰ（特別支援教育）

課題研究Ⅱ（特別支援教育）

教科指導の課題探求

教育課程の課題探求

教育経営の課題探求

小計（4科目）

言語活動と教材開発

教育実践と教育学

ソーシャルサポート・ネットワーク演習

発達障害心理学の実践と課題

重度・重複障害児の教育実践と課題

幼児教育実践研究

総合学習カリキュラム開発演習

別記様式第２号（その２の１）

備考

教　　　育　　　課　　　程　　　等　　　の　　　概　　　要

（埼玉大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻【既設】）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教員養成関係

教育臨床学の理論と実践

教
育
実
践
力
高
度
化
コ
ー

ス
科
目

発
達
臨
床
支
援
高
度
化
コ
ー

ス
科
目

課題研究Ⅰ
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　　　方法を併記すること。

　実習」の欄に「連」の文字を記入すること。

６　課程を前期課程及び後期課程に区分する専門職大学若しくは専門職大学の学部等を設置する場合又は前期課程及び後期課程に区分する専門職大学の

　課程を設置し，若しくは変更する場合は，次により記入すること。

　（１）各科目区分における「小計」の欄及び「合計」の欄には，当該専門職大学の全課程に係る科目数，「単位数」及び「専任教員等の配置」に加え，

　　　前期課程に係る科目数，「単位数」及び「専任教員等の配置」を併記すること。

　（２）「学位又は称号」の欄には，当該専門職大学を卒業した者に授与する学位に加え，当該専門職大学の前期課程を修了した者に授与する学位を併

３　開設する授業科目に応じて，適宜科目区分の枠を設けること。

４　「授業形態」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

５　「授業形態」の欄は，各授業科目について，該当する授業形態の欄に「○」を記入すること。ただし，専門職大学等又は専門職学科を設ける大学若

　しくは短期大学の授業科目のうち，臨地実務実習については「実験・実習」の欄に「臨」の文字を，連携実務演習等については「演習」又は「実験・

　　　記すること。

　（３）「卒業・修了要件及び履修方法」の欄には，当該専門職大学の卒業要件及び履修方法に加え，前期課程の修了要件及び履修方法を併記すること。

１　学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の届出を

　行おうとする場合には，授与する学位の種類及び分野又は学科の分野が同じ学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科（学位の種類及び分野の変

　更等に関する基準（平成十五年文部科学省告示第三十九号）別表第一備考又は別表第二備考に係るものを含む。）についても作成すること。

２　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若し

　くは届出を行おうとする場合，大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行お

　うとする場合は，この書類を作成する必要はない。

（４）コース科目

　コース科目は、各コース指定の必修科目（教育実践力高度化コースは「教科の学習指
導と実践」、発達臨床支援高度化コースは「学校コンサルテーション・教育相談演
習」）２単位のほか10単位以上を選択し、計１２単位を履修する。

（５）その他

　１年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は、４２単位とする。

合計４６単位を修得する。

（３）課題研究

（注）

　「課題研究Ⅰ(２単位）」、「課題研究Ⅱ(２単位）」の計４単位を履修する。ただ
し、発達臨床支援高度化コースの学生で特別支援学校教諭専修免許状の取得をめざす者
は、これらに代えて「課題研究Ⅰ（特別支援教育）」（４単位）及び「課題研究Ⅱ（特
別支援教育）」（６単位）を履修する。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

共
通
科
目

教育課程
の編成・
実施に関
する領域

教育課程の課題探
求

　教育課程の編成と実施に関する深い理論的知識を獲得するとと
もに、カリキュラム・マネジメントの実践的力量を獲得すること
を目標とする。教育課程・カリキュラムをめぐる諸課題、幼稚園
教育要領・学習指導要領の改訂の動向、学力論、生活科・総合を
主としたカリキュラム構成、まなざしの教育学、学習過程の探求
と学習理論、等について学修し、それを踏まえて、カリキュラム
を構成していくために必要な事項についてのディスカッションや
グループワーク、発表などを取り入れた共同探求を行う。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（1 馬場　久志／３回・全教員共同を含む。）
（3 舩橋　一男／３回・全教員共同を含む。）
（4 岩川　直樹／３回・全教員共同を含む。）
（6 宇佐見　香代／５回・全教員共同を含む。）
（18 櫻井　康博／３回・全教員共同を含む。）
（67 野村　泰朗／３回・全教員共同を含む。）

第１回：教育課程や学力に関する理論と幼稚園教育要領・学習指
　　　　導要領の改訂の動向（宇佐見）
第２回：生活科・総合的な学習の時間等のカリキュラムの構成及
　　　　びマネジメントの実際（宇佐見）
第３回：カリキュラム概念の再定義（舩橋）
第４回：カリキュラム研究の動向（舩橋）
第５回：まなざしの教育学　ケアの視点から（岩川）
第６回：まなざしの教育学　学校現場の閉塞を内破する（岩川）
第７回：学びの環境　学級規模（馬場）
第８回：学びの環境　学習観（馬場）
第９回：情報教育の最新動向（野村）
第10回：新しい授業づくりにおけるICT活用（野村）
第11回：特別支援教育におけるカリキュラムの特色（櫻井）
第12回：子どもの多様性に対応した教育課程と学級指導（櫻井）
第13回：共同探求：課題設定・資料収集と分析（宇佐見）
第14回：共同探求：発表内容討議・発表準備（宇佐見）
第15回：グループ発表（全教員）

子ども共育の理論
と実践

　学校（園）を中心に、a)「育ち」から「学び」を一貫する教
育・保育のビジョンと哲学、b)発達の連続性を踏まえた上での幼
児児童の発達特性の理解、c)主体的な活動としての遊びとその評
価、d)教育課程と課程外活動（預かり保育）との接続のあり方、
e)幼児教育と小学校教育の接続及び幼小中の連携のあり方につい
て、f)社会の変動及び家庭と子どもの変化を視野に入れ、子ども
と親・教師（保育者）・地域社会の成長の相互性の観点から、総
合的に学修する。その際、学校教育だけでなく、家庭教育、社会
教育についても視野を広げ、学校と家庭、地域との連携について
も知識を深め、g）文化の創造者としての子どもと共に成長する教
師（保育者）の資質能力としての批判的思考力、その発達に必要
な環境を考察し、地域の教育力に寄与する学校教育を構想する力
を養う。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全30回）

（21 庄司　康生／14回・全教員共同を含む。）
（25 首藤　敏元／13回・全教員共同を含む。）

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（教育学研究科教職実践専攻）

科目
区分
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（37 田代　美江子／10回・全教員共同を含む。）
（68 寺薗　さおり／８回・全教員共同を含む。）
（77 小田倉　泉／16回・全教員共同を含む。）
（82 福島　賢二／10回・全教員共同を含む。）
（88 三橋 さゆり／６回・全教員共同を含む。）

第１回：ガイダンス、子ども共育とは（全教員）
第２回：保育実践における子どもと大人の関係論（庄司、小田
　　　　倉）
第３回：子どもの最善の利益と保育（小田倉、首藤）
第４回：幼児教育における子どもの権利の実施（小田倉、首藤）
第５回：人的環境としての保育者の行動原理 （小田倉、首藤）
第６回：子育ち環境の変化からみた子どもの育ち（寺薗、首藤）
第７回：子どもの育ちに必要な養育環境（寺薗、首藤）
第８回：学校園と家庭、及び地域との連携の意義と課題（庄司、
　　　　首藤、寺薗、小田倉）
第９回：家庭教育の意義と課題～「親の学習」プログラムを例に
　　　　して～（首藤、寺薗）
第10回：幼児の遊びと創造性（庄司、小田倉、三橋）
第11回：幼児の遊びを通した音楽的発達（三橋、庄司）
第12回：幼児の音楽表現を保障する環境と保育者の役割（三橋、
　　　　庄司）
第13回：幼児の遊びと表現（三橋、庄司）
第14回：遊び込む遊びから主体的な学びへ（庄司、小田倉）
第15回：遊びにおけるつながりと関係性から対話的学びへ（庄
　　　　司、小田倉）
第16回：遊びにおける探求の真正性から深い学びへ（庄司、小田
　　　　倉）
第17回：遊びと遊びの場をつくるデザインからカリキュラムマネ
　　　　イジメントへ（庄司、小田倉）
第18回：「共に考え深め続けること」（SST; Sustained shared
　　　　Thinking）の発達と教育（首藤、小田倉）
第19回：幼児と児童の発達の連続性と不連続性（首藤、小田倉）
第20回：幼小の接続の意義と課題（庄司、首藤、寺薗、小田倉）
第21回：幼小中一貫教育の意義と課題（庄司、首藤、寺薗、小田
　　　　倉）
第22回：子どもを取り巻く環境の課題と共育（田代、福島）
第23回：子どもの多様な背景の理解と家庭との連携（田代、福
　　　　島）
第24回：情報・教育・コミュニケーションと子どものライフ・ス
　　　　キル（田代、福島）
第25回：子どもの権利を基盤とした学校、家庭、地域の協働（田
　　　　代、福島）
第26回：学校の制度的特徴と文化的規定性（田代、福島）
第27回：文化再生産と教育格差（田代、福島）
第28回：教育効果測定論（教育エビデンス論）の特徴と課題（田
　　　　代、福島）
第29回：文化創造者としての子ども理解の視座と方法－「教育」
　　　　から「共育」への転換（田代、福島）
第30回：まとめ（全教員）

教科の教育課程構
成論

　教科の教育課程構成に関する諸理論をおさえつつ、小中高校段
階を含めて、実践的な教育課程を構成する方法等について学修す
ることを目的とする。全体で、教科の教育課程構成に共通する諸
課題について協働学習による理解を深めた後、教科別のグループ
で実践的な教育課程を構成する方法等について、資質・能力の設
定と学力向上への評価の役割を含め、多面的に探求する。内容と
して、a)教科の目標論、b)教科に関わる学習者の発達、c)教科に
関わる資質・能力論、d)教科の内容構成論、e)小中高の教育課程
をつなぐ教科別探求、を含む。専門的な内容を当該領域を専門と
する教員がオムニバス形式で指導することにより学習効果を高め
る。
　受講生は、国語、社会科、算数・数学、理科、体育・保健体
育、音楽、図画工作・美術、技術科、家庭科、英語科の各教科教
育研究者教員の共同的指導により、a)～c)を対話的に探求した
後、教科別のグループで、教科専門の研究者教員の指導の下で、
d)～e)を探求する。最後に探求成果を発表会で報告する。各回の
レポートを基に評価を行う。

オムニバス
方式・共同
（一部）

- 2 -



（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（実務家教員）
　［理科］15 中島　雅子／７回
　［体育・保健体育］16 石川　泰成／７回
（研究者教員）
　［国語］30 戸田　功／７回・72 本橋　幸康／７回
　［英語］47 及川賢／７回
　［社会］51 桐谷　正信／７回
　［算数・数学］36 二宮　裕之／７回・76 松嵜　昭雄／７回
　［理科］41 小倉　康／７回
　［音楽］89 森　薫／７回
　［図画工作・美術］23 池内　慈朗／７回・62 内田　裕子／７
　　　　　　　　　　回
　［技術］31 山本　利一／７回
　［家庭］33 河村　美穂／７回・53 亀﨑　美苗／７回

上記の教員は、主にa)、b)、c)および成果発表会について担当す
る。（主担当６回）

（研究者教員）
　［国語］19 薄井　俊二／８回・39 飯泉　健司／８回・
　　　　　56 山本　良／８回・90 池上　尚／８回
　［英語］38 武田　ちあき／８回・65 田子内　健介／８回
　［社会］34 小林　聡／８回・52 谷　謙二／８回・
　　　　　73 清水　亮／８回・80 高橋　雅也／８回・
　　　　　85 中川　律／８回・86 宮崎　文典／８回
　［算数・数学］43 飛田　明彦／８回・87 西澤　由輔／８回
　［理科］22 金子　康子／８回・26 近藤　一史／８回・
　　　　　35 冨岡　寛顕／８回・40 岡本　和明／８回・
　　　　　49 大向　隆三／８回・63 松岡　圭介／８回・
　　　　　71 日比野　拓／８回・74 大朝　由美子／８回
　［体育・保健体育］29 有川　秀之／８回・
　　　　　　　　　　32 細川　江利子／８回・
　　　　　　　　　　58 松本　真／８回・
　　　　　　　　　　66 菊原　伸郎／８回・
　　　　　　　　　　84 古田　久／８回
　［音楽］20 蛭多　令子／８回・45 竹澤　栄祐／８回・
          69 小野　和彦／８回

　［図画工作・美術］27 小澤　基弘／８回・
　　　　　　　　　　46 高須賀　昌志／８回・
　　　　　　　　　　61 石上　城行／８回
　［技術］48 浅田　茂裕／８回・59 内海　能亜／８回・
          70 荻窪　光慈／８回・81 荒木　祐二／８回
　［家庭］24 川端　博子／８回・42 吉川　はる奈／８回・
          44 重川　純子／８回・55 島田　玲子／８回・
          78 上野　茂昭／８回

上記の教員は、主にd)、e)について担当する。（主担当８回）

第１回：言語文化系教育の目標論、学習発達論、資質・能力論
　　　（中島、石川、戸田、本橋、及川、桐谷、二宮、松嵜、小
　　　　倉、森、池内、内田、山本(利)、河村、亀﨑）
第２回：社会系教育の目標論、学習発達論、資質・能力論
　　　（中島、石川、戸田、本橋、及川、桐谷、二宮、松嵜、小
　　　　倉、森、池内、内田、山本(利)、河村、亀﨑）
第３回：自然科学系教育の目標論、学習発達論、資質・能力論
　　　（中島、石川、戸田、本橋、及川、桐谷、二宮、松嵜、小
　　　　倉、森、池内、内田、山本(利)、河村、亀﨑）
第４回：芸術系教育の目標論、学習発達論、資質・能力論
　　　（中島、石川、戸田、本橋、及川、桐谷、二宮、松嵜、小
　　　　倉、森、池内、内田、山本(利)、河村、亀﨑）
第５回：身体文化系教育の目標論、学習発達論、資質・能力論
　　　（中島、石川、戸田、本橋、及川、桐谷、二宮、松嵜、小
　　　　倉、森、池内、内田、山本(利)、河村、亀﨑）
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第６回：生活創造系教育の目標論、学習発達論、資質・能力論
　　　（中島、石川、戸田、本橋、及川、桐谷、二宮、松嵜、小
　　　　倉、森、池内、内田、山本(利)、河村、亀﨑）
第７回：教科に関する内容構成論：領域１
　　　（［国語］薄井、飯泉、山本(良)、池上
　　　　［社会］小林、清水(亮)、谷、高橋(雅)、宮崎、中川
　　　　［算数・数学］飛田、西澤
　　　　［理科］近藤、大向、冨岡、松岡、金子、日比野、岡
　　　　　　　　本、大朝
　　　　［体育・保健体育］有川、細川、松本、菊原、古田
　　　　［音楽］蛭多、竹澤、小野
　　　　［図画工作・美術］小澤、高須賀、石上
　　　　［技術］浅田、内海、荻窪、荒木
　　　　［家庭］川端、吉川、重川、島田、上野
　　　　［英語］田子内、武田）

第８回：教科に関する内容構成論：領域２
　　　（［国語］薄井、飯泉、山本(良)、池上
　　　　［社会］小林、清水(亮)、谷、高橋(雅)、宮崎、中川
　　　　［算数・数学］飛田、西澤
　　　　［理科］近藤、大向、冨岡、松岡、金子、日比野、岡
　　　　　　　　本、大朝
　　　　［体育・保健体育］有川、細川、松本、菊原、古田
　　　　［音楽］蛭多、竹澤、小野
　　　　［図画工作・美術］小澤、高須賀、石上
　　　　［技術］浅田、内海、荻窪、荒木
　　　　［家庭］川端、吉川、重川、島田、上野
　　　　［英語］田子内、武田）

第９回：教科に関する内容構成論：領域３
　　　（［国語］薄井、飯泉、山本(良)、池上
　　　　［社会］小林、清水(亮)、谷、高橋(雅)、宮崎、中川
　　　　［算数・数学］飛田、西澤
　　　　［理科］近藤、大向、冨岡、松岡、金子、日比野、岡
　　　　　　　　本、大朝
　　　　［体育・保健体育］有川、細川、松本、菊原、古田
　　　　［音楽］蛭多、竹澤、小野
　　　　［図画工作・美術］小澤、高須賀、石上
　　　　［技術］浅田、内海、荻窪、荒木
　　　　［家庭］川端、吉川、重川、島田、上野
　　　　［英語］田子内、武田）

第１０回：教科に関する内容構成論：領域４
　　　（［国語］薄井、飯泉、山本(良)、池上
　　　　［社会］小林、清水(亮)、谷、高橋(雅)、宮崎、中川
　　　　［算数・数学］飛田、西澤
　　　　［理科］近藤、大向、冨岡、松岡、金子、日比野、岡
　　　　　　　　本、大朝
　　　　［体育・保健体育］有川、細川、松本、菊原、古田
　　　　［音楽］蛭多、竹澤、小野
　　　　［図画工作・美術］小澤、高須賀、石上
　　　　［技術］浅田、内海、荻窪、荒木
　　　　［家庭］川端、吉川、重川、島田、上野
　　　　［英語］田子内、武田）

第１１回：小中高の教育課程をつなぐ教科内容の探求：領域１
　　　（［国語］薄井、飯泉、山本(良)、池上
　　　　［社会］小林、清水(亮)、谷、高橋(雅)、宮崎、中川
　　　　［算数・数学］飛田、西澤
　　　　［理科］近藤、大向、冨岡、松岡、金子、日比野、岡
　　　　　　　　本、大朝
　　　　［体育・保健体育］有川、細川、松本、菊原、古田
　　　　［音楽］蛭多、竹澤、小野
　　　　［図画工作・美術］小澤、高須賀、石上
　　　　［技術］浅田、内海、荻窪、荒木
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　　　　［家庭］川端、吉川、重川、島田、上野
　　　　［英語］田子内、武田）

第１２回：小中高の教育課程をつなぐ教科内容の探求：領域２
　　　（［国語］薄井、飯泉、山本(良)、池上
　　　　［社会］小林、清水(亮)、谷、高橋(雅)、宮崎、中川
　　　　［算数・数学］飛田、西澤
　　　　［理科］近藤、大向、冨岡、松岡、金子、日比野、岡
　　　　　　　　本、大朝
　　　　［体育・保健体育］有川、細川、松本、菊原、古田
　　　　［音楽］蛭多、竹澤、小野
　　　　［図画工作・美術］小澤、高須賀、石上
　　　　［技術］浅田、内海、荻窪、荒木
　　　　［家庭］川端、吉川、重川、島田、上野
　　　　［英語］田子内、武田）

第１３回：小中高の教育課程をつなぐ教科内容の探求：領域３
　　　（［国語］薄井、飯泉、山本(良)、池上
　　　　［社会］小林、清水(亮)、谷、高橋(雅)、宮崎、中川
　　　　［算数・数学］飛田、西澤
　　　　［理科］近藤、大向、冨岡、松岡、金子、日比野、岡
　　　　　　　　本、大朝
　　　　［体育・保健体育］有川、細川、松本、菊原、古田
　　　　［音楽］蛭多、竹澤、小野
　　　　［図画工作・美術］小澤、高須賀、石上
　　　　［技術］浅田、内海、荻窪、荒木
　　　　［家庭］川端、吉川、重川、島田、上野
　　　　［英語］田子内、武田）

第１４回：小中高の教育課程をつなぐ教科内容の探求：領域４
　　　（［国語］薄井、飯泉、山本(良)、池上
　　　　［社会］小林、清水(亮)、谷、高橋(雅)、宮崎、中川
　　　　［算数・数学］飛田、西澤
　　　　［理科］近藤、大向、冨岡、松岡、金子、日比野、岡
　　　　　　　　本、大朝
　　　　［体育・保健体育］有川、細川、松本、菊原、古田
　　　　［音楽］蛭多、竹澤、小野
　　　　［図画工作・美術］小澤、高須賀、石上
　　　　［技術］浅田、内海、荻窪、荒木
　　　　［家庭］川端、吉川、重川、島田、上野
　　　　［英語］田子内、武田）

第１５回：探求成果の発表とふりかえり
　　　（中島、石川、戸田、本橋、及川、桐谷、二宮、松嵜、小
　　　　倉、森、池内、内田、山本(利)、河村、亀﨑）

教科等の
実践的な
指導方法
に関する
領域

教科指導の課題探
求

　本授業科目のテーマは、教科教育における理論と実践である。
学校における実践的な教科指導力の育成を目標として授業を展開
する。具体的には言語社会系、自然科学系、芸術体育系、生活技
術系のそれぞれの領域について、a)授業づくり、b)教材作成、c)
授業分析・授業評価、d)現代的教育課題の教材化、について学修
する。到達目標として、適切な授業設計を行う能力と授業実践力
の獲得を目指す。
　授業は講義形式と演習形式も合わせて行う。理論の理解の程度
やそれを実践する能力を授業内容のまとまりごとに課す小テスト
やレポートなどの内容によって総合的に評価する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

講義10時間
演習20時間

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（12 石田　耕一／５回・全教員共同を含む。）
（16 石川　泰成／６回・全教員共同を含む。）
（31 山本　利一／５回・全教員共同を含む。）
（33 河村　美穂／５回・全教員共同を含む。）

（36 二宮　裕之／４回・全教員共同を含む。）
（41 小倉　康／４回・全教員共同を含む。）
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（45 竹澤　栄祐／５回・全教員共同を含む。）
（47 及川　賢／５回・全教員共同を含む。）
（51 桐谷　正信／５回・全教員共同を含む。）
（62 内田　裕子／５回・全教員共同を含む。）
（72 本橋　幸康／５回・全教員共同を含む。）

第１回：オリエンテーション「教科指導の課題とは何か」
　　　（全教員）
第２回：授業づくりと教材の意味（石田、石川）
第３回：授業づくりと教材開発の方法（石田、山本）
第４回：授業づくりと教材への評価（石田、河村）
第５回：言語社会系授業の理論と実践（本橋、及川、桐谷）
第６回：言語社会系授業の理論と実践（本橋、及川、桐谷）
第７回：言語社会系授業の理論と実践（本橋、及川、桐谷）
第８回：自然科学系授業の理論と実践（二宮、小倉）
第９回：自然科学系授業の理論と実践（二宮、小倉）
第10回：芸術体育系授業の理論と実践（石川、内田、竹澤）
第11回：芸術体育系授業の理論と実践（石川、内田、竹澤）
第12回：芸術体育系授業の理論と実践（石川、内田、竹澤）
第13回：生活技術系授業の理論と実践（河村、山本）
第14回：生活技術系授業の理論と実践（河村、山本）
第15回：総括（教科指導の課題参考）（全教員）

特別支援教育の課
題探求

　特別支援教育の現状について、思想、教育制度、歴史、教育課
程、心理学、支援方法の点から広く概観し、それぞれの課題を理
解するとともに、それらが相互連関していることを踏まえた解決
のあり方を探求する。そして、各自の教育実践における問題を分
析し、解決に向けてどうすべきかを学ぶことを目標とする。

　a)特別支援教育の課題を、思想、歴史、教育制度、教育課程の
側面から検討し、解決について議論する。
　b)特別支援教育の課題を、児童・生徒の生理・心理学的側面か
ら検討し、課題解決について議論する
　c)特別支援教育の課題を、指導・支援法の側面から検討し、解
決について議論する。
　d)ａ〜ｃで明らかにした課題の相互連関を踏まえて、特別支援
教育の抱える課題を総合的に捉え、各自の教育実践における問題
の分析や解決にどのように生かすべきかを検討する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（8 名越　斉子／８回・全教員共同を含む。）
（50 葉石　光一／８回・全教員共同を含む。）
（79 山中　冴子／７回・全教員共同を含む。）

第１回：特別支援教育の課題（全教員）
第２回：特別支援教育の思想、教育制度（特別支援学校）（山
　　　　中）
第３回：特別支援教育の教育制度（通常の学校） （山中）
第４回：特別支援教育の教育課程（知的障害）（山中）
第５回：知的障害児童・生徒の心理生理学的特性と教育（知的障
　　　　害と運動機能）（葉石）
第６回：知的障害児童・生徒の心理生理学的特性と教育（知的障
　　　　害と実行機能）（葉石）
第７回：知的障害児童・生徒の心理生理学的特性と教育（知的障
　　　　害と動機付け）（葉石）
第８回：知的障害児童・生徒の心理生理学的特性と教育（知的障
　　　　害と社会性）（葉石）
第９回：発達障害児童・生徒の心理・指導法（学習障害）（名
　　　　越）
第10回：発達障害児童・生徒の心理・指導法（ADHD）（名越）
第11回：発達障害児童・生徒の心理・指導法（自閉症）（名越）
第12回：多様な学びの保障（学びのユニバーサルデザインと発達
　　　　障害、知的障害）（名越）
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第13回：特別支援教育の課題と解決（知的障害）（山中、名越、
　　　　葉石）
第14回：特別支援教育の課題と解決（発達障害）（名越、山中、
　　　　葉石）
第15回：特別支援教育の課題探求のまとめ（葉石、名越、山中）

教科指導の発展・
応用

　教科に関する学習指導の実践と諸課題と解決方法について、小
中高校段階を含めて俯瞰的に理解する。全体で教科教育に関する
共通のテーマについて協働学習による理解を深めた後、教科や学
校種別ごとに分けたグループで特定の課題やその解決方法につい
て多面的に探求する。指導法、教材、学習者に関する理解を深
め、模擬授業や附属学校での授業観察を含め、実践的な資質・能
力を高める。
　具体的には、a) カリキュラム・マネジメント、b) 各教科教育
の課題、c) 附属学校での授業参観と協議、d) 各教科教育の課題
探求（小学校）、e) 各教科教育の課題探求（中学高校）、f) 模
擬授業実践と協議、などを行う。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（14 大沢　裕／５回）
（15 中島　雅子／４回）
（16 石川　泰成／５回）
（19 薄井　俊二／３回）
（20 蛭多　令子／４回）
（22 金子　康子／５回）
（23 池内　慈朗／２回）
（24 川端　博子／２回）
（26 近藤　一史／５回）
（27 小澤　基弘／５回）
（30 戸田　功／４回）
（31 山本　利一／５回）
（34 小林　聡／10回）
（35 冨岡　寛顕／５回）
（36 二宮　裕之／８回）
（38 武田　ちあき／３回）
（39 飯泉　健司／３回）
（40 岡本　和明／５回）
（41 小倉　康／４回）
（42 吉川　はる奈／２回）
（43 飛田　明彦／３回）
（44 重川　純子／１回）
（45 竹澤　栄祐／４回）
（46 高須賀　昌志／５回）
（47 及川　賢／４回）
（48 浅田　茂裕／２回）
（49 大向　隆三／５回）
（51 桐谷　正信／12回）
（53 亀﨑　美苗／２回）
（55 島田　玲子／２回）
（56 山本　良／３回）
（58 松本　真／５回）
（59 内海　能亜／１回）
（61 石上　城行／５回）
（62 内田　裕子／４回）
（63 松岡　圭介／５回）
（65 田子内　健介／３回）
（69 小野　和彦／５回）
（70 荻窪　光慈／１回）
（71 日比野　拓／５回）
（72 本橋　幸康／７回）
（74 大朝　由美子／５回）
（76 松嵜　昭雄／８回）
（78 上野　茂昭／１回）

- 7 -



（81 荒木　祐二／３回）
（87 西澤　由輔／３回）
（89 森　薫／７回）
（90 池上　尚／３回）

第１回：埼玉県・さいたま市の学習状況と学力の現状と課題（大
　　　　沢）
第２回：小・中・高等学校における教育課程の編成、改善の一連
　　　　のカリキュラム・マネジメント（大沢）
第３回：埼玉大学教育学部附属学校研究協議会の参観（大沢、本
　　　　橋、及川、桐谷、松嵜、二宮、小倉、小野、小澤、山本
　　　　(利)）
第４回：学校教育における教科教育の課題－育成すべき資質・能
　　　　力、学習のあり方、評価方法の改善、授業設計・評価と
　　　　学習指導要領の理解　（1)学習内容の把握と年間指導計
　　　　画　(2)目標と評価の一致した授業デザイン（大沢、戸
　　　　田、本橋、桐谷、松嵜、二宮、中島、森、高須賀、山本
　　　　(利)）

＜言語文化系＞
第５回：小学校における言語文化の指導（国語・学習指導要領を
　　　　中心に）（戸田、本橋）
第６回：小学校における言語文化の指導（英語・学習指導要領を
　　　　中心に）（及川、本橋）
第７回：小学校における言語文化の指導（国語における言語文化
　　　　活動）（薄井、飯泉、山本(良)、池上）
第８回：小学校における言語文化の指導（英語における言語文化
　　　　活動）（武田、田子内）
第９回：中学校における言語文化の指導（国語・学習指導要領を
　　　　中心に）（戸田、本橋）
第10回：中学校における言語文化の指導（英語・学習指導要領を
　　　　中心に）（及川、本橋）
第11回：中学校における言語文化の指導（国語における言語文化
　　　　活動）（薄井、飯泉、山本(良)、池上）
第12回：中学校における言語文化の指導（英語における言語文化
　　　　活動）（武田、田子内）
第13回：高等学校における言語文化の指導（国語・英語の言語文
　　　　化の指導）（薄井、飯泉、山本(良)、池上、武田、田子
　　　　内）
第14回：言語文化の指導における小中連携（戸田、本橋、及川）

＜社会系＞
第５回：社会科の目標と授業理論（桐谷、小林）
第６回：教育改革における社会科の位置（桐谷、小林）
第７回：社会におけるカリキュラム・マネジメント（桐谷、小
　　　　林）
第８回：社会科における「主体的・対話的で深い学び」（桐谷、
　　　　小林）
第９回：小学校社会科学習指導要領の読み方（桐谷、小林）
第10回：中学校社会科学習指導要領の読み方（桐谷、小林）
第11回：社会科の指導法の検討（桐谷、小林）
第12回：社会科の教材研究の検討（桐谷、小林）
第13回：社会科の評価方法の検討（桐谷、小林）
第14回：社会科の学習指導と実践に関する総括（桐谷、小林）

＜自然科学系＞
第５回：自然科学系教育の課題（算数・数学分野を中心に）（松
　　　　嵜、二宮）
第６回：自然科学系教育の課題（理科分野を中心に）（中島）
第７、８回：自然科学系教育の課題探求（小学校の算数または理
　　　　　　科）（松嵜、二宮、小倉、中島）
第９、10回：自然科学系教育の課題探求（中学校の数学または理
　　　　　　科）（飛田、西澤、近藤、大向、冨岡、松岡、金
　　　　　　子、日比野、岡本、大朝）
第11回：自然科学系教育の課題探求（高等学校の数学または理
　　　　科）（飛田、西澤、近藤、大向、冨岡、松岡、金子、日
　　　　比野、岡本、大朝）
第12回：模擬授業実践と協議（小学校）（松嵜、二宮、小倉）
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第13回：模擬授業実践と協議（中学校）（松嵜、二宮、近藤、大
　　　　向、冨岡、松岡、金子、日比野、岡本、大朝）
第14回：模擬授業実践と協議（高等学校）（松嵜、二宮、近藤、
　　　　大向、冨岡、松岡、金子、日比野、岡本、大朝）

＜芸術系＞
第５回：芸術系教育における「学習指導計画」（森、高須賀）
第６回：芸術系教育における「学習指導の目的」（森、内田）
第７回：芸術系教育における「学習指導の効果」（森、小澤）
第８回：芸術系教育における「指導体制」（森、石上）
第９回：音楽科・図画工作科及び美術科における「指導方法」
　　　（森、内田）
第10回：音楽科・図画工作科及び美術科における「発達段階を考
　　　　慮した指導」（森、内田）
第11回：音楽科・図画工作科及び美術科における「指導を通した
　　　　資質能力の育成」（蛭多、竹澤、小野、石上、内田）
第12回：音楽科・図画工作科及び美術科における「系統的・発展
　　　　的な指導」（蛭多、竹澤、小野、小澤、高須賀、石上）
第13回：音楽科・図画工作科及び美術科における「模擬授業」
　　　（蛭多、竹澤、小野、小澤、高須賀、石上、池内）
第14回：音楽科・図画工作科及び美術科における「模擬授業」の
　　　　省察と協議（蛭多、竹澤、小野、小澤、高須賀、石上、
　　　　池内）

＜身体文化系＞
第５回：学習指導要領における小・中・高等学校の目標・内容の
　　　　系統性（石川）
第６回：授業設計の実際、指導と評価を一体化させた指導計画の
　　　　作成（石川）
第７回：ICT機器を活用した授業づくりの手法（石川）
第８回：授業観察の手法と分析（石川）
第９回：授業記録の取り方とその解釈について（石川）
第10回：体育の根源的な目標の再検討（松本）
第11回：身体運動についての再検討（松本）
第12回：モニタリングする際のアプローチ（個人技能）（松本）
第13回：モニタリングする際のアプローチ（集団技能）（松本）
第14回：モニタリングする際のアプローチ（戦術的）（松本）

＜生活創造系＞
第５回：小学校におけるものつくり・情報教育ならびに家庭科の
　　　　授業実施上の課題探求（浅田・上野）
第６、７回：中学校における技術・家庭科の授業実施上の課題探
　　　　　　求（荒木・亀﨑）
第８回：高等学校における情報ならびに家庭科の授業実施上の課
　　　　題探求（山本(利)・重川）
第９回：小学校における家庭科ならびにものつくり・情報教育に
　　　　関わる学習指導要領を読みとく（荻窪・川端）
第10回：中学校における技術・家庭科の学習指導要領を読みとく
　　　（内海・吉川）
第11回：高等学校における情報ならびに家庭科の学習指導要領を
　　　　読みとく（山本(利)・島田）
第12回：模擬授業実践と協議（小学校）（浅田・川端）
第13回：模擬授業実践と協議（中学校）（荒木・吉川）
第14回：模擬授業実践と協議（高等学校）（山本(利)・島田）

第15回：学習内容のまとめと教育実践への展望（大沢）
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生徒指
導、教育
相談に関
する領域

生徒指導・教育相
談の課題探求

　生徒指導と教育相談、これらに関わりの強い特別支援教育に関
する深い理論的知識を獲得するとともに、実践的力量の基礎を獲
得することを目標とする。具体的に、a）幼児・児童・生徒理解の
意義と方法、b）学級集団をとらえる視点と手法、c）問題行動の
理解と組織的対応の構築、d）教育相談の理論的基盤と手法、e）
他機関との連携について習得する。これらの中で、生徒指導・教
育相談と切り離すことのできないf）特別支援教育についても取り
扱う。
　到達目標は、生徒指導と教育相談、特別支援教育に関する深い
理論的知識を獲得するとともに、実践的力量の基礎を獲得するこ
とである。
 　学期末の課題により講義で扱った理論に関する理解の程度を、
演習におけるプレゼンテーションや議論の内容により実践的応用
の理解の程度を評価する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（8 名越　斉子／９回）
（11 長江　清和／17回）
（28 堀田　香織／８回）

第１回：教育相談の理論的基礎：（１期）長江、名越（２期）堀
　　　　田、長江
第２回：生徒指導の理論的基礎：（１期）長江、（２期）長江
第３回：子供の発達の理解と方法（幼児期、児童期）：（１期）
　　　　名越、（２期）堀田
第４回：子供の発達の理解と方法（思春期、青年期）：（１期）
　　　　名越、（２期）堀田
第５回：集団を捉える視点と方法：（１期）名越、（２期）長江
第６回：幼児期・学童期にみられる不適応の理解と対応：（１
　　　　期）名越、（２期）堀田
第７回：思春期・青年期に見られる不適応の理解と対応：（１
　　　　期）名越、（２期）堀田
第８回：いじめ・非行の理解と対応：（１期）長江、（２期）長
　　　　江
第９回：不登校の理解と対応：（１期）長江、（２期）堀田
第10回：家庭環境の理解と他機関連携：（１期)長江、(２期)堀田
第11回：体罰・懲戒の理解と対応 ：（１期）長江、（２期）長江
第12回：特別支援教育の理論的基礎：（１期）長江、（２期）長
　　　　江
第13回：特別な教育的ニーズのある子供の理解と対応（幼児期、
　　　　児童期）：（１期）名越、（２期）長江
第14回：特別な教育的ニーズのある子供の理解と対応（思春期・
　　　　青年期）：（１期）名越、（２期）長江
第15回：まとめ：（１期）名越、長江、（２期）堀田、長江

特別支援教育コー
ディネータ演習

　特別な教育的ニーズのある児童・生徒のために、学校の支援体
制の充実を図ることは、学校種にかかわらず重要な課題である。
教員経験年数の少ない若手教員の割合が増え、教員の多忙化が進
む中で、特別支援教育コーディネータを中心としていかに支援体
制を構築していくかについて、教育実践に生かす方法論を学ぶ。
　a)国の特別支援教育の動向を踏まえ、実践に生かすことのでき
る先進的な取り組みや研究の成果を学ぶ。
　b)通常の学校における校内支援体制のあり方を議論する。
　c)特別支援学校における校内支援体制およびセンター的機能の
あり方を議論する。
　いずれについても、履修者の課題意識や勤務校の現状と関連づ
けながら検討する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（8 名越　斉子／14回）
（11 長江　清和／５回）

第１回：特別支援教育コーディネータの現状（長江、名越）
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第２回：日本の特別支援教育の施策と動向（長江）
第３回：特別支援学校における校内支援体制（調査）（名越）
第４回：特別支援学校における校内支援体制（プレゼンテーショ
　　　　ン、協議）（名越）
第５回：小中学校における校内支援体制（調査）（名越）
第６回：小中学校における校内支援体制（プレゼンテーション、
　　　　協議）（名越）
第７回：特別支援学校のセンター的機能（調査）（名越）
第８回：特別支援学校のセンター的機能（プレゼンテーション、
　　　　協議）（名越）
第９回：センター的機能におけるコンサルテーションの理論（名
　　　　越）
第10回：センター的機能におけるコンサルテーションの実際（名
　　　　越）
第11回：インクルーシブ教育と特別支援教育コーディネータ
　　　（名越）
第12回：チーム学校の一員としての特別支援教育コーディネー
　　　　タ（名越）
第13回：特別支援学校の特別支援教育コーディネータに求めら
　　　　れる専門性（名越、長江）
第14回：通常の学校の特別支援教育コーディネータに求められ
　　　　る専門性（長江、名越）
第15回：特別支援教育コーディネータのあり方のまとめ（名
　　　　越、長江）

子供の発育発達と
保健室における養
護教諭の実践

　子供の発育発達の課題について、保健室における養護教諭の実
践事例を取りあげながら、保健室経営、養護活動の実際、協働・
連携、組織活動、学校安全・危機管理、健康相談、救急処置、学
校環境衛生等の内容と関係して思考を深める。その上で、課題へ
の対応策について、これまでに取り組まれてきた事例を振り返り
ながら批評し、新たな対応の可能性を追究しながら、養護教諭と
しての実践能力を高める。
　授業は、担当教員と受講者との協働による課題探求として進め
られ、課題の本質にアプローチするとともに、創造的な実践を支
える思考と実行力を探求する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（5 戸部　秀之／５回・全教員共同を含む。）
（7 関　由紀子／６回・全教員共同を含む。）
（10 七木田　文彦／５回・全教員共同を含む。）
（17 齋藤　千景／５回・全教員共同を含む。）
（75 西尾　尚美)／５回・全教員共同を含む。）

第１回：養護教諭が担う職務とは何か（全教員）
第２回：子供の発育発達保証と学校の役割（西尾、戸部）
第３回：健康・発達支援と養護教諭の役割（関、西尾）
第４回：子供の発育発達と保健室という空間（齋藤）
第５回：連携・協働としての養護教諭実践（関）
第６回：学校における組織的活動と子供の発育発達（七木田）
第７回：学校保健活動と養護教諭（戸部）
第８回：学校運営と保健室活動（戸部）
第９回：子供の発育発達事例分析①（齋藤）
第10回：子供の発育発達事例分析②（関）
第11回：子供の発育発達事例分析③（七木田）
第12回：保健室における実践事例分析①（関）
第13回：保健室における実践事例分析②（七木田）
第14回：保健室における実践事例分析③（齋藤、西尾）
第15回：子供の発達の可能性と養護教諭（全教員）
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学級経
営、学校
経営に関
する領域

教育経営の課題探
求

　学校制度の意義と課題を踏まえ、学校・学級経営に関する多様
な理論研究、実践的な基本的知識とスキルを実践的な事例を通し
て往還しながら獲得し、実践の省察力、改善力、適応力を身につ
けることを目標とする。a)学校経営、学校（園）組織マネジメン
ト、b)学級、学年経営、c)教員相互の協働（同僚性）と経営参
画、　d)学校（園）課題解決に向けたファシリテート、について
学修し、授業と学びの創造ならびに学校園の管理・運営とファシ
リテートをトータルなビジョンを有しつつ進められる力量を育成
する。

共同

（共同方式/全15回）

（13 安原　輝彦／主担当５回）
（21 庄司　康生／主担当３回）
（57 北田　恵子／主担当３回）
（83 高橋　晢／主担当４回）

第１回：オリエンテーション          （庄司、全教員）
第２回：学校制度と学校経営          （高橋、全教員）
第３回：学校（園）の組織マネジメント（安原、全教員）
第４回：学級経営等のトータルビジョン（北田、全教員）
第５回：教室の人的力学と相互の関係性（庄司、全教員）
第６回：学びの創造（協働性と対話性）（庄司、全教員）
第７回：家庭、地域と連携を図る経営  （安原、全教員）
第８回：教育活動と学校マネジメント  （高橋、全教員）
第９回：同僚性の構築と課題          （北田、全教員）
第10回：教員研修の充実と専門的力量  （北田、全教員）
第11回：管理職のリーダーシップと機能（安原、全教員）
第12回：学級経営の具体的な事例と課題（安原、全教員）
第13回：学校経営の具体的な事例と課題（安原、全教員）
第14回：世界の教育改革と学校改革動向（高橋、全教員）
第15回：日本の教育改革の動向と展望  （高橋、全教員）

学校構想の理論と
実践

　学校のあり方をめぐる現今の様々な議論を概観し、これからの
時代に必要な新しい学校の役割・在り方を構想し実現していくた
めの理論と実践について学ぶ。現代社会や地域、さらに一人ひと
りの児童生徒の抱える課題を見据え、児童・生徒、保護者の学校
へのニーズの多様化への対応、教職員の労働環境の適正化、職務
上の力量の向上などを踏まえ、学校教育全体の課題を適切に設定
できるようになるとともに、その解決に向けたさまざまなプログ
ラムを構想・提案できるような力を身につけることを目標とす
る。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（1 馬場　久志／５回・全教員共同を含む。）
（3 舩橋　一男／８回・全教員共同を含む。）
（4 岩川　直樹／５回・全教員共同を含む。）
（9 磯田　三津子／６回・全教員共同を含む。）

第１回：オリエンテーション（全教員）
第２回：現代学校論１：知識伝達の場としての学校という視点か
　　　　ら（舩橋）
第３回：現代学校論２：児童・生徒の社会化の場としての学校と
　　　　いう視点から（舩橋）
第４回：現代学校論３：変わりゆく社会の中で学校が維持すべき
　　　　公共性とは（舩橋）
第５回：ディスカッション：流動的な社会の中で学校はどう変
　　　　わっていくか（舩橋）
第６回：学校の現在１：格差・貧困問題の学校（岩川）
第７回：学校の現在２：ケアリングとエンパワーメントの場とし
　　　　ての学校（岩川）
第８回：学校の現在３：児童・生徒の心理的トラブルへのアプ
　　　　ローチ（馬場）
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第９回：学校の現在４：学校・福祉・心理の各システム間の協働
　　　（馬場）
第10回：ディスカッション：トラブルを抱えた児童・生徒を前に
　　　　学校がなしうることは何か（岩川、馬場）
第11回：多様性・少数者・学校１：増加する外国人児童と学校の
　　　　対応（磯田）
第12回：多様性・少数者・学校２：LGBTの人権保障と学校（磯
　　　　田）
第13回：ディスカッション：あらゆるニーズに応えうる開かれた
　　　　柔軟な学校とか（磯田、舩橋）
第14回：学校の未来像をめぐるミニ・シンポジウム：学校および
　　　　教育行政関係者を招聘して（磯田、舩橋）
第15回：学校構想の理論と実践をめぐる総括（全教員）

現代の健康問題と
学校保健の実践的
課題

　現代的な子供の健康課題として、喫煙・飲酒・薬物乱用、性に
関する問題、生活習慣の乱れ、肥満・痩身、メンタルヘルスの問
題、アレルギー疾患、体力の低下など、多様化、複雑化する課題
を取りあげ、学校内の取り組みにとどまらず、いじめ、虐待、不
登校、貧困等の社会的な課題と関わって、具体的にどのように対
策が考えられ、課題解決が目指されているのか、これまでの実践
事例をもとに探求し、これを批評しながら、今後の対応策につい
て検討する。
　授業は、受講者と担当教員の協働作業として課題解決の方策が
考えられ、創造的実践を妨げる機能や組織、制度等から課題本質
を顕在化するとともに、課題解決に向けた具体的方法を追究す
る。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（5 戸部　秀之／５回・全教員共同を含む。）
（7 関　由紀子／５回・全教員共同を含む。）
（10 七木田　文彦／５回・全教員共同を含む。）
（17 齋藤　千景／５回・全教員共同を含む。）
（75 西尾　尚美／６回・全教員共同を含む。)

第１回：これまでの健康課題とこれからの健康課題（全教員）
第２回：現代の健康課題のとらえ方（戸部、関）
第３回：課題はなぜ課題とされるのか（七木田、西尾）
第４回：健康課題へのアプローチの方法①（戸部）
第５回：健康課題へのアプローチの方法②（西尾）
第６回：現代の子供の健康課題①（関）
第７回：現代の子供の健康課題②（西尾）
第８回：学校保健の実践的課題①（七木田）
第９回：学校保健の実践的課題②（西尾）
第10回：学校保健の構造的課題①（戸部）
第11回：学校保健の構造的課題②（関）
第12回：ヘルス・プロモーションと学校保健（齋藤）
第13回：教育改革と学校保健（齋藤）
第14回：新たな学校保健の創造と教師の専門性（齋藤、七木田）
第15回：課題解決に向けた具体的改善策（全教員）

- 13 -



学校教育
と教員の
在り方に
関する領
域

学校と教職の課題
探求

　子どもと教師、学校内の教師の同僚性、教師と保護者・地域と
いった関係の中で生ずる学校と教職をめぐる現代的諸課題に対し
て、多様な研究分野や実践現場で形成された理論的視点や実践的
見識を理解すると共に、そこで形成された視点を具体的な状況の
なかでの実践的省察や活動的探求に生かしてゆく実践的な専門的
力量を形成する。評価方法は、学期末の課題におけるプレゼン
テーションとレポートをとおして、諸課題に対する理論的視点や
実践的見識の理解、具体的な状況のなかでのそれらの実践的活用
の程度を評価するものとする。
　教師が直面する諸課題をミクロなものからマクロなものへ広げ
るなかで、具体的には以下のようなテーマに基づいて学修内容を
構成する。a)気になる子どもとのかかわり、b)教室の人間関係や
人権感覚、c)教師の同僚性および学校内他職種とのかかわり、d)
保護者や地域の諸機関との関わり、e)教師の市民性、f)地域と学
校、g)教育史にみる教師の自律性と専門性、h)特別支援教育と学
級実践、i)外国につながりのある子どもたちと教育、j)貧困と教
育、k)小・中連携、l)働き方改革等関する課題。前半の15回はこ
れまで形成されてきた多様な理論的視点や実践的見識の理解に主
眼を置き、後半の15回は具体的な状況のなかでの事実に即しつ
つ、自己自身が他者と共にそれらの視点や見識の実践的活用や探
求的発展を行う専門的力量を形成する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全30回）

（2 安藤　聡彦／６回・全教員共同を含む。）
（3 舩橋　一男／７回・全教員共同を含む。）
（4 岩川　直樹／９回・全教員共同を含む。）
（6 宇佐見　香代／５回・全教員共同を含む。）
（9 磯田　三津子／９回・全教員共同を含む。）
（11 長江　清和／５回・全教員共同を含む。）
（12 石田　耕一／５回・全教員共同を含む。）
（13 安原　輝彦／７回・全教員共同を含む。）
（18 櫻井　康博／７回・全教員共同を含む。）
（60 山田　恵吾／６回・全教員共同を含む。）

第１回：気になる子どもと教師の関わり（磯田、岩川、石田、櫻
　　　　井）
第２回：教室における子ども同士の人間関係（磯田、岩川、石
　　　　田、櫻井）
第３回：教師の同僚性と学校内他職種との連携（宇佐見、舩橋、
　　　　長江、安原）
第４回：学校と保護者・地域の諸機関との関わり（宇佐見、舩
　　　　橋、長江、安原）
第５回：多様な子どもとの出会いと教師のアイデンティティ（磯
　　　　田）
第６回：外国につながりのある子どもが抱える問題と文化の多様
　　　　性（磯田）
第７回：子どもの貧困をめぐる学校の取り組み（岩川）
第８回：貧困をめぐる学校と他機関の共同（岩川）
第９回：教師の市民性（安藤）
第10回：地域と学校の連携による教育実践（安藤）
第11回：教育史にみる教師の自律性と専門性（山田）
第12回：教育史にみる教育課題（山田）
第13回：学校と人間形成（安藤、山田）
第14回：発達支援教育の校内及び保護者との連携（櫻井）
第15回：通常学級と特別支援教育の実際（櫻井）
第16回：教育実践を振り返る―省察の意義と課題（岩川、舩橋）
第17回：気になる子どもをめぐる教育実践の実際から学ぶ（岩
　　　　川、舩橋）
第18回：教師の子ども理解と子どもの人間関係を実践を通して振
　　　　り返る（舩橋、宇佐見）

第19回：教師の同僚性を参与観察から学ぶ（舩橋、宇佐見）
第20回：学校と保護者・他機関との連携を在り方を考える（安
　　　　原、磯田）
第21回：教育実践の実際から学ぶ―カリキュラム・シェアリング
　　　（安原、磯田）
第22回：社会階層と教育課題（岩川、磯田）
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第23回：ESDの考え方に基づく教育実践（岩川、磯田）
第24回：社会教育と学校教育のつながり（安藤、山田）
第25回：教育史にみる学校の役割（安藤、山田）
第26回：インクルーシブ教育の現状と課題（櫻井、長江）
第27回：埼玉県の特別支援教育から学ぶ（櫻井、長江）
第28回：埼玉県における小・中連携のモデル校から学ぶ（石田、
　　　　安原）
第29回：学校における働き方改革と今後の課題（石田、安原）
第30回：現代的な教育課題についてのプレゼンテーション―
　　　　ジョイント・リサーチに向けて（全教員）

学校課題改善演習 　自校が直面している様々な学校課題を解決するあるいは自校の
授業研究・カリキュラム開発等などにかかわる上で、校内研修を
全校で組織的に実施・展開する役割を中核として担う（現職）ま
たは主体的に参画する（学卒）のに必要な専門性を身につける。
いろいろな校種（小・中・高等）の具体事例を扱いながら、学校
実践場面での対応を探求していく。具体的な学校課題、例えば学
力向上、いじめ・不登校対応、他校種や学校外機関との連携、働
き方改革、教育データのリテラシー、学校現場のICT活用や情報モ
ラルなどの内容を講義・演習によってオムニバス形式で学ぶ。そ
のうえで、受講各自のテーマに沿って、校内研修の効果的な設計
（現職）あるいは具体的課題解決の効果的な提案（学卒）のため
の探求を並行して行い、その成果を基にして受講生の提案発表を
行う。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（6 宇佐見　香代／７回・全教員共同を含む。）
（12 石田　耕一／６回・全教員共同を含む。）
（13 安原　輝彦／６回・全教員共同を含む。）
（28 堀田　香織／４回・全教員共同を含む。）
（54 椋田　容世／４回・全教員共同を含む。）
（64 萩生田　伸子／５回・全教員共同を含む。）
（67 野村　泰朗／５回・全教員共同を含む。）

第１回：子どもの課題、教員の学びの課題、学校づくりの課題に
　　　　ついて（宇佐見）
第２回：教育格差と学力向上について（宇佐見）
第３回：チーム学校の在り方と教員の働き方改革について（安
　　　　原）
第４回：いじめや不登校対応について　教育相談（椋田）
第５回：いじめや不登校対応について　学校外機関との連携（堀
　　　　田）
第６回：教育データのリテラシー　理論編（萩生田）
第７回：教育データのリテラシー　演習編（萩生田）
第８回：学校現場のICT活用と環境の整備（野村）
第９回：情報モラルについて（野村）
第10回：受講生の探求課題の中間発表（石田）
第11回：学校経営の課題とリスクマネジメント（安原、石田、宇
　　　　佐見）
第12回：効果的な校内研修の設計や提案、参画（石田、安原、宇
　　　　佐見）
第13回：受講生の探求課題の発表とディスカッション１（全教
　　　　員）
第14回：受講生の探求課題の発表とディスカッション２（全教
　　　　員）
第15回：学校課題を改善していくために必要なこと（全教員）

- 15 -



実地研究Ｉ 　学卒院生と現職院生との入学時点での異なる学修課題に対応す
るために、別個の授業計画を設定する。
　学卒院生は、連携協力校（園）などの学校（園）から実地研究
実施校（園）を設定し、継続的に訪問して学校（園）教育の全体
構造への理解を深め、課題を明確にする。以下の研究・観察視点
を視野において、活動計画への関与や、観察と臨床的関わり、実
践検討や事例演習などを行う。
　a)教育課程、b)教科指導等の授業実践、c)道徳、特別活動の実
践、d)学級経営、e)生徒指導・教育相談、ｆ)保護者活動
　指導教員は、実習校（園）に出向き実習校（園）教員とともに
指導にあたる。
　現職院生は、これまでの授業実践や教育課題への省察を基礎
に、県内の研究推進校などでのフィールドワークを行う。その結
果について実地研究Ⅰ報告書を作成する。
　授業の到達目標及びテーマについては、児童生徒の実態及び発
達の理解と学校（園）教育の全体構造とを関連づけ、学校（園）
教育における実践を深く理解することを到達目標とする。具体的
には、a)教育課程、b)校内体制、c)指導計画の作成と学習指導、
d)行動特性の理解、e)児童生徒支援の実際等について基礎的な事
柄を理解することである。
　そのために、学校（園）における様々な教育場面において実践
的・臨床的に関わる経験をふまえ、各自が研究テーマを明確にす
るとともに、学校（園）組織の一員としての実践力の育成も図
る。

実地研究Ⅱ 　学卒院生は所属コース及び研究テーマなどに応じて連携協力校
等の学校（園）に配属される。そして、事前指導をふまえ大学院
指導教員・協力校（園）指導教員の指導助言や現職院生の助言を
受けながら、研究テーマの深化を図る実践と演習を行う。
　現職院生は勤務校（園）において課題解決に向けて実践的に研
究を継続する。１年次の研究実践計画書を生かした学校（園）課
題の明確化とその分析に基づき、学校（園）内外と協働して課題
解決に取り組む力量や、授業改善や多様な教育的ニーズに応じた
学習支援等を組織化して学校（園）全体の授業力向上と学習支援
等の充実を図る力量などを培う。
　各院生の課題研究の指導教員が主として指導にあたる。
　授業の到達目標は、学校（園）教育における自らの課題追究を
はじめとした多様な実践の遂行と省察の態度形成である。具体的
には、a)課題追求の方法の習得、b)実践における幼児・児童・生
徒の実態把握方法の習得、c)実践研究の検証に関する理論と実践
の学修である。各自が課題追究計画を立案し実践的に実地研究を
行うが、実地研究の具体的内容は各院生の課題テーマのほかにも
教科等の指導、学級経営、児童生徒指導などの多角的実践演習を
含めるように計画を立てる。また、特に学校（園）全体の教育活
動や運営に関するテーマなどでは、研究協力校等における年間教
育計画に対応させ、学校（園）での教育活動における位置づけを
明確にする必要がある。

実地研究Ｉ（特別
支援教育）

　特別支援教育に関する基礎的知識をもとに、学校での観察や教
育実践への参加を通じて、特別な教育的ニーズのある児童・生徒
の実態及び発達の理解と、特別支援教育における実践力の一層の
向上を図ること、特別支援教育における現代的課題を探求するこ
とを目的とする。

実地研究Ⅱ（特別
支援教育）

　学卒院生は、実地研究Ⅰ（特別支援教育）及び課題研究Ⅰ（特
別支援教育）により深めた特別支援教育に対する問題意識をもと
に、実地研究Ⅱ（特別支援教育）における実践的課題探求に臨
む。
現職院生は、勤務校において課題解決に向けて実践的に研究を継
続する。学校課題の明確化とその分析をもとに、実際に学校内外
と協働して課題解決に取り組む力量や授業改善、また様々な教育
的ニーズに応じた適切な学習支援等を組織的にリードし、学校全
体の授業力向上や学習支援等の充実をはかる能力を養う。

学
校
に
お
け
る
実
習
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目
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実地研究Ｉ（学校
保健）

　学校における保健管理、保健教育、保健組織活動について、子
どもの発育発達上の課題やヘルス・プロモーション、エンハンス
メントなどの考え方と結びつけながら、教育実践への参加を通じ
て、実践力の向上と創造的実践の探求を目的とした実地学習を行
う。学校保健サブプログラム科目で探求した学びと関連づけなが
ら、実地研究の中でリフレクションを行いながら実践力の向上を
はかることを目的とする。

実地研究Ⅱ（学校
保健）

　学卒院生は、実地研究Ⅰ（学校保健）及び課題研究Ⅰ（学校保
健）により深めた学校保健についての課題意識をもとに、実地研
究Ⅱ（学校保健）における個々の実践的課題の探求に取り組み、
状況との対話における実践力を高める。
現職院生は、勤務校において、課題解決に向けて実践的に研究を
継続する。課題の明確化とその分析をもとに、実際に学校内外と
協働して課題解決に取り組む力量や保健室における対応力の改
善、また様々な教育的ニーズに応じた適切な発達支援等を組織的
にリードし、学校全体の保健管理面の向上や発育発達上の支援の
充実をはかる能力を養う。

課題研究Ｉ 　a)教育課程、b)教科指導、c)生徒指導及び教育相談、d)教育経
営、e)学校教育と教員の在り方、f)生徒指導、g)教育相談、h)幼
児の発達と支援等について、実地研究Iを含む幅広い実践経験の中
から、具体的な実践研究のための課題意識を明確化する。保育・
学校教育現場での実践に関わることを通して、児童生徒理解の方
法や授業のあり方の等の探求について、教育実践上の課題を設定
しその意義も明確にする。実地研究I等の実践経験との往還によ
り、複数の指導教員との協議のもと授業を進め、定期的に教育実
践のリフレクションを行いながら、その探求の成果を課題研究報
告書をまとめる。

課題研究Ⅱ 　学校教育における実践を深く理解し、児童生徒の実態及び発達
の理解と学校教育の全体構造とを関連づけて実践研究を行う。到
達目標は、課題研究Iにおいて明確にした、a)教育課程、b)教科指
導、c)生徒指導及び教育相談、d)教育経営、e)学校教育と教員の
在り方、f)生徒指導、g)教育相談、h)幼児の発達と支援等に関す
る課題を解決する具体的な方策を立案し、実践を通してその検証
を行うことである。課題研究Iで明確にした課題意識に基づき、保
育・教育実践上の課題の解決を目指した実践研究を行うことを通
して、保育・教育実践に必要な理論と技術を修得する。
これまでの授業実践や教育課題への省察を基礎にして、各自設定
したテーマに基づいた実践研究を行う。研究者教員・実務家教
員・研究協力校教員との協議を定期的に行いつつ進める実地研究
IIとの往還により、保育・学校教育現場での課題解決のための理
論と技術を検証・実証し、その成果を実践研究論文としてまと
め、課題研究報告書を作成する。この成果については、課題研究
報告会などで発表・発信する。

課題研究Ｉ（特別
支援教育）

　通常の学校または特別支援学校で取り組まれている特別支援教
育の内容に関する基礎的事項と課題を理解することを目標とす
る。a)特別支援教育における教育課程、b)特別支援教育の校内支
援体制、c)特別な教育的支援を必要とする児童生徒の行動特性、
d)特別な教育的支援を必要とする児童生徒の支援計画の作成、e)
特別な教育的支援を必要とする児童生徒の支援実践についての基
礎的事項と課題の理解をはかる。

課
題
研
究
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課題研究Ⅱ（特別
支援教育）

　課題研究Ⅰ（特別支援教育）を通して明確にした特別支援教育
に関する課題意識に基づき、通常の学校または特別支援学校にお
ける特別支援教育の実践における現代的課題の解決に必要な事項
を修得することを目標とする。a)教育課程編成の実際と課題、b)
各種アセスメントの実際と課題、c)対象児童・生徒の発達状態の
総合的評価と支援目標の設定の実際と課題、d)特別な教育的支援
に関わる理論とその応用としての教育実践の実際と課題、e)特別
な教育的支援の理論化と今後の課題について理解を深め、課題研
究報告書を作成する。

課題研究Ｉ（学校
保健）

　これまでの保健管理、保健教育、保健組織活動における実践を
振り返り、法・制度と社会における子どもの実態の中で課題に対
応する教員の実践構造を明確にする。その上で、具体的改善策の
探求には、どのような改革のヴィジョンと能力の開発が必要か、
顕在化された状況や問題点を協議しながら、課題研究としてクリ
エイティブな実践の創造について理解を深める。

課題研究Ⅱ（学校
保健）

　課題研究Ⅰにおいて顕在化した保健管理、保健教育、保健組織
活動の課題と実践構造について、個々の実践と学校における他職
種との連携、さらに学校間や地域とのつながりの中で、個々の課
題と学校や地域に共通した課題を整理しながら、具体的な改善策
を探求する。実践研究指導スタッフや実践者などとの協議・協働
を通して、学校教育現場での課題解決のための理論と技術を検
証・実証し、課題研究報告書を作成する。

学校構想
サブプロ
グラム科
目

学級づくり論 　具体的な教育実践の事実に即しながら、教師が身に養う学級づ
くりの実践的知恵の奥行きを臨床的かつ共同的に明らかにしてゆ
くことを目的としている。教師のまなざしはそれぞれの子どもの
自己形成にどのような作用をおよぼしているのか、子どもたちの
声が響き合い、編み合わされるような授業はどのようにしてつく
られてゆくものなのか、教室を多様な背景をもつ子どもたちが共
に学ぶ場にしてゆくために教師はどのような実践的知恵を発揮し
ているのか。
　授業方法は、教育実践記録の読みを交流し合うリーディング・
ワークショップと、熟練教師の授業の構想・実施・省察の過程に
伴走的に参加するカリキュラム・シェアリングの、二つの形式で
行う。岩川は教師と子どもの関係づくりを、宇佐見は学びの共同
体づくりを、磯田は多様な子どもの参加を、安原はカリキュラ
ム・シェアリングにおける学校との往還を、主に担当する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（4 岩川　直樹／８回・全教員共同を含む。）
（6 宇佐見　香代／８回・全教員共同を含む。）
（9 磯田　三津子／９回・全教員共同を含む。）
（13 安原　輝彦／９回・全教員共同を含む。）

第１回：オリエンテーション―学級づくりの諸相（全教員）
第２回：教師の実践的見識の表現と共有（岩川、宇佐見）
第３回：実践記録を書くということ（岩川）
第４回：実践記録を読み合うということ（宇佐見）
第５回：リーディング・ワークショップの意義と方法（岩川、宇
　　　　佐見）
第６回：リーディング・ワークショップ１―教師と子どもの関係
　　　　づくり（岩川、宇佐見）
第７回：リーディング・ワークショップ２―子どもと子どもの関
　　　　係づくり（岩川、宇佐見）
第８回：リーディング・ワークショップ３―教室の保護者との関
　　　　係づくり（磯田、安原）
第９回：リーディング・ワークショップ４―地域の市民との関係
　　　　づくり（磯田、安原）
第10回：学級づくりにおける実践の構想・実施・省察のプロセス
　　　　（岩川、宇佐見、磯田、安原）

総
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第11回：カリキュラム・シェアリングの意義と方法（磯田、安
　　　　原）
第12回：カリキュラム・シェアリング１―実践構想の共有（磯
　　　　田、安原）
第13回：カリキュラム・シェアリング２―実践場面の共有（磯
　　　　田、安原）
第14回：カリキュラム・シェアリング３―実践的省察の共有（磯
　　　　田、安原）
第15回：レポートの発表と交流（全教員）

学校と社会論 　経済（産業・労働）をはじめとするめまぐるしい社会の変動を
ふまえ、今後予想される不確実性にみちた未来社会を展望したと
き、そこを生きる人間をどう育てるのかという観点から、現在進
行している学校教育の改革動向を深く理解し、場合によっては批
判的に吟味していくことを目標に実施する。a)教育目標の変化、
b)教育内容の変化、c)指導方法の変化といった次元で、それらの
現在と未来の社会変動との対応関係を具体的にみてとれる事例を
紹介・解説し、参加者間で逐次意見を述べあったりしながら検討
を加え、認識を深めていくことにしたい。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（3 舩橋　一男／11回）
（67 野村　泰朗／10回）

第１回：ガイダンス　（舩橋、野村）
第２回：＜学校と社会＞をめぐる現況１：経済・産業界の動向と
　　　　教育への要請（舩橋）
第３回：＜学校と社会＞をめぐる現況２：変容する社会における
　　　　キャリア教育（舩橋）
第４回：地域社会とともにある学校：コミュニティースクールの
　　　　変遷（舩橋）
第５回：地域社会とともにある学校：保護者・地域住民の学校運
　　　　営への参画（舩橋）
第６回：地域社会とともにある学校：地域社会の文化資源を活用
　　　　した教育実践（舩橋）
第７回：以上をめぐる参加者によるディスカッション（舩橋、野
　　　　村）
第８回：学習・メディア環境の変容と学校：AI時代の教育と学校
　　　（舩橋、野村）
第９回：学習・メディア環境の変容と学校：学校におけるICT活用
　　　　の現状と課題（海外の最新事情）（野村）
第10回：学習・メディア環境の変容と学校：学校におけるICT活用
　　　　の現状と課題（日本の実情と課題）（野村）
第11回：学習・メディア環境の変容と学校：専門家との協働によ
　　　　るSTEAM教育の試み（事例紹介）（野村）
第12回：学習・メディア環境の変容と学校：STEAM教育を体験して
　　　　みよう(ワークショップ）（野村）
第13回：学びへの多様なニーズとそれに対応する学校のすがた
　　　（舩橋、野村）
第14回：未来の学校に向けた改善点（ハード面とソフト面）をめ
　　　　ぐる参加者の討論（舩橋、野村）
第15回：講義全体のまとめ（舩橋、野村）

学校と児童生徒理
解の心理学

　今日の学校における学習指導、生活指導などにわたる諸課題を
子どもの学びと生活の観点からとらえ、子ども理解の深化を図り
ながら、諸課題に対する実践への示唆を得る。そのために、子ど
もの学びと生活の現実や、教員、保護者の関わりを知る活動に重
ねて、子どもの発達と学習、社会関係、心理についての基礎的及
び臨床的知見を援用し、心理支援の実践的課題に取り組む際の新
たな視点を得る。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）
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（1 馬場　久志／13回）
　主に学校の活動と子どもの実態の把握を中心に担当する。
　適宜効果的に共同参画する。
（28 堀田　香織／６回）
　主に子どもの心理支援の実践的検討について中心に担当する。
　適宜効果的に共同参画する。

第１回：子どもの一日（馬場、堀田）
第２回：授業の時間（馬場）
第３回：放課後や家庭の時間（馬場）
第４回：部活動や課外活動（馬場）
第５回：学校や学級の空間（馬場）
第６回：子どもの発達と学年（馬場）
第７回：子どもたちの関係，いじめ問題（堀田、馬場）
第８回：子どもと親・家族（堀田）
第９回：子どもと教師（堀田、馬場）
第10回：子どもの悩み（堀田）
第11回：不登校（馬場）
第12回：学業不振（馬場）
第13回：子どもの時間展望（馬場）
第14回：子どもの権利（馬場）
第15回：心理支援の可能性（総括）（馬場、堀田）

学校臨床心理学実
践演習

　学校臨床心理学の理論をもとに、学校臨床の特性を理解し、多
様な課題を持つ学校支援につながる有効な学校臨床心理学実践に
ついて学ぶ。学校コミュニティが抱える事例をもとに、その実際
について検討し理解を深める。学校や、児童・生徒、保護者、教
師への心理教育的援助および連携のあり方などについての具体的
な学びを通して、実践的力量を育成する。

オムニバス方
式・共同（一
部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（28 堀田　香織／４回）
（54 椋田　容世／13回）

第１回：イントロダクション：授業の概要と進め方（椋田、堀
　　　　田）
第２回：学校臨床心理学とは：基礎となる特性（椋田）
第３回：コミュニティとしての学校（１）学校コミュニティの特
　　　　徴と心理教育的援助サービスの対象（椋田）
第４回：コミュニティとしての学校（２）学校コミュニティのア
　　　　セスメントと援助の方法（椋田）
第５回：児童・生徒への心理教育的援助（１）心理教育的援助
　　　　サービスの基礎概念（椋田）
第６回：児童・生徒への心理教育的援助（２）心理教育的援助
　　　　サービスのモデル（椋田）
第７回：保護者への心理教育的援助（１）保護者への援助のあり
　　　　方（椋田）
第８回：保護者への心理教育的援助（２）パートナーとしての保
　　　　護者との連携（椋田）
第９回：直接的援助：教師が行う直接的な援助（椋田）
第10回：間接的援助：援助者同士のコンサルテーション、コー
　　　　ディネーションとチーム援助（椋田）
第11回：学校危機と緊急支援：緊急支援における連携や方法（椋
　　　　田）
第12回：学校臨床心理学の課題と心理教育的援助における倫理
　　　（椋田）
第13回：学校臨床心理学の実際（１）ケース１（堀田）
第14回：学校臨床心理学の実際（２）ケース２（堀田）
第15回：総括（椋田、堀田）
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心理学的方法の活
用と探求

　根拠に基づいた教育実践をおこなうためには論拠となる資料の
収集が不可欠である。そこで、学校現場で必要とされる学校・地
域・家庭・児童の実態把握や、実践の有効性を科学的・客観的に
検証をしていく心理学的方法論について、アンケート調査や聞き
取り調査、面接などのデータの収集法、および、収集したデータ
の質的・量的分析方法を中心に学ぶ。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（28 堀田　香織／５回）
　主に、聞き取り・面接法などの質的な分野を担当する。
　適宜効果的に共同参画する。
（64 萩生田　伸子／12回）
　主に、学校現場で使用される調査法のうち量的な分野を担当す
る。

第１回：心理学的方法論とは（萩生田、堀田）
第２回：さまざまな資料収集法（萩生田）
第３回：既存資料の活用（萩生田）
第４回：調査の計画と調査項目の作成（萩生田）
第５回：アンケートの実施（萩生田）
第６回：量的資料の整理法(1)記述統計（萩生田）
第７回：量的資料の整理法(2)回帰分析（萩生田）
第８回：量的資料の整理法(3)PCAと因子分析（萩生田）
第９回：量的資料の整理法(4)クラスター分析（萩生田）
第10回：量的資料の整理法(5)SEM（萩生田）
第11回：量的資料の整理法(6)カテゴリカルデータの分析（萩生
　　　　田）
第12回：対象者に応じた面接の技法（堀田）
第13回：聞き取りの技術（堀田）
第14回：質的資料の取り扱い（堀田）
第15回：心理学的方法論の活用（総括）（萩生田、堀田）

カウンセリング実
践演習

　学校が抱えるいじめ、不登校、保護者対応の問題など、差し
迫った解決課題のために学校現場で応用可能なカウンセリング実
践について学ぶ。学校カウンセリング・学校臨床心理学の理論的
学習と共に、紙上応答構成法、ロールプレイなどの演習を行い、
さらに自分の教育実践を振り返りながら、「教育相談」および
「学校コンサルテーション」の実践的力量を育てる。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（28 堀田　香織／10回）
（54 椋田　容世／７回）

第１回：ガイダンス（堀田、椋田）
第２回：紙上応答構成法（堀田）
第３回：紙上応答構成法（堀田）
第４回：紙上応答構成法（堀田）
第５回：理論的学習　その１　「試行カウンセリング」輪読（堀
　　　　田）
第６回：理論的学習　その２　「試行カウンセリング」輪読（堀
　　　　田）
第７回：理論的学習　その３　「試行カウンセリング」輪読（堀
　　　　田）
第８回：ロールプレイ（堀田）
第９回：ロールプレイ（堀田）
第10回：ロールプレイ（椋田）
第11回：ロールプレイ（椋田）
第12回：ロールプレイ振り返りカンファレンス（椋田）
第13回：ロールプレイ振り返りカンファレンス（椋田）
第14回：ロールプレイ振り返りカンファレンス（椋田）
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第15回：ロールプレイ振り返りカンファレンス（堀田、椋田）

心理・学習評価演
習

　教育政策、動機づけと学習意欲、教育評価などの観点から児
童・生徒の学びを取り巻く諸要因について議論を通じて理解を深
める。さらに学びの現状や子どもたちの有りようを適切に把握す
る手法の一つとして使用されるテストについて、作成の方法(作問
から信頼性、妥当性を含めた項目の性質の検討まで)、テストの実
施、入手したデータの分析方法、結果の利用方法について実習を
通じて検討をおこなう。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（1 馬場　久志／９回）
　主に教育政策、動機づけと学習意欲を中心に担当する。
　適宜効果的に共同参画する。
（64 萩生田　伸子／８回）
　主にテスト作成、項目の検討、結果の活用方法の実習を中心に
担当する。適宜効果的に共同参画する。

第１回：教育評価とは（馬場、萩生田）
第２回：学校における教育評価（馬場）
第３回：学力調査の検討(1)国際学力調査（馬場）
第４回：学力調査の検討(2)国内学力調査（馬場）
第５回：学習動機づけ・学習意欲の評価（馬場）
第６回：通知表と指導要録（馬場）
第７回：児童生徒から見た教育評価（馬場）
第８回：大人からの評価視線の問題（馬場）
第９回：教育評価のための資料収集（萩生田）
第10回：さまざまなテスト（萩生田）
第11回：テスト項目の作成（萩生田）
第12回：項目の性質を検討する(1)記述的方法（萩生田）
第13回：項目の性質を検討する(2)信頼性と妥当性ほか（萩生田）
第14回：評価に関わるバイアス（萩生田）
第15回：評価資料の活用（総括）（馬場、萩生田）

総合・道徳開発演
習

　生活科・総合的な学習の時間及び、道徳教育のより良い教育実
践のあり方を検討し、実践的な力量を高める。そのために、理論
に関する学修に加え、現在試みられつつある多様な実践事例にふ
れる。生活科・総合的な学習の時間については、国際理解、情
報、環境、福祉・健康、キャリアに代表される幅広いテーマに基
づいて、各教科との関連をはかりながらカリキュラムを実際に構
成し、効果的に学習指導を展開できる方策について検討し、理解
を深める。道徳教育については、現実の子どもの道徳的な葛藤や
苦悩にこたえることを軸にした教育実践をいかに行うことができ
るのかについて探求する。
　授業は講義形式のみではなく、演習形式を交えて行う。理論の
理解の程度を、演習でのディスカッションや授業計画立案の内容
及び、学期末に行う試験によって評価する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

講義14時間
演習16時間

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（3 舩橋　一男／４回）
（4 岩川　直樹／４回）
（6 宇佐見　香代／５回）
（9 磯田　三津子／５回）

第１回：総合的な学習の時間で育成すべき学力とは何か（宇佐
　　　　見）
第２回：生活科実践の特質と課題（宇佐見）
第３回：生活科の実際（事例検討）（宇佐見）
第４回：総合的な学習実践の特質と課題（磯田）
第５回：初等教育段階の総合的な学習の実際（事例検討）（磯
　　　　田）
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第６回：中等教育段階の総合的な学習の実際（事例検討）（磯
　　　　田）
第７回：総合的な学習の時間とカリキュラム・マネジメント（磯
　　　　田、宇佐見）
第８回：持続可能な社会と総合的な学習の時間（磯田、宇佐見）
第９回：道徳教育の目的と学習のありかた（岩川）
第10回：道徳性の発達と教育（岩川）
第11回：道徳教育の教材（岩川）
第12回：道徳教育の実際（事例検討）（舩橋）
第13回：初等教育段階の道徳教育の実際（事例検討）（舩橋）
第14回：中等教育段階の道徳教育の実際（事例検討）（舩橋)
第15回：道徳教育の教育内容と教材（岩川、舩橋）

教育工学開発演習 　学習者の学びの内容、過程、そこに関わる教師と学習者との対
話をシステム的に捉え、学習科学を中心に多様な分野の知を統合
し、学校現場の課題を解決できる具体的な教育実践を提案しよう
とする工学的アプローチについて探求する。そのために、インス
トラクショナルデザインおよび関連する設計原理に関する講義、
事例研究討議と教育現場でのフィールドワークを往還し臨床的に
理解を深める。実践研究者として日々教育課程の改善に取り組む
ために必要な、教材研究、授業研究の先端的な手法についても取
り上げる。
　授業は講義形式のみではなく、討論形式、演習形式を交えて行
う。理論の理解の程度を、演習でのディスカッションや授業計画
立案の内容及び、学期末に行う試験によって評価する。

講義10時間
演習20時間

（単独方式／全15回）

（67 野村　泰朗）

第１回：教育課程の改善とシステム思考
第２回：教師の役割と教育
第３回：インストラクショナルデザインと授業づくり
第４回：教材研究と教育目標，教育課程編成，カリキュラムマ
　　　　ネージメント
第５回：教育評価と行動科学
第６回：教材研究と次元わけ分析
第７回：学習科学と教師モデル，学習者モデル
第８回：教師の意思決定と授業計画
第９回：授業評価とマイクロティーチング
第10回：ICT活用と教授スキル
第11回：e-Learningと教材開発
第12回：羅生門的-工学的を超える実践研究
第13回：デザインベースドリサーチ，一人称研究等の実践研究手
　　　　法
第14回：授業研究，教員研修と教育課程の改善
第15回：教育の機械化と教師の役割

特別支援
教育サブ
プログラ
ム科目

発達臨床アセスメ
ント演習

　特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態について、背景
にある児童・生徒に内在する要因や環境の要因との関連を理解
し、困難を軽減し、良さを伸ばすための効果的な支援のあり方を
見出す力の向上を目的とする。
　a）児童・生徒の認知・学力・行動のアセスメントのあり方につ
いて、教育現場における先進的な取り組みや研究の成果を踏まえ
て議論する。
　b）児童・生徒の実態を把握するためのアセスメントを実施し、
アセスメント結果と解釈について報告し、適切な支援のあり方に
ついて具体的に討議する。

b）の実施に際し、附属特別支援学校の協力を得、報告結果につい
ても特別な教育的ニーズのある子供の実態把握・指導経験の豊富
な教員から意見をもらう。そうすることで、学校現場に即したア
セスメントの実施〜報告のトレーニングを行うことができる。

（単独方式／全15回）

（8 名越　斉子）
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第１回：特別支援学校における児童生徒の実態把握における現状
　　　　と課題
第２回：通常の学校における児童生徒の実態把握における現状と
　　　　課題
第３回：子供に内在する特性のアセスメント（知能、実行機能）
第４回：子供に内在する特性のアセスメント（適応行動、学力）
第５回：子供に内在する特性を踏まえた指導
第６回：環境のアセスメント
第７回：子供の特性と環境の相互作用のアセスメント
第８回：アセスメントの実施（データ収集）
第９回：アセスメントの実施（データ処理）
第10回：アセスメントの実施（データ分析と整理）
第11回：アセスメントの実施（データ分析と整理（続き））
第12回：アセスメントの実施（結果を踏まえた指導支援）
第13回：アセスメントの実施（プレゼンテーション、協議）
第14回：アセスメントから合理的配慮、個に応じた支援への活用
　　　　のあり方
第15回：まとめ

特別支援教育実践
研究

　特別支援学校学習指導要領の変遷を学びつつ、各種の実践報告
を検討することを通して、特別支援教育実践のあり方を検討す
る。
　a）特別支援学校学習指導要領の変遷を理解する。
　b）特別支援学校の各種の実践報告を収集し、子ども理解、教育
目標の設定、内容・方法の精選、教材教具の工夫、評価基準の設
定について議論する。
　c）特別支援教育に携わる教師の専門性並びに授業改善のあり方
について議論する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）/全15回）

（11 長江　清和／７回）
（79 山中　冴子／10回）
　
第１回：特別支援教育実践を検討する視点について（山中、長
　　　　江）
第２回：特別支援学校学習指導要領の変遷とポイント（１）〜各
　　　　種キーワードの整理（山中）
第３回：特別支援学校学習指導要領の変遷とポイント（２）～通
　　　　常教育との連続性について（山中）
第４回：特別支援学校学習指導要領の変遷とポイント（３）～各
　　　　教科の指導について（山中）
第５回：特別支援学校学習指導要領の変遷とポイント（４）～各
　　　　教科等を合わせた指導について（山中）
第６回：特別支援学校学習指導要領の変遷とポイント（５）〜自
　　　　立活動について（山中）
第７回：教育実践例の検討（１）〜知的障害特別支援学校小学部
　　　　に焦点を当てて（長江）
第８回：教育実践例の検討（２）～知的障害特別支援学校中学部
　　　　に焦点を当てて（長江）
第９回：教育実践例の検討（３）～知的障害特別支援学校高等部
　　　　に焦点を当てて（長江）
第10回：教育実践例の検討（４）～知的障害児童が在籍する小学
　　　　校に焦点を当てて（長江）
第11回：教育実践例の検討（５）～知的障害生徒が在籍する中学
　　　　校に焦点を当てて（長江）
第12回：現代的な教育テーマの検討（１）～特別支援教育に携わ
　　　　る教師の専門性をめぐって（山中）
第13回：現代的な教育テーマの検討（２）〜特別支援教育に携わ
　　　　る教師の専門性向上をめぐって（山中）
第14回：現代的な教育テーマの検討（３）〜知的障害教育の授業
　　　　改善をめぐって（山中）
第15回：まとめ（山中、長江）
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障害児教育実践の
課題探求法

　障害のある児童生徒の教育、心理、指導法に関する論文の精読
を通して、障害のある児童生徒に対する教育実践上の課題を探る
とともに、その解決に必要な基礎理論の徹底した理解を目標とす
る。また課題探求に必要な多様な方法論について理解を深める。
　a) 特別支援教育の制度に関する課題の理解を深め、課題への接
近の方法論を理解する。
　b) 障害のある児童生徒の特性理解に関する課題の理解を深め、
課題への接近の方法論を理解する。
　c) 障害のある児童生徒の学習支援に関する課題の理解を深め、
課題への接近の方法論を理解する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（8 名越　斉子／７回）
（50 葉石　光一／７回）
（79 山中　冴子／７回）

第１回：障害児教育の現状と課題（葉石、名越、山中）
第２回：知的障害児教育の制度（山中）
第３回：知的障害特別支援学校の教育課程（山中）
第４回：知的障害児と就学（山中）
第５回：病弱児・肢体不自由児教育の課題（山中）
第６回：知的障害児の心理生理学的理解（葉石）
第７回：知的障害児の病理の理解（葉石）
第８回：病弱児・肢体不自由児・重複障害児の心理生理学的理解
　　　（葉石）
第９回：知的障害児の心理学的理解と教育実践（葉石）
第10回：知的障害児の個別の教育支援計画・指導計画（名越）
第11回：知的障害児教育における連携（名越）
第12回：知的障害児教育における保護者対応（名越）
第13回：発達障害（限局性学習症・注意欠如多動症・自閉スペク
　　　　トラム症）と通常の教育（名越）
第14回：障害児教育実践に関する課題探求のプレゼンテーション
　　　（葉石、名越、山中）
第15回：障害児教育実践に関する課題探求のまとめ
　　　（葉石、名越、山中）

インクルーシブ教
育演習

　インクルーシブ教育の理論動向の理解、多様なインクルーシブ
教育の実践の理解を通して、インクルーシブ教育の実践のあり方
を学ぶ。
　a）国際機関の関連動向を理解する。
　b）日本における関連動向を理解する。
　c）日本におけるインクルーシブ教育実践を収集し、検討する。

（単独方式/全15回）

（79 山中　冴子）

第１回：インクルーシブ教育推進の背景
第２回：インクルーシブ教育理論について（１）～国際機関に焦
　　　　点を当てて
第３回：インクルーシブ教育理論について（２）～国内に焦点を
　　　　当てて
第４回：インクルーシブ教育理論について（３）～国外に焦点を
　　　　当てて
第５回：インクルーシブ教育に関連する教育理論（１）～就学へ
　　　　のトランジション
第６回：インクルーシブ教育に関連する教育理論（２）～社会へ
　　　　のトランジション
第７回：インクルーシブ教育に関連する教育理論（３）～インク
　　　　ルーシブ・カリキュラム
第８回：インクルーシブ教育実践例の検討（１）～小学校段階に
　　　　焦点を当てて
第９回：インクルーシブ教育実践例の検討（２）～中学校段階に
　　　　焦点を当てて
第10回：インクルーシブ教育実践例の検討（３）～高校段階に焦
　　　　点を当てて

- 25 -



第11回：インクルーシブ教育実践例の検討（４）～就学へのトラ
　　　　ンジション
第12回：インクルーシブ教育実践例の検討（５）～社会へのトラ
　　　　ンジション
第13回：インクルーシブ教育における教員の専門性の検討
第14回：インクルーシブ教育のための教員の質的向上に向けた手
　　　　立ての検討
第15回：まとめ

障害児心理学の実
践と課題Ａ

　本講義では、障害のある児童生徒の学習支援の場において心理
学的知識を活用する力を養うことを目標とする。具体的には、動
機づけ、実行機能、メタ認知、社会性について概念整理を行い、
これらの心理機能が学習上のどのような場面・内容と結びついて
いるのか、理解を深める。
　a) 学習場面における動機づけ、実行機能、メタ認知、ワーキン
グメモリ、社会性に関する基本的な考え方を整理し、理解を深め
る。
　b) a)の内容を踏まえ、障害のある児童生徒の学習場面での支援
について具体的に考察する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（11 長江　清和／４回）
（50 葉石　光一／12回）

第１回：障害児の心理生理学的特性の理解（肢体不自由と運動機
　　　　能）（葉石）
第２回：障害児の心理生理学的特性の理解（肢体不自由と実行機
　　　　能・メタ認知）（葉石）
第３回：障害児の心理生理学的特性の理解（肢体不自由と自尊感
　　　　情）（葉石）
第４回：障害児の心理生理学的特性の理解（肢体不自由と動機づ
　　　　け・社会性）（葉石）
第５回：障害児の心理生理学的特性の理解（知的障害・病弱）
　　　（葉石）
第６回：肢体不自由児の心理教育アセスメント（WISC-IV）（葉
　　　　石）
第７回：知的障害児・病弱児の心理教育アセスメント（WISC-IV）
　　　（葉石）
第８回：肢体不自由児の支援実践（学び方の偏りに対する支援実
　　　　践）（葉石）
第９回：肢体不自由児の支援実践（認知特性に対する支援実践）
　　　（葉石）
第10回：肢体不自由児の支援実践（自尊感情・動機づけに対する
　　　　支援実践）（葉石）
第11回：肢体不自由児の支援実践（社会性・コミュニケーション
　　　　に対する支援実践）（葉石）
第12回：知的障害児・病弱児の支援実践（長江）
第13回：障害児の教育支援に関するプレゼンテーション（長江）
第14回：障害児の支援実践に関する議論（長江）
第15回：まとめ（葉石、長江）

障害児心理学の実
践と課題Ｂ

　本講義では、国際生活機能分類（ICF）の考え方について知識を
整理した上で、障害のある児童生徒を対象とする教育支援の組み
立て方について理解を深めることを目標とする。その過程で、動
機づけ、実行機能、メタ認知、社会性といった心理学的知識の応
用の仕方の理解の一層の深化を目指す。
　a) 国際生活機能分類（ICF）の基本的な考え方を整理し、理解
を深める。
　b) a)の内容を踏まえ、障害のある児童生徒の学習場面での支援
について具体的に考察する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（11 長江　清和／５回）
（50 葉石　光一／12回）

第１回：障害概念の理解（国際障害分類）（葉石、長江）
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第２回：障害概念の理解（国際生活機能分類）（葉石）
第３回：自立活動と国際生活機能分類（葉石）
第４回：病弱児の教育と国際生活機能分類（葉石）
第５回：病弱児の心理特性の理解（自尊感情と動機づけ）（葉
　　　　石）
第６回：病弱児の心理特性の理解（実行機能と知能）（葉石）
第７回：病弱児の心理統制の理解（社会性とコミュニケーショ
　　　　ン）（葉石）
第８回：知的障害児・肢体不自由児の心理特性の理解（葉石）
第９回：病弱児の支援実践（自尊感情・動機づけに対する支援）
　　　（葉石）
第10回：病弱児の支援実践（認知特性に対する支援）（葉石）
第11回：病弱児の支援実践（社会性・コミュニケーションに対す
　　　　る支援）（葉石）
第12回：病弱児の個別の教育支援計画（長江）
第13回：病弱児の個別の指導計画（長江）
第14回：知的障害児・肢体不自由児の支援実践（長江）
第15回：まとめ（葉石、長江）

学校保健
サブプロ
グラム科
目

学校保健の理論と
実践の探求

　学校保健領域における課題について、実践的課題のとらえ方と
その解決の方法について探求する。これまでに構築されている日
本の学校保健システムは、法・制度の確立とともに、日々ルー
ティン化されている活動と、各時代と社会の中で生起する実態、
課題に対応した実働的な機能がある。こうした中で営まれてきた
実践から、試みられてきた課題解決アプローチを批評し、かつ、
再考しながら、新たな実践に必要な条件を検討する。例えば、学
校保健活動を支える人びととその役割、機能について評価・再考
する等、事例をあげながら各課題について講義・演習を展開す
る。

オムニバス
方式・共同
（一部）

講義10時間
演習20時間

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（5 戸部　秀之／10回）
（17 齋藤　千景／10回）

第１回：学校保健の実践的課題（戸部、齋藤）
第２回：学校保健システムの構造的課題（戸部、齋藤）
第３回：学校保健活動を支える人びと（戸部、齋藤）
第４回：学校保健活動の事例分析①（戸部）
第５回：学校保健活動の事例分析②（戸部）
第６回：学校保健活動の事例分析③（齋藤）
第７回：学校保健活動の事例分析④（齋藤）
第８回：データと実態が示す子供と学校保健の課題①（戸部）
第９回：データと実態が示す子供と学校保健の課題②（齋藤）
第10回：学校保健の課題と分析の方法①（戸部）
第11回：学校保健の課題と分析の方法②（戸部）
第12回：学校保健の課題と分析の方法③（齋藤）
第13回：学校保健の機能を再考する（齋藤）
第14回：チーム学校と学校保健（齋藤、戸部）
第15回：新たな学校保健のデザイン（齋藤、戸部）

保健教育の実践と
課題の探求

　保健教育についての教育内容、教材研究、教授方法、学習者論
など、保健授業でこれまでに試みられてきた実践上の課題と各研
究アプローチを整理・批評し、改善の視点を探求しながら、新た
な授業デザインの方法とそれを支える考え方、実践の多様なヴァ
リエーションについて追究する。
　授業は、講義形式のみではなく、校内研究会への参与研究、授
業実践VTRを用いた事例研究、演習形式を交えて行う。講義内容の
理解度は、ディスカッションやミニレポートなどの作成において
評価する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

講義10時間
演習20時間

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（5 戸部　秀之／10回）
（10 七木田　文彦／10回）

第１回：保健教育の内容構成原理（七木田、戸部）
第２回：保健授業の教材論①（戸部、七木田）
第３回：保健授業の教材論②（戸部、七木田）
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第４回：保健授業の事例分析①（戸部）
第５回：保健授業の事例分析②（七木田）
第６回：保健授業の事例分析③（七木田）
第７回：保健授業の参与観察①（戸部）
第８回：保健授業の参与観察②（七木田）
第９回：保健授業の参与観察③（七木田）
第10回：保健授業づくりと行動科学①（戸部）
第11回：保健授業づくりと行動科学②（戸部）
第12回：保健教育の実践上の課題（戸部）
第13回：保健授業における学びの創造（七木田）
第14回：保健授業の創造とデザイン（七木田、戸部）
第15回：保健授業の省察（七木田、戸部）

保健管理の実践と
課題の探求

　子どもの健康状態に関する情報とその活用、近年の疾病構造に
対応した予防と管理について、具体的事例を取りあげながら保健
管理の役割について探求する。さらに、これまでの医学研究の成
果、エビデンスが、学校において、どのような影響を持ち、どの
ように機能しているのか、または機能していないのか、その実態
の事例を取りあげながら検討する。また、感染症対策にも見られ
るように、家庭・地域との関係からみる保健管理上の課題等につ
いても取りあげ、医療と学校の連携、地域と学校の関係を再考し
ながら、クリエイティブな保健管理システムの改革ヴィジョンに
ついて検討する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（7 関　由紀子／10回）
（75 西尾　尚美／10回）

第１回：保健管理の実践的課題（関、西尾）
第２回：保健管理の実態と評価－健康状態のチェック－（関、西
　　　　尾）
第３回：疾病構造の変遷と学校管理上の対策（西尾、関）
第４回：保健管理と養護教諭（関）
第５回：保健管理と保健室の機能（関）
第６回：慢性疾患と保健管理（西尾）
第７回：感染症と保健管理（西尾）
第８回：医学研究のエビデンスと学校の実態①（関）
第９回：医学研究のエビデンスと学校の実態②（西尾）
第10回：医学研究のエビデンスと学校の実態③（西尾）
第11回：保健管理の事例分析①（関）
第12回：保健管理の事例分析②（関）
第13回：保健管理の事例分析③（西尾）
第14回：保健管理を支える人々・機能・法・制度をデザインする
　　　（関、西尾）
第15回：保健管理への参画（西尾、関）

養護教諭の専門家
としての成長

　変革期の学校における養護教諭の職務内容と仕事の特質、不登
校や保健室登校等に象徴される社会的課題と養護教諭の関わり、
養護教諭の養成、研修、実践における成長、キャリア形成に至る
専門家としての資質・能力について事例を取りあげ、養護教諭の
専門家としての成長条件について検討する。さらに、これまでの
実践報告に見られるケース・スタディの中から、養護教諭の実践
構造の変化等に注目し、健康の専門家としての成長過程を探求す
る。
　授業は、講義形式のみではなく、演習形式を交えて行う。講義
内容の理解度は、ディスカッションやミニレポートなどの作成に
おいて評価する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

講義10時間
演習20時間

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（10 七木田　文彦／10回）
（17 齋藤　千景／10回）

第１回：養護教諭の専門性とは何か(齋藤、七木田)
第２回：養護教諭研究の現在(齋藤、七木田）
第３回：養護教諭とケア（七木田、齋藤）
第４回：養護教諭の力量形成①（齋藤）
第５回：養護教諭の力量形成②（七木田）
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第６回：教育改革と養護教諭（七木田）
第７回：養護教諭の実践事例分析①（齋藤）
第８回：養護教諭の実践事例分析②（齋藤）
第９回：養護教諭の実践事例分析③（七木田）
第10回：養護教諭の実践事例分析④（七木田）
第11回：養護教諭の研修・養成（齋藤）
第12回：スクールナースと養護教諭（七木田）
第13回：養護教諭の職務変化（齋藤）
第14回：養護教諭像はどのように形作られるか（七木田、齋藤）
第15回：「養護」とは何か（齋藤、七木田）

教育生理の臨床と
子供の成長課題

　子供の発育発達上の特徴について、遺伝子と環境要因による発
現と作用、疾病のメカニズムと日常生活におけるリスク等につい
て、事例を基に現在の課題と解決策を探求する。子供を取り巻く
社会的環境として、栄養・学校給食・食育、感染症対策、アレル
ギー疾患、心臓疾患、腎臓疾患等の医療的ケア、発達障害等の教
育生理上のメカニズムと学校における営みから受講者が課題を取
りあげ、担当教員との協働することで課題解決の方法を追究す
る。今後、改善すべき内容については、学校における子供の成長
発達と関わって、マジョリティとマイノリティへの異相の対応策
の違いと個人情報管理の視点から、健康と成長についての課題を
検討する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（7 関　由紀子／10回）
（75 西尾　尚美／10回）

第１回：子供の発育発達と遺伝要因（西尾、関）
第２回：子供の発育発達と環境（西尾、関）
第３回：子供の発育発達とリスク（関、西尾）
第４回：子供の疾病と日常生活（西尾）
第５回：先天性疾患と学校生活（西尾）
第６回：子供の医療的ケア（関）
第７回：発達障害と学校保健（関）
第８回：発育発達と学校における個人情報管理（関）
第９回：学校で見られる疾患の対応事例①（西尾）
第10回：学校で見られる疾患の対応事例②（西尾）
第11回：学校で見られる疾患の対応事例③（西尾）
第12回：学校と医療機関の連携・協働（関）
第13回：医療機関における治療の継続と通学（関）
第14回：発育発達と栄養（西尾、関）
第15回：疾患を抱えた子供と学校の役割（関、西尾）

子ども共
育サブプ
ログラム
科目

子ども支援の実践
と制度

　子どもの支援において、子どもを単なる大人に保護される客体
としてみるのではなく、一人の人間として、そして固有の権利を
有する主体としてとらえることが極めて重要である。「権利主
体」としての子どもを支援する制度や政策の在り方、教育の目的
や方法について、国内・海外の現代的課題や事例を踏まえ、理論
と実践の両面から探求する。

共同

（共同方式/全15回）
　
（57 北田　佳子・83 高橋　哲）

第１回：なぜ、子ども支援に「実践と制度」が重要か？（北田、
　　　　高橋）
第２回：子ども支援の制度論的課題①「実践を支える教育制度
　　　　１」（高橋、北田）
第３回：子ども支援の制度論的課題①「実践を支える教育制度
　　　　２」（高橋、北田）
第４回：子ども支援の制度論的課題②「実践を阻害する教育制度
　　　　１」（高橋、北田）
第５回：子ども支援の制度論的課題②「実践を阻害する教育制度
　　　　２」（高橋、北田）
第６回：子ども支援の制度論的課題③「海外の教育制度１」（高
　　　　橋、北田）
第７回：子ども支援の制度論的課題③「海外の教育制度２」（高
　　　　橋、北田）
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第８回：子ども支援の実践的課題①「公正と平等」（日本の事例
　　　　から）（北田、高橋）
第９回：子ども支援の実践的課題①「公正と平等」（海外の事例
　　　　から）（北田、高橋）
第10回：子ども支援の実践的課題②「所得格差と学力格差」（日
　　　　本の事例から）（北田、高橋）
第11回：子ども支援の実践的課題②「所得格差と学力格差」（海
　　　　外の事例から）（北田、高橋）
第12回：子ども支援の実践的課題③「説明責任と応答責任」（日
　　　　本の事例から）（北田、高橋）
第13回：子ども支援の実践的課題③「説明責任と応答責任」（海
　　　　外の事例から）（北田、高橋）
第14回：「権利主体」の子どもを支援する実践の在り方（北田、
　　　　高橋）
第15回：授業の振り返りと総括レポート（高橋、北田）

保育内容と指導の
課題探求

　総合的・主体的な活動としての幼児の遊びの指導を具体的な実
践事例を通して学び、保育内容の展開と幼児期の発達する姿、及
び小学校への接続までを見通せる保育の構想力を身に付ける。乳
幼児の育ちを、他者との対話的・相互応答的関係性から見ること
によって、保育者としての往還的・相互的かかわりのスタイルを
実践的に探求するとともに、そのための保育のデザインのスタイ
ルを探求する。

共同

（共同方式／全15回）

（21 庄司康生・77 小田倉泉)

第１回：オリエンテーション　―保育内容と指導の課題とは―(庄
　　　　司、小田倉)
第２回：保育内容指導法の理論　―実践編―　(庄司、小田倉)
第３回：保育内容指導法の理論　―実践の省察―　(庄司、小田
　　　　倉)
第４回：保育環境構成の理論　―屋内環境―　(小田倉、庄司)
第５回：保育環境構成の理論　―屋外環境―　(小田倉、庄司)
第６回：対話的保育理論　(庄司、小田倉)
第７回：相互応答的保育理論　(庄司、小田倉)
第８回：モデルとしての保育者―人的環境の理論―　(小田倉、庄
　　　　司)
第９回：モデルとしての保育者―人的環境の理論の実践―　(小田
　　　　倉、庄司)
第10回：幼児の感性と表現に関わる保育内容の指導　(庄司、小田
　　　　倉)
第11回：幼児の感性と表現に関わる保育内容指導の課題　(庄司、
　　　　小田倉)
第12回：幼児の環境とのかかわりに関する保育内容の指導(小田
　　　　倉、庄司)
第13回：幼児の環境とのかかわりに関する保育内容指導の課題(小
　　　　田倉、庄司)
第14回：発表　(小田倉、庄司)
第15回：評価とまとめ　(庄司、小田倉)

子どもの発達と教
育相談の課題探求

　幼児期と児童期の定型的発達と個々の幼児の発達特性を理解
し、関係性と生活状況の中で子ども理解を適切に実施する知識と
技術を学ぶ。その上で、すべての子どもの発達を保障できる環
境、指導計画と援助について実践事例をもとに学ぶ。また多様な
発達的ニーズをもつ保護者の理解と支援について理解を深める。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（25 首藤　敏元／７回）
（68 寺薗　さおり／11回）

第１回：オリエンテーション・講義のねらいと進め方について
　　　（寺薗、首藤）
第２回：子どもの社会情動的発達の特質（首藤、寺薗）
第３回：子どもの社会情動的発達の指導（首藤）
第４回：子どもの規範意識と道徳性の発達（首藤）
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第５回：子どもの規範意識と道徳性の歪みの予防教育（首藤）
第６回：子ども理解の意義と方法（首藤）
第７回：乳幼児期の親子関係とその支援（寺薗）
第８回：児童期の親子関係とその支援（寺薗）
第９回：思春期・青年期の親子関係とその支援（寺薗）
第10回：多様な発達的ニーズを持つ子どもの理解（寺薗）
第11回：多様な発達的ニーズを持つ子どもの指導計画と理論的基
　　　　盤の方法（寺薗）
第12回：多様な発達的ニーズを持つ子どもの指導計画とその評価
　　　（寺薗）
第13回：多様な発達的ニーズを持つ子どもの保護者の理解と支援
　　　（寺薗）
第14回：他機関との連携（寺薗）
第15回：まとめ（寺薗、首藤）

＜教育－社会－環
境＞基礎論

　気候変動、人権問題、貧困の拡大等、一国の取り組みだけでは
解決困難な問題が地球規模で起こっている。こうした問題をESDや
SDGsなどにも絡めながら、社会（政治・経済・文化）、環境、教
育を個別分断化せず包括的にとらえる視点から原理的かつ実践的
に考察することで、そうした問題解決につながる力量を有する教
師の形成を目指す。この授業を通して、①教育問題と社会問題・
環境問題とのかかわりについて理解を深めること、②教育問題の
解決と社会問題・環境問題との解決との協働のために必要な実践
の内容やネットワークのあり方について理解を深めること、が到
達目標である。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（2 安藤　聡彦／９回）
（82 福島　賢二／９回）
　
第１回：講義：なぜ、教育と社会と環境とを包括的に捉える視点
　　　　が必要か？ (安藤、福島）
第２回：教育問題①：次回の外部講師の実践にかかわる資料の紹
　　　　介と学習（福島）
第３回：教育問題②：外部講師による講義及び質疑応答（安藤）
第４回：教育問題③：外部講師の講義にもとづくグループワー
　　　　ク、プレゼン準備（福島）
第５回：教育問題④：グループによる発表と全体討議（安藤）
第６回：社会問題①：次回の外部講師の実践にかかわる資料の紹
　　　　介と学習（福島）
第７回：社会問題②：外部講師による講義及び質疑応答（福島）
第８回：社会問題③：外部講師の講義にもとづくグループワー
　　　　ク、プレゼン準備(福島）
第９回：社会問題④：グループによる発表と全体討議（福島）
第10回：環境問題①：次回の外部講師の実践にかかわる資料の紹
　　　　介と学習（安藤）
第11回：環境問題②：外部講師による講義及び質疑応答（安藤）
第12回：環境問題③：外部講師の講義にもとづくグループワー
　　　　ク、プレゼン準備（安藤）
第13回：環境問題④：グループによる発表と全体討議（安藤）
第14回：教育問題、社会問題、環境問題の３つの学習経験をふま
　　　　え、「教育-社会-環境」の関係性をふまえた教育の課題
　　　　について、グループごとにプレゼンの準備を行う（安
　　　　藤、福島）
第15回：グループによる発表と全体討論（安藤、福島）

子ども認識の思想
と構造

　子どもはいかに発見され、教育の対象とされ、その個性が尊重
されねばならない存在となったのか。子ども共育の基底として、
子どもとそれをとりまく家族・地域・メディア等のまなざしの変
化を思想史として捉える。とりわけ、①子どもの「人権」思想、
②子どもの「個性」「多様性」認識とその成り立ち、③親子に対
する社会のまなざし・親の子に対するまなざしとその変容、を検
討し、理解の深化を図る。

オムニバス
方式・共同
（一部）

 (オムニバス方式・共同（一部）方式/全15回）

（37 田代　美江子／８回）
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（60 山田　恵吾／８回）
　
第１回：子ども認識とは何か（田代、山田）
第２～４回：子どもの「人権」思想（田代）
第５～８回：子どもの「個性」「多様性」認識とその成り立ち
　　　　　（田代）
第９～12回：親子に対する社会のまなざしとその変容（山田）
第13～15回：親の子に対するまなざしとその変容（山田）

子育ち支援開発探
求

　現代の子育ち環境を踏まえ、幼児期の総合的主体的な学びを支
える心身の健康と、それを支える保育のあり方、及び自ら安全で
健康的な生活を目指そうとする子どもを育てる教育のあり方につ
いて、具体的課題とその課題解決について事例をもとに理解を深
める。保育内容の領域「健康」を軸とし、「環境」「人間関係」
とも関連させて、主体性を育てる保育を展開する上で必要な保育
の構想力と展開力を身に付ける。

オムニバス
方式・共同
(一部)

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

 (68 寺薗　さおり／９回）
（77 小田倉　泉／９回）

第１回：オリエンテーション・講義のねらいと進め方について
　　　（寺薗、小田倉）
第２回：子どもの最善の利益の意味（小田倉）
第３回：子どもの最善の利益を実現するための保育（小田倉）
第４回：子どもの最善の利益を実現するための保育の実際と評価
　　　（小田倉）
第５回：幼児教育における「子育ち支援」の意義と方法（寺薗）
第６回：幼児教育における「子育ち支援」の理論的基盤と方法
　　　（寺薗）
第７回：幼児教育における「子育ち支援」の計画立案（寺薗）
第８回：幼児教育における「子育ち支援」の計画立案（小田倉）
第９回：幼児教育における「子育ち支援」の計画立案（寺薗）
第10回：幼児教育における「子育ち支援」の実際と評価（小田
　　　　倉）
第11回：幼児教育における「子育ち支援」の実際と評価（寺薗）
第12回：幼児教育における「子育ち支援」の実際と評価（小田
　　　　倉）
第13回：教師と保護者の協働―幼児のセルフケアの立場から―
　　　（寺薗）
第14回：教師と保護者の協働―保護者の養育力－（寺薗、小田
　　　　倉）
第15回：まとめ（小田倉、寺薗）

幼児の音楽表現の
開発探求

　本授業では、幼児の音楽的な発達の過程及びそれに関わる保育
者の役割や環境の構成について探求することを目標とする。
　具体的にはa）幼児の音楽表現に関する最新の研究知見を踏まえ
て幼児の音遊びや音楽表現の実践事例等を質的研究方法に基づい
て分析し、b）実践事例から保育者の役割や環境の構成について検
討し、c）幼児の音遊びや音楽表現に関する指導計画の立案につい
て学習する。
　授業は講義形式のみでなく、演習形式を交えて行う。演習での
議論や指導計画の内容によって評価する。

共同

講義10時間
演習20時間

（共同方式／全15回）

（21 庄司　康生・88 三橋　さゆり）

第１回：オリエンテーション、授業の概要説明(三橋、庄司)
第２回：『幼稚園教育要領』と幼児の音楽表現(三橋、庄司)
第３回：幼児の音楽的発達に関する研究動向の理解(三橋、庄司)
第４回：幼児の音楽表現への援助に関する研究動向の理解(三橋、
　　　　庄司)
第５回：幼児の音楽表現に関する事例検討のための質的研究手法
　　　　に基づく観察法の理解(三橋、庄司)
第６回：幼児の音楽表現に関する事例検討のための質的研究手法
　　　　に基づく分析法の理解①(三橋、庄司)
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第７回：幼児の音楽表現に関する事例検討のための質的研究手法
　　　　に基づく分析法の理解②(三橋、庄司)
第８回：幼児の音遊びや音楽表現に関する実践の観察①(三橋、庄
　　　　司)
第９回：幼児の音遊びや音楽表現に関する実践の観察②(三橋、庄
　　　　司)
第10回：幼児の音遊びや音楽表現に関する実践の分析①(三橋、庄
　　　　司)
第11回：幼児の音遊びや音楽表現に関する実践の分析②(三橋、庄
　　　　司)
第12回：幼児の音遊びや音楽表現に関する指導計画の立案と実践
　　　　（3歳児）(三橋、庄司)
第13回：幼児の音遊びや音楽表現に関する指導計画の立案と実践
　　　　（4歳児）(三橋、庄司)
第14回：幼児の音遊びや音楽表現に関する指導計画の立案と実践
　　　　（5歳児）(三橋、庄司)
第15回：授業の振り返りとまとめ(三橋、庄司)

言語文化
系教育サ
ブプログ
ラム科目

言語文化系教育の
理論と実践Ａ（国
語）

　国語教育の教授学習評価を実践する基盤となる諸理論と小中高
校段階の実践的スキルに関して、最新の研究動向を含め、理解を
深めるとともに、教育現場で中核的に活躍するための高度な資
質・能力に関して、多様な事例の分析を通じて力量を高める。主
にa)授業づくり、b)教材作成・開発、c)授業分析・評価について
学修する。
　到達目標は、実践のための基礎的諸理論について知見を深め、
理論に裏付けられた授業づくりに取り組む実践力を身につけるこ
とである。
　授業は講義形式のみではなく、演習形式を交えて行い、基礎的
理論への理解の程度をディスカッションや授業計画立案の内容、
レポートなどによって評価する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

講義16時間
演習14時間

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）
　
（19 薄井　俊二／４回・全教員共同を含む。）
（30 戸田　功／６回・全教員共同を含む。）
（39 飯泉　健司／４回・全教員共同を含む。）
（56 山本　良／４回・全教員共同を含む。）
（72 本橋　幸康／３回・全教員共同を含む。）
（90 池上　尚／４回・全教員共同を含む。）

第１回：ガイダンス（全教員）
第２回：授業づくり（１）理論編（戸田）
第３回：授業づくり（２）理論編（戸田）
第４回：授業分析・評価（１）理論編（戸田）
第５回：授業分析・評価（２）理論編（戸田）
第６回：教材作成・開発―日本語学（池上）
第７回：教材作成・開発―日本語学（池上）
第８回：教材作成・開発―漢文学（薄井）
第９回：教材作成・開発―漢文学（薄井）
第10回：教材作成・開発―古典文学（飯泉）
第11回：教材作成・開発―古典文学（飯泉）
第12回：教材作成・開発―近代文学（山本(良)）
第13回：教材作成・開発―近代文学（山本(良)）
第14回：授業づくり・授業分析・評価―実践編（本橋）
第15回：まとめ（全教員）

言語文化系教育の
理論と実践Ｂ（英
語）

　英語教育の教授学習評価を実践する基盤となる諸理論と小中高
校段階の実践的スキルに関して、最新の研究動向を含め、理解を
深めるとともに、教育現場で中核的に活躍するための高度な資
質・能力に関して、多様な事例の分析を通じて力量を高める。
a) オリエンテーション
b) 小学校における英語の指導と評価
c) 中学校における英語の指導と評価
d) 総まとめ

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

教
科
教
育
高
度
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
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（30 戸田　功／８回）
（47 及川　賢／９回）

第１回：オリエンテーション（及川、戸田）
第２回：小学校における英語の指導（学習指導要領を中心に）
　　　（及川）
第３回：小学校における英語の指導（ビデオによる授業の視聴）
　　　（及川）
第４回：小学校における英語の指導（言語活動の分析）（及川）
第５回：小学校における英語の指導（言語活動の作成）（及川）
第６回：小学校における英語の評価（理論を中心に）（及川）
第７回：小学校における英語の指導（事例を中心に）（及川）
第８回：中学校における英語の指導（学習指導要領を中心に）
　　　（及川）
第９回：中学校における英語の指導（ビデオによる授業の視聴）
　　　（戸田）
第10回：中学校における英語の指導（言語活動の分析）（戸田）
第11回：中学校における英語の指導（言語活動の作成１）（戸
　　　　田）
第12回：中学校における英語の指導（言語活動の作成２）（戸
　　　　田）
第13回：中学校における英語の評価（理論を中心に）（戸田）
第14回：中学校における英語の評価（事例を中心に）（戸田）
第15回：総まとめ（及川、戸田）

言語文化系教育の
授業内容探求Ａ
（国語）

　国語の言語文化（古典（古文・漢文））に関して小学校から高
校までの内容を俯瞰的に捉える能力を修得し、各単元でどのよう
に関連した単元とつながりを持たせつつ授業すべきかについて考
察する。院生が単元を構想し、児童生徒の理解を深められるよう
な実践的指導を行う。主にa)単元学習に向けての教材化、b)日本
古典の教材化、c)中国古典についての教材化について学修する。
　到達目標は、国語教育に関する総合的な実践的知見を得て、授
業実践に取り組む力を身につけることである。
　授業は講義形式のみではなく、演習形式を交えて行い、基礎的
理論への理解の程度をプレゼンテーションや議論、授業計画立案
の内容、レポートなどによって評価する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

講義16時間
演習14時間

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）
　
（19 薄井　俊二／６回）
（30 戸田　功／７回）
（39 飯泉　健司／６回）
　
第１回：ガイダンス（戸田、飯泉、薄井）
第２回：日本古典の教材化―小学校編（飯泉）
第３回：日本古典の教材化―中学校編（飯泉）
第４回：日本古典の教材化―高校編（飯泉）
第５回：日本古典の教材化―まとめ（飯泉）
第６回：中国古典の教材化―小学校編（薄井）
第７回：中国古典の教材化―中学校編（薄井）
第８回：中国古典の教材化―高校編（薄井）
第９回：中国古典の教材化―まとめ（薄井）
第10回：単元学習に向けての教材化―小学校編（戸田）
第11回：単元学習に向けての教材化―中学校編（戸田）
第12回：単元学習に向けての教材化―高校編（戸田）
第13回：単元学習の構想と教材分析（戸田）
第14回：単元学習の構想と教材分析（戸田）
第15回：まとめ（戸田、飯泉、薄井）
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言語文化系教育の
授業内容探求Ｂ
（国語）

　国語の文学・言語事項に関して小学校から高校までの内容を俯
瞰的に捉える能力を修得し、各単元でどのように関連した単元と
つながりを持たせつつ授業すべきかについて考察する。院生が単
元を構想し、児童生徒の理解を深められるような実践的指導を行
う。主にa)単元学習に向けての教材化、b)日本文学についての教
材化、c)言語事項の教材化について学修する。
　到達目標は、国語教育に関する総合的な実践的知見を得て、授
業実践に取り組む力を身につけることである。
　授業は講義形式のみではなく、演習形式を交えて行い、基礎的
理論への理解の程度をプレゼンテーションや議論、授業計画立案
の内容、レポートなどによって評価する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

講義16時間
演習14時間

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）
　
（56 山本　良／６回）
（72 本橋　幸康／７回）
（90 池上　尚／６回）

第１回：ガイダンス（本橋、山本(良)、池上）
第２回：日本文学の教材化―小学校編（山本(良)）
第３回：日本文学の教材化―中学校編（山本(良)）
第４回：日本文学の教材化―高校編（山本(良)）
第５回：日本文学の教材化―まとめ（山本(良)）
第６回：言語事項の教材化―小学校編（池上）
第７回：言語事項の教材化―中学校編（池上）
第８回：言語事項の教材化―高校編（池上）
第９回：言語事項の教材化―まとめ（池上）
第10回：単元学習に向けての教材化―小学校編（本橋）
第11回：単元学習に向けての教材化―中学校編（本橋）
第12回：単元学習に向けての教材化―高校編（本橋）
第13回：単元学習の構想と教材分析（本橋）
第14回：単元学習の構想と教材分析（本橋）
第15回：まとめ（本橋・山本(良)・池上）

言語文化系教育の
授業内容探求Ｃ
（英語）

　英語の言語文化（文学・歴史）に関して小学校から高校までの
内容を俯瞰的に捉える能力を修得し、各単元でどのように関連し
た単元とつながりを持たせつつ授業すべきかについて考察する。
院生が単元を構想し、児童生徒の理解を深められるような実践的
指導を行う。英語文化教育の理論と実践のそれぞれを専門とする
教員のオムニバス形式により、学生が各分野についての体系的な
理解と専門的な知見を十分に得られるようにする。
 a)第１回はオリエンテーションを行い、英語文化教育の全体像を
把握する。b)第2～8回は英語文化教育の理論的側面、c)第9～15回
は英語文化教育の実践的方法について探求する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（38 武田　ちあき／８回）
（47 及川　賢／８回）

第１回：英語文化教育の全体像の把握（武田、及川）
第２回：英語文化教育の理論１（武田）
第３回：英語文化教育の理論２（武田）
第４回：英語文化教育の理論３（武田）
第５回：英語文化教育の理論４（武田）
第６回：英語文化教育の理論５（武田）
第７回：英語文化教育の理論６（武田）
第８回：英語文化教育の理論７（武田）
第９回：英語文化教育の実践１（及川）
第10回：英語文化教育の実践２（及川）
第11回：英語文化教育の実践３（及川）
第12回：英語文化教育の実践４（及川）
第13回：英語文化教育の実践５（及川）
第14回：英語文化教育の実践６（及川）
第15回：英語文化教育の実践７（及川）
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言語文化系教育の
授業内容探求Ｄ
（英語）

　英語の語学的事項（文法・語彙・発音）に関して小学校から高
校までの内容を俯瞰的に捉える能力を修得し、各単元でどのよう
に関連した単元とつながりを持たせつつ授業すべきかについて考
察する。院生が単元を構想し、児童生徒の理解を深められるよう
な実践的指導を行う。
a）英語教育の主に語学的側面についての現状を知る。
b）小学校段階での音声・語彙の知識について
c）中学校・高校における文法事項について
d）語学的諸側面の指導方法と技術についての実践的演習。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（65 田子内　健介／９回）
（72 本橋　幸康／８回）

第１回：ガイダンス（田子内、本橋）
第２回：英語教育の現状について（1）小学校（本橋）
第３回：英語教育の現状について（2）中学校（本橋）
第４回：英語教育の現状について（3）高校（本橋）
第５回：小学校での音声・語彙指導（1）文字（田子内）
第６回：小学校での音声・語彙指導（2）発音（田子内）
第７回：小学校での音声・語彙指導（3）語彙（田子内）
第８回：音声・語彙指導の方法と技術の実践（1）音声指導の方法
　　　（本橋）
第９回：音声・語彙指導の方法と技術の実践（2）語彙指導の方法
　　　（本橋）
第10回：中学校での文法事項（1）（田子内）
第11回：中学校での文法事項（2）（田子内）
第12回：高校での文法事項（1）（田子内）
第13回：高校での文法事項（2）（田子内）
第14回：文法指導の方法と技術の実践（1）中学校（本橋）
第15回：文法指導の方法と技術の実践（2）高校（田子内、本橋）

言語文化系教育の
教材研究と実践Ａ
（国語）

　古典文学・近代文学に関わる教材について、小学校から高校ま
での各単元における効果的な教授法を探求する。既存の教材の問
題点や改善点を的確に把握する能力を身につけることに加え、学
習する内容を正しく理解するために必要な教材の特性や効果を見
極める能力、および授業実践能力の獲得を目指す。また、実際の
授業への新しい教授法の導入とその評価法も試行的に行う。主に
a）小・中・高等学校における日本古典文学、b）小・中・高等学
校における近代文学について学修する。
　到達目標は、国語科の教科書の分析を通して、古典文学・近代
文学に関し、児童・生徒の発達段階を踏まえた系統的な授業実践
に取り組む力を身につけることである。
　授業は講義形式のみではなく、演習形式を交えて行い、基礎的
理論への理解の程度を、プレゼンテーションや議論、授業計画立
案の内容、レポートなどによって評価する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

講義16時間
演習14時間

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）
　
（39 飯泉　健司／８回）
（56 山本　良／９回）

第１回：ガイダンス（飯泉、山本(良)）
第２回：国語教科書における日本古典文学の教材とその教授法―
　　　　小学校編（飯泉）
第３回：国語教科書における日本古典文学の教材とその教授法―
　　　　中学校編（飯泉）
第４回：国語教科書における日本古典文学の教材とその教授法―
　　　　高校編（飯泉）
第５回：国語教科書における日本古典文学の教材とその教授法―
　　　　まとめ（飯泉）
第６回：日本古典文学の授業構想・教材分析―実践編（飯泉）
第７回：日本古典文学の教授法・評価法―実践編（飯泉）
第８回：国語教科書における近代文学の教材とその教授法―小学
　　　　校編（山本(良)）
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第９回：国語教科書における近代文学の教材とその教授法―中学
　　　　校編（山本(良)）
第10回：国語教科書における近代文学の教材とその教授法―高校
　　　　編（山本(良)）
第11回：国語教科書における近代文学の教材とその教授法―まと
　　　　め（山本(良)）
第12回：近代文学の授業構想・教材分析―実践編（山本(良)）
第13回：近代文学の教授法・評価法―実践編（山本(良)）
第14回：文学教育の展望と課題（山本(良)）
第15回：まとめ（飯泉、山本(良)）

言語文化系教育の
教材研究と実践Ｂ
（国語）

　古典文学（漢文）・日本語学（言語事項）の内容に関して小学
校から高校までの各単元で効果的な教材を探求する。既存の教材
の問題点や改善点を的確に把握する能力を身につけることに加
え、学習する内容を正しく理解するために必要な教材の特性や効
果を見極める能力、および授業実践能力の獲得を目指す。また、
実際の授業への新しい教授法の導入とその評価法も試行的に行
う。主にa）小・中・高等学校における中国文学（漢文）、b）
小・中・高等学校における日本語学（言語事項）について学修す
る。
　到達目標は、国語科の教科書の分析を通して、古典文学（漢
文）・日本語学（言語事項）に関して発達段階を踏まえた系統的
な授業実践に取り組む力を身につけることである。
　授業は講義形式のみではなく、演習形式を交えて行い、基礎的
理論への理解の程度をプレゼンテーションや議論、授業計画立案
の内容、レポートなどによって評価する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

講義16時間
演習14時間

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（19 薄井　俊二／８回）
（90 池上　尚／９回）

第１回：ガイダンス（薄井、池上）
第２回：国語教科書における漢文の教材とその教授法―小学校編
　　　（薄井）
第３回：国語教科書における漢文の教材とその教授法―中学校編
　　　（薄井）
第４回：国語教科書における漢文の教材とその教授法―高校編
　　　（薄井）
第５回：国語教科書における漢文の教材とその教授法―まとめ
　　　（薄井）
第６回：漢文の授業構想・教材分析―実践編（薄井）
第７回：漢文の教授法・評価法―実践編（薄井）
第８回：国語教科書における日本語学の教材とその教授法―小学
　　　　校編（池上）
第９回：国語教科書における日本語学の教材とその教授法―中学
　　　　校編（池上）
第10回：国語教科書における日本語学の教材とその教授法―高校
　　　　編（池上）
第11回：国語教科書における日本語学の教材とその教授法―まと
　　　　め（池上）
第12回：日本語学の授業構想・教材分析―実践編（池上）
第13回：日本語学の教授法・評価法―実践編（池上）
第14回：文学教育・言語事項教育の展望と課題（池上）
第15回：まとめ（薄井、池上）
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言語文化系教育の
教材研究と実践Ｃ
（英語）

　英文学に関して小学校から高校までの各単元で効果的な教材を
探求する。既存の教材の問題点や改善点を的確に把握する能力を
身につけることに加え、学習する内容を正しく理解するために必
要な教材の特性や新しい機能を見極め、実践する能力を獲得す
る。実際の授業での導入とその評価も試行的に行う。
　第1回はオリエンテーションを行い、英語文学教材の活用につい
ての全体像を把握する。第2～5回は小学校における英語文学教材
の活用について探求し、第6回は受講生が小学校の模擬授業を行
い、その内容を検討する。第7～10回は中学校における英語文学教
材の活用について探求し、第11回は受講生が中学校の模擬授業を
行い、その内容を検討する。第12～14回は高校における英語文学
教材の活用について探求し、第15回は受講生が高校の模擬授業を
行い、その内容を検討する。

（単独方式／全15回）

（38 武田　ちあき）

第１回：オリエンテーション
第２回：小学校における英語文学教材の活用　１
第３回：小学校における英語文学教材の活用　２
第４回：小学校における英語文学教材の活用　３
第５回：小学校における英語文学教材の活用　４
第６回：受講生による小学校の模擬授業とその検討
第７回：中学校における英語文学教材の活用　１
第８回：中学校における英語文学教材の活用　２
第９回：中学校における英語文学教材の活用　３
第10回：中学校における英語文学教材の活用　４
第11回：受講生による中学校の模擬授業とその検討
第12回：高校における英語文学教材の活用　１
第13回：高校における英語文学教材の活用　２
第14回：高校における英語文学教材の活用　３
第15回：受講生による高校の模擬授業とその検討

言語文化系教育の
教材研究と実践Ｄ
（英語）

　英文法に関して小学校から高校までの各単元で効果的な教材を
探求する。既存の教材の問題点や改善点を的確に把握する能力を
身につけることに加え、学習する内容を正しく理解するために必
要な教材の特性や新しい機能を見極め、実践する能力を獲得す
る。
　小学校・中学校・高校の各段階について、重要と思われる文
法・語学的事項や単元を取り上げ、文献に基づいて現状を把握す
るとともに、問題点とその解決策を検討していく。そして解決策
に基づき、効果的な教材を実際に構成したり指導方法を考案した
りしていく。

（単独方式／全15回）

（65 田子内　健介）
　全15回を単独で担当する。3校種につき各5回とし、既存教材の
把握と検討から新しい教材の考案へという流れで進める。

第１回：小学校での文法指導（1）総合的に
第２回：小学校での文法指導（2）音声と文字
第３回：小学校での文法指導（3）語彙
第４回：小学校での文法指導（4）教材の検討
第５回：小学校での文法指導（5）改善方法の探求
第６回：中学校での文法指導（1）音声と語彙
第７回：中学校での文法指導（2）文法
第８回：中学校での文法指導（3）教科書・参考書の検討
第９回：中学校での文法指導（4）問題点の検討と改善策の探求
第10回：中学校での文法指導（5）指導方法の実践
第11回：高校での文法指導（1）諸単元の把握
第12回：高校での文法指導（2）教科書・参考書の検討
第13回：高校での文法指導（3）問題点の検討
第14回：高校での文法指導（4）効果的な教材の検討
第15回：高校での文法指導（5）指導方法の実践
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社会系教
育サブプ
ログラム
科目

社会科教育の理論
と実践Ａ

　社会科教育（地理、歴史、公民）の教授学習評価を実践する基
盤となる諸理論と小中高校段階の実践的スキルに関して、最新の
研究動向を含め、理解を深めるとともに、教育現場で中核的に活
躍するための高度な資質・能力に関して、多様な事例の分析を通
じて力量を高める。

オムニバス
方式・共同
（一部）

 
（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（51 桐谷　正信／11回）
（52 谷　謙二／９回）

第１回：オリエンテーション（桐谷、谷）
第２回：小学校社会科の授業理論と実践（桐谷）
第３回：教育改革における小学校社会科（桐谷）
第４回：社会科のカリキュラムの構造（桐谷）
第５回：小学校社会科の学習理論の類型（桐谷）
第６回：第3学年地域学習の授業づくりワークショップ（谷）
第７回：第4学年地域学習の授業づくりワークショップ（谷）
第８回：第4学年防災学習の授業づくりワークショップ（桐谷、
　　　　谷）
第９回：第4学年伝統文化学習の授業づくりワークショップ（谷）
第10回：第5学年地理学習の授業づくりワークショップ（桐谷、
　　　　谷）
第11回：第5学年産業学習の授業づくりワークショップ（桐谷）
第12回：第6学年政治学習の授業づくりワークショップ（桐谷）
第13回：第6学年歴史学習の授業づくりワークショップ（谷）
第14回：第6学年国際理解学習の授業づくりワークショップ（桐
　　　　谷、谷）
第15回：小学校授業づくりの総括（桐谷、谷）

社会科教育の理論
と実践Ｂ

　社会科教育（地理、歴史、公民）の教授学習評価を実践する基
盤となる諸理論と小中高校段階の実践的スキルに関して、最新の
研究動向を含め、理解を深めるとともに、教育現場で中核的に活
躍するための高度な資質・能力に関して、多様な事例の分析を通
じて力量を高める。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（34 小林　聡／10回）
（51 桐谷　正信／９回）

第１回：オリエンテーション（桐谷、小林）
第２回：中学校社会科の授業理論と実践（桐谷）
第３回：教育改革における中学校社会科（桐谷）
第４回：世界と日本の地域構成の授業づくりワークショップ（桐
　　　　谷、小林）
第５回：世界の諸地域の授業づくりワークショップ（桐谷）
第６回：日本の諸地域の授業づくりワークショップ（小林）
第７回：古代日本の授業づくりワークショップ（小林）
第８回：中世日本の授業づくりワークショップ（小林）
第９回：近世日本の授業づくりワークショップ（小林）
第10回：近現代日本の授業づくりワークショップ（桐谷、小林）
第11回：現代社会と文化の授業づくりワークショップ（桐谷）
第12回：経済学習の授業づくりワークショップ（桐谷）
第13回：政治学習の授業づくりワークショップ（小林）
第14回：国際社会の諸課題の授業づくりワークショップ（小林）
第15回：よりよい社会形成の授業づくりワークショップ（桐谷、
　　　　小林）

社会科教育の授業
内容探求

　社会科（地理、歴史、公民）の内容に関して小学校から高校ま
での内容を俯瞰的に捉える能力を修得し、各単元でどのように関
連した単元とつながりを持たせつつ授業すべきかについて考察す
る。院生が模擬授業も行い、児童生徒の理解を深められる、授業
づくりの実践的指導を行う。

オムニバス
方式・共同
（一部）
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（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（34 小林　聡／４回）
（52 谷　謙二／７回）
（73 清水　亮／４回）
（80 高橋　雅也／４回）
（85 中川　律／３回）
（86 宮崎　文典／３回）

第１回：オリエンテーション（谷、小林、清水(亮)、高橋(雅)、
　　　　宮崎、中川）
第２回：小学校第3～第4学年社会科の内容と指導方法（谷）
第３回：小学校第5学年社会科の内容と指導方法（谷）
第４回：小学校第6学年社会科の内容と指導方法（谷）
第５回：小学校社会科の模擬授業（清水(亮））
第６回：中学校地理分野の内容と指導方法（谷）
第７回：中学校歴史分野の内容と指導方法（小林）
第８回：中学校公民分野の内容と指導方法（高橋(雅)）
第９回：中学校社会科の模擬授業（清水(亮)）
第10回：高校地理歴史科（地理総合、地理探求）の内容と指導方
　　　　法（谷）
第11回：高校地理歴史科（歴史総合、世界史探求、日本史探求）
　　　　の内容と指導方法（小林）
第12回：高校公民科（公共、倫理）の内容と指導方法（宮崎）
第13回：高校公民科（政治・経済）の内容と指導方法（高橋
　　　　(雅)）
第14回：高校地理歴史科・公民科の模擬授業（中川）
第15回：まとめと振り返り（谷、小林、清水(亮)、高橋(雅)、宮
　　　　崎、中川）

社会科教育の教材
研究と実践Ａ

　社会科（地理、歴史）の内容に関して小学校から高校までの各
単元で効果的な教材を探求する。既存の教材の問題点や改善点を
的確に把握する能力を身につけることに加え、学習する内容を正
しく理解するために必要な教材の特性や新しい機能を見極め、実
践する能力を獲得する。実際の授業での導入とその評価も試行的
に行う。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（34 小林　聡／７回）
（52 谷　謙二／６回）
（73 清水　亮／６回）

第１回：オリエンテーション（小林、清水(亮)、谷）
第２回：社会科教育と教材研究の問題点（小林）
第３回：日本古代・中世史に関する教材研究と実践（清水(亮)）
第４回：日本近世史に関する教材研究と実践（清水(亮)）
第５回：日本近現代史に関する教材研究と実践（清水(亮)）
第６回：日本史と世界史の接点をめぐる教材研究と実践（清水
　　　　(亮)）
第７回：世界史教育と歴史叙述の在り方をめぐる教材研究と実践
　　　（小林）
第８回：東アジア史を題材とする教材研究と実践（小林）
第９回：中央ユーラシア史・西アジア史を題材とする教材研究と
　　　　実践（小林）
第10回：ヨーロッパ史・アメリカ史を題材する教材研究と実践
　　　（小林）
第11回：身近な地域と市町村スケールの教材研究と実践（谷）
第12回：日本地誌の教材研究と実践（谷）
第13回：世界地誌の教材研究と実践（谷）
第14回：系統地理の教材研究と実践（谷）
第15回：全体の総括（小林、清水(亮)、谷）

社会科教育の教材
研究と実践Ｂ

　社会科（公民）の内容に関して小学校から高校までの各単元で
効果的な教材を探求する。既存の教材の問題点や改善点を的確に
把握する能力を身につけることに加え、学習する内容を正しく理
解するために必要な教材の特性や新しい機能を見極め、実践する
能力を獲得する。実際の授業での導入とその評価も試行的に行
う。

オムニバス
方式・共同
（一部）
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（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（80 高橋　雅也／７回・全教員共同を含む。）
（85 中川　律／６回・全教員共同を含む。）
（86 宮崎　文典／６回・全教員共同を含む。）

第１回：オリエンテーション（全教員）
第２回：公民授業教材の多様性を知る（高橋(雅)）
第３回：公民授業教材の問題点を探る（高橋(雅)）
第４回：優れた公民授業教材の活用方法（高橋(雅)）
第５回：公民授業教材の評価方法（高橋(雅)）
第６回：公民学習の授業案、教材選びに関する報告(1)（宮崎）
第７回：公民学習の授業案、教材選びに関する報告(2)（宮崎）
第８回：公民学習の授業案、教材選びに関する報告(3)（宮崎）
第９回：公民学習の授業案、教材選びに関する報告(4)（宮崎）
第10回：公民学習の授業案、教材の改善方針（高橋(雅)）
第11回：公民学習の模擬授業の実践と評価(1)（中川）
第12回：公民学習の模擬授業の実践と評価(2)（中川）
第13回：公民学習の模擬授業の実践と評価(3)（中川）
第14回：公民学習の模擬授業の実践と評価(4)（中川）
第15回：まとめと振り返り（全教員）
　

自然科学
系教育サ
ブプログ
ラム科目

自然科学系教育の
理論と実践Ａ（算
数・数学）

　算数･数学教育の教授学習評価を実践する基盤となる諸理論と小
中高校段階の実践的スキルに関して、最新の研究動向を含め、理
解を深めるとともに、教育現場で中核的に活躍するための高度な
資質・能力に関して、多様な事例の分析と模擬授業を通じて力量
を培う。小中高校全体を視野に入れ、内容として、a)算数･数学教
育の目標分析、b)算数･数学で育成する資質・能力分析（内容面・
方法面）、c)算数･数学の教授学習論、d)算数･数学の学習評価
論、e)算数･数学の授業研究論、f)算数･数学教員の資質・能力
論、g)算数･数学教育実践研究論を扱う。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（36 二宮　裕之／10回）
（76 松嵜　昭雄／10回）

第１回：算数･数学教育の理論研究①　目標論（二宮、松嵜）
第２回：算数･数学教育の理論研究②　内容論（二宮、松嵜）
第３回：算数･数学教育の理論研究③　方法論（二宮、松嵜）
第４回：算数･数学教育の理論研究④　評価論（二宮、松嵜）
第５回：算数･数学教育における理論と実践の融合①　理論研究か
　　　　らの視点（松嵜）
第６回：算数･数学教育における理論と実践の融合②　実践研究か
　　　　らの視点（二宮）
第７回：数学教育学研究における理論研究の成果①　表現論・記
　　　　述表現論（二宮）
第８回：数学教育学研究における理論研究の成果②　数学的モデ
　　　　リング（松嵜）
第９回：数学教育学研究における理論研究の成果③　授業論（松
　　　　嵜）
第10回：数学教育学研究における理論研究の成果④　評価論（二
　　　　宮）
第11回：授業実践の事例分析①　小学校算数（数･図形分野）（二
　　　　宮）
第12回：授業実践の事例分析②　小学校算数（数量関係･統計分
　　　　野）（二宮）
第13回：授業実践の事例分析③　中学校･高校数学（代数・図形分
　　　　野)（松嵜）
第14回：授業実践の事例分析④　中学校･高校数学（解析・確率統
　　　　計分野）（松嵜）
第15回：算数･数学教育実践研究論検討（二宮、松嵜）
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自然科学系教育の
理論と実践Ｂ（理
科）

　理科教育の教授学習評価を実践する基盤となる諸理論と小中高
校段階の実践的スキルに関して、最新の研究動向を含め、理解を
深めるとともに、教育現場で中核的に活躍するための高度な資
質・能力に関して、多様な事例の分析と模擬授業を通じて力量を
培う。小中高校全体を視野に入れ、内容として、a)理科教育の目
標分析、b)理科で育成する資質・能力分析、c)理科の教授学習
論、d)理科の学習評価論、e)理科の授業研究論、f)理科教員の資
質・能力論、g)理科教育実践研究論を扱う。専門的な内容を当該
領域を専門とする教員がオムニバス形式で指導することにより学
習効果を高める。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（15 中島　雅子／８回）
（41 小倉　康／８回）

第１回：初等理科教育の目標分析（小倉）
第２回：初等理科で育成する資質・能力分析（小倉）
第３回：初等理科の教授学習の理論と実践（小倉）
第４回：初等理科の学習評価の理論と実践（小倉）
第５回：初等理科の授業研究の理論と実践（小倉）
第６回：初等理科に関する教員の資質・能力（小倉）
第７回：中等理科教育の目標分析（中島）
第８回：中等理科で育成する資質・能力分析（中島）
第９回：中等理科の教授学習の理論と実践（中島）
第10回：中等理科の学習評価の理論と実践（中島）
第11回：中等理科の授業研究の理論と実践（中島）
第12回：中等理科に関する教員の資質・能力（中島）
第13回：初等理科教育実践研究に基づく模擬授業Ⅰ（小倉）
第14回：中等理科教育実践研究に基づく模擬授業Ⅱ（中島）
第15回：ふりかえり（小倉、中島）

自然科学系教育の
授業内容探求Ａ
（算数・数学）

　小学校算数の授業について、小学校から高校までの内容を俯瞰
的に捉える能力を修得し、各単元でどのように関連した単元とつ
ながりを持たせつつ授業すべきかについて考察する。院生が模擬
授業も行い、児童の理解を深められるような実践的指導を行う。

（単独方式／全15回）

（36 二宮　裕之）

第１回：算数の内容の系統性について（概説）
第２回：数と計算領域の内容系統（小学校算数）
第３回：数と計算領域の内容系統（中学校･高校数学との関連性）
第４回：図形領域の内容系統（小学校算数）
第５回：図形領域の内容系統（中学校･高校数学との関連性）
第６回：測定領域・変化と関係領域の内容系統（小学校算数）
第７回：測定領域・変化と関係領域の内容系統（中学校･高校数学
　　　　との関連性）
第８回：データの活用領域の内容系統（小学校算数）
第９回：データの活用領域の内容系統（中学校･高校数学との関連
　　　　性）
第10回：内容の系統性を踏まえた授業実践（模擬授業）①　数と
　　　　計算領域
第11回：内容の系統性を踏まえた授業実践（模擬授業）②　図形
　　　　領域
第12回：内容の系統性を踏まえた授業実践（模擬授業）③　測定
　　　　領域・変化と関係領域
第13回：内容の系統性を踏まえた授業実践（模擬授業）④　デー
　　　　タの活用領域
第14回：ふりかえり① 小学校算数の内容の系統性について
第15回：ふりかえり② 中学校･高校数学の内容との系統性につい
　　　　て
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自然科学系教育の
授業内容探求Ｂ
（算数・数学）

　中学校･高等学校数学の授業について、小学校から高校までの内
容を俯瞰的に捉える能力を修得し、各単元でどのように関連した
単元とつながりを持たせつつ授業すべきかについて考察する。院
生が模擬授業も行い、生徒の理解を深められるような実践的指導
を行う。

（単独方式／全15回）

（76 松嵜　昭雄）

第１回：数学の内容の系統性について（概説）
第２回：数と式領域の内容系統（中学校数学）
第３回：数と式領域の内容系統（小学校算数･高校数学との関連
　　　　性）
第４回：図形領域の内容系統（中学校数学）
第５回：図形領域の内容系統（小学校算数･高校数学との関連性）
第６回：関数領域の内容系統（中学校数学）
第７回：関数領域の内容系統（小学校算数･高校数学との関連性）
第８回：データの活用領域の内容系統（中学校数学）
第９回：データの活用領域の内容系統（小学校算数･高校数学との
　　　　関連性）
第10回：内容の系統性を踏まえた授業実践（模擬授業）①　数と
　　　　式領域
第11回：内容の系統性を踏まえた授業実践（模擬授業）②　図形
　　　　領域
第12回：内容の系統性を踏まえた授業実践（模擬授業）③　関数
　　　　領域
第13回：内容の系統性を踏まえた授業実践（模擬授業）④　デー
　　　　タの活用領域
第14回：ふりかえり① 中学校数学の内容の系統性について
第15回：ふりかえり② 小学校算数･高校数学の内容との系統性に
　　　　ついて

自然科学系教育の
授業内容探求Ｃ
（理科）

　本授業では物質の性質、運動とエネルギー、自然現象の規則性
や法則性の内容に関して小学校から高校までの学習内容を俯瞰的
に捉え、各単元で有機的なつながりを持たせつつ授業を行う能力
を修得することを目的とする。
　具体的には、a）身近な物理現象とその理論理解、b）電気回路
の理論とその指導法の習得、c）物理測定における物理量の理解、
d）物理教育へのエレクトロニクス技術の導入、e) 最新の物理教
育研究の動向と分析、f) 有機化合物と人間生活、g) 天然高分子
化合物と人間生活、h) 人間生活環境と化学、i)無機化合物と人間
生活、j) 環境問題と物質のかかわり、k) これからの化学教育な
どについて学修する。
　授業は講義形式に加えて、演習形式も取り入れて行う。理論の
理解の程度やそれを活用する能力を、授業で課す演習発表やレ
ポートなどの内容によって評価する。専門的な内容を当該領域を
専門とする教員がオムニバス形式で指導することにより学習効果
を高める。

オムニバス
方式・共同
（一部）

講義10時間
演習20時間

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（26 近藤　一史／８回）
（35 冨岡　寛顕／８回）
（49 大向　隆三／８回）
（63 松岡　圭介／８回）

第１回：物理量の統計的理解と物理測定への応用（近藤、大向）
第２回：身近な自然現象の中にみられる物理学とその指導法の探
　　　　求（近藤、大向）
第３回：電磁気学分野で児童生徒が持つ誤概念の把握と改善に向
　　　　けた工夫（近藤、大向）
第４回：物理実験での効果的な電子機器の導入と授業実践①（物
　　　　体の運動、音、光）（近藤、大向）
第５回：物理実験での効果的な電子機器の導入と授業実践②（電
　　　　気回路、プログラミング）（近藤、大向）
第６回：物理実験教材研究（現状と課題）（近藤、大向）
第７回：物理実験教材研究（課題克服のための改善と実践）（近
　　　　藤、大向）
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第８回：化学的な見方考え方と粒子的な概念形成についての教育
　　　　実践（冨岡、松岡）
第９回：身近にある有機化合物を意識させる実践的な教授法の探
　　　　求（冨岡、松岡）
第10回：日常生活中の天然高分子化合物の利点欠点を把握できる
　　　　化学の目を養うための工夫（冨岡、松岡）
第11回：化学的な理解と持続可能な社会を担う人間教育を目指し
　　　　た教育実践（冨岡、松岡）
第12回：無機化合物と人間生活に関する探求と授業実践（冨岡、
　　　　松岡）
第13回：環境問題と物質の関係の探求と授業実践（冨岡、松岡）
第14回：これからの化学教育の探求と授業実践（冨岡、松岡）
第15回：まとめ（物理学及び化学分野の教育に残された課題と将
　　　　来展望）（近藤、冨岡、大向、松岡）

自然科学系教育の
授業内容探求Ｄ
（理科）

　小学校から高校まで理科第二分野（生物・地学）の学習指導に
おいて、「生命」「地球」に関して多様性と共通性、時間的・空
間的視点で捉える力の育成を目的として、野外観察・実験をいか
に取り入れるべきか、その観察・実験をもとにどのように児童・
生徒の理科への興味関心を高めるかを探求する。a）動物・植物の
野外観察・実験、b）地質・宇宙の野外観測・実験の２つに分け、
それぞれの分野の学習内容について理解を深めるとともに、既存
の教材の問題点や改善点を的確に把握し、観察・観測・実験を活
かした教材についての教材研究などを通して、実践的な教員とし
ての資質・能力を高める。専門的な内容を当該領域を専門とする
教員がオムニバス形式で指導することにより学習効果を高める。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（22 金子　康子／５回）
（40 岡本　和明／５回）
（71 日比野　拓／５回）
（74 大朝　由美子／５回）

第１回：理科第二分野における学習指導の基盤（金子、日比野、
　　　　岡本、大朝）
第２回：初等理科で学習する動物・植物の野外観察・実験の理解
　　　（金子）
第３回：初等理科で学習する動物・植物の野外観察・実験におけ
　　　　る実践的スキルの育成（金子）
第４回：中等理科で学習する動物・植物の野外観察・実験の理解
　　　（日比野）
第５回：中等理科で学習する動物・植物の野外観察・実験におけ
　　　　る実践的スキルの育成（日比野）
第６回：動物・植物の野外観察・実験に関する学習教材の研究・
　　　　開発（日比野）
第７回：動物・植物の野外観察・実験に関する学習教材の研究・
　　　　開発（金子）
第８回：研究・開発した教材の発表と協議（金子、日比野）
第９回：初等理科で学習する地質・気象・宇宙の野外観測・実験
　　　　の理解（岡本）
第10回：初等理科で学習する地質・気象・宇宙の野外観測・実験
　　　　における実践的スキルの育成（岡本）
第11回：中等理科で学習する地質・気象・宇宙の野外観測・実験
　　　　の理解（大朝）
第12回：中等理科で学習する地質・気象・宇宙の野外観測・実験
　　　　における実践的スキルの育成（大朝）
第13回：地質・宇宙の野外観測・実験に関する学習教材の研究・
　　　　開発（大朝）
第14回：地質・宇宙の野外観測・実験に関する学習教材の研究・
　　　　開発（岡本）
第15回：研究・開発した教材の発表と協議（岡本、大朝）
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自然科学系教育の
教材研究と実践Ａ
（算数・数学）

　算数･数学の代数学･幾何学分野の内容に関して小学校から高校
までの各単元で効果的な教材を探求する。既存の教材の問題点や
改善点を的確に把握する能力を身につけることに加え、学習する
内容を正しく理解するために必要な教材の特性や新しい機能を見
極め、実践する能力を獲得する。実際の授業での導入とその評価
も試行的に行う。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（43 飛田　明彦／９回）
（87 西澤　由輔／９回）

第１回：学問としての数学（代数学･幾何学）と教科としての算
　　　　数･数学の相違点と関連性について（飛田、西澤）
第２回：代数学の学問的背景（数学史ならびに現代的課題）（飛
　　　　田)
第３回：幾何学の学問的背景（数学史ならびに現代的課題）（西
　　　　澤）
第４回：代数学（数領域）の内容的検討①（小学校算数）（飛
　　　　田）
第５回：代数学（数領域）の内容的検討②（中学校･高校数学）
　　　（飛田）
第６回：幾何学（図形領域）の内容的検討①（小学校算数）（西
　　　　澤）
第７回：幾何学（図形領域）の内容的検討②（中学校･高校数学）
　　　（西澤）
第８回：教材研究①　代数学の知見に基づく数領域の教材検討
　　　　（小学校算数・中学校･高校数学）（飛田）
第９回：教材研究②　代数学の知見に基づく数領域の教材改善
　　　　（小学校算数）（飛田）
第10回：教材研究③　代数学の知見に基づく数領域の教材改善
　　　　（中学校･高校数学）（飛田）
第11回：教材研究④　幾何学の知見に基づく数領域の教材検討
　　　　（小学校算数・中学校･高校数学）（西澤）
第12回：教材研究⑤　幾何学の知見に基づく数領域の教材改善
　　　　（小学校算数）（西澤）
第13回：教材研究⑥　幾何学の知見に基づく数領域の教材改善
　　　　（中学校･高校数学）（西澤）
第14回：授業事例の検討と評価① 数領域（教材研究①②③を踏ま
　　　　えて）（飛田、西澤）
第15回：授業事例の検討と評価② 図形領域（教材研究④⑤⑥を踏
　　　　まえて）（飛田、西澤）

自然科学系教育の
教材研究と実践Ｂ
（算数・数学）

　算数･数学の解析学・確率統計学分野の内容に関して小学校から
高校までの各単元で効果的な教材を探求する。既存の教材の問題
点や改善点を的確に把握する能力を身につけることに加え、学習
する内容を正しく理解するために必要な教材の特性や新しい機能
を見極め、実践する能力を獲得する。実際の授業での導入とその
評価も試行的に行う。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（43 飛田　明彦／９回）
（87 西澤　由輔／９回）

第１回：学問としての数学（解析学･確率統計学）と教科としての
　　　　算数･数学の相違点と関連性について（飛田、西澤）
第２回：解析学の学問的背景（数学史ならびに現代的課題）（西
　　　　澤）
第３回：確率統計学の学問的背景（数学史ならびに現代的課題）
　　　（飛田）
第４回：解析学（関数領域）の内容的検討①（小学校算数）（西
　　　　澤）
第５回：解析学（関数領域）の内容的検討②（中学校･高校数学）
　　　（西澤）
第６回：確率統計学（データの活用）の内容的検討①（小学校算
　　　　数）（飛田）
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第７回：確率統計学（データの活用／分析領域）の内容的検討②
　　　　（中学校･高校数学）（飛田）
第８回：教材研究①　解析学の知見に基づく数領域の教材検討
　　　　（小学校・中学校・高校）（西澤）
第９回：教材研究②　解析学の知見に基づく数領域の教材改善
　　　　（小学校算数）（西澤）
第10回：教材研究③　解析学の知見に基づく数領域の教材改善
　　　　（中学校･高校数学）（西澤）
第11回：教材研究④　確率統計学の知見に基づく数領域の教材検
　　　　討（小学校・中学校・高校）（飛田）
第12回：教材研究⑤　確率統計学の知見に基づく数領域の教材改
　　　　善（小学校算数）（飛田）
第13回：教材研究⑥　確率統計学の知見に基づく数領域の教材改
　　　　善（中学校･高校数学）（飛田）
第14回：授業事例の検討と評価① 関数領域（教材研究①②③を踏
　　　　まえて）（飛田、西澤）
第15回：授業事例の検討と評価② データの活用領域（教材研究④
　　　　⑤⑥を踏まえて）（飛田、西澤）

中核的理科教員
（ＣＳＴ）養成講
座

　地域と学校の理科教育推進を中核的に支える教員に期待される
a)最先端の自然科学の状況、b)魅力的な観察実験技能、c)実践的
理科指導法・マネジメント、d)理科の才能育成と科学研究指導
法、e)科学コミュニケーションの基礎と応用について学修する。
学外の中核的理科教員の取り組み視察とそのリフレクションを含
む。専門的な内容を当該領域を専門とする教員がオムニバス形式
で指導することにより学習効果を高める。夏季休業期間を中心と
して通年集中開講（７月～２月）で実施する。すべての講座につ
いてレポートにより評価を行う。
　本講座の全レポートの他、中核的理科教員の指導による実地研
究もしくは学校インターンシップ、および、自然科学系教育の基
礎科目の評価結果を総合的に判定し、「ＣＳＴ」（コア・サイエ
ンス・ティーチャー）もしくは「学生ＣＳＴ」（学卒院生の場
合）として認定する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全30回）

（15 中島　雅子／６回）
（22 金子　康子／６回）
（26 近藤　一史／６回）
（35 冨岡　寛顕／６回）
（40 岡本　和明／６回）
（41 小倉　康／６回）
（49 大向　隆三／６回）
（63 松岡　圭介／６回）
（71 日比野　拓／６回）
（74 大朝　由美子／６回）

第１～２回：科学の最先端に関わる物理実験（領域a）（大向）
第３～４回：科学の面白さを実感させる物理実験（領域b）（近
　　　　　　藤）
第５～６回：科学の最先端に関わる化学実験（領域a）（冨岡）
第７～８回：科学の面白さを実感させる化学実験（領域b）（松
　　　　　　岡）
第９～10回：科学の最先端に関わる生物実験（領域a）（金子）
第11～12回：科学の面白さを実感させる生物実験（領域b）（日比
　　　　　　野）
第13～14回：科学の最先端に関わる地学実験（領域a）（岡本）
第15～16回：科学の面白さを実感させる天文コミュニケーション
　　　　　　（領域e）（大朝）
第17～18回：ICT活用の理科実験（領域b）（小倉）
第19～20回：理科の学習とその評価（領域c）（中島）
第21～22回：附属小学校理科研究授業の観察と協議（領域c）（小
　　　　　　倉）
第23～24回：附属中学校理科研究授業の観察と協議（領域c）（中
　　　　　　島）
第25～26回：児童生徒理科自由研究分析（領域d）（近藤、冨岡、
　　　　　　金子、岡本）
第27～28回：科学才能の育成（科学の甲子園ジュニア等）（領域
　　　　　　d）（大向、松岡、日比野、大朝）
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第29～30回：科学コミュニケーション実践（実験教室等）（領域
　　　　　　b, e）（中島、小倉、近藤、大向、冨岡、松岡、金
　　　　　　子、日比野、岡本、大朝）

芸術系教
育サブプ
ログラム
科目

芸術系教育の理論
と実践Ａ（音楽）

　音楽科教育の教授学習評価を実践する基盤となる諸理論と小中
高校段階の実践的スキルに関して、最新の研究動向を含め、理解
を深めるとともに、教育現場で中核的に活躍するための高度な資
質・能力に関して、多様な事例の分析を通じて力量を高める。
　本授業は、音楽科教育における理論と実践に焦点をあて、各受
講者における教育実践上の課題について、音楽科教育学と音楽演
奏研究の両面から考察することを目的とする。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（20 蛭多　令子／５回）
（45 竹澤　栄祐／４回）
（69 小野　和彦／４回）
（89 森　薫／５回）

第１回：教授学習評価に関する実践事例について①国内（森）
第２回：教授学習評価に関する実践事例について②海外（森）
第３回：音楽教育史における評価について①明治から終戦まで
　　　（森）
第４回：音楽教育史における評価について②戦後から現代まで
　　　（森）
第５回：鍵盤楽器の指導と評価における諸問題①小学校を中心に
　　　（蛭多）
第６回：歌唱教材のピアノ伴奏における諸問題②中学校を中心に
　　　（蛭多）
第７回：歌曲および合唱曲のピアノ伴奏における諸問題③高等学
　　　　校を中心に（蛭多）
第８回：楽典・ソルフェージュの指導と評価における諸問題～小
　　　　中高を俯瞰して～（蛭多）
第９回：器楽演奏における呼吸法、姿勢に関する諸問題～小中高
　　　　を俯瞰して～（竹澤）
第10回：管楽器の指導と評価における諸問題～小中高を俯瞰して
　　　　～（竹澤）
第11回：器楽合奏の指導と評価における諸問題～小中高を俯瞰し
　　　　て～（竹澤）
第12回：音楽史、音楽教育史の中での歌唱教育の諸相（小野）
第13回：歌唱教育における諸問題（受講生の希望校種を中心に）
　　　（小野）
第14回：合唱におけるパート指導の諸問題（受講生の希望校種を
　　　　中心に）（小野）
第15回：総括（森、蛭多、竹澤、小野）

芸術系教育の理論
と実践Ｂ（図工・
美術）

　図画工作科教育及び美術科教育の教授学習評価を実践する基盤
となる諸理論と小中高校段階の実践的スキルに関して、最新の研
究動向を含め、理解を深めるとともに、教育現場で中核的に活躍
するための高度な資質・能力に関して、多様な事例の分析を通じ
て力量を高める。
　主に研究者教員が分担して授業を行い、各教員の研究分野にお
いて探求を行った最新の研究動向を含めた研究内容を学修し、広
い視野から図画工作科教育及び美術科教育を捉えた高度な授業実
践力を身につける。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（23 池内　慈朗／４回）
（27 小澤　基弘／５回）
（46 高須賀　昌志／５回）
（61 石上　城行／５回）
（62 内田　裕子／４回）

第１回：オリエンテーション（小澤、高須賀、石上、池内、内
　　　　田）
第２回：教授学習評価に関する海外の実践事例⑴（池内）
第３回：教授学習評価に関する海外の実践事例⑵（池内）
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第４回：評価法の理論及び実践⑴（小澤）
第５回：評価法の理論及び実践⑵（小澤）
第６回：評価法の理論及び実践⑶（小澤）
第７回：教科書における評価の観点⑴（高須賀）
第８回：教科書における評価の観点⑵（高須賀）
第９回：教科書における評価の観点⑶（高須賀）
第10回：現場の実践事例⑴（石上）
第11回：現場の実践事例⑵（石上）
第12回：現場の実践事例⑶（石上）
第13回：美術教育史における評価⑴（内田）
第14回：美術教育史における評価⑵（内田）
第15回：全体のふりかえり（小澤、高須賀、石上、池内、内田）

芸術系教育の授業
内容探求Ａ（音
楽）

　音楽科の「表現」の内容に関して小学校から高等学校までの内
容を俯瞰的に捉える能力を修得し、各単元でどのように関連した
単元とつながりを持たせつつ授業すべきかについて考察する。院
生が模擬授業も行い、児童生徒の理解を深められるような実践的
指導を行う。
　教科専門と教科教育の研究者教員が共同して授業を担当し、
「表現」に関して小学校から高等学校までを俯瞰的に捉えた各単
元の教育的意義と指導方法について多面的に探求する。

オムニバス
方式・共同
(一部)

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（20 蛭多　令子／４回）
（45 竹澤　栄祐／６回）
（69 小野　和彦／４回）
（89 森　薫／４回）

第１回：｢表現｣に関する授業内容の探求～小学校を中心に 音楽科
　　　　教育の観点から～（森）
第２回：｢表現｣に関する授業内容の探求～中学校を中心に 音楽科
　　　　教育の観点から～（森）
第３回：｢表現｣に関する授業内容の探求～高等学校を中心に 音楽
　　　　科教育の観点から～（森）
第４回：｢表現｣に関する授業内容の探求～小学校を中心に ピアノ
　　　　伴奏・ソルフェージュの観点から～（蛭多）
第５回：｢表現｣に関する授業内容の探求～中学校を中心に ピアノ
　　　　伴奏・ソルフェージュの観点から～（蛭多）
第６回：｢表現｣に関する授業内容の探求～高等学校を中心に ピア
　　　　ノ伴奏・ソルフェージュの観点から～（蛭多）
第７回：｢表現｣に関する授業内容教材の探求～小学校を中心に 管
　　　　楽器演奏の観点から～（竹澤）
第８回：｢表現｣に関する授業内容教材の探求～中学校を中心に 管
　　　　楽器演奏の観点から～（竹澤）
第９回：｢表現｣に関する授業内容教材の探求～高等学校を中心に
　　　　管楽器演奏の観点から～（竹澤）
第10回：｢表現｣に関する授業内容教材の探求～小学校を中心に 歌
　　　　唱・合唱・舞台表現の観点から～（小野）
第11回：｢表現｣に関する授業内容教材の探求～中学校を中心に歌
　　　　唱・合唱・舞台表現の観点から～（小野）
第12回：｢表現｣に関する授業内容教材の探求～高等学校を中心に
　　　　歌唱・合唱・舞台表現の観点から～（小野）
第13回：｢表現｣に関する授業内容教材の探求～小中学校を中心に
　　　　合奏・指揮の観点から～（竹澤）
第14回：｢表現｣に関する授業内容教材の探求～高等学校を中心に
　　　　合奏・指揮の観点から～（竹澤）
第15回：総括（森、蛭多、竹澤、小野）

芸術系教育の授業
内容探求Ｂ（音
楽）

　音楽科の「鑑賞」の内容に関して小学校から高等学校までの内
容を俯瞰的に捉える能力を修得し、各単元でどのように関連した
単元とつながりを持たせつつ授業すべきかについて考察する。院
生が模擬授業も行い、児童生徒の理解を深められるような実践的
指導を行う。
　教科専門と教科教育の研究者教員が共同して授業を担当し、
「鑑賞」に関して小学校から高等学校までを俯瞰的に捉えた各単
元の教育的意義と指導方法について多面的に探求する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）
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（20 蛭多　令子／４回）
（45 竹澤　栄祐／６回）
（69 小野　和彦／４回）
（89 森　薫／４回）

第１回：｢鑑賞｣に関する授業内容の探求～小学校を中心に 音楽科
　　　　教育の観点から～（森）
第２回：｢鑑賞｣に関する授業内容の探求～中学校を中心に 音楽科
　　　　教育の観点から～（森）
第３回：｢鑑賞｣に関する授業内容の探求～高等学校を中心に 音楽
　　　　科教育の観点から～（森）
第４回：｢鑑賞｣に関する授業内容の探求～小学校を中心に ピアノ
　　　　音楽の観点から～（蛭多）
第５回：｢鑑賞｣に関する授業内容の探求～中学校を中心に ピアノ
　　　　音楽の観点から～（蛭多）
第６回：｢鑑賞｣に関する授業内容の探求～高等学校を中心に ピア
　　　　ノ音楽の観点から～（蛭多）
第７回：｢鑑賞｣に関する授業内容教材の探求～小学校を中心に 管
　　　　楽器作品の観点から～（竹澤）
第８回：｢鑑賞｣に関する授業内容教材の探求～中学校を中心に 管
　　　　楽器作品の観点から～（竹澤）
第９回：｢鑑賞｣に関する授業内容教材の探求～高等学校を中心に
　　　　管楽器作品の観点から～（竹澤）
第10回：｢鑑賞｣に関する授業内容教材の探求～小学校を中心に 声
　　　　楽作品・合唱曲・舞台表現の観点から～（小野）
第11回：｢鑑賞｣に関する授業内容教材の探求～中学校を中心に 声
　　　　楽作品・合唱曲・舞台表現の観点から～（小野）
第12回：｢鑑賞｣に関する授業内容教材の探求～高等学校を中心に
　　　　声楽作品・合唱曲・舞台表現の観点から～（小野）
第13回：｢鑑賞｣に関する授業内容教材の探求～小中学校を中心に
　　　　管弦楽曲・室内楽曲の観点から～（竹澤）
第14回：｢鑑賞｣に関する授業内容教材の探求～高等学校を中心に
　　　　管弦楽曲・室内楽曲の観点から～（竹澤）
第15回：総括（森、蛭多、竹澤、小野）

芸術系教育の授業
内容探求Ｃ（図
工・美術）

　図画工作科及び美術科の「表現」の内容に関して小学校から高
等学校までの内容を俯瞰的に捉える能力を修得し、各単元でどの
ように関連した単元とつながりを持たせつつ授業すべきかについ
て考察する。院生が模擬授業も行い、児童生徒の理解を深められ
るような実践的指導を行う。
　教科専門と教科教育の研究者教員が共同して授業を担当し、
「表現」に関する小中高校段階及び小学校〜高等学校迄を俯瞰的
に捉えた各単元の教育的意義と指導方法について多面的に探求す
る。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（23 池内　慈朗／９回）
（27 小澤　基弘／７回）
（46 高須賀　昌志／７回）
（61 石上　城行／７回）
（62 内田　裕子／９回）

第１回：小学校の「平面」領域に関する表現⑴（小澤、池内）
第２回：小学校の「平面」領域に関する表現⑵（小澤、池内）
第３回：中学校の「平面」領域に関する表現⑴（高須賀、池内）
第４回：中学校の「平面」領域に関する表現⑵（高須賀、池内）
第５回：高等学校の「平面」領域に関する表現⑴（石上、池内）
第６回：高等学校の「平面」領域に関する表現⑵（石上、池内）
第７回：小学校の「立体」領域に関する表現⑴（小澤、内田）
第８回：小学校の「立体」領域に関する表現⑵（小澤、内田）
第９回：中学校の「立体」領域に関する表現⑴（高須賀、内田）
第10回：中学校の「立体」領域に関する表現⑵（高須賀、内田）
第11回：高等学校の「立体」領域に関する表現⑴（石上、内田）
第12回：高等学校の「立体」領域に関する表現⑵（石上、内田）
第13回：小学校〜高等学校における「表現」全般⑴（小澤、高須
　　　　賀、石上、池内、内田）
第14回：小学校〜高等学校における「表現」全般⑵（小澤、高須
　　　　賀、石上、池内、内田）
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第15回：小学校〜高等学校における「表現」全般⑶（小澤、高須
　　　　賀、石上、池内、内田）

芸術系教育の授業
内容探求Ｄ（図
工・美術）

　図画工作科及び美術科の「鑑賞」の内容に関して小学校から高
等学校までの内容を俯瞰的に捉える能力を修得し、各単元でどの
ように関連した単元とつながりを持たせつつ授業すべきかについ
て考察する。院生が模擬授業も行い、児童生徒の理解を深められ
るような実践的指導を行う。
　教科専門と教科教育の研究者教員が共同して授業を担当し、
「鑑賞」に関する小中高校段階及び小学校〜高等学校迄を俯瞰的
に捉えた各単元の教育的意義と指導方法について多面的に探求す
る。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（23 池内　慈朗／９回）
（27 小澤　基弘／７回）
（46 高須賀　昌志／７回）
（61 石上　城行／７回）
（62 内田　裕子／９回）

第１回：小学校の「平面」領域に関する鑑賞⑴（小澤、池内）
第２回：小学校の「平面」領域に関する鑑賞⑵（小澤、池内）
第３回：中学校の「平面」領域に関する鑑賞⑴（高須賀、池内）
第４回：中学校の「平面」領域に関する鑑賞⑵（高須賀、池内）
第５回：高等学校の「平面」領域に関する鑑賞⑴（石上、池内）
第６回：高等学校の「平面」領域に関する鑑賞⑵（石上、池内）
第７回：小学校の「立体」領域に関する鑑賞⑴（小澤、内田）
第８回：小学校の「立体」領域に関する鑑賞⑵（小澤、内田）
第９回：中学校の「立体」領域に関する鑑賞⑴（高須賀、内田）
第10回：中学校の「立体」領域に関する鑑賞⑵（高須賀、内田）
第11回：高等学校の「立体」領域に関する鑑賞⑴（石上、内田）
第12回：高等学校の「立体」領域に関する鑑賞⑵（石上、内田）
第13回：小学校〜高等学校における「鑑賞」全般⑴（小澤、高須
　　　　賀、石上、池内、内田）
第14回：小学校〜高等学校における「鑑賞」全般⑵（小澤、高須
　　　　賀、石上、池内、内田）
第15回：小学校〜高等学校における「鑑賞」全般⑶（小澤、高須
　　　　賀、石上、池内、内田）

芸術系教育の教材
研究と実践Ａ（音
楽）

　音楽科の「表現」の内容に関して小学校から高等学校までの各
単元で効果的な教材を探求する。既存の教材の問題点や改善点を
的確に把握する能力を身につけることに加え、学習する内容を正
しく理解するために必要な教材の特性や新しい機能を見極め、実
践する能力を獲得する。実際の授業での導入とその評価も試行的
に行う。教科専門と教科教育の研究者教員が共同して授業を担当
し、「表現」に関する教材の探求において、教科内容の理解を深
めると共に教育実践に対する理解及び実践力を高める。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（20 蛭多　令子／４回）
（45 竹澤　栄祐／６回）
（69 小野　和彦／４回）
（89 森　薫／４回）

第１回：｢表現｣に関する教材の探求～小学校を中心に 音楽科教育
　　　　の観点から～（森）
第２回：｢表現｣に関する教材の探求～中学校を中心に 音楽科教育
　　　　の観点から～（森）
第３回：｢表現｣に関する教材の探求～高等学校を中心に 音楽科教
　　　　育の観点から～（森）
第４回：｢表現｣に関する教材の探求～小学校を中心に ピアノ伴奏
　　　　・ソルフェージュの観点から～（蛭多）
第５回：｢表現｣に関する教材の探求～中学校を中心に ピアノ伴奏
　　　　・ソルフェージュの観点から～（蛭多）
第６回：｢表現｣に関する教材の探求～高等学校を中心に ピアノ伴
　　　　奏・ソルフェージュの観点から～（蛭多）
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第７回：｢表現｣に関する教材の探求～小学校を中心に 管楽器演奏
　　　　の観点から～（竹澤）
第８回：｢表現｣に関する教材の探求～中学校を中心に 管楽器演奏
　　　　の観点から～（竹澤）
第９回：｢表現｣に関する教材の探求～高等学校を中心に 管楽器演
　　　　奏の観点から～（竹澤）
第10回：｢表現｣に関する教材の探求～小学校を中心に 歌唱・合唱
　　　　・舞台表現の観点から～（小野）
第11回：｢表現｣に関する教材の探求～中学校を中心に 歌唱・合唱
　　　　・舞台表現の観点から～（小野）
第12回：｢表現｣に関する教材の探求～高等学校を中心に 歌唱・合
　　　　唱・舞台表現の観点から～（小野）
第13回：｢表現｣に関する教材の探求～小中学校を中心に　合奏・
　　　　指揮の観点から～（竹澤）
第14回：｢表現｣に関する教材の探求～高等学校を中心に　合奏・
　　　　指揮の観点から～（竹澤）
第15回：総括（森、蛭多、竹澤、小野）

芸術系教育の教材
研究と実践Ｂ（音
楽）

　音楽科の「鑑賞」の内容に関して小学校から高等学校までの各
単元で効果的な教材を探求する。既存の教材の問題点や改善点を
的確に把握する能力を身につけることに加え、学習する内容を正
しく理解するために必要な教材の特性や新しい機能を見極め、実
践する能力を獲得する。実際の授業での導入とその評価も試行的
に行う。教科専門と教科教育の研究者教員が共同して授業を担当
し、「鑑賞」に関する教材の探求において、教科内容の理解を深
めると共に教育実践に対する理解及び実践力を高める。

オムニバス
方式、共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（20 蛭多　令子／４回）
（45 竹澤　栄祐／６回）
（69 小野　和彦／４回）
（89 森　薫／４回）

第１回：｢鑑賞｣に関する教材の探求～小学校を中心に 音楽科教育
　　　　の観点から～（森）
第２回：｢鑑賞｣に関する教材の探求～中学校を中心に 音楽科教育
　　　　の観点から～（森）
第３回：｢鑑賞｣に関する教材の探求～高等学校を中心に 音楽科教
　　　　育の観点から～（森）
第４回：｢鑑賞｣に関する教材の探求～小学校を中心に ピアノ音楽
　　　　の観点から～（蛭多）
第５回：｢鑑賞｣に関する教材の探求～中学校を中心に ピアノ音楽
　　　　の観点から～（蛭多）
第６回：｢鑑賞｣に関する教材の探求～高等学校を中心に ピアノ音
　　　　楽の観点から～（蛭多）
第７回：｢鑑賞｣に関する教材の探求～小学校を中心に 管楽器作品
　　　　の観点から～（竹澤）
第８回：｢鑑賞｣に関する教材の探求～中学校を中心に 管楽器作品
　　　　の観点から～（竹澤）
第９回：｢鑑賞｣に関する教材の探求～高等学校を中心に 管楽器作
　　　　品の観点から～（竹澤）
第10回：｢鑑賞｣に関する教材の探求～小学校を中心に 声楽作品・
　　　　合唱曲・舞台表現の観点から～（小野）
第11回：｢鑑賞｣に関する教材の探求～中学校を中心に 声楽作品・
　　　　合唱曲・舞台表現の観点から～（小野）
第12回：｢鑑賞｣に関する教材の探求～高等学校を中心に 声楽作品
　　　　・合唱曲・舞台表現の観点から～（小野）
第13回：｢鑑賞｣に関する教材の探求～小中学校を中心に　管弦楽
　　　　曲・室内楽曲の観点から～（竹澤）
第14回：｢鑑賞｣に関する教材の探求～高等学校を中心に　管弦楽
　　　　曲・室内楽曲の観点から～（竹澤）
第15回：総括（森、蛭多、竹澤、小野）
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芸術系教育の教材
研究と実践Ｃ（図
工・美術）

　図画工作科及び美術科の「表現」の内容に関して小学校から高
等学校までの各単元で効果的な教材を探求する。既存の教材の問
題点や改善点を的確に把握する能力を身につけることに加え、学
習する内容を正しく理解するために必要な教材の特性や新しい機
能を見極め、実践する能力を獲得する。実際の授業での導入とそ
の評価も試行的に行う。
　教科専門と教科教育の研究者教員が共同して授業を担当し、
「表現」に関する教材の探求において、教科内容の理解を深める
と共に教育実践に対する理解及び実践力を高める。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（23 池内　慈朗／９回）
（27 小澤　基弘／７回）
（46 高須賀　昌志／７回）
（61 石上　城行／５回）
（62 内田　裕子／８回）

第１回：「知識」の観点に基づく表現教材⑴（小澤、池内）
第２回：「知識」の観点に基づく表現教材⑵（小澤、池内）
第３回：「技能」の観点に基づく表現教材⑴（高須賀、池内）
第４回：「技能」の観点に基づく表現教材⑵（高須賀、池内）
第５回：「思考力」の観点に基づく表現教材⑴（小澤、池内）
第６回：「思考力」の観点に基づく表現教材⑵（高須賀、池内）
第７回：「思考力」の観点に基づく表現教材⑶（石上、池内）
第８回：「判断力」の観点に基づく表現教材⑴（小澤、内田）
第９回：「判断力」の観点に基づく表現教材⑵（高須賀、内田）
第10回：「判断力」の観点に基づく表現教材⑶（石上、内田）
第11回：「表現力」の観点に基づく表現教材⑴（小澤、内田）
第12回：「表現力」の観点に基づく表現教材⑵（高須賀、内田）
第13回：「表現力」の観点に基づく表現教材⑶（石上、内田）
第14回：教科の目標との関連に基づく表現教材⑴（小澤、高須
　　　　賀、石上、池内、内田）
第15回：教科の目標との関連に基づく表現教材⑵（小澤、高須
　　　　賀、石上、池内、内田）

芸術系教育の教材
研究と実践Ｄ（図
工・美術）

　図画工作科及び美術科の「鑑賞」の内容に関して小学校から高
等学校までの各単元で効果的な教材を探求する。既存の教材の問
題点や改善点を的確に把握する能力を身につけることに加え、学
習する内容を正しく理解するために必要な教材の特性や新しい機
能を見極め、実践する能力を獲得する。実際の授業での導入とそ
の評価も試行的に行う。
　教科専門と教科教育の研究者教員が共同して授業を担当し、
「鑑賞」に関する教材の探求において、教科内容の理解を深める
と共に教育実践に対する理解及び実践力を高める。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（23 池内　慈朗／９回）
（27 小澤　基弘／７回）
（46 高須賀　昌志／７回）
（61 石上　城行／５回）
（62 内田　裕子／８回）

第１回：「知識」の観点に基づく鑑賞教材⑴（小澤、池内）
第２回：「知識」の観点に基づく鑑賞教材⑵（小澤、池内）
第３回：「技能」の観点に基づく鑑賞教材⑴（高須賀、池内）
第４回：「技能」の観点に基づく鑑賞教材⑵（高須賀、池内）
第５回：「思考力」の観点に基づく鑑賞教材⑴（小澤、池内）
第６回：「思考力」の観点に基づく鑑賞教材⑵（高須賀、池内）
第７回：「思考力」の観点に基づく鑑賞教材⑶（石上、池内）
第８回：「判断力」の観点に基づく鑑賞教材⑴（小澤、内田）
第９回：「判断力」の観点に基づく鑑賞教材⑵（高須賀、内田）
第10回：「判断力」の観点に基づく鑑賞教材⑶（石上、内田）
第11回：「表現力」の観点に基づく鑑賞教材⑴（小澤、内田）
第12回：「表現力」の観点に基づく鑑賞教材⑵（高須賀、内田）
第13回：「表現力」の観点に基づく鑑賞教材⑶（石上、内田）
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第14回：教科の目標との関連に基づく鑑賞教材⑴（小澤、高須
　　　　賀、石上、池内、内田）
第15回：教科の目標との関連に基づく鑑賞教材⑵（小澤、高須
　　　　賀、石上、池内、内田）

身体文化
系教育サ
ブプログ
ラム科目

体育・保健体育科
教育の授業内容・
指導法探求

　体育・保健体育科教育の内容について、その我が国における歴
史的変遷や小・中・高等学校における系統性、及び海外の状況等
を検討しつつ、今後の体育・保健体育科教育のあり方を探求す
る。また、指導法については、ICT機器を用いた指導や授業観察・
分析などの情報化社会に対応した指導のあり方を検討する。さら
に最新の運動制御・学習・発達に関する理論をもとに、場面指導
や多様な事例の分析を通じて、既存の教材や指導法の問題点の発
見や改善案の提案を行う。

共同

 (共同方式／ 全15回)

（16 石川　泰成）
（84 古田　久）

第１回：オリエンテーション(古田、石川)
第２回：学習指導要領の目標・内容の変遷（体育・保健体育科）
　　　　(古田、石川)
第３回：学習指導要領における小・中・高等学校の内容の系統性
　　　　(古田、石川)
第４回：体育・保健体育科における資質・能力の育成(古田、石
　　　　川)
第５回：体つくり運動系の指導内容と単元設計(古田、石川)
第６回：ICT機器を活用した授業づくり(古田、石川)
第７回：授業観察の視点及び授業分析の内容と方法(古田、石川)
第８回：諸外国の体育・保健体育科教育①(古田、石川)
第９回：諸外国の体育・保健体育科教育②(古田、石川)
第10回：運動制御理論と運動指導法(古田、石川)
第11回：運動学習理論と運動指導法(古田、石川)
第12回：運動発達理論と運動指導法(古田、石川)
第13回：動機づけ理論と運動指導法(古田、石川)
第14回：運動に意欲的ではない児童・生徒に対する学習支援(古
　　　　田、石川)
第15回：運動が苦手な児童・生徒に対する学習支援(古田、石川)

体育・保健体育科
教育の理論と実践
Ａ

　体育原理、身体・スポーツ文化論、身体表現論の立場から、身
体や身体運動、スポーツの諸相について検討し、今後の体育・保
健体育のあり方を探求する。また、教育現場で体育・保健体育科
教師として中核的に活躍するための高度な資質・能力に関して、
多様な事例の分析を通じて力量を高める。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（32 細川　江利子／９回）
（58 松本　真／９回）
　
第１回：オリエンテーション（松本、細川）
第２回：体育原理からみた体育・保健体育教育①（松本）
第３回：体育原理からみた体育・保健体育教育②（松本）
第４回：スポーツ文化論からみた体育・保健体育教育（松本）
第５回：体育原理・スポーツ文化論的視点による多様な事例の分
　　　　析①（松本）
第６回：体育原理・スポーツ文化論的視点による多様な事例の分
　　　　析②（松本）
第７回：体育原理・スポーツ文化論的視点による多様な事例の分
　　　　析③（松本）
第８回：中間まとめ（松本、細川）
第９回：身体表現論からみた体育・保健体育教育①（細川）
第10回：身体表現論からみた体育・保健体育教育②（細川）
第11回：身体文化論からみた体育・保健体育教育（細川）
第12回：身体文化論・表現論的視点による多様な事例の分析①
　　　（細川）
第13回：身体文化論・表現論的視点による多様な事例の分析②
　　　（細川）
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第14回：身体文化論・表現論的視点による多様な事例の分析③
　　　（細川）
第15回：まとめ（松本、細川）

体育・保健体育科
教育の理論と実践
Ｂ

　運動学的視点から体育・保健体育科教育のあり方を探求する。
また、体育・保健体育科の領域の内容の特性を踏まえた指導につ
いて検討し、内容と指導法の有機的な連携、理論と実践の往還を
図り、場面指導や多様な事例の分析を通じて実践的指導力を高め
る。
　授業は講義形式と演習形式を交えて行う。

オムニバス
方式・共同
（一部）

講義16時間
演習14時間

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（29 有川　秀之／９回）
（66 菊原　伸郎／９回）
　
第１回：オリエンテーション(有川、菊原）
第２回：運動学からみた体育・保健体育科教育(有川）
第３回：スポーツトレーニングからみた体育・保健体育科教育
　　　（有川）
第４回：発育発達からみた体育・保健体育科教育(有川）
第５回：運動学的視点による多様な事例の分析①(有川）
第６回：運動学的視点による多様な事例の分析②(有川）
第７回：運動学的視点による多様な事例の分析③(有川）
第８回：中間まとめ(有川、菊原）
第９回：ネット型ゲームの実践研究（菊原）
第10回：ゴール型ゲームの実践研究（菊原）
第11回：障害者スポーツ（ブラインドフットボールなど）の実践
　　　　研究（菊原）
第12回：運動学的視点による多様な事例の分析④（菊原）
第13回：運動学的視点による多様な事例の分析⑤（菊原）
第14回：運動学的視点による多様な事例の分析⑥（菊原）
第15回：まとめ(有川、菊原）

体育・保健体育科
教育の教材研究と
実践Ａ

　最新のスポーツ科学研究をもとに、教材開発を中心として小学
校から高校までの体育・保健体育科の実践的指導力の向上を目指
す。特に器械運動系、陸上運動系、及び表現運動・ダンス系の領
域について、既存の体育・保健体育科の教材や指導法、評価法を
検討し、問題点の発見や改善案の提案などから、具体的な実践方
法を開発していく。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（16 石川　泰成／７回）
（29 有川　秀之／６回）
（32 細川　江利子／６回）

第１回：オリエンテーション（細川、有川、石川）
第２回：体育・保健体育教育における内容・教材、教具の考え方
　　　（石川）
第３回：器械運動系の教材研究１　校種間の技の系統性に着目し
　　　　た教材開発（石川）
第４回：器械運動系の教材研究２　ICT機器を活用した教材開発
　　　（石川）
第５回：器械運動系の教材研究３　運動を苦手とする児童生徒と
　　　　場づくり（石川）
第６回：器械運動系の教材研究４　指導と評価の一体化を目指し
　　　　た授業づくり（石川）
第７回：陸上運動系の教材研究１（走運動①）（有川）
第８回：陸上運動系の教材研究２（走運動②）（有川）
第９回：陸上運動系の教材研究３（跳運動）（有川）
第10回：陸上運動系の教材研究４（投運動）（有川）
第11回：表現運動系の教材研究１（表現系ダンス）（細川）
第12回：表現運動系の教材研究２（リズム系ダンス）（細川）
第13回：表現運動系の教材研究３（フォークダンス）（細川）
第14回：表現運動系の教材研究４（運動を苦手とする児童生徒に
　　　　対応した授業の工夫）（細川）
第15回：学修成果のプレゼンテーション、まとめ（細川、有川、
　　　　石川）
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体育・保健体育科
教育の教材研究と
実践Ｂ

　最新のスポーツ科学研究をもとに、教材開発を中心として小学
校から高校までの体育・保健体育科の実践的指導力の向上を目指
す。本授業では特に球技系の領域について、既存の体育・保健体
育科の教材や指導法、評価法を検討し、問題点の発見や改善案の
提案などから、具体的な実践方法を開発していく。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（58 松本　真／７回）
（66 菊原　伸郎／７回）
（84 古田　久／７回）
　
第１回：ガイダンス（菊原、松本、古田）
第２回：体育・保健体育教育における内容・教材、教具の考え方
　　　（松本）
第３回：ゴール型球技（バスケットボール）の教材研究１　校種
　　　　間の戦術と技の系統性に着目した教材開発（松本）
第４回：ゴール型球技（バスケットボール）の教材研究２　ICT機
　　　　器を活用した教材開発（松本）
第５回：ゴール型球技（バスケットボール）の教材研究３　運動
　　　　を苦手とする児童生徒と場づくり（松本）
第６回：ゴール型球技（サッカー）の教材研究１　校種間の技の
　　　　系統性に着目した教材開発（菊原）
第７回：ゴール型球技（サッカー）の教材研究２　ICT機器を活用
　　　　した教材開発（菊原）
第８回：ゴール型球技（サッカー）の教材研究３　運動を苦手と
　　　　する児童生徒と場づくり（菊原）
第９回：ネット型球技の教材研究１　校種間の技の系統性に着目
　　　　した教材開発（古田）
第10回：ネット型球技の教材研究２　ICT機器を活用した教材開発
　　　（古田）
第11回：ネット型球技の教材研究３　運動を苦手とする児童生徒
　　　　と場づくり（古田）
第12回：球技系スポーツの多様性を求めた教材研究（菊原）
第13回：指導と評価の一体化を目指した授業づくり（古田）
第14回：模擬授業（菊原、松本、古田）
第15回：球技系教材のリフレクション、各自の成果発表（菊原、
　　　　松本、古田）

生活創造
系教育サ
ブプログ
ラム科目

技術科教育の理論
と実践

　中学校技術科教育の教授・学習・評価を実践する基盤となる諸
理論と実践的スキルに関して、最新の研究動向を含め、理解を深
めるとともに、教育現場で中核的に活躍するための高度な資質・
能力に関して、多様な事例の分析を通じて力量を高める。実践的
な教科指導力の育成のために、ａ)授業づくり、ｂ)教材作成、ｃ)
授業評価、について学修する。
　到達目標は、適切な授業設計と実践力の育成を目指す。課題に
より講義で扱った理論と実践に関する理解の程度を、演習におけ
るプレゼンテーションや議論の内容、レポート課題により評価す
る。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（31 山本　利一／４回）
（48 浅田　茂裕／７回）
（59 内海　能亜／11回）
（70 荻窪　光慈／10回）
（81 荒木　祐二／４回）

第１回：ガイダンス（山本、浅田、内海、荻窪、荒木）
第２回：情報の技術の授業づくり，情報に関する実践的な演習や
　　　　実習を含む（山本、荻窪）
第３回：情報の技術に関する教材開発・授業評価（山本、荻窪）
第４回：材料と加工の技術の授業づくり（浅田、内海）
第５回：木材に関するに関する実践的な演習・実習（浅田、内
　　　　海）
第６回：木材に関するに関する教材開発・授業評価（浅田、内
　　　　海）
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第７回：エネルギー変換(機械)の授業づくり（内海、荻窪）
第８回：エネルギー変換(機械)に関する実践的な演習・実習（内
　　　　海、荻窪）
第９回：エネルギー変換(機械)に関する教材開発・授業評価（内
　　　　海、荻窪）
第10回：エネルギー変換(電気)の授業づくり（荻窪、内海）
第11回：エネルギー変換(電気)に関する実践的な演習や実習（荻
　　　　窪、内海）
第12回：エネルギー変換(電気)に関する教材開発・授業評価（荻
　　　　窪、内海）
第13回：生物育成に関する授業づくり，実践的な演習や実習を含
　　　　む（荒木、浅田）
第14回：生物育成に関する教材開発・授業評価（荒木、浅田）
第15回：学習内容の最終確認　総括的なまとめ（荒木、浅田、山
　　　　本、内海、荻窪）

全15回のうち2回以上は全教員の共同とし、他の回も主担当と連携
して複数の研究者教員が効果的に共同参画する。

技術科教育の授業
内容探求Ａ

　中学校・高等学校における材料加工、生物育成の単元、内容、
授業実施上の課題、他教科との関連性を俯瞰的に理解するととも
に、各領域における学習内容および教材の構成について単元とし
てまとめるとともに、院生による模擬授業を通し、生徒理解を深
めるa)実践的授業設計、b)教材構成について探求する。材料加
工、生物育成の内容を系統的、横断的に理解し、各領域で関連す
る単元をどのようにつながりを持たせ授業することが可能かにつ
いて考察することで、技術科教育の授業設計力、教材構成力を高
める。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（48 浅田　茂裕／15回）
（59 内海　能亜／11回）
（81 荒木　祐二／11回）
 
第１回：オリエンテーション（浅田、内海、荒木）
第２回：技術分野材料加工領域の内容構成の確認（浅田、内海）
第３回：技術分野生物育成領域の内容構成の確認（浅田、荒木）
第４回：材料加工領域の教材分析１-木材加工（浅田、内海）
第５回：材料加工領域の教材分析２-金属加工（浅田、内海）
第６回：材料加工領域の教材分析３-その他の材料（浅田、内海）
第７回：生物育成領域の教材分析１-作物の栽培（浅田、荒木）
第８回：生物育成領域の教材分析２-動物・水産生物（浅田、荒
　　　　木）
第９回：生物育成領域の教材分析３-その他の生物（浅田、荒木）
第10回：材料加工領域の授業設計（浅田、内海、荒木）
第11回：材料加工領域の教材構成（浅田、内海、荒木）
第12回：生物育成領域の授業設計（浅田、内海、荒木）
第13回：生物育成領域の教材構成（浅田、内海、荒木）
第14回：授業設計の発表、討議（浅田、内海、荒木）
第15回：ふり返りとまとめ（浅田、内海、荒木）

全15回のうち2回以上は全教員の共同とし、他の回も主担当と連携
して他研究者教員が効果的に共同参画する。

技術科教育の授業
内容探求Ｂ

　エネルギー変換（機械・電気）、情報の内容を系統的、横断的
に理解し、各領域で関連する単元をどのようにつながりを持たせ
授業することが可能かについて考察する。院生による模擬授業を
通し、生徒理解を深められるような実践的指導方法を探求する。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（31 山本　利一／12回）
（59 内海　能亜／10回）
（70 荻窪　光慈／15回）

第１回：オリエンテーション（山本、内海、荻窪）
第２回：エネルギー変換領域の内容構成の確認（内海、荻窪）
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第３回：情報領域の内容構成の確認（山本、荻窪）
第４回：エネルギー変換領域教材の教材分析１-機械（内海、荻
　　　　窪）
第５回：エネルギー変換領域の教材分析２-電気（内海、荻窪）
第６回：エネルギー変換領域の教材分析３-その他（山本、荻窪）
第７回：情報領域における教材分析１-ネットワークとプログラミ
　　　　ング（山本、荻窪）
第８回：情報領域における教材分析２-プログラミングと計測・制
　　　　御（山本、荻窪）
第９回：情報領域における教材分析３-その他の情報（山本、荻
　　　　窪）
第10回：エネルギー変換領域の授業設計（山本、内海、荻窪）
第11回：エネルギー変換領域の教材構成（山本、内海、荻窪）
第12回：情報領域の授業設計（山本、内海、荻窪）
第13回：情報領域の教材構成（山本、内海、荻窪）
第14回：授業設計の発表、討議（山本、内海、荻窪）
第15回：ふり返りとまとめ（山本、内海、荻窪）

全15回のうち2回以上は全教員の共同とし、他の回も主担当と連携
して他研究者教員が効果的に共同参画する。

家庭科教育の理論
と実践

　家庭科教育の教授や学習評価のために基盤となる諸理論と小中
高校段階の教授についての実践的スキルに関して、最新の研究動
向を含め、理解を深める。特に、教育現場で中核的な教員として
活躍するための高度な資質・能力を育成するために、多様な事例
の分析や授業分析を試みながら家庭科教育の専門的な力量や教師
としての力量を高める。
　本授業では、先行研究等をレビューするなど、研究的視点を
もって学習や教授方法について考察することを目指す一方で実践
事例を対象とした授業分析からも学ぶ。院生自身の研究課題に関
わる理論研究および実践研究の方法をレビューしながら、自身の
研究課題に沿った実践的研究に取り組み、理論と実践の往還を図
る。この点に関してはa)先行研究から学ぶ視点を明確にし、b)そ
れらの視点と自身の研究課題とを関連させ、最終的にc)自身の実
践研究に取り組み知見を整理するという段階を踏んで行う。あわ
せて良質な教育実践の報告書の書き方やプレゼンテーションの方
法も学ぶ。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（33 河村　美穂／11回）
（53 亀﨑　美苗／10回）

第１回：オリエンテーション(河村、亀﨑）
第２回：研究論文の読み方と演習(理論研究と実践研究の読み方の
　　　　相違)（河村）
第３回：研究論文紹介（レジュメを用いたプレゼンテーション方
　　　　式で）：知見の整理の方法について(河村、亀﨑）
第４回：先行研究の探し方：家庭科の理論研究の歴史的変遷の概
　　　　要について（河村）
第５回：理論研究から学ぶ家庭科の学習や教授に関する理論：家
　　　　庭科教育の見方・考え方について（河村）
第６回：家庭科の教育実践研究から学ぶデータを活用する視点
　　　（河村）
第７回：先行研究から得た家庭科教育の研究知見についての報告
　　　　(PPTプレゼンテーション方式で) (河村、亀﨑）
第８回：実践研究のテーマと計画の方法について：主体的で対話
　　　　的な深い学びの実現のために(河村）
第９回：実践研究の構想についての発表・意見交換(河村、亀﨑）
第10回：理論を活用した教育実践の方法と研究データの収集につ
　　　　いて（亀﨑）
第11回：理論研究の知見を活用した実践研究の計画発表(亀﨑）
第12回：教育実践報告例の比較検討演習（亀﨑）
第13回：研究テーマと関連した実践報告事例の紹介(批判的視点か
　　　　ら:レジュメを用いたプレゼンテーション方式で)(亀﨑、
　　　　河村)
第14回：良質な実践報告を書くためのの条件について（亀﨑）
第15回：自身の実践研究における理論の活用について経過報告
　　　　(PPTを用いたプレゼンテーション方式で)(河村、亀﨑）
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家庭科教育の授業
内容探求Ａ

　家庭経営学、児童学、住居学の領域を中心として、小学校から
高校の学習内容を系統的、横断的に理解し、学習指導要領の内容
を深化させることにより、単元間の繋がりを相補的に捉えて授業
することを探求する。各領域の高度な知識獲得を目的とし、講義
および演習でのディスカッションにより教科内容の理解を深め、
往還的な視野の育成と向上を図る。また教科の学習指導の深化と
指導技術の育成および向上を目的として領域横断的な授業設計を
通して、児童・生徒が理解を深められる実践的指導方法を探求す
る。本授業を通してバックボーンとしての教科指導の専門性を強
化し、授業内容の改善に資する高度な問題解決力と設計力を身に
つける。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（42 吉川　はる奈／10回）
（44 重川　純子／９回）
（53 亀﨑　美苗／８回）

第１回：オリエンテーション（吉川、重川、亀﨑）
第２回：家族・家庭生活領域における学習指導要領の理解深化と
　　　　課題の抽出（重川、吉川）
第３回：家族・家庭生活領域の授業の課題解決・授業設計（重
　　　　川、吉川）
第４回：住生活領域における学習指導要領の理解深化と課題の抽
　　　　出（亀﨑）
第５回：住生活領域の授業の課題解決・授業設計（亀﨑）
第６回：保育領域における学習指導要領の理解深化と課題の抽出
　　　（吉川）
第７回：保育領域の授業の課題解決・授業設計（吉川）
第８回：消費生活領域における学習指導要領の理解深化と課題の
　　　　抽出（重川）
第９回：消費生活領域の授業の課題解決・授業設計（重川）
第10回：家族・家庭生活領域と他領域を横断する授業設計と相互
　　　　評価・討議（重川、亀﨑）
第11回：住生活領域と他領域を横断する授業設計と相互評価・討
　　　　議（亀﨑、吉川）
第12回：保育領域と他領域を横断する授業設計と相互評価・討議
　　　（吉川、亀﨑）
第13回：消費生活領域と他領域を横断する授業設計と相互評価・
　　　　討議（重川、吉川）
第14回：授業設計および討議を踏まえた実践的指導方法の提案発
　　　　表（吉川、重川、亀﨑）
第15回：授業設計および討議を踏まえた実践的指導方法の提案発
　　　　表（吉川、重川、亀﨑）

家庭科教育の授業
内容探求Ｂ

　被服学と食物学の領域を中心として、小学校から高校までの学
習内容を系統的、横断的に理解し、学習指導要領の内容をさらに
深化させることにより、単元間における繋がりを相補的に捉えな
がら授業することが可能かについて考察する。本授業では、各領
域の高度な知識獲得を目的とし、講義および演習でのディスカッ
ションにより教科内容の理解を深める。講義および演習における
ディスカッションは受講者同士および指導教員が行い、往還的な
視野の育成および向上を図る。また教科の学習指導の深化と指導
技術の育成および向上を目的として、領域横断的な授業設計を通
して、児童・生徒が理解を深められるような実践的指導方法を探
求する。本授業を通してバックボーンとしての教科指導の専門性
を強化することにより、授業内容の改善に資する高度な問題解決
力および設計力を身につける。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（24 川端　博子／７回）
（55 島田　玲子／７回）
（78 上野　茂昭／７回）

第１回：オリエンテーション（川端、島田、上野）
第２回：衣生活領域における小学校から高校までの学習指導要領
　　　　の理解深化と課題の抽出（川端）
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第３回：衣生活領域における小学校から高校までの授業の課題解
　　　　決・授業設計（川端）
第４回：衣生活領域における小学校から高校までの授業設計およ
　　　　び相互評価・討議（川端）
第５回：食物学（調理）領域における小学校から高校までの学習
　　　　指導要領の理解深化と課題の抽出（島田）
第６回：食物学（調理）領域における小学校から高校までの授業
　　　　の課題解決・授業設計（島田）
第７回：食物学（調理）領域における小学校から高校までの授業
　　　　設計および相互評価・討議（島田）
第８回：食物学（栄養学）領域における小学校から高校までの学
　　　　習指導要領の理解深化と課題の抽出（上野）
第９回：食物学（栄養学）領域における小学校から高校までの授
　　　　業の課題解決・授業設計（上野）
第10回：食物学（栄養学）領域における小学校から高校までの授
　　　　業設計および相互評価・討議（上野）
第11回：衣生活領域と他領域を横断する授業設計（川端）
第12回：衣生活領域と他領域を横断する授業設計の相互評価・討
　　　　議（川端）
第13回：食物学領域と他領域を横断する授業設計（島田、上野）
第14回：食物学領域と他領域を横断する授業設計の相互評価・討
　　　　議（島田、上野）
第15回：授業設計および討議を踏まえた実践的指導方法の提案
　　　（川端、島田、上野）

技術科教育の教材
研究と実践Ａ

　中学校技術科a)材料加工領域およびb)生物育成領域の内容に関
して、中学校技術科での実践を前提とした効果的な教材を探求す
る。既存の教材の問題点や改善点を的確に把握する能力を身につ
けることに加え、学習する内容を正しく理解するために必要な教
材の特性や新しい機能を見極め、実践する能力を獲得する。実際
の授業での導入とその評価も試行的に行う。

共同

（共同方式／全15回）

（48 浅田　茂裕・81 荒木　祐二）

第１回：オリエンテーション（浅田、荒木）
第２回：材料加工と生物育成の教科内容（浅田、荒木）
第３回：材料加工における教材の意義（浅田、荒木）
第４回：材料加工に関する教材研究の方法（浅田、荒木）
第５回：院生による教材開発（材料加工）（浅田、荒木）
第６回：材料加工の授業の実態（浅田、荒木）
第７回：材料加工の授業実践（浅田、荒木）
第８回：院生による授業実践の提案（材料加工）（浅田、荒木）
第９回：生物育成における教材の意義（荒木、浅田）
第10回：生物育成に関する教材研究の方法（荒木、浅田）
第11回：院生による教材開発（生物育成）（荒木、浅田）
第12回：生物育成の授業の実態（荒木、浅田）
第13回：生物育成の授業実践（荒木、浅田）
第14回：院生による授業実践の提案（生物育成）（荒木、浅田）
第15回：ふり返りとまとめ（浅田、荒木）

技術科教育の教材
研究と実践Ｂ

　中学校技術科エネルギー変換領域（機械・電気）の内容に関し
て、中学校技術科での実践を前提とした効果的な教材を探求す
る。既存の教材の問題点や改善点を的確に把握する能力を身につ
けることに加え、学習する内容を正しく理解するために必要な教
材の特性や新しい機能を見極め、実践する能力を獲得する。実際
の授業での導入とその評価も試行的に行う。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（31 山本　利一／11回）
（59 内海　能亜／９回）
（70 荻窪　光慈／12回）

第１回：ガイダンス（山本、内海、荻窪）
第２回：電気・運動・熱特性の原理と法則（内海、荻窪）
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第３回：エネルギー変換（荻窪、内海）
第４回：伝達に関する基礎的な仕組み（内海、山本）
第５回：機械・電気電子機器の保守点検（内海、荻窪）
第６回：教材としての機械電子機器の構想と設計（荻窪、山本）
第７回：製作・評価改善（内海、荻窪、山本）
第８回：機械電子機器の安全への取り組み（荻窪、内海）
第９回：情報の原理と法則（荻窪、山本）
第10回：デジタル処理・自動・システム化（荻窪、山本）
第11回：セキュリティと情報モラル（山本、荻窪）
第12回：ネットワークとプログラミング（山本、荻窪）
第13回：機械とロボットおよびセンサの仕組み（内海、山本）
第14回：教材としてのロボット製作（山本、内海）
第15回：ロボットおよびプログラムの評価改善（山本、荻窪）

全15回のうち2回以上は全教員の共同とし、他の回も主担当と連携
して複数の研究者教員が効果的に共同参画する。

家庭科教育の教材
研究と実践Ａ

　本授業を通し、家庭経営学、児童学、住居学の領域を中心に家
庭科の他領域、また他教科との連携も視野に入れ、小学校から高
校までの各単元で効果的な教材を作成できる力の獲得を目指す。
現在の家庭生活運営にかかわる課題、将来の家庭生活の予測等も
踏まえつつ、各領域での学習により児童・生徒が身につけるべき
能力を確認し、それを具現化するための教材の作成を行う。
 既存の教材の問題点や改善点を把握する能力を身につけることに
加え、児童・生徒が学習する内容を正しく理解するために必要な
教材の特性や機能を検討し、実践する能力を獲得する。なお、教
材の作成では、受講者それぞれに、少なくとも1領域以上でICTを
活用したものも取り上げる。受講者が作成した教材を発表し、相
互に討議を行うとともに、模擬授業を行い、よりよい教材にむけ
た改善を図る。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（42 吉川　はる奈／８回）
（44 重川　純子／８回）
（53 亀﨑　美苗／８回）

第１回：オリエンテーション（吉川、重川、亀﨑）
第２回：家族・家庭生活領域の授業実施上の課題、実習、実践で
　　　　使用した教材の振り返り・課題の確認（重川、吉川）
第３回：保育領域の授業実施上の課題、実習、実践で使用した教
　　　　材の振り返り・課題の確認（吉川）
第４回：住生活領域の授業実施上の課題、実習、実践で使用した
　　　　教材の振り返り・課題の確認（亀﨑）
第５回：消費生活領域の授業実施上の課題、実習、実践で使用し
　　　　た教材の振り返り・課題の確認（重川）
第６回：家族・家庭生活、保育、住生活、消費生活各領域におけ
　　　　るICTを活用した授業の検討（吉川、重川、亀﨑）
第７回：家族・家庭生活領域の教材作成（吉川、亀﨑）
第８回：保育領域の教材作成（吉川）
第９回：住生活領域の教材作成（亀﨑）
第10回：消費生活領域の教材作成（重川）
第11回：作成した教材を用いた模擬授業・授業についての討議
　　　　家族・家庭生活（亀﨑、重川）
第12回：作成した教材を用いた模擬授業・授業についての討議
　　　　保育（吉川）
第13回：作成した教材を用いた模擬授業・授業についての討議
　　　　住居（亀﨑）
第14回：作成した教材を用いた模擬授業・授業についての討議
　　　　消費生活（重川）
第15回：模擬授業、討議を踏まえた改善案の発表（吉川、重川、
　　　　亀﨑）
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家庭科教育の教材
研究と実践Ｂ

　本授業を通し、被服学と食物学の領域を中心に家庭科の他領域
との連携も視野に入れ、小学校から高校までの各単元で効果的な
教材を作成できる力の獲得を目指す。現在の衣生活と食生活にか
かわる課題、将来の生活の予測等も踏まえつつ、各領域での学習
により児童・生徒が身につけるべき能力を検討したうえで、それ
を具現化するための教材の作成を行う。
　既存の教材を収集・講読によりそれらの問題点や改善点を的確
に把握する能力を身につけることに加え、児童・生徒が学習する
内容を正しく理解するために必要な教材の特性や新しい機能を見
極め、実践する能力を獲得する。なお、教材の作成ではICTを活用
したものも取り上げる。受講者が作成した教材を発表し、相互に
討議を行うとともに、模擬授業を行い、よりよい教材にむけた改
善を図る。

オムニバス
方式・共同
（一部）

（オムニバス方式・共同（一部）／全15回）

（24 川端　博子／９回）
（55 島田　玲子／９回）
（78 上野　茂昭／９回）

第１回：オリエンテーション（川端、島田、上野）
第２回：衣生活と食生活領域の授業実施上の課題、実習等で使用
　　　　した教材の振り返り・課題の確認（川端、島田、上野）
第３回：食生活（食品栄養）領域の授業実施上の課題、実習等で
　　　　使用した教材の振り返り・課題の確認（上野）
第４回：食生活（調理）領域の授業実施上の課題、実習、実践で
　　　　使用した教材の振り返り・課題の確認（島田）
第５回：衣生活領域の授業実施上の課題、実習、実践で使用した
　　　　教材の振り返り・課題の確認（川端）
第６回：衣生活、食生活各領域における ICTを活用した授業の検
　　　　討（川端、島田、上野）
第７回：衣生活・食生活領域の教材作成（川端、島田、上野）
第８回：食生活（食品栄養）領域の教材作成 （上野）
第９回：食生活（調理）領域の教材作成（島田）
第10回：衣生活領域の教材作成（川端）
第11回：作成した教材を用いた模擬授業・授業についての討議
　　　　衣生活と食生活（川端、島田、上野）
第12回：作成した教材を用いた模擬授業・授業についての討議
　　　　食生活（食品栄養）（上野）
第13回：作成した教材を用いた模擬授業・授業についての討議
　　　　食生活（調理）（島田）
第14回：作成した教材を用いた模擬授業・授業についての討議
　　　　衣生活（川端）
第15回：模擬授業、討議を踏まえた改善案の発表（川端、島田、
　　　　上野）

現代的・地域的教
育課題の共同探求

　前期の「学校と教職の課題探求」のなかでの多様な領域や機関
のゲストスピーカーをお招きした討議や発表を踏まえ、後期の選
択科目であるこのプロジェクトのなかで、さらに関心を深めよう
とする参加者と共にそれぞれの課題に分かれて共同探求を行う
（貧困と教育（岩川）、外国につながる子どもの支援（磯田）、
特別な支援を要する子どもと教育（長江）、働き方改革（安
原）、幼保・小・中連携（宇佐見））。共同探求の成果は研究紀
要や学会での文書による報告書や論文等に限定せず、教職大学院
のフォーラムのラウンドテーヴルや免許更新講習でのワーク
ショップなどの多様な場をとおして実践現場に還元してゆく。

共同

（共同方式／全15回）

（4 岩川　直樹・6 宇佐見　香代・9 磯田　三津子・11 長江　清
和・13 安原　輝彦）

第１回：オリエンテーション―ジョイント・リサーチの意義と方
　　　　法（岩川、宇佐見、磯田、長江、安原）
第２回：現代的諸課題の提示と解説（岩川、宇佐見、磯田、長
　　　　江、安原）
第３回：課題別のグループ分けと関心の共有（岩川、宇佐見、磯
　　　　田、長江、安原）

全
体
に
か
か
る
科
目
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第４回：課題別共同探求１―問題の共有（岩川、宇佐見、磯田、
　　　　長江、安原）
第５回：課題別共同探求２―文献の購読１（岩川、宇佐見、磯
　　　　田、長江、安原）
第６回：課題別共同探求３―文献の購読２（岩川、宇佐見、磯
　　　　田、長江、安原）
第７回：課題別共同探求４―探求の構想１（岩川、宇佐見、磯
　　　　田、長江、安原）
第８回：課題別共同探求５―探求の構想２（岩川、宇佐見、磯
　　　　田、長江、安原）
第９回：中間発表―全体での探求構想の発表と共有（岩川、宇佐
　　　　見、磯田、長江、安原）
第10回：課題別共同探求６―調査実施１（岩川、宇佐見、磯田、
　　　　長江、安原）
第11回：課題別共同探求７―データ分析１（岩川、宇佐見、磯
　　　　田、長江、安原）
第12回：課題別共同探求８―調査実施２（岩川、宇佐見、磯田、
　　　　長江、安原）
第13回：課題別共同探求９―データ分析２（岩川、宇佐見、磯
　　　　田、長江、安原）
第14回：最終発表１（岩川、宇佐見、磯田、長江、安原）
第15回：最終発表２（岩川、宇佐見、磯田、長江、安原）

探求活動演習Ⅰ 　教育学、心理学、教育実践学、人文科学、社会科学、自然科
学、芸術学、体育学などの分野で院生が強い興味関心を持つ特定
の分野について、それを専門とする教員の指導を直接受けながら
個人での探求活動を行う。
　授業は演習形式で行い、a）具体的な探求テーマの決定、b）当
該探求領域における先行研究の分析、c）探求の方法及び計画の検
討、d）計画に基づく探求活動の実施、を行う。
　適宜院生が探求活動の進捗についてレポートやプレゼンテー
ションで報告を行い、教員がその内容に基づいて成績評価を行
う。

（単独方式／全15回）

（研究者教員または実務家教員の全員／主担当15回）

1名の教員が a）～d）の全ての内容を担当する。

探求活動演習Ⅱ 　探求活動演習Ⅰに引き続き、自らが設定した探求テーマに関し
て教員から指導を受けながら探求活動を進める。
　授業は演習形式で行い、a）探求活動の実施と結果の評価、b）
研究計画の再検討、c）研究成果のまとめを行う。
　適宜院生が探求活動の進捗についてレポートやプレゼンテー
ションで報告を行うとともに、研究成果を公表（論文執筆、口頭
発表など）し、その内容に基づいて成績を評価する。

（単独方式／全15回）

（研究者教員または実務家教員の全員／主担当15回）

1名の教員が a）～d）の全ての内容を担当する。

　する場合若しくは届出を行おうとする場合，大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとす

　る場合若しくは届出を行おうとする場合は，この書類を作成する必要はない。

（注）

１　開設する授業科目の数に応じ，適宜枠の数を増やして記入すること。

２　専門職大学等又は専門職学科を設ける大学若しくは短期大学の授業科目であって同時に授業を行う学生数が４０人を超えることを想定

　するものについては，その旨及び当該想定する学生数を「備考」の欄に記入すること。

３　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようと

- 62 -



 

入学
定員

編入学
定員

収容
定員

入学
定員

編入学
定員

収容
定員 変更の事由

3年次 3年次

160 30 700 160 30 700

3年次 3年次

280 10 1,140 280 10 1,140

15 - 60 15 - 60

360 - 1,440 360 - 1,440

20 - 80 20 - 80

40 - 160 40 - 160

40 - 160 40 - 160

50 - 200 50 - 200

40 - 160 40 - 160

40 - 160 40 - 160

110 - 440 110 - 440

110 - 440 110 - 440

80 - 320 80 - 320

90 - 360 90 - 360

100 - 400 100 - 400

3年次 3年次

1,535 40 6,220 1,535 40 6,220

20 - 40 20 - 40

38 - 76 38 - 76

22 - 44 22 - 44

4 - 12 4 - 12

12 - 36 12 - 36

15 - 30 0 - 0 令和3年4月学生募集停止

27 - 54 0 - 0 令和3年4月学生募集停止

20 - 40 0 - 0 令和3年4月学生募集停止

52 - 104 研究科の専攻の設置(事前伺い)

55 - 110 55 - 110

59 - 118 59 - 118

65 - 130 65 - 130

108 - 216 108 - 216

59 - 118 59 - 118

62 - 124 62 - 124

56 - 168 56 - 168

622 - 1,316 612 - 1,296

　環境システム工学系専攻（Ｍ） 　環境システム工学系専攻（Ｍ）

　理工学専攻（Ｄ） 　理工学専攻（Ｄ）

計 計

　化学系専攻（Ｍ） 　化学系専攻（Ｍ）

　数理電子情報系専攻（Ｍ） 　数理電子情報系専攻（Ｍ）

　機械科学系専攻（Ｍ） 　機械科学系専攻（Ｍ）

　理工学研究科 　理工学研究科

　生命科学系専攻（Ｍ） 　生命科学系専攻（Ｍ）

　物理機能系専攻（Ｍ） 　物理機能系専攻（Ｍ）

　教科教育専攻（Ｍ）

　教職実践専攻（Ｐ）

　教職実践専攻（Ｐ）

　経済経営専攻（Ｄ） 　経済経営専攻（Ｄ）

　教育学研究科 　教育学研究科

　学校教育専攻（Ｍ）

　国際日本アジア専攻（Ｍ） 　国際日本アジア専攻（Ｍ）

　経済経営専攻（Ｍ） 　経済経営専攻（Ｍ）

　日本アジア文化専攻（Ｄ） 　日本アジア文化専攻（Ｄ）

埼玉大学大学院 埼玉大学大学院

　人文社会科学研究科 　人文社会科学研究科

　文化環境専攻（Ｍ） 　文化環境専攻（Ｍ）

　環境社会デザイン学科 　環境社会デザイン学科

計 計

　電気電子物理工学科 　電気電子物理工学科

　情報工学科 　情報工学科

　応用化学科 　応用化学科

　生体制御学科 　生体制御学科

　工学部 　工学部

　機械工学・システムデザイン学科 　機械工学・システムデザイン学科

　物理学科 　物理学科

　基礎化学科 　基礎化学科

　分子生物学科 　分子生物学科

　養護教諭養成課程 　養護教諭養成課程

　理学部 　理学部

　数学科 　数学科

　経済学科（夜間主コース） 　経済学科（夜間主コース）

　教育学部 　教育学部

　学校教育教員養成課程 　学校教育教員養成課程

　教養学科 　教養学科

　経済学部 　経済学部

　経済学科（昼間コース） 　経済学科（昼間コース）

　教養学部 　教養学部

国立大学法人埼玉大学　設置申請に関わる組織の移行表

令和２年度 令和３年度

埼玉大学 埼玉大学
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○国立大学法人埼玉大学大学院学則（案）

平成16年４月１日

規 則 第 ２ 号

改正 平成17. 3.23 16規則218 平成18. 4. 1 18規則13
平成19. 4. 1 19規則14 平成19.10.25 19規則79
平成20. 1.24 19規則88 平成20. 3. 1 19規則95
平成20. 4. 1 20規則11 平成21. 7.23 21規則41
平成23. 4.28 23規則1 平成24.10.25 24規則40
平成26. 4.24 26規則1 平成27. 1.22 26規則24
平成27. 2.19 26規則40 平成27. 7.23 27規則13
平成28. 1.28 27規則44 平成28. 5.26 28規則2
平成29. 3.16 28規則48 令和 . . 規則

目次

第１章 総則

第１節 設置の目的（第１条－第３条の２）

第２節 構成（第４条－第４条の３）

第３節 研究科の目的（第５条－第５条の３）

第４節 研究科長及び研究科教授会等（第６条－第８条）

第２章 大学院通則

第１節 学年及び学期（第９条）

第２節 修業年限及び在学年限（第10条・第11条）

第３節 入学及び進学（第12条－第21条）

第４節 授業科目及び履修方法等（第22条－第29条）

第５節 単位修得及び課程修了の認定（第30条・第31条）

第６節 学位（第32条）

第７節 転入学、再入学、転専攻、留学、退学、転学、除籍及び休学

（第33条－第36条）

第８節 科目等履修生、特別科目等履修学生、研究生、外国人留学生及び特別

研究学生等（第37条－第38条の２）

第９節 授業料等（第39条－第41条）

第１０節 賞罰（第42条）

第１１節 補則（第43条・第44条）

附則

第１章 総則

第１節 設置の目的

（設置の目的）

第１条 国立大学法人埼玉大学大学院（以下「本学大学院」という。）は、学術の

理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与することを

目的とする。

（博士前期課程の目的）
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第２条 博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における

研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うものとす

る。

（博士後期課程の目的）

第３条 博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行

い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びそ

の基礎となる豊かな学識を養うものとする。

（専門職学位課程の目的）

第３条の２ 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い

学識及び卓越した能力を培うものとする。

第２節 構成

（研究科及び課程）

第４条 本学大学院に、次の研究科を置く。

人文社会科学研究科

教育学研究科

理工学研究科

２ 人文社会科学研究科及び理工学研究科の課程は、博士課程とし、前期２年の課

程（以下「博士前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「博士後期課程」

という。）に区分する。この場合において、博士前期課程は、修士課程として取

り扱うものとする。

３ 教育学研究科の課程は、専門職学位課程のうち専門職大学院設置基準（平成15

年文部科学省令第16号）第26条第１項に規定する教職大学院の課程とする。

（教育部及び研究部）

第４条の２ 研究科に、教育部及び研究部を置くことができる。

２ 研究部に、研究部門及び研究領域を置くことができる。

３ 教育部及び研究部に関する事項は、別に定める。

（専攻及び収容定員等）

第４条の３ 研究科に置く専攻及び収容定員等は、別表１のとおりとする。

第３節 研究科の目的

（博士前期課程）

第５条 人文社会科学研究科博士前期課程においては、人文学・社会科学の幅広い

研究を基礎とし、知識基盤社会の知的担い手となる高度専門職業人、修士の学位

を持つ社会人、日本・アジアの視点を軸にグローバルに活躍しうる人材の育成を

教育研究上の目的とする。

２ 理工学研究科博士前期課程においては、学部における専門基礎教育をもとに、
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専門分野のみならず基礎から応用にわたる広い関連知識の修得を目指す高度専門

教育を通して、独創性のある国際的なレベルの研究者へ成長するための基礎を備

えた人材又は国際的な知識基盤社会において指導的役割を果たすことができる高

度専門職業人の育成を教育研究上の目的とする。

（博士後期課程）

第５条の２ 人文社会科学研究科博士後期課程においては、博士前期課程の目的に

加え、問題把握能力に優れ、広い視野と総合的な判断力を備え、新しい知を創造

できる自立した研究者としての能力を有する高度専門職業人の育成を教育研究上

の目的とする。

２ 理工学研究科博士後期課程においては、博士前期課程までに培ってきた基礎か

ら応用にわたる知識・学力をもとに、専門分野への深い洞察力、関連分野への理

解及びそれを活用する能力並びにたゆまず自己研鑚を続ける能力を磨くことを通

して、学問の新しい潮流又は社会及び産業の動向に対応できる知識を備え、学問

の新領域又は新技術・新産業を創出することのできる研究者及び技術者の育成を

教育研究上の目的とする。

（専門職学位課程）

第５条の３ 教育学研究科専門職学位課程においては、高度な知識・技能に基づい

た授業実践力、子ども理解に基づく学級経営力、的確な課題把握に基づく教育経

営・学校運営力及び深い省察に基づく実践研究力を身につけることを目的とす

る。

第４節 研究科長及び研究科教授会等

（研究科長）

第６条 研究科に、研究科長を置く。

２ 研究科長は、研究科に関する事項を掌理する。

３ 人文社会科学研究科長及び理工学研究科長は、別に定めるところにより選考す

る。

４ 教育学研究科長は、教育学部長をもって充てる。

（副研究科長）

第６条の２ 人文社会科学研究科及び理工学研究科に、副研究科長を置くことがで

きる。

（教育部長）

第６条の３ 教育部に、教育部長を置くことができる。

（副教育部長）

第６条の４ 教育部に、副教育部長を置くことができる。

（研究部長）
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第６条の５ 研究部に、研究部長を置くことができる。

（副研究部長）

第６条の６ 研究部に、副研究部長を置くことができる。

（研究部門長）

第６条の７ 研究部門に、研究部門長を置くことができる。

（研究領域長）

第６条の８ 研究領域に、研究領域長を置くことができる。

（博士後期課程専攻長）

第６条の９ 人文社会科学研究科博士後期課程及び理工学研究科博士後期課程の専

攻に、専攻長を置くことができる。

（博士後期課程コース長）

第６条の１０ 理工学研究科博士後期課程の専攻の各コースに、コース長を置くこ

とができる。

（博士前期課程専攻長）

第６条の１１ 人文社会科学研究科博士前期課程及び理工学研究科博士前期課程の

各専攻に、専攻長を置くことができる。

（博士前期課程コース長）

第６条の１２ 理工学研究科博士前期課程の各専攻の各コースに、コース長を置く

ことができる。

（研究科教授会）

第７条 人文社会科学研究科及び理工学研究科に、研究科の教育研究に関する事項

を審議するため、研究科教授会を置く。

２ 研究科教授会に関する事項は、別に定める。

（研究科委員会）

第７条の２ 教育学研究科に、研究科の教育研究に関する事項を審議するため、研

究科委員会を置く。

２ 研究科委員会に関する事項は、別に定める。

（東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科における教育研究の実施）

第８条 東京学芸大学大学院に設置される連合学校教育学研究科の教育研究の実施

に当たっては、埼玉大学は千葉大学、横浜国立大学及び東京学芸大学とともに協

力するものとする。

２ 前項の連合学校教育学研究科に置かれる連合講座は、千葉大学、横浜国立大学

及び東京学芸大学の教員とともに、埼玉大学教育学部の教員が担当するものとす

る。

第２章 大学院通則
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第１節 学年及び学期

（学年、学期、年間の授業期間及び休業日）

第９条 学年、学期、年間の授業期間及び休業日については、国立大学法人埼玉大

学学則（以下「大学学則」という。）の規定を準用する。

第２節 修業年限及び在学年限

（修業年限）

第１０条 博士課程の標準修業年限は、５年とする。

２ 博士前期課程の標準修業年限は２年とし、博士後期課程の標準修業年限は３年

とする。

３ 専門職学位課程の標準修業年限は、２年とする。

４ 前３項の規定にかかわらず、教育研究上の必要があると認められる場合には、

研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じて、標準修業年限を変更することが

できる。

５ 前項の規定に基づき、専門職学位課程においては、主として実務の経験を有す

る者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時

間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合

は、標準修業年限を１年とすることができる。

６ 前項により標準修業年限を１年とすることが認められた者に関する事項は、別

に定める。

（在学年限）

第１１条 博士前期課程、博士後期課程及び専門職学位課程の学生は、標準修業年

限の２倍を超えて在学することができない。

第３節 入学及び進学

（入学の時期）

第１２条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、学年の途中においても、学

期の区分に従い、学生を入学させることができる。

（博士前期課程及び専門職学位課程への入学資格）

第１３条 博士前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各

号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第83条第１項に定める大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修すること

により当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育にお

- 5 -



ける16年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外

国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が

別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況につい

て、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又

はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）におい

て、修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通

信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了

すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ

て前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学

士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣

が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文

部科学大臣が定める日以後に修了した者

(8) 文部科学大臣の指定した者

(9) 大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修

了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認め

た者

(10) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等

以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者

（博士後期課程への入学資格）

第１４条 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士

の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教

育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定す

るものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与

された者

(5) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学

位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者
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（入学出願手続）

第１５条 入学を志願する者は、所定の出願書類に検定料を添えて、指定の期日ま

でに提出しなければならない。ただし、風水害等特別の事情により、検定料の納

付が困難な者に対しては、検定料を免除することがある。検定料の免除について

は、別に定める。

２ 既納の検定料は、還付しない。ただし、風水害等特別の事情により、検定料を

還付することがある。検定料の還付については別に定める。

（入学志願者の選考）

第１６条 入学志願者については、選考の上、研究科教授会（教育学研究科にあっ

ては、研究科委員会をいう。以下同じ。）の議を経て、学長が合格者を決定する。

（入学の手続）

第１７条 合格者は、所定の書類に入学料を添えて、指定の期日までに提出しなけ

ればならない。ただし、入学料の免除又は徴収猶予を願い出ようとする者は、国

立大学法人埼玉大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規則により、所

定の書類を提出しなければならない。

２ 既納の入学料は、いかなる事情があっても還付しない。

（入学の許可）

第１８条 学長は、前条第１項に規定する入学手続を完了した者に入学を許可する。

（博士後期課程への進学資格）

第１９条 博士後期課程に進学することのできる者は、本学大学院の博士前期課程

又は専門職学位課程を修了した者とする。

（進学出願手続）

第２０条 進学を志願する者は、所定の出願書類を指定の期日までに提出しなけれ

ばならない。

（進学志願者の選考及び進学の許可）

第２１条 進学志願者については、選考の上、研究科教授会の議を経て、学長が進

学を許可する。

第４節 授業科目及び履修方法等

（授業科目及び単位）

第２２条 研究科は、教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設す

るものとする。

２ 研究科における専攻ごとの授業科目及び単位数は、各研究科規程の定めるとこ

ろによる。

３ 単位の算定については、国立大学法人埼玉大学単位修得に関する規則の規定を

準用する。
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（授業の方法等）

第２３条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこ

れらの併用により行うものとする。

２ 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外

の場所で履修させることができる。

３ 前項により修得する単位数は、各研究科規程の定めるところによる。

（履修方法）

第２４条 博士前期課程の学生は、別に定める履修方法により30単位以上修得しな

ければならない。

２ 博士後期課程の学生は、別に定める履修方法により12単位以上修得しなければ

ならない。

３ 専門職学位課程の学生は、別に定める履修方法により46単位以上修得しなけれ

ばならない。

４ 前項の修了要件として定める単位のうち、教育上有益と認めるときは、当該課

程に入学する前の小学校等（専門職大学院設置基準第26条第１項に規定する小学

校等をいう。）の教員としての実務の経験を有する者について、６単位を超えな

い範囲で実習により修得する単位を免除することができる。

５ 研究科において教育上有益と認めるときは、本学大学院の他の研究科との協議

に基づき、学生に当該研究科の授業科目を履修させることができる。ただし、博

士後期課程については、この限りでない。

６ 前各項の履修方法は、各研究科規程の定めるところによる。

（他大学の大学院における授業科目の履修）

第２５条 研究科において教育上有益と認めるときは、他大学の大学院との協議に

基づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。

２ 前項により履修した授業科目について修得した単位については、博士前期課程

及び専門職学位課程にあっては10単位を、博士後期課程にあっては６単位を超え

ない範囲で研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことがで

きる。

３ 第１項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

（他大学の大学院等における研究指導）

第２６条 研究科において教育上有益と認めるときは、他大学の大学院若しくは研

究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等との協議に基づき、学生に当該

他大学院又は当該他研究所等において必要な研究指導を受けさせることができ

る。ただし、博士前期課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受け

る期間は、１年を超えないものとする。
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２ 前項の規定により受けた研究指導は、修了の要件となる研究指導として認める

ことができる。

３ 前２項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

（入学前の既修得単位の認定）

第２７条 教育上有益と認めるときは、学生が本学入学前に大学院（外国の大学院

を含む。）において履修した授業科目について修得した単位（大学院設置基準（昭

和49年文部省令第28号）第15条の規定に基づき準用する科目等履修生として修得

した単位を含む。）を入学した後に修得したものとみなし、単位を認定すること

ができる。

２ 前項により修得したものとみなし、認定することのできる単位数は、博士前期

課程にあっては10単位を、博士後期課程にあっては６単位を、専門職学位課程に

あっては12単位を超えないものとする。

（他大学の大学院等における修得単位の取扱い）

第２８条 第24条第５項、第25条第１項及び第２項、前条並びに第35条の規定によ

り履修した授業科目の単位については、博士前期課程にあっては合わせて20単位

を、博士後期課程にあっては合わせて12単位を、専門職学位課程にあっては合わ

せて22単位を限度として修了の要件となる単位として認めることができる。

（長期にわたる教育課程の履修）

第２８条の２ 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて

一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨

を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

２ 前項により計画的な履修を認められた者（以下「長期履修学生」という。）に

係る修業年限は、第11条に定める在学年限を超えることはできない。

３ その他長期履修学生に関する事項は、別に定める。

（教員免許状授与の所要資格の取得）

第２９条 教員の免許状の授与を受ける所要資格を取得しようとする者は、教育職

員免許法（昭和24年法律第147号）及び教育職員免許法施行規則（昭和29年文部

省令第26号）に定める所要の単位を修得しなければならない。

２ 研究科において取得できる教員の免許状の種類及び教科は、各研究科の定める

ところによる。

第５節 単位修得及び課程修了の認定

（単位修得の認定）

第３０条 単位修得の認定は、試験又は研究報告書による。

２ 試験又は研究報告書の成績により合格と認定された者には、所定の単位を与え

る。
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３ 前項の成績の評価については、各研究科規程の定めるところによる。

（課程修了の要件及び認定）

第３１条 博士前期課程を修了するためには、第10条第２項に規定する標準修業年

限以上在学し、専攻ごとの授業科目について所定の単位を修得し、かつ、必要な

研究指導を受けた上、当該課程の目的に応じ、学位論文又は特定の課題について

の研究の成果の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間

に関しては、優れた業績を上げたと認められる者については、当該課程に１年以

上在学すれば足りるものとする。

２ 博士後期課程を修了するためには、第10条第２項に規定する標準修業年限以上

在学し、専攻ごとの授業科目について所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指

導を受けた上、学位論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。

３ 前項の規定にかかわらず、優れた研究業績を上げたと認められる者の在学期間

に関しては、当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。ただし、第１項

ただし書の規定に該当する者の在学期間に関しては、当該課程に２年以上在学し

なければならない。

４ 専門職学位課程を修了するためには、第10条第３項又は第５項に規定する標準

修業年限以上在学し、所定の単位を修得しなければならない。

５ 博士前期課程、博士後期課程及び専門職学位課程修了の認定は、研究科教授会

の議を経て学長が行う。

６ 学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験について

は、国立大学法人埼玉大学学位規則（以下「学位規則」という。）の定めるとこ

ろによる。

第６節 学位

（学位の授与）

第３２条 博士前期課程を修了した者には、修士の学位を授与する。

２ 博士後期課程を修了した者及び本学大学院の行う博士論文の審査に合格し、か

つ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有すると確認された者に

は、博士の学位を授与する。

３ 専門職学位課程を修了した者には、教職修士（専門職）の学位を授与する。

４ その他学位に関する事項は、学位規則の定めるところによる。

第７節 転入学、再入学、転専攻、留学、退学、転学、除籍及び休学

（転入学及び再入学）

第３３条 学長は、次の各号の一に該当する者があるときは、研究科教授会の議

を経て、転入学及び再入学を許可することができる。

(1) 他大学の大学院から転入学を志願する者
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(2) 本学大学院を退学した者で、再入学を志願する者

２ 前項の規定により転入学及び再入学を許可した者の履修単位及び在学期間の通

算については、研究科教授会の議を経て研究科長の定めるところによる。

（転専攻）

第３４条 研究科内において転専攻を志願する者については、当該研究科の定める

ところにより許可することができる。

（留学）

第３５条 外国の大学の大学院に留学を志願する者は、別に定めるところにより、

あらかじめ学長の許可を受けて留学することができる。

２ 留学した期間は、在学年数に通算する。

３ 第25条及び第26条の規定は、留学の場合について準用する。

（退学、転学、除籍及び休学）

第３６条 退学、転学、除籍及び休学については、大学学則の規定を準用する。

第８節 科目等履修生、特別科目等履修学生、研究生、外国人留学

生及び特別研究学生等

（科目等履修生、特別科目等履修学生、研究生及び外国人留学生）

第３７条 科目等履修生、特別科目等履修学生、研究生及び外国人留学生について

は、別に定める。

（特別研究学生）

第３８条 他大学又は外国の大学の大学院の学生で、研究科において研究指導を受

けることを志願する者があるときは、当該大学院との協議に基づき、特別研究学

生として入学を許可することができる。

２ 前項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

（ノンディグリープログラム）

第３８条の２ 本学は、社会に対し開かれた大学として、社会人の学び直し及び生

涯学習に対する社会的要請に応えるためにノンディグリープログラムを開設す

る。

２ ノンディグリープログラムに関する事項は、別に定める。

第９節 授業料等

（授業料の納付）

第３９条 授業料の納付方法については、大学学則の規定を準用する。

（授業料等の額）

第４０条 検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。

（免除及び徴収猶予）

第４１条 経済的理由によって入学料若しくは授業料の納付が困難であり、かつ、
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学業優秀と認められる者又は風水害等特別の事情により、入学料若しくは授業料

の納付が困難な者に対しては、入学料にあっては入学時に、授業料にあっては各

期ごとに全額若しくは半額を免除し、又は徴収を猶予することがある。

２ 前項に定めるもののほか、学業及び人物ともに特に優秀と認められる者に対し

て、授業料を免除することがある。

３ 入学料及び授業料の免除並びに徴収猶予に関する事項は、別に定める。

第１０節 賞罰

（表彰及び懲戒）

第４２条 表彰及び懲戒については、大学学則の規定を準用する。

第１１節 補則

（準用規定）

第４３条 大学院学生については、第２章の規定を除くほか、大学学則第２章の規

定を準用する。

（読替）

第４４条 大学学則をこの学則に準用する場合は、「大学」を「大学院」に、「学

部」を「研究科」に、「学部長」を「研究科長」に、「教授会」を「研究科教授

会（教育学研究科にあっては研究科委員会）」にそれぞれ読み替えるものとする。

附 則

１ この学則は、平成16年４月１日から施行する。

２ 第５条の別表に定める収容定員は、文化科学研究科にあっては、平成16年度は

次表のとおりとする。

修士課程・ 博 士 後 期研 究 科 専 攻 博 士 前 期 合 計課 程課 程
文 化 構 造 研 究 専 攻 26人 人 人

日 本 ・ ア ジ ア 研 究 専 攻 20

文化科学 文 化 環 境 研 究 専 攻 18

研 究 科 計 64 64

日本・アジア文化研究専攻 8

計 8 8

合 計 750 167 917

附 則（平成17.3.23 16規則218）

１ この学則は、平成17年４月１日から施行する。

２ 第５条の別表１に定める収容定員は、経済科学研究科経済科学専攻にあっては、

平成17年度及び平成18年度は次表のとおりとする。
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収 容 定 員
専 攻 課 程 平 成 1 7 年 度 平 成 1 8 年 度

人 人

経 済 科 学 専 攻 博 士 後 期 課 程 21 2 4

（ 博 士 後 期 課 程 小 計 ） 174 177

合 計 924 927

附 則（平成18.４.１ 18規則13）

１ この学則は、平成18年４月１日から施行する。

２ 理工学研究科博士前期課程数学専攻、物理学専攻、基礎化学専攻、分子生物学

専攻、生体制御学専攻、機械工学専攻、電気電子システム工学専攻、情報システ

ム工学専攻、応用化学専攻、機能材料工学専攻、建設工学専攻及び環境制御工学

専攻並びに博士後期課程物質科学専攻、生産科学専攻、生物環境科学専攻及び情

報数理科学専攻は、改正後の第５条の規定にかかわらず、平成18年３月31日に当

該専攻に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

３ 第５条の別表１に定める収容定員は、理工学研究科博士前期課程及び博士後期

課程にあっては、平成18年度及び平成19年度は、次表のとおりとする。

収 容 定 員
修士課程・

研 究 科 専 攻 博士前期課 博士後期課程
程

平成18年度 平成18年度 平成19年度

数 学 専 攻 14人 人 人

物 理 学 専 攻 14

基 礎 化 学 専 攻 16

分 子 生 物 学 専 攻 12

生 体 制 御 学 専 攻 12

機 械 工 学 専 攻 40

電気電子システム工学専攻 24

情報システム工学専攻 28

応 用 化 学 専 攻 21
理 工 学

機 能 材 料 工 学 専 攻 15
研 究 科

建 設 工 学 専 攻 31

環 境 制 御 工 学 専 攻 26

生 命 科 学 系 専 攻 30

物 理 機 能 系 専 攻 35

化 学 系 専 攻 42

数 理 電 子 情 報 系 専 攻 71

機 械 科 学 系 専 攻 46

環境システム工学系専攻 57

計 534

物 質 科 学 専 攻 18 9

生 産 科 学 専 攻 18 9

生 物 環 境 科 学 専 攻 20 10

情 報 数 理 科 学 専 攻 16 8

環 境 制 御 工 学 専 攻 22 11

理 工 学 専 攻 56 112

計 150 159

合 計 778 186 198
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附 則（平成19.４.１ 19規則14）

１ この学則は、平成19年４月１日から施行する。

２ 第５条の別表１に定める収容定員は、教育学研究科にあっては、平成19年度は

次表のとおりとする。

修 士 課 程 ・
研 究 科 専 攻 合 計

博士前期課程

学 校 教 育 専 攻 34

教 育 学 障 害 児 教 育 専 攻 3

研 究 科 特 別 支 援 教 育 専 攻 5

教 科 教 育 専 攻 80

計 122 122

合 計 808 1,006

附 則（平成19.10.25 19規則79）

この学則は、平成19年11月１日から施行する。

附 則（平成20. 1.24 19規則88）

この学則は、平成20年 １月24日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

附 則（平成20. 3. 1 19規則95）

この学則は、平成20年３月１日から施行する。

附 則（平成20. 4. 1 20規則11）

この学則は、平成20年４月１日から施行する。

附 則（平成21. 7.23 21規則41）

この学則は、平成21年７月23日から施行する。

附 則（平成23. 4.28 23規則1）

１ この学則は、平成23年４月28日から施行し、平成23年４月１日から適用する。

２ 第４条の２の別表１に定める収容定員は、理工学研究科博士前期課程にあって

は、平成23年度は次のとおりとする。

研 究 科 専 攻 修士課程・ 収容定員

博士前期課程 合 計

生 命 科 学 系 専 攻 65

分 子 生 物 学 コ ー ス

生 体 制 御 学 コ ー ス

物 理 機 能 系 専 攻 74

物 理 学 コ ー ス

機能材料工学コース

化 学 系 専 攻 92

基 礎 化 学 コ ー ス

理 工 学 応 用 化 学 コ ー ス
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研 究 科 数 理 電 子 情 報 系 専 攻 154

数 学 コ ー ス

電気電子システム工学コース

情報システム工学コース

機 械 科 学 系 専 攻 90

機 械 工 学 コ ー ス

メカノロボット工学コース

環境システム工学系専攻 114

環境社会基盤国際コース

環境制御システムコース

計 589 589

合 計 837 1,044

附 則（平成24.10.25 24規則40）

この学則は、平成24年10月25日から施行する。

附 則（平成26. 4.24 26規則1）

１ この学則は、平成26年４月24日から施行し、平成26年４月１日から適用する。

２ 第４条の２の別表１に定める収容定員は、理工学研究科博士前期課程にあって

は、平成26年度は次のとおりとする。

研 究 科 専 攻 修士課程・ 収容定員

博士前期課程 合 計

生 命 科 学 系 専 攻 80

分 子 生 物 学 コ ー ス

生 体 制 御 学 コ ー ス

物 理 機 能 系 専 攻 88

物 理 学 コ ー ス

機能材料工学コース

化 学 系 専 攻 105

基 礎 化 学 コ ー ス

理 工 学 応 用 化 学 コ ー ス

研 究 科 数 理 電 子 情 報 系 専 攻 176

数 学 コ ー ス

電気電子システム工学コース

情報システム工学コース

機 械 科 学 系 専 攻 93

機 械 工 学 コ ー ス

メカノロボット工学コース

環境システム工学系専攻 124

環境社会基盤国際コース

環境制御システムコース

計 666 666

合 計 914 1,121
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附 則（平成27. 1.22 26規則24）

１ この学則は、平成27年４月１日から施行する。

２ 文化科学研究科修士課程文化構造研究専攻、日本・アジア研究専攻及び文化環

境研究専攻並びに博士後期課程日本・アジア文化研究専攻並びに経済科学研究科

博士前期課程経済科学専攻並びに博士後期課程経済科学専攻は、改正後の第４条

の２の規定にかかわらず、平成27年３月31日に当該専攻に在学する者が在学しな

くなる日までの間、存続するものとする。

３ 第４条の２の別表１に定める収容定員は、人文社会科学研究科博士前期課程及

び博士後期課程並びに文化科学研究科修士課程及び博士後期課程並びに経済科学

研究科博士前期課程及び博士後期課程にあっては、平成27年度及び平成28年度は、

次表のとおりとする。

収 容 定 員

修 士 課 程 ・
研 究 科 専 攻 博士後期課程

博士前期課程

平成27年度 平成27年度 平成28年度

文 化 環 境 専 攻 20

人文社会 国 際 日 本 ア ジ ア 専 攻 38

科 学 経 済 経 営 専 攻 22

研 究 科 計 80

日 本 ア ジ ア 文 化 専 攻 4 8

経 済 経 営 専 攻 12 24

計 16 32

文 化 構 造 研 究 専 攻 13

文化科学 日本・ アジア研究専攻 10

研 究 科 文 化 環 境 研 究 専 攻 9

計 32

日本・アジア文化研究専攻 8 4

計 8 4

経 済 科 学 専 攻 30

経済科学 計 30

研 究 科 経 済 科 学 専 攻 18 9

計 18 9

合 計 982 210 213

附 則（平成27. 2.19 26規則40）

この学則は、平成27年４月１日から施行する。

附 則（平成27. 7.23 27規則13）

この学則は、平成27年７月23日から施行する。

附 則（平成28. 1.28 27規則44）
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１ この学則は、平成28年４月１日から施行する。

２ 教育学研究科特別支援教育専攻は、改正後の第４条の２の規定にかかわらず、

平成28年３月31日に当該専攻に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続す

るものとする。

３ 第４条の２の別表１に定める収容定員は、教育学研究科修士課程及び専門職学

位課程並びに理工学研究科博士前期課程にあっては、平成28年度は次表のとおり

とする。

修 士 課 程 ・研究科 専 攻 専門職学位課程
博士前期課程

学 校 教 育 専 攻 32

教育学 特 別 支 援 教 育 専 攻 5

研究科 教 科 教 育 専 攻 67

計 104

教 職 実 践 専 攻 20

計 20

生 命 科 学 系 専 攻 100

理工学 物 理 機 能 系 専 攻 108

研究科 化 学 系 専 攻 120

数 理 電 子 情 報 系 専 攻 201

機 械 科 学 系 専 攻 108

環境システム工学系専攻 129

計 766

合 計 1,030 20

附 則（平成28. 5.26 28規則2）

この学則は、平成28年５月26日から施行する。

附 則（平成29. 3.16 28規則48）

この学則は、平成29年４月１日から施行し、平成18年４月１日から適用する。

附 則（令和 . . 規則 ）

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。

２ この学則施行の際、前日から引き続き在学する者については、なお従前の例に

よる。

３ 教育学研究科修士課程学校教育専攻及び教科教育専攻並びに専門職学位課程教

職実践専攻は、改正後の第４条の３の規定にかかわらず、令和３年３月31日に当

該専攻に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

４ 第４条の３の別表１に定める収容定員は、教育学研究科修士課程及び専門職学

位課程にあっては、令和３年度は次表のとおりとする。

修 士 課 程 ・研究科 専 攻 専門職学位課程
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博士前期課程

学 校 教 育 専 攻 15

教育学 教 科 教 育 専 攻 27

研究科 計 42

教 職 実 践 専 攻 20

教 職 実 践 専 攻 52

計 72

合 計 1,018 72
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別表１

博士前期課程 博士後期課程 専門職学位課程
収 容

研 究 科 専 攻 定 員
入学 収容 入学 収容 入学 収容

合 計
定員 定員 定員 定員 定員 定員
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)

文 化 環 境 専 攻 20 40

人 文 社 国 際 日 本 ア ジ ア 専 攻 38 76

会 科 学 経 済 経 営 専 攻 22 44

研 究 科 計 80 160 160

日 本 ア ジ ア 文 化 専 攻 4 12

経 済 経 営 専 攻 12 36

計 16 48 48

教 育 学 教 職 実 践 専 攻 52 104

研 究 科 計 52 104 104

生 命 科 学 系 専 攻 55 110

分 子 生 物 学 コ ー ス

生 体 制 御 学 コ ー ス

物 理 機 能 系 専 攻 59 118

物 理 学 コ ー ス

機能材料工学コース

化 学 系 専 攻 65 130

理 工 学 基 礎 化 学 コ ー ス

研 究 科 応 用 化 学 コ ー ス

数 理 電 子 情 報 系 専 攻 108 216

数 学 コ ー ス

電気電子システム工学コース

情報システム工学コース

機 械 科 学 系 専 攻 59 118

機 械 工 学 コ ー ス

メカノロボット工学コース

環境システム工学系専攻 62 124

環境社会基盤国際コース

環境制御システムコース

計 408 816 816

理 工 学 専 攻 56 168

生 命 科 学 コ ー ス

物 質 科 学 コ ー ス

数理電子情報コース

人間支援・生産科学コース

環境科学・社会基盤コース
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連携先端研究コース

計 56 168 168

合 計 488 976 72 216 52 104 1,296

- 20 -



○国立大学法人埼玉大学大学院教育学研究科委員会規程（案）

平成16年４月１日
規 則 第 ９ 号

改正 平成18. 4. 1 18規則18 平成19. 4. 1 19規則32
平成27. 2.19 26規則45 平成28. 2. 5 27規則48
令和 . . 2規則

（趣旨）

第１条 国立大学法人埼玉大学大学院学則第７条の２第２項の規定に基づく教育学

研究科委員会（以下「委員会」という。）に関する事項は、この規程の定めると

ころによる。

（構成）

第２条 委員会は、次に掲げる教員をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 教育学部の専任教員のうち、大学院教育学研究科教育を担当する専任の教授、

准教授、講師及び助教

２ 前項の規定にかかわらず、委員会は、教育学部以外の本学専任の教員のうち、

教授、准教授、講師及び助教を加えて組織することができる。この場合、その都

度、理由を付して教育研究評議会に報告するものとする。

３ 委員会は、その定めるところにより、委員会構成員のうち一部の者をもって構

成される代議員会を置くことができる。

４ 委員会は、その定めるところにより、委員会構成員のうち一部の者をもって構

成される分科会を置くことができる。

５ 前２項に定める代議員会及び分科会については、委員会の定めるところにより、

その議決をもって、委員会の議決とすることができる。ただし、委員会が定める

代議員会及び分科会の審議事項については、教育研究評議会に報告し、学長の了

承を得るものとする。

（審議事項等）

第３条 委員会は、学長が次に掲げる教育研究に関する重要な事項について決定を

行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 大学院学生の入学及び課程の修了に関する事項

(2) 学位の授与に関する事項

(3) 前２号に掲げるもののほか、学長が定める教育研究に関する重要な事項

２ 委員会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下この項におい

て「学長等」という。）がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及

び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

（会議）
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第４条 委員会に議長を置き、研究科長をもって充てる。ただし、研究科長に事故

あるときは、研究科長があらかじめ指名した委員がこれに代わる。

２ 議長は、委員会を主宰する。

３ 議長が必要と認めたとき、又は委員会構成員の３分の１以上の請求があったと

きは、議長は臨時に委員会を招集する。

４ 委員会は、委員会構成員の３分の２以上の出席がなければ、会議を開き議決す

ることができない。ただし、外国出張、研修旅行、長期療養等により出席できな

い旨をあらかじめ研究科長に届け出た者は、委員会の議を経て、委員会構成員の

数に算入しないものとする。

５ 議事は、出席した委員会構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。

６ 委員会は、委員会構成員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことが

できる。

（事務）

第５条 委員会の事務は、学務部教育学部支援室において処理する。

附 則

１ この規程は、平成16年４月１日から施行する。

２ この規程の適用日前に、埼玉大学大学院研究科委員会規程による研究科委員会

の議決事項は、この規程中の相当する規定により研究科委員会が行った議決事項

とみなす。

附 則（平成18. 4. 1 18規則18）

この規則は、平成18年４月１日から施行する。

附 則（平成19. 4. 1 19規則32）

この規則は、平成19年４月１日から施行する。

附 則（平成27. 2.19 26規則45）

この規程は、平成27年４月１日から施行する。

附 則（平成28. 2. 5 27規則48）

この規程は、平成28年４月１日から施行する。

附 則（令和 . . ２規則 ）

この規程は、令和３年４月１日から施行する。
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【１】設置の趣旨及び必要性 

１．改組の背景 

本学では、平成 28 年度の教職大学院設置時より、専任教員 15 名のうち４名は教科教育

領域の研究者教員が修士課程とのダブルカウントで２年間担当した後、専任を外れても引

き続き本専攻の授業や運営を担当した。また、この他 79 名の修士課程を担当する研究者教

員も、兼担として本専攻の授業担当や院生の指導教員を担当してきた。本学では、教職大

学院設置時から、院生の教科指導の専門的向上を重視し、今回の教職大学院の拡充を見据

えて備えてきた側面がある。また、たとえば他校種連携に関心をもつ院生の指導に当たっ

て、専任でない幼児教育を専門とする研究者教員が本専攻の授業を設定し指導教員も担当

するなど、院生の専門性向上に必要な教育環境の提供を適宜積み重ねてきている。 
平成 29 年８月に出された「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する

有識者会議報告書（以下「有識者会議報告書」という。）」には、教員養成機能の修士課

程からの移行を進めるとともに、学校現場の実情に即した実践的な教科領域の教育の導入、

学部と教職大学院との一体化、学校外の資源や「理論と実践の往還」の手法等を活用した

最新の教育課題への対応に努めることが明示された。併せて教員養成に加えて、現職教員

の教育・研修機能の強化の必要性も指摘している。さらに本学では、第３期中期計画にお

いて、「平成 28 年度の専門職学位課程の設置に伴い、既存の修士課程を段階的に縮小す

る。」としており、修士課程での教育分野の教職大学院への移行を定めていた。 
このような提言を受け中期計画に対応して、本学教職大学院が備えていた機能について

さらに強化を図ることにしたのが、この度の改組の理由である。強化する点と考えるとこ

ろは、以下のとおりである。 
第一に、複雑化し多様化する学校現場の問題解決のために発揮されるべき共同探究力の

育成の強化である。個々の院生の資質・能力については、学部教員養成段階から一貫して

大学院段階でも引き続きその育成を目指すところである。一方で、平成 27 年 12 月の中央

教育審議会による「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」に

おいても示されているように、学校の教育活動のさらなる充実のためには、組織として教

育活動に取り組む体制づくりに積極的に参画し、自らの専門性を発揮しながら協働して問

題解決を図る資質・能力の育成が求められる。学校内外の他職種との協働（養護教諭、ス

クール・カウンセラーなどの心理領域の職種、スクール・ソーシャルワーカーなどの福祉

領域の職種）、幼児教育と小学校教育の連携など他校種連携、学校外の関連専門機関や、

地域の専門職・専門的人材との連携が求められる中、それぞれとつながりながら問題を解

決するために必要な共同探究力のさらなる向上を図り、チーム学校の体制づくりの中核を

担う教員の育成機能を強化する。 
第二に、教科指導力の育成の強化である。従来の教職大学院では、既に述べたように、

教科教育及び教科専門の大学教員が授業や指導教員を担当することはあったが、その科目

領域が限定的であったことは否めない。現在、学校で実施されているすべての教科領域に

対応する必要があり、既存の修士課程で実施していた教育内容を生かし、教職大学院の科

目として再編することで教科指導力の高度化を進めることにした。これにより、院生が高

水準の教科特有の知識・技能の習得や探究を基盤としながら、自分の授業実践の向上を可

能にする教材研究・授業研究の力量を発揮できるよう本学教職大学院の教育研究組織の機

能強化を図る。さらに、平成 29 年以降に出された学習指導要領等に示された学校改革の理

念を実現するために必要な方策として、「主体的・対話的で深い学び」を実現させるため

の授業改善を促進するのと同時に、これからの時代の変化に対応した教育内容を含む「社

会に開かれた教育課程」、学力向上に効果的な「カリキュラム・マネジメント」を推進さ
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せるための学校組織運営の改善などが求められているところである。校内で、教科の専門

性を発揮しながら、これらの授業改善や新しい教科領域にまたがる教育内容の開発、カリ

キュラム・マネジメントを推進する協働的な教員集団の中核としてその力量を発揮できる

教員の力量形成を強化する。 
第三に、教員の実践的力量の向上に欠かせない実践的な省察の充実の強化を図ることで

ある。学校現場が抱える課題は複雑化し多様化しており、教員自身の多忙化が進む中でこ

の閉塞状況を打破するためには、問題が生じている固有の子どもや教室の中で特定の文脈

や状況を適切に読み解く振り返りや省察の在り方が問題解決の成否を握っている。「理論

と実践の往還」の中でそれぞれをつなぐ思考の一つである省察の重視は、本学においては、

これまでの教職大学院はもとより、学部の教員養成段階より重視してきたところである。

複雑な要素が絡む学校現場の問題状況に対し、学校教育の当事者の中核として問題解決を

図ることのできる力量形成の強化の一環として、この要素を強化していく。なお、平成 26
年の日本教職大学院協会授業改善・FD 委員会による「教科領域を取り込んだモデルカリキ

ュラム」においてこれからのカリキュラム改革の中核として提案されているものとして、

学校の参観や実習と大学の講義や演習の「架橋科目」があるが、本学ではこれに対応する

ものとして、省察をより充実させる科目やカリキュラムの改編を行う必要があると考えた。 
上記の三点の機能強化を検討する社会的背景として踏まえる必要があるのは例えば次の

ような点である。平成 30 年に文部科学省により「Society 5.0」における人材像、学校や学

びの在り方、今後の教育政策の方向性等がまとめられ提言された（「Society 5.0 に向けた

人材育成 ～ 社会が変わる、学びが変わる ～」Society5.0 に向けた人材育成に係る大臣懇

談会 平成 30 年６月）。このほかにも、IoT が進展し、AI の活用が社会の産業構造を劇的

に変化させることが予想されているような新しい時代・新しい社会像の提示が次々になさ

れていており、それに伴い、それらの理念を落とし込んだ新しい教育計画の策定と実施が

併せて進められてきている。 
埼玉県教育委員会は、平成 31 年度からの５年間に取り組むべき教育施策の体系を明らか

にした「第３期埼玉県教育振興基本計画」を策定し、教育を取り巻く社会の動向、社会状

況の変化等を踏まえて、「１ 社会の激しい変化に対応するための資質・能力の育成、２ 

子供たちの社会的自立、３ 多様なニーズに対応した教育機会の提供、４ 学校・家庭・

地域との連携・協働による教育力の向上、５ 人生 100 年時代を見据えた生涯学習・スポ

ーツの推進」の５項目を取り組むべき課題とした。また、さいたま市が令和元年度より取

り組む「第２期さいたま市教育振興基本計画」では、その基本的方向性として、「１ 12
年間の学びの連続性を生かした「真の学力」の育成、２ グローバル社会で活躍できる豊

かな人間性と健やかな体の育成、３ 人生 100 年時代を輝き続ける力の育成、４ スクー

ル・コミュニティによる連携・協働の充実、５ 「未来を拓くさいたま教育」推進のため

の基盤整備」の５点を提示している。 
これらの提言や計画の内容は、学部段階の教員養成及びこれまでの教職大学院の教育理

念や教育内容に反映されていた部分もあるが、今回の教職大学院の拡充による上記３点の

機能強化によってさらに包括的一体的に対応していくことが可能になる。 
埼玉県の計画の「１ 社会の激しい変化に対応するための資質・能力の育成」及びさい

たま市の計画の「１ 12 年間の学びの連続性を生かした『真の学力』の育成」を進める教

員を育成するために、「教科指導力」の育成と「実践的省察」の充実を目指すこととする。

埼玉県の計画の「２ 子供たちの社会的自立、３ 多様なニーズに対応した教育機会の提

供、４ 学校・家庭・地域との連携・協働による教育力の向上、５ 人生 100 年時代を見

据えた生涯学習・スポーツの推進」及びさいたま市の計画の「２ グローバル社会で活躍

できる豊かな人間性と健やかな体の育成、３ 人生 100 年時代を輝き続ける力の育成、４ 
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スクール・コミュニティによる連携・協働の充実、５ 『未来を拓くさいたま教育』推進

のための基盤整備」については、チーム学校体制を支える中核教員として、学校内外の他

職種や関連機関との連携の中で「共同探究力」を発揮し、その「実践的省察」を充実させ

ることで問題解決を図ることができる教員を育成することとする。 
これらの国による提言や地域の教育計画を実現する教員の育成を推進するためにも、上

記の本学教職大学院の機能強化は必要であると考えられる。社会の急激な変化に対応する

資質能力とリテラシーを子どもたちに育成するための新しい学びの在り方を、本学教職大

学院の教育研究においても追求する必要がある。 
以上のように、本学教職大学院では、教員としての高度な資質能力を育成するために、

これまでも「理論と実践の融合・往還」をキーワードに教職大学院での学びを構成し展開

してきたところである。つまり、我々の教員養成・教師教育の「理論と実践の往還」の中

で、現行の教職大学院教育を発展させていくことに加え、この間の社会的変化への対応、

有識者会議報告書や新学習指導要領の理念の実現、日本教職大学院協会が提案するところ

などを背景として踏まえつつ、設定したものである。今後も教職大学院での高度な知識・

技能の習得及び学校現場の事実の省察・考察を深める学び合いの中で、個々の院生の実践

の高度化につながる力量形成に努める。これに加えて、今後は、専門性の垣根を越えて、

個々の専門性を発揮しながら協働して問題解決をしていく上で必要な共同探究力の形成を

強化することにする。 
 

２．改組の必要性と方向性 

現行の教職大学院では、現職教員の再教育及び学部卒業生の実践力を高める場として、

質的・量的充実を図るとともに、現在の学校教育の抱える多様で複雑な教育課題に対応で

きる高度教育実践力を有した教員養成と教員研修の機能を拡充・強化することを目的とし

てきた。 
教育実践力高度化コースでは、教科指導力、組織マネジメント力、地域連携でのリーダ

ーシップの育成を行い、発達臨床支援高度化コースでは、特別支援学校での実践力、通常

学校・学級での特別支援教育や生徒指導・教育相談の専門性の育成を行ってきた。 
一方で、修士課程では、教員として必要とされる高度な研究力・実践力とともに、豊か

な人間性・社会性を持ち、学校や地域の教育単位において指導的役割を担いうる人材を育

成することを目的としていた。学校教育専攻では、主に、教育学、幼児教育、心理・教育

実践学、学校保健を、教科教育専攻では、主に、教科教育に関する教育研究を展開してい

た。 
既述のように、「有識者会議報告書」で示されている教員養成機能の修士課程からの移

行を進め、新しい時代の変化や学校現場の実情に即した実践的な教科領域の教育の導入、

学部と教職大学院との一体化、学校外の資源や「理論と実践の往還」の手法等を活用した

最新の教育課題への対応の強化や地域において認識されている様々な教育課題（確かな学

力の形成、学校現場での多様性への対応、小学校教育と幼児教育の接続等）に対応するた

めには、現職教員と学部卒業生及び多様な専門性を持った院生たちの共同探究の力量形成

を深め、新しい教科領域にも対応できる教科指導力をさらに高め、理論と実践の往還のな

かで展開される実践的な省察をより充実させることによって、さらに高度な教育研究を推

進することが必要である。そこで、学部・大学院が接続した整合性のある教育課程を念頭

に、修士課程での教科教育、教育学、心理・教育実践学、学校保健、幼児教育の移行、教

職大学院の教育課程、授業科目、教育組織、教員組織全体にわたる見直しに着手すること

とした。 
本研究科修了生が学校現場により一層貢献できるようにする為には、本研究科の教育研
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究機能のなかでも、特に①協働して取り組む共同探究力の育成、②新しい時代の変化にも

対応した高度な教材開発力・教科指導力の育成、③実践的な省察の充実の３点を中心にさ

らに強化していく必要がある。そのために、学部での教員養成と一貫した教育も念頭に、

学部と大学院とをつなぎ一体的に発展させることで、一貫した教員養成及び教師教育の高

度化を目指すことにした。 
中核的・指導的役割を担える教員の養成に資するために、新たに 10 の教科領域と学校保

健、幼児教育の分野を加え、学部段階での教員養成と連続性を持った専門職学位課程へと

改編・拡充する。 
「有識者会議報告書」の趣旨に則り、現行の「学校教育専攻」と「教科教育専攻」から

なる修士課程と、「教職実践専攻」である専門職学位課程（教職大学院）を、以下のとお

りに再編する。 
 
教職大学院「教職実践専攻」（入学定員 20 名→52 名） 
教科領域と教育学、心理・教育実践学、学校保健、幼児教育の分野を新たに加えて内容

を拡充するとともに、大学院で学び、高度な職業人としての力量を身につけることを希望

する人材に対応できるよう、入学定員を拡充する。 
 
修士課程（入学定員 42 名→募集停止） 
教科領域と教育学、心理・教育実践学、学校保健、幼児教育の分野を教職大学院へ全面

的に移行し、修士課程は募集停止とする。 

 

図１ 教育組織 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専攻名 専修・分野名 定員

学校教育
専攻

学校教育専修 教育学分野

１５
学校教育専修 幼児教育分野

心理・教育実践学専修 心理学分野

心理・教育実践学専修 教育実践学分野

学校保健学専修

教科教育
専攻

言語文化専修 国語分野

２７

言語文化専修 英語分野

社会専修

自然科学専修 数学分野

自然科学専修 理科分野

芸術専修 音楽分野

芸術専修 美術分野

身体文化専修 保健体育分野

生活創造専修 技術分野

生活創造専修 家庭分野

専攻名 コース名 定員

教職実践
専攻

教育実践力高度化コース
２０

発達臨床支援高度化コース

修士課程
４２名

現行（～2020年度） 改組後（2021年度～）

専門職
学位課程
２０名

専攻名 プログラム名 サブプログラム名 定員

教職実践
専攻

総合教育高度化
プログラム

学校構想サブプログラム

５２

特別支援教育サブプログラム

学校保健サブプログラム

子ども共育サブプログラム

教科教育高度化
プログラム

言語文化系教育サブプログラム

社会系教育サブプログラム

自然科学系教育サブプログラム

芸術系教育サブプログラム

身体文化系教育サブプログラム

生活創造系教育サブプログラム

専門職
学位課程
５２名
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図２ 概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．地域のニーズと養成する教員像 

埼玉大学は埼玉県、並びにその県庁所在地である政令指定都市のさいたま市に位置する。

よって、この二つの自治体のニーズに応えることが、本学の教育の目的を考える上でまず

は必要なこととなる。 
埼玉県教育委員会が策定した「教員等の資質向上に関する指標【教諭】」において、「埼

玉県の教員として持ち続けてほしい素養」として、以下の３点があげられている。 
・常に自己研鑽に努め、自律的・主体的に学ぶ 
・教育公務員としての使命を自覚し、高い倫理観と生徒等への教育的愛情を持つ 
・豊かな人間性やコミュニケーション力・幅広い教養・視野を持ち、家庭や地域など誰

とでも協働する 
また、さいたま市教育委員会が策定した「さいたま市教員等資質向上指標」においては、

「さいたま市が求める教師像」として、以下の３点があげられている。 
・豊かな人間性と社会性 
・強い使命感と教育への情熱 
・幅広い教養と実践的な専門性 
 
また既述したところであるが、埼玉県教育委員会が策定した「第３期埼玉県教育振興基

本計画」（平成 31 年度策定）では、「１ 社会の激しい変化に対応するための資質・能力

の育成、２ 子供たちの社会的自立、３ 多様なニーズに対応した教育機会の提供、４ 学

埼玉大学大学院教育学研究科
専門職学位課程・教職実践専攻(52)

入
学

修
了

令和３年度：修士課程の廃止と教職大学院への一本化

ミドルリー
ダー（15）

即戦力の教員：将来のミドルリーダー（37）
：教員就職率100％

連合大学院
（4）

現職派遣や
附属学校

（15）

教育学部からの進学（29）
（学部連携６年制のカリキュラムの構築）

他学部・他大
学からの進学

（8）

学部連携

※（ ）内は人数

将来入学

総合教育高度化プログラム
・４つのサブプログラム

教科教育高度化プログラム
・６つのサブプログラム
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校・家庭・地域との連携・協働による教育力の向上、５ 人生 100 年時代を見据えた生涯

学習・スポーツの推進」の５項目を取り組むべき課題としている。また、さいたま市の「第

２期さいたま市教育振興基本計画」（令和元年度）では、その基本的方向性として、「１ 

12 年間の学びの連続性を生かした「真の学力」の育成、２ グローバル社会で活躍できる

豊かな人間性と健やかな体の育成、３ 人生 100 年時代を輝き続ける力の育成、４ スク

ール・コミュニティによる連携・協働の充実、５ 「未来を拓くさいたま教育」推進のた

めの基盤整備」の５点を提示している。 
 
埼玉県・さいたま市が求める教員としての資質能力は、学部の教員養成段階でも育成を

行っているところであり、それらを基盤として大学院段階では継続的・発展的にその育成

を目指すものである。埼玉県の「第３期埼玉県教育振興基本計画」やさいたま市の「第２

期さいたま市教育振興基本計画」を実現する教員の育成においても同様で、学部段階を基

盤としつつ、これらの課題に対応できる教員としての資質能力の高度化を目的として、教

職大学院を構想する。 
 
埼玉県・さいたま市における喫緊の教育課題として、以下のことがあげられる。 
 
・さいたま市などの東京近郊の都市部と、秩父地方など過疎化が進む郡部とを含む埼玉

県は、教育に関しても日本の縮図とされ、地域によって学校教育課題が異なる。一般

的な解決策では対応しづらい地域固有あるいは勤務校固有の課題に対して丹念に向き

合い、学校につながる人々と関わって知恵を出し合いその解決を図ることが必要とな

っている。 
・児童生徒と地域とのつながりが希薄で、地域への理解や愛着が深いとは言えない。地

域とかかわり、地域に学ぶことを通して、地域を支える人材を育てることがより必要

となっている。 
・外国籍の子ども、異文化を背景として育った子どもがたくさん在籍している。多文化

共生社会の実現のためには、個々の子どもの文化的背景を尊重しながらも、分断なく

地域のなかで共に生きていく市民として子どもたちを育てていく必要がある。 
・発達の課題を抱える子どもが通常学校に多く存在し、特別支援学級が多く設置されて

いる。発達の課題を抱える子どもたちの特別なニーズに対し、きめ細かく応えること

ができる教育の実現に向けて、教員はその力量を向上させなければならない。 
・少子化や多忙化によって、子ども同士の良好な関係性が構築しづらい状況にある。子

どもと向き合いながら、子どもたちの関係性を丹念に編みなおす教員のあり様が問わ

れている。 
・学力向上のための取り組みや授業改善をさらに強化するのと同時に、急激な社会変化

の中で必要な新しい領域に対応する教育内容や教育方法の開発に迫られている。 
・教員の年齢構成が若年層に偏り、学校改革を担う校内のミドルリーダーの育成が急務

となっている。 
・複雑化し多様化する問題に対応するためには教職員がチームとなって協働し、ある時

には学校内外の他職種や関連機関とも連携してその解決に当たる必要に迫られてい

る。 
・子どもが抱える様々な問題を、見通しをもちながら解決していくためには、他校種間

の交流や情報交換にとどまらず、校種を越えた連携や取り組みの継続を促進する必要

がある。 
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上記の課題は、個々別々に存在するのではなくそれぞれが絡み合って複雑化複合化して

おり、また学校固有、地域固有の課題や問題状況が生じているという認識である。これか

らの学校教育を担う教員は、これらの問題状況に丁寧に向かい合って省察や探究をすすめ

るための資質能力を十分に発揮し、子ども同士、子どもと地域、子どもと社会の関係性を

丹念に編み直しながら、それぞれの問題の解決に向けて一層努力する必要がある。さらに、

従来の教科の授業実践力向上に加え、新しい領域の教材開発や教科を超えて共同的に進め

るカリキュラム・マネジメントなど、教科に関する授業の構想力・研究力を備えた教員が

学校現場では求められる。教員としての個々の力量形成を引き続き進めて行くのと同時に、

協働して問題解決を図る力量も向上させなければならない。校内で学校改革の担い手とし

て中核的な役割を果たすのと同時に、地域の他校種や関連機関、子どもをとりまく専門職

とのつながりを深める役割を果たす人材を育てることは急務である。校内の他職種である

養護教諭の専門性の向上を図ると同時に相互の連携協働の力量を育成し、幼稚園教諭とし

ての専門性の向上を図ると同時に他校種連携を推進する中核となる教員としての力量を育

成する。 
これらを踏まえて、現代的・地域的（埼玉的）教育課題に対応できる高度な力量を備え

た教員を養成するために、本学は教職大学院を拡充していく。 
 
既存の本学教育学研究科専門職学位課程のディプロマ・ポリシーは以下のとおりである。

改組後の教職大学院でも、既存のディプロマ・ポリシーを踏襲する。 
教職大学院（専門職学位課程） 
専門職学位課程（教職大学院）は、社会の変化とともに学び続け、教員集団の中核とし

て活躍する実践的探求力と課題解決力をもった教員を育成することを教育目的とする。こ

の教育目的を達成するために、以下の資質・能力を獲得したものに、「教職修士（専門職）」

を授与する。 
１ 高度な知識・技能に基づいた授業実践力 

子どもたちの個性に応じた学習支援に配慮しつつ、彼らが主体的・協働的に学ぶ授業

をデザインし、実践できる高度な力 
２ 子ども理解に基づく学級経営力 

子どもたちや子どもたちを取り巻く現状を多面的多角的に把握した上で、良好な人間

関係を構築し、彼らの思いや願いを受けとめた適切な学級経営ができる高度な力  
３ 的確な課題把握に基づく教育経営・学校運営力 

学校課題を的確に把握して問題解決をはかり、学校運営の中核的スクールリーダーと

なりうる高度な組織マネジメント力 
４ 深い省察に基づく実践研究力 

教職実践者として実践を深くリフレクションしながら、実践と理論を往還する高度な

研究力 
 
［修了認定と学位授与に関する事柄］ 
これらのディプロマ・ポリシーに基づく明確な基準のもとで厳格に行われる成績評価に

基づき、所定の教育課程を修めて、以上の知識を獲得し、求められる資質･能力を獲得した

ものに対し修了を認定している。 
 
地域教育界から求められる教員像を踏まえつつ、ディプロマ・ポリシーなどで示してき

た、本学で育てたい教員像及び教員養成の考え方やあり方を継承し発展させて、新しい教

職大学院で目指す教員養成と教師像を以下のとおりとすることとした。 
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［埼玉大学教職大学院が目指す教員養成］ 
埼玉大学教職大学院では、教育に関わる「高度な専門性」を備えた教員の養成を目指す

が、個々の能力を高める「高度化」にとどまらず、「専門性」の垣根や「専門性」と「非専

門性」の垣根を越え、関係的な力を編み直す「協働化」も見据えた教員の養成を目指す。 
 
［埼玉大学の教職大学院が目指す教師像］ 
「かかわり、考え、つながり、問い直しつづける教師」 

A 子どもの学びと育ちを支える教師  teacher as caring professional 
（具体的な状況のなかでの子どもの学びと育ちを支えるために） 

B 省察的実践家としての教師     teacher as reflective practitioner 
（自分たちの教育実践を熟考、創造、省察してゆく過程で） 

C 多様な人、場、知をつなぐ教師   teacher as learning coordinator 
（多様な人や場や知とのつながりをうみだしながら） 

D 教育の実践的研究者としての教師  teacher as practical researcher 
（たえず教育の問題や意味を問い直しつづける教師） 

 
ディプロマ・ポリシーで示した４つの資質能力と新たに示した教師像との関係は以下の

とおりである。 
「１ 高度な知識・技能に基づいた授業実践力」及び「２ 子ども理解に基づく学級経営

力」が発揮されることで、「A 子どもの学びと育ちを支える教師」となることが期待され

る。「４ 深い省察に基づく実践研究力」を発揮して、「B 省察的実践家としての教師」

となる。と同時に、理論と実践の往還を実践の側から支えて我が国の教育の発展に貢献す

る「D 教育の実践的研究者としての教師」となる。「３ 的確な課題把握に基づく教育経

営・学校運営力」を発揮していくその先に「C 多様な人、場、知をつなぐ教師」となって

ゆく。（別添資料１） 
 
また、埼玉県・さいたま市が教員に求める資質能力や教師像と教職大学院で育成しようと

する教師像との関係は以下のとおりである。 
埼玉県の「教育公務員としての使命を自覚し、高い倫理観と生徒等への教育的愛情を持

つ」やさいたま市の「強い使命感と教育への情熱」という側面は、教職大学院に進学して

その専門性を高めようとする進学の動機としてそもそも発揮されているところである。 
さいたま市が求める「幅広い教養と実践的な専門性」は、教職大学院における学修でさ

らに深まることで「A 子どもの学びと育ちを支える教師」の力量として発揮されるもので

あり、今回の改組においては、特に教科指導の専門性を強化することが目的である。埼玉

県の「常に自己研鑽に努め、自律的・主体的に学ぶ」ことの継続と深化発展が、「B 省察

的実践家としての教師」「D 教育の実践的研究者としての教師」となっていくのであり、

この度の改組はこの省察のさらなる充実を図ることで、学校現場における問題解決につな

がる実践的研究力を高めることが目的である。埼玉県の「豊かな人間性やコミュニケーシ

ョン力・幅広い教養・視野を持ち、家庭や地域など誰とでも協働する」資質やさいたま市

「豊かな人間性と社会性」の育成機能をこれからの教職大学院で強化していくことで、「C 
多様な人、場、知をつなぐ教師」となることを実現させる。（別添資料１） 

 
埼玉県教育委員会の「第３期埼玉県教育振興基本計画」及びさいたま市の「第２期さい

たま市教育振興基本計画」を実現する教員の育成と、今回教職大学院で育成しようとする
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教師像との関係は次のようになる。 
埼玉県の計画の「１ 社会の激しい変化に対応するための資質・能力の育成」及びさい

たま市の計画の「１ 12 年間の学びの連続性を生かした『真の学力』の育成」は、「Ａ 子

どもの学びと育ちを支える教師」が担うが、加えて「B 省察的実践家としての教師」「D 

教育の実践的研究者としての教師」であることにより、高い課題解決能力を備えることに

なる。埼玉県の計画の「２ 子供たちの社会的自立、３ 多様なニーズに対応した教育機

会の提供、４ 学校・家庭・地域との連携・協働による教育力の向上、５ 人生 100 年時

代を見据えた生涯学習・スポーツの推進」及びさいたま市の計画の「２ グローバル社会

で活躍できる豊かな人間性と健やかな体の育成、３ 人生 100 年時代を輝き続ける力の育

成、４ スクール・コミュニティによる連携・協働の充実、５ 『未来を拓くさいたま教

育」推進のための基盤整備」については、チーム学校体制を支える中核教員として、学校

内外の他職種や関連機関との連携を行う「C 多様な人、場、知をつなぐ教師」が担う。こ

ちらでも「B 省察的実践家としての教師」「D 教育の実践的研究者としての教師」であ

ることにより、高い課題解決能力を備えることになる。 
 
このように、今回の改組によって育成を強化していく資質・能力を発揮する教師像は、

地域の教育ニーズに応え、学校現場の課題を解決し、学校改革の中核を担う教師像として

設定した。複雑化し多様化する課題を抱える現代の学校教育の問題状況の中で、教職の専

門性概念が新たに問われているところである。今回の改組に当たり、教師の専門性概念の

再定義から検討を始め、それに呼応する大学院の専門家教育の再編成を目指す改編を現在

から既に試行している。理念的にも教員養成・教師教育の次の発展段階を目指すものとし

て、埼玉大学教職大学院の教育研究の機能強化を進めていく。 
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【２】研究科、専攻等の名称及び学位の名称 

１．研究科専攻の名称 

「教育学研究科教職実践専攻」（英文表記：Graduate School of Education,Course for Teaching 
Professionals） 

 
再編後の教育学研究科においては、平成 28 年度に設置した「教職実践専攻」の一専攻を

継承する。その理由は以下に示すとおりである。 
教育現場の経験や学部での学修を基盤に、高度な専門性に裏打ちされた理論と実践の融

合型カリキュラム、研究者教員と実務家教員とがタイアップした指導体制と授業、教育現

場における実地研究（課題探求及び検証）を整備し、教科指導等における高度な理論に基

づく優れた実践力・展開力を備え、中核的・指導的役割を担える教員と、学校教育の改革・

改善・充実を目指して管理職や指導主事等として活躍できるミドルリーダーを養成する、

発達障害、いじめ、不登校等の現代的教育課題に対応できる高度な理論に基づく確かな実

践力を備え、中核的・指導的役割を担える教員の養成を行うという、専攻の骨格は継続さ

れる。 
また、今回の改組で、学校保健の分野、幼児教育分野が新たに加わるが、それらの分野

も、上記に示した専攻の骨格の範囲にある。 
 

２．学位の名称 

「教職修士(専門職)」」（英文表記：Master of Education (Professional)） 
 
 既設修士課程の学位名称は「修士（教育学）」（英語表記：Master of Education）であ

ったが、新たな専門職学位課程において取得する学位の名称を「教職修士（専門職）」と

する。英語表記においては、高度専門職業人を養成する課程で取得する専門職学位として

の性格を明確にするために、新たに「Professional」を加え、「Master of Education

（Professional）」とする。 
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【３】教育課程の編成の考え方及び特色 

１．教育課程の編成の考え方と特色 

①教職実践専攻の拡充 

既存の修士課程では、教育現場とのつながりは必ずしも十分ではなかった。本学の教育

学部を構成する教員のなかで、教育現場とのつながりのある教員を専任として教職大学院

の教育研究を構成したため、本来本学教育学部が維持していた教員養成・教師教育に関わ

る修士課程の教育研究機能が低下していたところは否めない。 
そこで、教科領域、教育学、心理・教育実践学、養護教諭養成、幼児教育を修士課程か

ら教職大学院へ移行し一体化して組織を再編し、さらに①協働して取り組む共同探究力の

育成、②新しい時代の変化にも対応した高度な教材開発力・教科指導力の育成、③実践的

な省察の充実の３点を中心にさらに強化していくための教育研究機能の高度化を図ること

とした。 
平成 28 年度に開設した教職大学院は、「教職実践専攻」の１専攻でスタートし、現在に

至っているが、今回の改組では既存の修士課程の教育内容を全面的に移行させて再編する

ものであり、「教職実践専攻」の名称は変更せず、また１専攻のままとする。 
今回の改組に当たっては、従来のような入学者が「コース制」、つまり所属するコース

が指定する科目を履修する形を取らず、入学者が所属するサブプログラムの科目中心に自

分でカリキュラムを構成する「プログラム制」とした。他のプログラムやサブプログラム

で開設している科目履修も修了要件として認められるプログラム制は、コース制より柔軟

な科目選択が可能になる。このことで、院生の多様な教育ニーズに応える余地が広がり、

院生が他領域の専門性に「つながる力量」を育成していくことができるようになると考え

る。 
平成 28 年度に開設した「教職実践専攻」は、「教育実践力高度化コース」と「発達臨床

支援高度化コース」の２コースの設置であった。これら２コースは、従来の教職大学院の

理念や教育内容を継承発展させ、教育学、心理・教育実践学、学校保健、幼児教育などの

領域を取り込んで再編されて、総合教育高度化プログラムとして編成される。総合教育高

度化プログラムは、従来の教職大学院が実施していた、教科指導力、組織マネジメント力、

地域連携でのリーダーシップの育成と、特別支援学校での実践力、通常学校・学級での特

別支援教育や生徒指導・教育相談の専門性の育成に加え、養護教諭や幼稚園教諭の専門性

の育成と同時に、他職種・他校種が相互につながって発揮される協働問題解決力の向上を

図ることを目的としている。 
今回新設するのは、教科教育高度化プログラムの編成である。従来の「教職実践専攻」

では、教科教育を支える教科固有の知識と技能を高度化するための科目領域が限られ、学

部水準の基礎的な教科の知識と技能を基に、教育現場との連携によって授業実践力を高め

るものであった。しかし、児童生徒に「自ら学びに向かう力」を培うならば、教員自身も

主体的で深い学びの実践者であることが望まれる。なぜなら児童生徒は、解決済みの問題

の解を得るためではなく、未解決の問題に将来挑戦するために教科固有の高度な知識と技

能への興味を示し意欲的に学習に取り組む。AI の発達した時代において既知の問題の解決

法を伝達することが学校の役割ではない。したがって教員には何が既知で何が既知でない

かを区別できるとともに、既知でない問題に児童生徒がアプローチする過程を支援できる

必要がある。そこで、従来の「修士課程」の教科教育専攻の特徴であった教科固有の高度

な知識と技能を養う授業科目を再編し、「教職実践専攻」において幅広く履修可能とする

こととした。それにより、高水準の教科固有の知識と技能を養うとともに、それらが授業

実践で活かせるものとなるように教育現場との連携を図ることで、児童生徒が「自ら学び



- 12 - 
 

に向かう力」を養う授業を実践するための資質・能力を培うことを目指す。 
 

②理論と実践の融合をより可能とする方策 
本専攻では、以下の方策により理論と実践の融合を図る。 

【研究者教員と実務家教員、専任教員と兼担教員による協働での授業】 

本専攻でこれまで開設している授業科目は、基本的に研究者教員と実務家教員の共同(一
部分担を含む）で実施してきており、改組後もこの考え方を踏襲する。多様な立場や観点

をもつ教員が密接な連携をとりあいながら協働して授業を行うことにより、理論と実践に

ついてバランスのとれた授業が展開できると考える。 
本学では、これまで常勤で教職大学院専任の実務家教員６名の体制で院生の指導を行っ

てきたが、実務家教員は、学部学生の教職支援にも携わっており、日常的に埼玉県及びさ

いたま市教育委員会との連携を図っている。そのような指導体制の中で、学校現場の実態

と課題に基づいた学習のための指導ができるということだけでなく、リアルタイムに変化

する地域の学校教育の実態と課題をも取り入れた実践的な内容の指導ができる体制を構築

してきた。院生を学校現場につなげる役割を自覚的に担っている実務家教員と院生を学術

文化の世界につなげる役割を担う研究者教員との協働は、チームで担当する各授業実践の

中でそれぞれに行われている。今後は、経験や知識の提供という役割を果たすというとこ

ろにとどまらず、学校現場の問題解決に向け研究者と実務家が院生指導などを介してより

新しい知の創造をもたらすような関係性の構築を行うことが必要だと考えている。 
教職大学院の専任教員と修士課程を主に担う兼担教員の間には、これまでは教職大学院

に対する意識の違いがあった。しかしながら、教職大学院開設から兼担教員にも教職大学

院の授業や指導教員の担当を依頼したり、そのための Q＆A 集を作成して配布し理解を進

めるための FD に努めたりしてきたことで、今後の改組をスムーズに進めていく準備はし

てきた。教職大学院に一本化する今後は、この間の意識の違いを克服し、すべての教員が

協働して教職大学院の運営実施に関われるようにしていくための手立てを具体化してい

く。 
【現職院生と学卒院生の共同学習】 

現職院生は学校教育の実務に関する知識と技術を豊富に有している。一方、学卒院生は

最新の理論的知見を多く有している。これまでの教職大学院の実践の中では、両者が共同

して学習を進めて行く中で、事実の理論的理解と実践的理解が融合する姿が見られた。つ

まり、ディスカッション等においては、現職院生からはより実務的な観点が、学卒院生か

らはより理論的な観点が提示され、教員が両者の観点をバランスよく整理し、深めること

によって理論と実践の融合が促されていた。グループワークやディスカッションなどを通

じて、お互いが交流する中で学びが深まっていく共同学習はこれまで以上に充実させてい

くことを目指している。学卒院生にとっては現職院生のもたらす学校現場の事実や課題か

ら学ぶことが多く、現職院生にとっては現場で若手教員を指導する上で必要な関係性につ

いて考えることが多い。はじめはどうしても現職院生が議論を引っ張り、学卒院生がそれ

に従う場面が多くみられるが、関係性ができてくると学卒院生が次第に個性を発揮し現職

がそれを支える場面がみられるようになる。経験が少ない学卒院生の新鮮な感覚が、現職

院生にとっては刺激になっている場面も見られるようになってきた。院生ごとの専門性の

発揮の機会を授業のなかでどう仕組み、どう交流や共同探究を推進していくのか、新しい

教職大学院においてはこの共同学習をより充実させていく方向で授業改善を行う。また修

了後の交流や在籍者と修了者間の交流（フォローアップ）も今後推進していく計画を進め

ている。 
【多様な授業形態】 
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共通科目を中心に、多くの科目では、上述のように研究者教員と実務家教員の協働によ

って行われるだけでなく、講義の他に現職院生と学卒院生が共同して進めるディスカッシ

ョン、ロールプレーイング、ディベート等の演習的要素を多く取り入れて行う。また、各

サブプログラムの多くの科目においても、教科教育学を専門とする研究者教員と教科専門

の研究者教員が共同して授業を運営する。これらの演習は、講義によって学修した理論や

学校教育の実態に関する知識を基盤として、その実践的意義を考察することを目的として

行われる。このように、理論を実践的に捉え直すことを常に意識した授業を共同の形で行

うことにより、理論と実践の融合を図る。 
【教育現場の活用】 

上述のように、理論と実践の融合は授業において常に意識されるが、この目的を達成す

るためのより直接的な機会となるのは、教育現場での実践活動に身を置きながら、学校教

育の実践上の課題解決を図る実地研究と課題研究である。実地研究と課題研究では、大学

での授業を通して獲得した理論・知識を現実的な教育実践上の課題を解決するための効果

的な道具とすることを目指して行う。 
【この他の連携協働のあり方の課題】 

これまで、院生の「実地研究」や「課題研究」、さらに実施している授業展開の中でも、

教職大学院と学校現場の連携は行われてきているところである。しかしながら、複雑化す

る教育現場の課題に立ち向かっていく院生の教育実践及び教育実践研究の力量の向上のあ

り方をさらに検討し、既に省察の充実によって育成される教師像にも示したように、教職

の専門性概念を深めながら教職大学院における研究・教育の改革改善を進めていく必要が

あると考えている。学校内にとどまらず、地域、学校外の専門機関との連携も視野に入れ

た場合、他職種との協働も充実していく必要がある。このため、全体にかかる科目におい

て現代的地域的課題に対して協働して問題解決を図る力量の育成を目的とした科目を今回

新設した。 
 

２．開設科目の科目区分の設定と各科目区分の科目構成 

改組後の教職実践専攻では、教員としての基礎的資質の上に得意分野を持ち、それぞれ

の経歴に応じた理論と実践を通じた教育研究が展開できるよう教育課程を編成する。具体

的には、共通科目、学校における実習科目、課題研究、サブプログラム科目、全体にかか

る科目に区分し、表１に示すように編成する。 
 

表１ 教育課程と概要 

科目区分 主なねらい 
共通科目 学修内容の主体的理解、様々な視点や立場からの捉え直しを

促し、教育現場での課題に柔軟に対応しうる基礎を培う。 

学校における実習科目 学校の教育活動全体について総合的に体験し、教育実践上の

課題に対するより効果的な思考法と対応力を身につける。 
課題研究 大学院での学修と実践研究の成果を課題研究報告書としてま

とめる。 
サブプログラム科目 共通科目を土台にして、希望する領域や研究テーマに即して

選択できる科目を設定し、実践的課題に対応できるようそれ

ぞれの専門性を高める。 
全体にかかる科目 現代的地域的諸課題を解決する上で必要な共同探究力及び

個々の専門領域の探究力の向上を図る。 
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教職実践専攻の教育課程は、教育現場における様々な現代的課題に対して実践的に有効

な方法で対応しうる力を養うことを目的として構成されている。 
 
【共通科目】 

本専攻の教育課程の基礎となるのは、「教育課程の編成及び実施に関する領域」「教科

等の実践的な指導法に関する領域」「生徒指導及び教育相談に関する領域」「学級経営及

び学校経営に関する領域」「学校教育と教員の在り方に関する領域」の共通科目５領域で、

それぞれ「教育課程の課題探求」「教科指導の課題探求」「生徒指導・教育相談の課題探

求」「教育経営の課題探求」「学校と教職の課題探求」を従来から共通科目として開設し

ている。これらの授業は、学修内容の主体的理解、様々な視点や立場からの捉え直しを促

し、教育現場での課題に柔軟に対応しうる基礎力を養うことを引き続きねらいとしている。

今回の改組の教育研究機能の強化の視点のうち、「協働して取り組む共同探究力の育成」

「実践的な省察の充実」については、これらに対応する共通科目として、５領域のなかで

も特に「学校教育と教員の在り方に関する領域」を柱にした編成および改善を行うのが本

研究科の特色である。この科目は、共通科目としての内容を含みながら、その理論的な知

見と実地研究による実践現場での知見を架橋する科目としての役割も担うものとして、今

回の改組の共通科目に関する大きな改変を含むものである。これにより、理論と実践の融

合の側面をより充実していくことが期待できる。理論的な内容については、大学教員の講

義による専門的な知識の提供の部分にとどまらず、学校教育関係者・教育行政関係者・子

どもにつながる専門職など実践者として活躍する人材をゲストスピーカーとして招いた講

演及び学びの成果の発表会などを含んだ展開とする。また、実地研究Ⅰ・Ⅱでの学校の総

合的な教育経験についての省察と対話を含む「グループ・カンファレンス」をこの科目の

なかで実施し、理論と実践の融合をより意識して展開させるものとする。 
 
表２ 共通科目の一覧 

教育課程の編成・実施に関す

る領域 

教育課程の課題探求               ＊ 
子ども共育の理論と実践 
教科の教育課程構成論 

教科等の実践的な指導方法に

関する領域 

教科指導の課題探求               ＊ 
特別支援教育の課題探求 
教科指導の発展・応用 

生徒指導、教育相談に関する

領域 

生徒指導・教育相談の課題探求          ＊ 
特別支援教育コーディネータ演習 
子供の発育発達と保健室における養護教諭の実践 

学級経営、学校経営に関する

領域 

教育経営の課題探求               ＊ 
学校構想の理論と実践 
現代の健康問題と学校保健の実践的課題 

学校教育と教員の在り方に関

する領域 
学校と教職の課題探求              ＊ 
学校課題改善演習 

小計（14科目） 
＊印は全員の必修科目、他の科目は各サブプログラムが指定する必修科目 
「学校と教職の課題探求」のみ４単位、他の科目は２単位 
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【学校における実習科目】 

「学校における実習科目」である「実地研究Ⅰ・Ⅱ」において、教育実践上の課題に対

するより効果的な思考法と対応力を身につける機会となること、学卒院生にとっては、こ

れに加えて、授業のみでなく、学校の組織体制やその運営にも広く目を向け、教育現場を

より深く理解する機会となることを期待している。 
 
表３ 学校における実習科目の一覧 

実地研究Ⅰ 
実地研究Ⅱ 
実地研究Ⅰ（特別支援教育） 
実地研究Ⅱ（特別支援教育） 
実地研究Ⅰ（学校保健） 
実地研究Ⅱ（学校保健） 
小計（６科目） 

 
【課題研究】 

「課題研究Ⅰ・Ⅱ」では、共通科目、選択科目等を通して身につけた基礎力を背景に行

う「実地研究Ⅰ・Ⅱ」のプランニングと省察を繰り返しながら、大学院での学修と実践研

究の成果を課題研究報告書としてまとめる。 
 
表４ 課題研究 

課題研究Ⅰ 
課題研究Ⅱ 
課題研究Ⅰ（特別支援教育） 
課題研究Ⅱ（特別支援教育） 
課題研究Ⅰ（学校保健） 
課題研究Ⅱ（学校保健） 
小計（６科目） 

 
【サブプログラム科目】 

サブプログラム科目は、共通科目を通して身につけた幅広い知識の一層の深化を図ると

ともに、実地研究での教育実践に係わる理論とその具体的・実践的意義の理解を深め、教

育実践の基盤をより確かなものとすることを目的としている。新しい各プログラムの科目

は、従来の教職大学院のコース科目に加えて、既存の修士課程で開設されてきた教科領域、

教育学、心理・教育実践学、養護教諭養成、幼児教育の教育内容を取り込み、教育実践力

の高度化に向けた教育課程として新たに再構成する。従来のコース科目は、総合教育高度

化プログラムの開設科目の一部として再編される。教科教育高度化プログラムの各サブプ

ログラム科目として開設する科目では、教科専門と教科教育の融合の中で、院生はそれぞ

れの専門性を高める。その際、特に教科固有の専門的な知識や技能と教科横断的な教育方

法上の知識・技能を総合した授業実践力の向上に焦点を当てる。同時に、「コース制」か

ら「プログラム制」に移行することで、院生の柔軟な履修選択を可能にし、各専門領域間

の隔壁をなくして行くことを企図している。院生が選択したプログラムの開設科目の履修

で専門性を高めることを前提に、他のプログラムが開設している選択科目の履修をしやす

くすることで、他領域の専門性に「つながる力量」を育成していくこと目指す。 
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表５ サブプログラム科目一覧 

総
合
教
育
高
度
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目 

学
校
構
想
サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目 

学級づくり論 
学校と社会論 
学校と児童生徒理解の心理学 
学校臨床心理学実践演習 
心理学的方法の活用と探求 
カウンセリング実践演習 
心理・学習評価演習 
総合・道徳開発演習 
教育工学開発演習 

特
別
支
援
教
育
サ
ブ

プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目 

発達臨床アセスメント演習 
特別支援教育実践研究 
障害児教育実践の課題探求法 
インクルーシブ教育演習 
障害児心理学の実践と課題Ａ 
障害児心理学の実践と課題Ｂ 

学
校
保
健
サ
ブ
プ

ロ
グ
ラ
ム
科
目 

学校保健の理論と実践の探求 
保健教育の実践と課題の探求 
保健管理の実践と課題の探求 
養護教諭の専門家としての成長 
教育生理の臨床と子供の成長課題 

子
ど
も
共
育
サ
ブ
プ
ロ
グ

ラ
ム
科
目 

子ども支援の実践と制度 
保育内容と指導の課題探求 
子どもの発達と教育相談の課題探求 
＜教育－社会－環境＞基礎論 
子ども認識の思想と構造 
子育ち支援開発探求 
幼児の音楽表現の開発探求 

小計（27科目） 
教
科
教
育
高
度
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目 

言
語
文
化
系
教
育
サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム

科
目 

言語文化系教育の理論と実践Ａ（国語） 
言語文化系教育の理論と実践Ｂ（英語） 
言語文化系教育の授業内容探求Ａ（国語） 
言語文化系教育の授業内容探求Ｂ（国語） 
言語文化系教育の授業内容探求Ｃ（英語） 
言語文化系教育の授業内容探求Ｄ（英語） 
言語文化系教育の教材研究と実践Ａ（国語） 
言語文化系教育の教材研究と実践Ｂ（国語） 
言語文化系教育の教材研究と実践Ｃ（英語） 
言語文化系教育の教材研究と実践Ｄ（英語） 

社
会
系
教
育

サ
ブ
プ
ロ
グ

ラ
ム
科
目 

社会科教育の理論と実践Ａ 
社会科教育の理論と実践Ｂ 
社会科教育の授業内容探求 
社会科教育の教材研究と実践Ａ 
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社会科教育の教材研究と実践Ｂ 
自
然
科
学
系
教
育
サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ

ム
科
目 

自然科学系教育の理論と実践Ａ（算数・数学） 
自然科学系教育の理論と実践Ｂ（理科） 
自然科学系教育の授業内容探求Ａ（算数・数学） 
自然科学系教育の授業内容探求Ｂ（算数・数学） 
自然科学系教育の授業内容探求Ｃ（理科） 
自然科学系教育の授業内容探求Ｄ（理科） 
自然科学系教育の教材研究と実践Ａ（算数・数学） 
自然科学系教育の教材研究と実践Ｂ（算数・数学） 
中核的理科教員（ＣＳＴ）養成講座 

芸
術
系
教
育
サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目 

芸術系教育の理論と実践Ａ（音楽） 
芸術系教育の理論と実践Ｂ（図工・美術） 
芸術系教育の授業内容探求Ａ（音楽） 
芸術系教育の授業内容探求Ｂ（音楽） 
芸術系教育の授業内容探求Ｃ（図工・美術） 
芸術系教育の授業内容探求Ｄ（図工・美術） 
芸術系教育の教材研究と実践Ａ（音楽） 
芸術系教育の教材研究と実践Ｂ（音楽） 
芸術系教育の教材研究と実践Ｃ（図工・美術） 
芸術系教育の教材研究と実践Ｄ（図工・美術） 

身
体
文
化
系
教
育

サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム

科
目 

体育・保健体育科教育の授業内容・指導法探求 
体育・保健体育科教育の理論と実践Ａ 
体育・保健体育科教育の理論と実践Ｂ 
体育・保健体育科教育の教材研究と実践Ａ 
体育・保健体育科教育の教材研究と実践Ｂ 

生
活
創
造
系
教
育
サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム

科
目 

技術科教育の理論と実践 
技術科教育の授業内容探求Ａ 
技術科教育の授業内容探求Ｂ 
家庭科教育の理論と実践 
家庭科教育の授業内容探求Ａ 
家庭科教育の授業内容探求Ｂ 
技術科教育の教材研究と実践Ａ 
技術科教育の教材研究と実践Ｂ 
家庭科教育の教材研究と実践Ａ 
家庭科教育の教材研究と実践Ｂ 

小計（49科目） 
 
【全体にかかる科目】 

この他、全体にかかる科目として、今回の改組で新たに「特色ある選択科目」として開

設するのは、「現代的・地域的教育課題の共同探求」と「探求活動演習Ⅰ・Ⅱ」である。

本研究科教職大学院で独自に設定したこれらの科目の特色については、以下の実際で詳し

く述べる。 
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表６ 全体にかかる科目一覧 

現代的・地域的教育課題の共同探求 
探求活動演習Ⅰ 
探求活動演習Ⅱ 

小計（３科目） 
 
３．各プログラムの実際 

教職実践専攻は、既存の教職大学院の２コースと修士課程の教育学、心理・教育実践学、

学校保健、幼児教育領域を取り込んで再編した【総合教育高度化プログラム】と、新たに

10 の教科に対応する領域を取り込んで新設した【教科教育高度化プログラム】の２プログ

ラムで編成する。 
 

【総合教育高度化プログラム】 

総合教育高度化プログラムは、学校構想サブプログラム、特別支援教育サブプログラム、

学校保健サブプログラム、子ども共育サブプログラムの４つのサブプログラムで編成する。 
学校構想サブプログラム 

学級づくり、授業づくり、学校づくり、学校と家庭や地域との連携構築をめぐる実践

的な諸課題や、多文化・コミュニケーション・貧困・いじめ・不登校などの現代的諸課

題に対して多角的・協働的な探求ができる教員、教育相談や学校コンサルテーションの

高度な実践力をもつ教員を養成する。 
特別支援教育サブプログラム 

特別支援教育を巡る現代的課題に対応できる高度な実践力を備えた教員を、院生の教

職経験や専門性に応じて養成する。具体的には、①講義や演習を通して、国内外の特別

支援教育の動向を、社会のあり方に関わる思想や政策、人の心理・行動の発達特性を解

明する認知科学やそれに基づく教育実践等から多面的に理解すること、②教育現場での

実地研究を通して、特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対する教育実践の組み立

て方を、児童生徒を取り巻く環境や児童生徒の生活機能の点から多面的に理解すること、

③①および②を統合し、特別支援教育のあり方を理論的、実践的な視点から思考する力

を身につけることを目標とする。 
学校保健サブプログラム 

学校における保健管理、保健教育、学校保健組織活動についての現代的課題を探求す

るとともに、専門家として関わる養護教諭・保健主事の実践と役割を追究できる学校保

健に関わる教員を養成する。 
子ども共育サブプログラム 

人、環境、社会に関する多様性と包摂を理念とする学校教育のあり方を探求し、地域

の専門機関と連携した指導法の開発、幼児教育と小学校教育との接続と連携、夜間中学

や定時制高校等での教育実践等について学び、子どもと共に成長できる教員を養成する。 
 

【教科教育高度化プログラム】 

10の教科に対応する６つのサブプログラム（言語文化系、社会系、自然科学系、芸術系

、身体文化系、生活創造系）を編成し、教科内容の高度な理解と指導力、カリキュラム・

マネジメント力を持つ教員を養成する。 
教科教育高度化プログラム科目及び各サブプログラム科目として新たに開設する科目で

は、教科専門と教科教育の融合の中で、院生はそれぞれの専門性を高める。その際、特に

教科固有の専門的な知識や技能と教科横断的な教授上の知識や技能を綜合した授業実践力
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の向上に焦点を当てる。例えば、教科教育高度化プログラムの中で、自然科学系教育サブ

プログラムの理科分野では、埼玉大学CST（コア・サイエンス・ティーチャー）養成講座と

連携した科目を設けることで、地域や学校全体の理科教育を推進する中核的存在となるた

めに必要な資質・能力を養えるものと期待される。これは、学生や現職教員が、①優れた

理科授業実践、②魅力的な観察実験、③自然科学の最先端についての理解、④児童生徒の

科学的才能の育成、⑤科学コミュニケーション力、の５領域で資質・能力を高めるための

講座であり、埼玉大学では平成24年度から継続して実施しており、埼玉県内に高度な教科

指導力を有する数多くのCSTを養成してきたものである。これにより、教職実践専攻の修

了生が理科教育を推進する牽引役となり、所属校全体と地域の理科授業の改善が図れると

期待される。 
自然科学系サブプログラムの理科分野においては、コア・サイエンス・ティーチャー（

CST)として学校や地域の理科教育を推進する資質・能力を高めた小中高等学校教員の養成

を行う。 
 なお、理科も含めて、すべての教科領域に共通することは、以下のとおりである。それ

ぞれの教科固有の専門的な知識や技能と、教科横断的な教育方法上の知識・技能を総合し

た授業実践力を身に着けた院生は、修了後、学校現場では教科主任や研究主任等として、

さらに教育委員会の主事等としてその資質能力を発揮することが期待できる。学校研究課

題の共同探究や共同解決の場面では、学校内では中核となる教員として、さらに学校外か

らは指導的な役割を果たす主事として、所属校や勤務地域の教科実践力の向上及びカリキ

ュラム・マネジメントの充実に貢献できるようにする。修了後は、自分の探究の継続や、

指導教員や在籍院生との交流、修了生同士の情報交換を目的としたフォローアップ事業を

継続することで、修了生は最新の教科教育改革の動向に触れることが可能である。その探

究の成果を学校現場や地域全体に還元できるような教科教育・授業改善のリーダー及びフ

ァシリテーターとしての役割を担うことが期待される。 
 

４．科目のねらいと内容 

(1) 共通科目群 

学校教育に関する高度な学識や実践力・応用力を身に付けさせ、学校が抱える教育課題

に組織的に対応できる新人教員、指導的な役割を果たすことのできるミドルリーダーやチ

ーム学校として組織的な解決を図るためのマネジメント力を備えたスクールリーダーとな

り得る人材を養成するために、すべてのプログラムの学生が共通領域科目に設定された５

領域を広く学ぶことができるようにしている。 
共通科目で取り扱う内容は「教育課程編成」「教科指導」「生徒指導・教育相談」「学

級経営・学校経営」「学校教育と教員の在り方」の５領域である。 
平成 28 年度の発足時には、それぞれについて「４単位」の授業（計 20 単位）を「必修」

として課した。受講生は、それぞれ定員全員（20 名）とした。 
その後平成 30 年 3 月 30 日付け事務連絡「教職大学院に係る要件等の今後の取扱いにつ

いて」（文部科学省高等教育局大学振興課教員養成企画室）により、「教科領域を教職大

学院に導入する場合には、共通５領域の単位数は、引き続き５領域すべてを学ぶことを条

件に、16～18 単位とする弾力的な運用も可能とする」ことが示され、これを踏まえ、今回

は「共通科目」を「５領域：16 単位」とした。その内訳は、受講生全員が受講するものと

して「共通必修科目（２単位×４領域、４単位×１領域）」及びサブプログラムごとに開

講される「共通科目４単位（但し５領域のどれかに該当するもの）」とした。（別添資料

２） 
共通科目で取り扱う内容の５領域と「共通必修科目」との対応は以下のとおりである。
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「教育課程編成」は「教育課程の課題探求」、「教科指導」は「教科指導の課題探求」、

「生徒指導・教育相談」は「生徒指導・教育相談の課題探求」、「学級経営・学校経営」は

「教育経営の課題探求」、「学校教育と教員の在り方」は「学校と教職の課題探求」であ

る。 
 
本教職大学院で開設する科目の内容は、いずれも「地域のニーズ」に沿いながら教育課

題を解決することに応えようとするものである。中でも全員必修である「共通必修科目」

５科目については、とりわけ本学が位置する埼玉県とさいたま市からの「ニーズ」との関

わりから内容を設定する必要がある。そこで、ここで「地域ニーズ」と「共通必修科目」

との関わりについて以下に記述する。 
地域のニーズとしては、既に、埼玉県教育委員会「教員等の資質向上に関する指標【教

諭】」の「埼玉県の教員として持ち続けてほしい素養」、さいたま市教育委員会「さいた

ま市教員等資質向上指標」の「さいたま市が求める教師像」をあげ、本教職大学院で育成

する教師像との関連性を示したところである。 
さらに、今回の教職大学院の改組にあたり、先般、埼玉県・さいたま市教育委員会から、

「埼玉大学教職大学院の規模拡大にあたっての要望について（埼玉県教育委員会委員長高

田直芳、令和２年４月 10 日）」及び「埼玉大学教職大学院の規模拡大にあたっての要望書

（さいたま市教育委員会教育長細田眞由美、令和２年４月 30 日）」により、改組後の教員

人材の育成等について具体的な要望が示されている。（別添資料３、資料４） 
具体的には、埼玉県教育委員会からは、カリキュラムに関わるものとして、（1）教職員

同士の学び合いやチームで対応する体制づくりのためのカリキュラム編成、（2）連携協力

校等の学校現場をフィールドにした実践と理論の往還カリキュラム編成、（3）教科等にお

ける専門性のさらなる向上を目指したカリキュラム編成、（4）特別支援教育・生徒指導・

健康教育（学校保健）・幼児教育・国際理解教育等の視点を踏まえたカリキュラム編成に

ついて要望が示されている。  
また、さいたま市教育委員会からは、教育内容に関わるものとして、①管理職となる資

質能力とともに教科等の専門性など、幅広い視野・専門性を持つ人材の育成、②人的ネッ

トワークの構築や教育技術の伝承ができる組織作りなどに寄与できる人材の育成、③特別

支援教諭専修免許状取得・健康教育の充実・幼児教育の充実につながるカリキュラム開発、

④特に現職派遣教員については教科等の指導力の育成について要望が示されている。 
こうした地域の要望に応えるために、新たに 10 の教科領域と学校保健、幼児教育の分野

を加えて教育内容を拡充しているところであるが、共通科目５領域に対応した必須科目と

している５つの「課題探求」においては、以下のとおり対応している。 
「教育課程の課題探求」は、カリキュラム・マネジメントの実践的力量の獲得に重点化

しつつ、教育課程の編成と実施に関する知識の獲得を目指しており、国全体の教育動向に

対応しつつ、埼玉県の要望（1）の中で、学校全体でカリキュラム・マネジメントの実現に

取り組む能力が求められていることに対応している。 
「教科指導の課題探求」は、教科教育における理論と実践をテーマとし、全教科に共通

する内容に加え、言語社会系・自然科学系・芸術体育系・生活技術系のそれぞれの領域に

関わる内容について、全受講生がともに学ぶものである。埼玉県の要望（3）では、各教科

の特質を生かし、教科等横断的な視点を持った教職員の育成が求められており、さいたま

市の要望①では、教科等の専門性など、幅広い視野・専門性を持つ人材の育成に加え、要

望④で、教科等の指導力の育成がそれぞれ求められており、本科目は、これらの要請に対

応するものである。また、【１】において掲げた「埼玉県・さいたま市における喫緊の教

育課題」との関わりについては、本科目は「新しい領域に対応する教育内容や教育方法の



- 21 - 
 

開発」を行うものである。 
「生徒指導・教育相談の課題探求」は、生徒指導と教育相談の理論的知識と実践的力量

の基礎を獲得することを目標とするが、これらと関わりの深いものとして、特別支援教育

に力点を置くところに本教職大学院の特色がある。埼玉県の要望（4）では、生徒指導に加

えて、特別支援教育が重視されており、さいたま市の要望③においても、市が重視して取

り組んでいる内容として特別支援教育や教育相談があげられている。本科目は、特別支援

教育を専門とする実務家教員の知見を生かしながら、こうしたニーズに即した内容を追求

するものである。また、【１】において掲げた「埼玉県・さいたま市における喫緊の教育

課題」との関わりについては、本科目は「子どもたちの関係性」を編みなおせる教員、「発

達の課題を抱える子どもたちの特別なニーズ」に対応できる教員の養成につながる内容の

ものである。 
「教育経営の課題探求」は、学校制度や学校・学級経営に関する多様な知識と実践的ス

キルの獲得を目標とする。埼玉県の要望（1）で、スクールリーダーとして必要なこととし

て指導と管理両面での優れた組織マネジメント能力があげられており、さいたま市の要望

①においても、管理職となる資質能力をもつ人材の育成があげられている。本科目はこう

したニーズに応える内容を備えるものである。また、【１】において掲げた「埼玉県・さ

いたま市における喫緊の教育課題」との関わりについては、本科目は「校内のミドルリー

ダー育成」に資するものである。 
「学校と教職の課題探求」は、学校と教職をめぐる現代的諸課題について、理解と課題

解決への力量形成を目標とし、本教職大学院の改組の強化ポイントである「協働して取り

組む共同探究力の育成」と「実践的な省察の充実」を取り込んだものである。埼玉県の要

望（1）では、教職員同士の学び合いやチームで対応する体制づくりに貢献できる人材を求

めており、さいたま市の要望②においても、組織づくりなどに寄与できる人材の育成が求

められているなど、これからの教職員には、一人一人の力量を高めるとともに、「組織・

チーム」としての活動や人的ネットワークの構築が求められており、本科目はこうした要

請に対応するものである。また、【１】において掲げた「埼玉県・さいたま市における喫

緊の教育課題」との関わりについては、本科目は「学校につながる人々と関わること」「地

域と関わり地域を支える人材を育てること」「多文化共生社会の実現をめざして、分断な

く地域の中で共に生きていく市民として子どもたちを育てていくこと」や「教職員がチー

ムとなって協働し、学校内外の他職種や関連機関と連携して課題解決にあたること」「他

校種間の交流や情報交換、校種を越えた連携や取り組み」を担うものである。 
 
「共通必修科目」の内容や単位数、開講方法について、以下に記述する。 
本教職大学院では、共通必修科目の中でも特徴的な科目として「学校と教職の課題探求」

を位置付けている。共通科目で取り扱う５領域のうち「学校教育と教員の在り方」に対応

する科目である「学校と教職の課題探求」のみ、通年開講の４単位とした。４単位とした

のは、授業展開のなかで「グループ・カンファレンス」を取り入れて授業を構成したため

である。 
この科目は、子どもと教師、学校内の教師の同僚性、教師と保護者・地域といった関係

の中で生ずる学校と教職をめぐる現代的諸課題に対して、多様な研究分野や実践現場で形

成された理論的視点や実践的見識を理解すると共に、そこで形成された視点を具体的な状

況のなかでの実践的省察や活動的探究に生かしてゆく実践的な専門的力量を形成すること

を目指すものである。 
この科目の中では、専門的な知識の提供や討議など講義や演習の形式で展開するところ

と、実地研究での学校の経験に基づいた省察と対話を含む「グループ・カンファレンス」
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を実施するところとをつなげて展開される。「グループ・カンファレンス」は、教育実践

学領域と実務家の教員が中心となり、他の教育学・心理学領域及び教科教育、教科専門の

大学教員が参画・協働して院生の実地研究に関する振り返りを定期的に行う。院生は数名

のグループで参加し、自らの実地研究での経験、学び、課題の具体的事例を互いに報告し

傾聴し合うことから始める。この過程で院生間での討議や省察を促す。この場において複

数の教員は自身の専門に応じたそれぞれの観点から、院生の実地研究を継続的に指導、助

言し、院生に不足している視点や考察について具体的な示唆を与えられるようにする。こ

の活動を通じて院生が今後の実地研究で取り組むべき改善や工夫について明確な指針を得

られるようにし、真に効果的な理論と実践との往還を実現する。 
「学校と教職の課題探求」以外の４科目については、ターム制を利用し、２コマ連続の

１/４学期、２単位の開設とした。２コマ連続にしたのは、講義の時間と演習やグループワ

ークの時間を十分確保した上で、それらを連続して行うことで講義内容と活動内容が一体

的融合的に学ぶことができるよう配慮したためである。 
「教育課程の課題探求」は、教育課程・カリキュラムをめぐる諸課題、幼稚園教育要領・

学習指導要領の改訂の動向、学力論、生活科・総合を主としたカリキュラム構成、まなざ

しの教育学、学習過程の探求と学習理論、等について学修し、それを踏まえて、カリキュ

ラムを構成していくために必要な事項についてのディスカッションやグループワーク、発

表などを取り入れた共同探求を行う。 
「教科指導の課題探求」は、学校における実践的な教科指導力の育成を目標として授業を

展開するが、具体的には言語社会系、自然科学系、芸術体育系、生活技術系のそれぞれの

領域について、a)授業づくり、b)教材作成、c)授業分析・授業評価、d)現代的教育課題の教

材化、について学修する。到達目標として、適切な授業設計を行う能力と授業実践力の獲

得を目指す。授業は講義形式と演習形式も合わせて行う。理論の理解の程度やそれを実践

する能力を授業内容のまとまりごとに課す小テストやレポートなどの内容によって総合的

に評価する。 
「生徒指導・教育相談の課題探求」は、a）幼児・児童・生徒理解の意義と方法、b）学級集

団をとらえる視点と手法、c）問題行動の理解と組織的対応の構築、d）教育相談の理論的

基盤と手法、e）他機関との連携について習得する。これらの中で、生徒指導・教育相談と

切り離すことのできない f）特別支援教育についても取り扱う。到達目標は、生徒指導と教

育相談、特別支援教育に関する深い理論的知識を獲得するとともに、実践的力量の基礎を

獲得することである。学期末の課題により講義で扱った理論に関する理解の程度を、 演習

におけるプレゼンテーションや議論の内容により実践的応用の理解の程度を評価する。 
「教育経営の課題探求」は、a)学校経営、学校（園）組織マネジメント、b)学級、学年経

営、c)教員相互の協働（同僚性）と経営参画、 d)学校（園）課題解決に向けたファシリテ

ート、について学修し、授業と学びの創造ならびに学校園の管理・運営とファシリテート

をトータルなビジョンを有しつつ進められる力量を育成する。 
以上の「共通必修科目」計 12 単位は全員の必修科目とする。 
 
加えて、サブプログラムごとに、共通科目に相当する科目を半期２単位×２科目または

半期４単位×１科目で開設した。それぞれのプログラムの共通科目相当の科目は以下のと

おりである。 
学校構想サブプログラムは、上記共通５科目（12 単位）に加え、「学校構想の理論と実

践」（２単位）、「学校課題改善演習」（２単位）を必修とし、計 16 単位を履修する。 
特別支援教育サブプログラムは、上記共通５科目（12 単位）に加え、「特別支援教育の

課題探求」（２単位）、「特別支援教育コーディネータ演習」（２単位）を必修とし、計
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16 単位を履修する。 
学校保健サブプログラムは、上記共通５科目（12 単位）に加え、「子供の発育発達と保

健室における養護教諭の実践」（２単位）、「現代の健康問題と学校保健の実践的課題」

（２単位）を必修とし、計 16 単位を履修する。 
子ども共育サブプログラムは、上記共通５科目（12 単位）に加え、「子ども共育の理論

と実践」（４単位）を必修とし、計 16 単位を履修する。 
教科教育高度化プログラムの各サブプログラムは、上記共通５科目（12 単位）に加え、

「教科の教育課程構成論」（２単位）、「教科指導の発展・応用」（２単位）を必修とし、

計 16 単位を履修する。 
 
(2) 学校における実習科目 

学校の教育活動全体について総合的に体験し、教育実践上の課題に対するより効果的な

思考法と対応力を身につけることを目的とした「学校における実習科目」として、平成 28
年度の発足時には「実地研究Ⅰ」４単位と「実地研究Ⅱ」６単位を設定した。学卒院生は、

附属学校に加え、連携協力校において実施することが原則であるが、個々の院生の研究テ

ーマによっては、連携協力校以外の学校でも実施することがある。現職院生は、原則個々

の探究のテーマに沿ったいろいろなフィールドや勤務校で実施する。実地研究は、教育実

践上の課題に対するより効果的な思考法と対応力等を身につける機会となること、学卒院

生にとっては、これに加えて、授業のみでなく、学校の組織体制やその運営にも広く目を

向け、教育現場をより深く理解する機会となることを期待している。 
さらにこの「実地研究」の他に、特別支援教育における実践力の高度化に資し、「特別

支援学校教諭専修免許状」の取得につながるものとして「実地研究（特別支援教育）」を

設定した。これらに加えて、今回の改組においては、新たに学校保健の内容を組み入れる

ことから、学校保健に関わる実践力の高度化に資し、「養護教諭専修免許状」の取得につ

ながるものとして「実地研究（学校保健）」を新たに開設する。目的や内容については、

上記の実地研究のものに加えて、特別支援教育や学校保健領域の教育経験や専門性が深ま

るものとする。 
 
(3) 課題研究 

平成 28 年度の発足時には、「課題研究Ⅰ」２単位と「課題研究Ⅱ」２単位を設定した。 
これは、学校現場での教育実践に携わることを通して、教育実践に係わる基礎的事項の

学修を進めるとともに、教育実践に関する課題意識を明確にする課題研究Ⅰと、実地研究 
との往還により授業を進め、指導教員との協議のもと、定期的に教育実践のリフレクショ

ンを行いながら、研究実践報告書などをまとめることを目的とする課題研究Ⅱで積みあが

っていくものであった。この目的や内容について、本改組において基本的な変更はない。 
平成 28 年度の発足時には、一般教諭を想定した「課題研究」の他に、「特別な教育的支

援をもつ児童生徒の教育に関わる諸事項を理解し、学校での支援実践の基礎力を育成する」

ものとして、「課題研究（特別支援教育）」を開設した。これらに加えて、今回の改組に

おいては、新たに学校保健の内容を組み入れることから、学校保健に関わる諸事項を理解

し、学校での養護に関する基礎力を育成する」ものとして「課題研究（学校保健）」を新

たに開設する。こちらも、目的や内容については、上記の課題研究のものに加えて、特別

支援教育や学校保健領域の教育経験や専門性が深まるものとする。 
 
(4) サブプログラム科目 

サブプログラムでは、共通科目を土台にして、希望する領域や研究テーマに即して選択
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できる科目を設定し、実践的課題に対応できるようそれぞれの専門性を高めるものとする。

各サブプログラムにおける基礎的な内容を、10 単位必修または選択必修として履修する。

加えて、必修または選択必修で履修した 10 単位以外の全サブプログラム科目及び「現代

的・地域的教育課題の共同探求」から６単位分選択して履修する。各サブプログラム科目

の内容は以下のとおりである。（別添資料５） 
学校構想サブプログラム 

学校構想サブプログラム科目の「学級づくり論」（２単位）、「学校と社会論」（２単

位）、「学校と児童生徒理解の心理学」（２単位）、「学校臨床心理学実践演習」（２単

位）の４科目から３科目（６単位）を選択必修とし履修する。また、「心理学的方法の活

用と探求」（２単位）、「カウンセリング実践演習」（２単位）、「心理・学習評価演習」

（２単位）、「総合・道徳開発演習」（２単位）、「教育工学開発演習」（２単位）の５科

目から２科目（４単位）を選択必修とし履修する。さらに、前述の選択必修で履修した５

科目（10 単位）以外の学校構想サブプログラム科目、他のサブプログラムのサブプログラ

ム科目、「現代的・地域的教育課題の共同探求」（２単位）の中から６単位を選択して履

修する。以上、計 16 単位を履修する。 
特別支援教育サブプログラム 

特別支援教育サブプログラムの「発達臨床アセスメント演習」（２単位）、「特別支援

教育実践研究」（２単位）、「障害児教育実践の課題探求法」（２単位）の３科目計６単

位を必修とし履修する。また、「インクルーシブ教育演習」（２単位）、「障害児心理学

の実践と課題Ａ」（２単位）、「同 B」（２単位）の３科目から２科目（４単位）を選択必

修とし履修する。さらに、前述の必修または選択必修で履修した５科目（10 単位）以外の

特別支援教育サブプログラム科目、他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・

地域的教育課題の共同探求」（２単位）の中から６単位を選択して履修する。以上、計 16
単位を履修する。 
学校保健サブプログラム 

学校保健サブプログラム科目のすべての科目（10 単位）を必修とし履修する。さらに、

他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的教育課題の共同探求」（２

単位）の中から６単位を選択して履修する。以上、計 16 単位を履修する。 
子ども共育サブプログラム 

子ども共育サブプログラム科目の「子ども支援の実践と制度」（２単位）、「保育内容

と指導の課題探求」（２単位）、「子どもの発達と教育相談の課題探求」（２単位）の３

科目計６単位を必修とし履修する。また、「＜教育―社会―環境＞基礎論」（２単位）、

「子ども認識の思想と構造」（２単位）、「子育ち支援開発探求」（２単位）、「幼児の音

楽表現の開発探求」（２単位）の４科目から２科目（４単位）を選択必修とし履修する。

さらに、前述の必修または選択必修で履修した５科目（10 単位）以外の子ども共育サブプ

ログラム科目、他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的教育課題の

共同探求」（２単位）の中から６単位を選択して履修する。以上、計 16 単位を履修する。 
言語文化系教育サブプログラム 

言語文化系教育サブプログラム科目の「言語文化系教育の理論と実践Ａ（国語）」（２

単位）、「同Ｂ（英語）」（２単位）、「言語文化系教育の授業内容探求Ａ（国語）」（２

単位）、「同Ｂ（国語）」（２単位）、「同Ｃ（英語）」（２単位）、「同Ｄ（英語）」（２

単位）の６科目から３科目（６単位）を選択必修とし履修する。また、「言語文化系教育

の教材研究と実践 A（国語）」（２単位）、「同 B（国語）」（２単位）、「同 C（英語）」

（２単位）、「同 D（英語）」（２単位）の４科目から２科目（４単位）を選択必修として

履修する。さらに、前述の選択必修で履修した５科目（10 単位）以外の言語文化系教育サ
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ブプログラム科目、他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的教育課

題の共同探求」（２単位）の中から６単位を選択して履修する。以上、計 16 単位を履修す

る。 
社会系教育サブプログラム 

社会系教育サブプログラム科目のすべての科目（10 単位）を必修とし履修する。さらに、

他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的教育課題の共同探求」（２

単位）の中から６単位を選択して履修する。以上、計 16 単位を履修する。 
自然科学系教育サブプログラム 

自然科学系教育サブプログラム科目の「自然科学系教育の理論と実践Ａ（算数・数学）」

（２単位）、「同Ｂ（理科）」（２単位）、「自然科学系教育の授業内容探求Ａ（算数・数

学）」（２単位）、「同Ｂ（算数・数学）」（２単位）、「同Ｃ（理科）」（２単位）、「同

Ｄ（理科）」（２単位）の６科目から３科目（６単位）を選択必修として履修する。また、

「自然科学系教育の教材研究と実践 A（算数・数学）」（２単位）、「同 B（算数・数学）」

（２単位）、「中核的理科教員（CST）養成講座」（４単位）の３科目から４単位を選択必

修として履修する。さらに、前述の選択必修で履修した 10 単位以外の自然科学系教育サブ

プログラム科目、他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的教育課題

の共同探求」（２単位）の中から６単位を選択して履修する。以上、計 16 単位を履修する。 
芸術系教育サブプログラム 

芸術系教育サブプログラム科目の「芸術系教育の理論と実践Ａ（音楽）」（２単位）、

「同Ｂ（図工・美術）」（２単位）、「芸術系教育の授業内容探求Ａ（音楽）」（２単位）、

「同Ｂ（音楽）」（２単位）、「同Ｃ（図工・美術）」（２単位）、「同Ｄ（図工・美術）」

（２単位）の６科目から３科目（６単位）を選択必修として履修する。また、「芸術系教

育の教材研究と実践 A（音楽）」（２単位）、「同 B（音楽）」（２単位）、「同 C（図工・

美術）」（２単位）、「同 D（図工・美術）」（２単位）の４科目から２科目４単位を選択

必修として履修する。さらに、前述の選択必修で履修した５科目（10 単位）以外の芸術系

教育サブプログラム科目、他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的

教育課題の共同探求」（２単位）の中から６単位を選択して履修する。以上、計 16 単位を

履修する。 
身体文化系教育サブプログラム 

身体文化系教育サブプログラム科目のすべての科目（10 単位）を必修とし履修する。さ

らに、他のサブプログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的教育課題の共同探求」

（２単位）の中から６単位を選択して履修する。以上、計 16 単位を履修する。 
生活創造系教育サブプログラム 

生活創造系教育サブプログラム科目の「技術科教育の理論と実践」（２単位）、「技術

科教育の授業内容探求Ａ」（２単位）、「同Ｂ」（２単位）、「家庭科教育の理論と実践」

（２単位）、「家庭科教育の授業内容探求Ａ」（２単位）、「同Ｂ」（２単位）の６科目か

ら３科目（６単位）を選択必修とし履修する。また、「技術科教育の教材研究と実践 A」

（２単位）、「同 B」（２単位）、「家庭科教育の教材研究と実践 A」（２単位）、「同

B」（２単位）の４科目から２科目４単位を選択必修として履修する。さらに、前述の選択

必修で履修した５科目（10 単位）以外の生活創造系教育サブプログラム科目、他のサブプ

ログラムのサブプログラム科目、「現代的・地域的教育課題の共同探求」（２単位）の中

から６単位を選択して履修する。以上、計 16 単位を履修する。 
 
(5) 全体にかかる科目群 

上記の科目の他、本研究科では現代的地域的諸課題を解決する上で必要な共同探究力の
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育成のため、さらに個々の専門領域の探究力の向上を図るために、以下の科目を全体にか

かる科目として開設する。 

「現代的・地域的教育課題の共同探求」 

教育に関わる問題の改善のためには、学校の教師、学校の教師以外の他職種、学校外の

行政や地域の多様なエイジェンシー（主体、機関）がつながってゆかなければならない。

にもかかわらず、多くの場合、それらのあいだに壁がある。その壁を越えたアソシエーシ

ョン（関係や場）の編み直しをしてゆくことに貢献する。教育に関わる現代的かつ横断的

な問題、埼玉県という地域に関わる問題に関して、多様なスタッフや院生が、課題設定か

ら成果公表の過程を協働しグループでの研究を行う。 
学校を中心としたいくつかのフィールドを行き来しながら、問題を多角的に検討する内

容とする。院生数名をグループ化し、複数のテーマが並行して進んでゆくことを想定して

いる。エイジェンシーへのインタヴューとそれに基づいたワークショップを開発・実施す

る。研究内容は、順次、教育実践フォーラムなどの場で公開する。また、教育学部の講義

や教育学部附属教育実践総合センター主催でのワークショップを開き、広く情報発信する

とともに研究への参加者の輪を広げる。 
これらの研究成果を蓄積して、本学教職大学院としての継続した研究に資するものとす

る。同類のテーマでリレー式に研究を継続する。 
なお、「現代的・地域的教育課題の共同探求」はすべてのサブプログラムの選択科目と

し、修得単位を卒業要件に算入する。 
選択科目ではあるが、履修するよう指導をする。 

「探求活動演習Ⅰ・Ⅱ」 

博士課程への進学を志望しているものを対象として、院生が強い興味関心を持つ特定の

分野について、それを専門とする教員の指導を直接受けながら個人での探究活動を行う。 
授業は演習形式で行い、具体的な探究テーマの決定、当該探究領域における先行研究の

分析、探究の方法及び計画の検討、計画に基づく探究活動の実施、を行う。個人での研究

を進める内容で、修士論文相当の学術論文を作成する。 
なお、「探求活動演習Ⅰ」と「探求活動演習Ⅱ」は単位認定できるが、修了要件に算入

しない「自由科目」とする。 
 
＊各サブプログラムのカリキュラムを、別添資料５として付した。 
 
５．カリキュラム・ポリシーについて 

今回の改組に伴い、上記の教育課程の編成の考え方に基づいて、カリキュラム・ポリシ

ーを以下のように改める。 
 
教職大学院（専門職学位課程） 

教職大学院（専門職学位課程）では、標準修業年限２年を目標にして、「修了認定・学

位授与の方針」からなる知識の修得、資質・能力の獲得を可能とする教育課程を編成し、

専門職学位課程教育プログラムに基づく体系的で質の高い教育を実施する。 
そのために、専門職学位課程においては、総合教育高度化プログラムと教科教育高度化

プログラムを開設する。総合教育高度化プログラムでは、学校構想サブプログラム、特別

支援教育サブプログラム、学校保健サブプログラム、子ども共育サブプログラムの４つの

サブプログラムを置く。教科教育高度化プログラムでは、10 教科に対応する言語文化系、

社会系、自然科学系、芸術系、身体文化系、生活創造系の６つのサブプログラムを置く。 
専門職学位課程においては、共通科目として、教育経営の課題探求、教育課程の課題探
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求、教科指導の課題探求、生徒指導・教育相談の課題探求、学校と教職の課題探求と、併

せて各サブプログラムの特色を踏まえた共通科目を開設し、この他実地研究と課題研究を

課す。各サブプログラムでは、それぞれに必修または選択必修の基礎的な科目を開設し、

さらに専門性を高めるための選択科目を開設する。この他、全体にかかる科目を開設する。 
教職大学院（専門職学位課程）では、専修免許の取得を推奨し、教員として必要とされ

る高度な専門性と実践力を有するための教育課程を実施し、あわせて教員に求められる人

間性・社会性を育成することを重視し、高度な実践研究力及び教員としての資質を有する

ことを基準として、厳格に成績評価を行う。 
 
以下は、前掲のディプロマ・ポリシーに示した育成する資質・能力である。 

 
教職大学院（専門職学位課程） 

専門職学位課程（教職大学院）は、社会の変化とともに学び続け、教員集団の中核とし

て活躍する実践的探求力と課題解決力をもった教員を育成することを教育目的とする。こ

の教育目的を達成するために、以下の資質・能力を獲得したものに、「教職修士（専門職）」

を授与する。 
１ 高度な知識・技能に基づいた授業実践力 

子どもたちの個性に応じた学習支援に配慮しつつ、彼らが主体的・協働的に学ぶ授業

をデザインし、実践できる高度な力 
２ 子ども理解に基づく学級経営力 

子どもたちや子どもたちを取り巻く現状を多面的多角的に把握した上で、良好な人間

関係を構築し、彼らの思いや願いを受けとめた適切な学級経営ができる高度な力  
３ 的確な課題把握に基づく教育経営・学校運営力 

学校課題を的確に把握して問題解決をはかり、学校運営の中核的スクールリーダーと

なりうる高度な組織マネジメント力 
４ 深い省察に基づく実践研究力 

教職実践者として実践を深くリフレクションしながら、実践と理論を往還する高度な

研究力  
 
本研究科で開設したそれぞれの科目のねらいや内容は、この育成を目指す資質・能力の

いずれかを必ず含むものである。本研究科の教育課程全体の履修によって、ディプロマ・

ポリシーで示した「社会の変化とともに学び続け、教員集団の中核として活躍する実践的

探求力と課題解決力をもった教員」の育成を可能にするように、本研究科の教育課程は構

成されている。 
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【４】教員組織の編成の考え方及び特色 

１．教員組織の編成の考え方 

教員組織を編成するに当たっては、教職実践専攻設置の趣旨に基づき、教育現場の諸課

題を解決できる高度な専門性と実践的指導力を備えた学校改革のミドルリーダーと新たな

学校づくりの有力な一員となる新人教員を養成できる教員組織を作ることを重視した。 
これまでの本教職大学院は、一専攻であったが、特別支援教育に関する分野を含むため、

研究指導教員でいえば、「学校教育専攻」としての５名に１名を加えた「６名」とし、合

計で 15 名の専任教員（うち実務家教員６名）を配置していた。 
今回の改組では、同じく一専攻を継続しつつ、コース制からプログラム制へ変更すると

ともに、特別支援教育に関する分野に加え、新たに学校保健と幼児教育に関する分野を対

象とすることとした。「大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件の

一部を改正する告示（平成 26 年 11 月７日公布）」に基づき下記のとおり人数を算出する

と、必要専任教員数は、合計「専任教員 18 名」であり、「必要実務家教員数８名」となる。 
［計算式］ 
○研究指導教員：（５＋１＋１＋１）８×1.5＝12 名 
○研究指導補助教員：８×２/３以上＝5.33（切り上げ）→６名 

◎必置専任教員数：12＋６＝18 名 
◎必置実務家教員数：18×0.4＝7.2（切り上げ）→８名 

これに対応し、改組後の本教職大学院では、18 名の専任教員（実務家教員８名）を配置

するものである。 
これらの専任教員のうち 14 名は、教育学部とのダブルカウントとし、教育学部の授業も

担当する。また、ダブルカウントではない常勤教員２名も、教育学部の授業を担当する。 
さらに、今回の改組により教職実践専攻に教科教育高度化プログラムを設置し、教科教

育を導入することから多くの兼担教員を置く。カリキュラムの質を高め、また、指導体制

の厚みを持たせるために、72 名の教員が兼担教員として本専攻に参加する体制を構築す

る。兼担教員は、本専攻の開設科目を担当する他、実地研究や課題研究も担当する。この

ことで、専任教員を中心としつつも、ほとんどの教育学部所属教員が、各自の専門性を生

かしながら、教職大学院に深く関わり、そこでの教育研究の発展と深化に寄与する体制を

構築することを目指す。 
 
２．専任教員：実務家教員と研究者教員 

実務家教員 

実務家教員８名のうち、専任教員が６名、みなし専任教員が２名である。 
専任教員は、教授２名、准教授４名である。 

このうち、教授１名は、本県の特別支援学校教諭として長い経験を持ち、本学附属特別

支援学校副校長を努め、平成 28 年の本学教職大学院開設時より、専任教員として教育と運

営に当たった人材である。実務経験は 30 年である。主に「共通科目」の「生徒指導・教育

相談の課題探求」と「学校と教職の課題探求」を担当する。 
もう１名は、令和２年度の採用となるが、本県の中学校教諭として長い経験を持ち、県

内公立小学校長、埼玉県教育委員会で要職を歴任し、教育現場と教育行政に通暁した人材

である。実務経験は 35 年である。主に「共通科目」の「教科指導の課題探求」と「学校と

教職の課題探求」を担当する。 
准教授の１名は、本県の、中学校英語教諭としての長い経験を持ち、附属中学校教諭、

埼玉県教育委員会で指導主事を務めた経験を持つ。実務経験は 22 年である。埼玉県からの
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派遣教員として、令和２年度からの採用となり、主に「共通科目」の「教科指導の発展・

応用」を担当する。 
以下の３名は、研究者教員として本学に採用されたものであり、研究実績と研究能力は

十分備えている。いずれも准教授である。 
このうち１名は、30 年間の公立学校教諭（理科）としての経験を持ち、数多くの研究成

果を上げている。 
もう１名は、23 年間の、中学校教諭（保健体育科）としての経験を持つが、そのうち 18

年間は本学の附属中学校で勤務した。さらに埼玉県教育局で４年間の勤務経験を持つ。さ

らに、国立教育政策研究所で教育課程調査官を努めた経験も持つ。実務経験は 33 年であ

る。 
３人目は、18 年間の東京都での養護学校教諭としての豊富な経験を持ち、学校現場にお

ける実践研究を含む多くの研究成果を上げている。 
みなし専任教員の１名は、特別支援学校教諭として長い経験を持ち、附属特別支援学校

副校長を努め、さらに長野大学で教授として勤めた経験を持つ。実務経験は 35 年である。

平成 28 年の本学教職大学院開設時より、専任教員として教育と運営に当たった人材であ

り、主に「共通科目」の「教育課程の課題探求」と「学校と教職の課題探求」を担当する。

令和２年度をもって定年退職となるが、改めて非常勤講師として採用してみなし専任教員

として配置する。 
みなし専任教員の２人目は、中学校教諭として長い経験を持ち、埼玉県教育員会で要職

を歴任し、教育現場と教育行政に通暁した人材である。実務経験は 37 年である。主に「共

通科目」の「教育経営の課題探求」と「学校と教職の課題探求」を担当する。令和３年度

をもって定年退職となるが、改めて非常勤講師として採用し、みなし専任教員として配置

する。 
実務家教員の研究能力については、採用の選考に当たって論文などを審査対象として課

しており、一定の研究能力を備えた人材を採用している。また採用後も、大学院生の指導

を通じるなどして得られる研究能力の向上と研究成果の創出を行っている。本学の教育実

践総合センター紀要や学部紀要など、研究成果発表の場も数多く設定しており、多くの実

務家教員が研究成果の発表を行っている。 
研究者教員 

専任教員 18 名のうち、10 名が研究者教員である。 
「教育学」を専門とし、主に「共通科目」の「学校と教職の課題探求」を担当する教授

１名、「教育心理学」を専門とし、主に「共通科目」の「教育課程の課題探求」と「学校構

想の理論と実践」を担当する教授１名、「教育方法学」を専門とし、主に「共通科目」の

「教育課程の課題探求」と「学校と教職の課題探求」を担当する教授１名、「教育方法学」

を専門とし、主に「共通科目」の「教育課程の課題探求」と「学校と教職の課題探求」を

担当する教授１名、「教育方法学」を専門とし、主に「共通科目」の「教育課程の課題探

求」と「学校と教職の課題探求」を担当する教授１名、「教育方法学」を専門とし、主に

「共通科目」の「学校構想の理論と実践」を担当する准教授１名、「学校保健学」を専門

とし、主に「共通科目」の「子供の発育発達と保健室における養護教諭の実践」と「現代

の健康問題と学校保健の実践的課題」を担当する教授２名、主に「共通科目」の「子供の

発育発達と保健室における養護教諭の実践」と「現代の健康問題と学校保健の実践的課題」

を担当する准教授１名、「特別支援教育」を専門とし、主に「共通科目」の「特別支援教

育の課題探求」と「生徒指導・教育相談の課題探求」を担当する教授１名で構成する。こ

れら研究者教員に対しては、本研究科で独自に設定した「教職大学院担当教員の適格性に

係わる指標」（別添資料６）により、実務経験等に関わる、担当の適格性を計っている。 
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この他、兼担教員 72 名のすべてが研究者教員であり、合計 82 名となる。こうした 82 名

の研究者教員すべてが、既に教職大学院における兼担教員としての授業担当実績を持って

おり、教職大学院における教育研究のさらなる充実が期待できる。そのために、研究科全

体で、附属学校園での研究授業・授業研究会・校内研修へ参加し、指導助言や共同研究を

行うことを通して、実践的な知見の充実を図るべく努めている。今後も一層の参加を図

る。 

 
３．教員組織とプログラム・サブプログラムとの関係 

今回の改組において、「教職実践専攻」の一専攻という体制は、改組前を引き継ぐこと

から、教員の所属は、すべて「教職実践専攻」となる。 
一方、教育体制としては、学生が受講のパターンを選択する「プログラム制」を導入す

る。２つの上位カテゴリーの「プログラム」と、その下位カテゴリーである 10 の「サブプ

ログラム」からなり、各サブプログラムにおいては、それぞれの特色に応じた授業を開講

する。その特色に対応できる教員を配置するために、18 名の専任教員に加え、サブプログ

ラムの特色に対応できる専門性を備えた教員 72 名を兼担教員として配置する。 
教科専門教員と教職専門教員の協働については、既存の教職大学院において既に取り組

んでおり、実績を上げている。 
教科専門を含む「教科担当教員」の教職大学院開講授業の担当では、本学教職大学院は、

平成28年度の開設当時から、いち早く「教科」に関する科目を開講してきた。これは、「教

科全体」の課題を取り扱う「共通科目」の「教科指導の課題探求」とは異なり、「教育実

践力高度化コース」の「コース必修科目」として設定されているものであった。「教育を

支える理論をおさえつつ、それらを授業実践でより効果的に指導する方法等を学ぶことを

目標」としたもので、「全体学習３回とグループ学習12回で構成」されており、「グルー

プ学習は教科ごと」に行われた。そのため、授業担当者としては、専任教員の中から、主

に「全体学習」を担当する実務家教員４名、「グループ学習」を担当する研究者教員４名

をあて、その他に「教科ごとに行われるグループ学習」を担当する兼担の研究者教員59名
をあてている。この59名は、「教科教育」を専門とするものだけではなく、「教科専門」

の教員も含んでおり、ほぼひとしく授業を担当している。こうした、多くの兼担の研究者

教員が教職大学院の授業を担当する授業形態は、４年間を経て定着しており、本学の「教

科専門」の研究者教員による「教職大学院の授業担当」は実績を上げてきた。このことは、

平成30年度に受審した認証評価においても評価されている。（別添資料７） 
今回の改組により、教科も含めた兼担教員 72 名も、各サブプログラムの担当となる。

「教科教育高度化プログラム」における、各サブプログラムは、ほぼ各教科に対応するも

のとなるが、「教科専門」も含めた「教科担当」の研究者教員が、専任教員あるいは兼担

教員として、教職大学院の授業を担当することは、過去の実績からみても妥当である。 
教職実践専攻は、総合教育高度化プログラムと教科教育高度化プログラムの２プログラ

ムで構成し、総合教育高度化プログラムは、学校構想、特別支援、学校保健、子ども共育

の４サブプログラム、教科教育高度化プログラムは、言語系教育、社会系教育、自然科学

系教育、芸術系教育、身体文化系教育、生活創造系教育の６サブプログラムで構成する。

サブプログラム共通の科目とサブプログラム毎の科目数の配置状況は表７のとおりであ

る。 
配置する授業科目は、「共通科目」として 14 科目（５科目が必修、９科目が選択必修）、

「学校における実習科目」として「実地研究」で６科目（すべて選択必修）、「課題研究」

として６科目（すべて選択必修）、「プログラム科目」として 76 科目、「全体にかかる科

目」として３科目、合計 105 科目となる。 
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「共通科目」の「全員必修」の５科目は、研究者教員と実務家教員による「オムニバス・

共同（一部）」もしくは「共同」で授業を行う。「共通科目」の「選択必修」の科目は、

「子ども共育の理論と実践」「特別支援教育の課題探求」「学校構想の理論と実践」以外

は、研究者教員と実務家教員による「オムニバス・共同（一部）」で授業を行う。「子ど

も共育の理論と実践」は、今回の改組後の組織では、すべて研究者教員により「オムニバ

ス・共同（一部）」で授業を行うが、研究者教員のうちの１名は、平成 28 年度の教職大学

院発足後現在に至るまで、専任教員として授業を担当してきた実績を持ち、教育実践的側

面を備えた教員である。 
「実地研究」及び「課題研究」は、実務家教員８名を含む 18 名の専任教員と、72 名の兼

担教員とが分担して担当する。 
「サブプログラム科目」は、それぞれのサブプログラムの特色に応じた授業を開講する。

そのため、18 名の専任教員と 72 名の兼担教員とが、各サブプログラムに分かれて授業を

担当する。専門性の観点から、「教育工学」「英語」「算数・数学」などに関わる７科目

は、単独で開講する。その他の 69 科目は、すべて「オムニバス・共同（一部）」もしくは

「共同」で授業を行う。 
「全体にかかる科目」のうち「現代的・地域的教育課題の共同探求」は、専任教員の研

究者教員と実務家教員による「共同」で授業を行う。「探求活動演習Ⅰ・Ⅱ」は、受講生

がそれぞれで選択した分野の教員について行う演習であり、開講形態としては「単独」と

なる。 
全教科が 105 科目あるが、「実地研究」「課題研究」を除いた、大学で行う授業が 93 科

目である。このうち、単独７科目を除いた 86 科目が、「オムニバス・共同（一部）」もし

くは「共同」での授業となる（86/93＝92%）。協働での授業を中心として質の高い教育実

践を実現する。 
 

表７ 科目数一覧 （ ）は単位数 

プログラム 総合教育高度化 教科教育高度化 
サブプログ

ラム 
特別 
支援 

学校 
保健 

学校 
構想 

こども 
共育 

言語文

化系 
社会 
系 

自然科

学系 
芸術 
系 

身体文

化系 
生活創

造系 
共通科目 ５（12） 

２(４) ２(４) ２(４) １(４) ２（４） 
学校におけ

る実習科目 
２ 

（10） 
２ 

（10） 
２（10） 

課題研究 ２(４) ２(４) ２（４） 
サブプログ

ラム科目 
６ 

（12） 
５ 

（10） 
９ 

（18） 
７ 

（14） 
10 

（20） 
５ 

（10） 
９ 

（20） 
10 

（20） 
５ 

（10） 
10 

（20） 
全体にかか

る科目 
３（６） 
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４．教職大学院の専任教員が改組後に担当する学内の学部・大学院の科目一覧 
本教職大学院の専任教員が教職大学院設置後に担当する学内の学部の科目（修士課程は

廃止となる）については、以下のとおりとなる。 
 
表８ 専任教員の学部担当授業科目 

区分 氏名 職種 学部授業担当科目 単位数 担当 
単位数 

専任 研究者 安藤 聡彦 教授 

社会教育実習 
社会教育学概論Ａ 
教育学演習ⅠＡ 
環境教育フィールド・スタディ 

２ 
２ 
１ 
２ 

２ 
２ 
１ 
２ 

専任 研究者 馬場 久志 教授 

心理学演習ⅠＡ 
心理学演習ⅠＢ 
教授学習心理学概論 
生徒・進路指導論 

１ 
１ 
２ 
２ 

１ 
１ 
２ 
１ 

専任 研究者 舩橋 一男 教授 

特別活動論 
教育臨床演習ⅠＡ 
教育臨床演習ⅠＢ 
学校・地域とカリキュラム編成 
教育方法学概説 

１ 
１ 
１ 
２ 
２ 

１ 
１ 
１ 
２ 
２ 

専任 研究者 岩川 直樹 教授 

教育臨床演習ⅡＡ 
生活科概説 
中等教育方法学概説 
教育における臨床の知 
表現と教育実践 

１ 
１ 
２ 
２ 
２ 

１ 
１ 
２ 
２ 
２ 

専任 研究者 宇佐見香代 教授 

教師の成長と教師教育 
生活科概説 
教育臨床演習ⅠＡ 
教育臨床演習ⅡＡ 
生活科指導法 
総合的な学習指導法 

２ 
１ 
１ 
１ 
２ 
１ 

２ 
１ 
１ 
１ 
２ 
１ 

専任 研究者 磯田三津子 准教授 

教育臨床演習ⅡＡ 
教育臨床演習ⅡＢ 
生活科指導法 
教材づくりと授業展開 
教育方法学概説 
総合的な学習指導法 

１ 
１ 
２ 
２ 
２ 
１ 

１ 
１ 
２ 
２ 
２ 
１ 

専任 研究者 戸部 秀之 教授 
学校保健調査法 
学校保健研究Ｃ 
学校保健研究Ｄ 

２ 
１ 
１ 

２ 
１ 
１ 

専任 研究者 関 由起子 教授 

学校看護学 
学校看護学演習 
学校保健研究Ｃ 
臨床実習Ｂ 
救急処置 
救急処置実習 

２ 
１ 
１ 
２ 
２ 
１ 

２ 
１ 
１ 
２ 
２ 
１ 

専任 研究者 七木田文彦 准教授 

保健科指導法Ａ 
保健科指導法Ｃ 
衛生学・公衆衛生学Ｂ(予防医学を含
む) 

２ 
２ 
２ 

 

２ 
２ 
２ 
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学校保健研究Ｃ 
衛生学（公衆衛生学を含む） 
衛生学・公衆衛生学Ａ 

１ 
２ 
２ 

１ 
２ 
２ 

専任 研究者 名越 斉子 教授 
障害児教育研究ⅠＣ 
障害児教育研究ⅡＣ 
障害児のアセスメント 

２ 
２ 
２ 

２ 
２ 
２ 

専任 実務家 長江 清和 教授 
教職入門Ⅰ 
教師力向上ケーススタディ演習Ⅱ 
現代の教育課題と教職 

２ 
１ 
２ 

0.4 
１ 
１ 

専任 実務家 石田 耕一 教授 教職入門Ⅰ ２ 0.4 
専任 実務家 櫻井 康博 特任教授 なし ０ ０ 
専任 実務家 安原 輝彦 特任教授 なし ０ ０ 

専任 実務家 大沢 裕 准教授 

教職入門Ⅰ 
学校フィールド・スタディⅠ 
学校フィールド・スタディⅡ 
学校フィールド・スタディⅢ 

２ 
２ 
２ 
２ 

0.4 
0.4 
0.4 
0.4 

専任 実務家 中島 雅子 准教授 

中等理科指導法Ａ 
中等理科指導法Ｄ 
初等理科指導法 
理科教授学習評価論 

２ 
２ 
２ 
２ 

２ 
２ 
２ 
１ 

専任 実務家 石川 泰成 准教授 

初等体育科指導法 
体育学演習 
器械運動 
中等保健体育科指導法Ｃ 
体つくり運動 

２ 
２ 
１ 
２ 
２ 

２ 
２ 
１ 
２ 
１ 

専任 実務家 齋藤 千景 准教授 

養護活動論 
養護概説 
健康相談活動論 
健康相談活動演習 
学校保健研究Ｄ 

２ 
２ 
２ 
１ 
１ 

２ 
２ 
２ 
１ 
１ 

専任教員１人当たり年間単位数 5.6 
 

５．教員の年齢構成と定年規定との関係 

教員組織は、開設後において、40歳代２名、50歳代９名、60歳代７名の専任教員で構成

し、完成年度においては、40歳代２名、50歳代７名、60歳代９名の専任教員で構成する。 
本学の「国立大学法人埼玉大学教職員就業規則」において、教員の定年は65歳と定めら

れている。本学教職大学院の完成年度までに定年を迎える教員は２名いるが、教育研究の

継続性を担保するため、非常勤講師（みなし専任）として任用する。 
 
６．学部とのダブルカウント 

専任教員の教育学部とのダブルカウントは14名とし、４名は研究科の専任教員とする。 
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【５】教育方法、履修指導方法及び修了要件 

１．教育方法・授業の工夫 

本専攻の授業での学びは、改組前から学校教育に関する基礎的事項、及び教育の理論を

「講義」で学ぶだけでなく、様々な観点から「演習」で吟味・ディスカッションしながら、

その成果を発表して学び合うことを組み合わせて展開している。このような学びの意義は、

学びを受身ではなく主体的なものとすること、偏りのない複眼的思考で物事を捉えること、

課題をより深く省察すること、共同的な探究の良さを実感することにあると考えている。

改組後もこのような教育方法のスタイルを基本的には維持していく。受講する院生の構成

としては、どの授業も制限を設けず現職院生と学卒院生の両方が受講する形をとり、それ

ぞれの専門性や経験を生かした学び合いを成立させることを企図する。交流の仕方につい

ては、グループワークや発表、模擬授業などの際に、ねらいや教育内容に対応するようグ

ループの構成や規模を変えて実施する。その際、研究者教員と実務家教員の複数の教員が

指導・ファシリテートに当たることとしている。 
学生定員が 20 名から改組後は 52 名に増加することを鑑み、上記のような学びの良さを

維持するために、共通科目の必修科目（「学校と教職の課題探求」を除く。）は２クラス

に分けて実施する。本研究科の柱としたい「学校と教職の課題探求」については、通年で

４単位を、52 名の受講で実施する共通の内容を扱う回と、13 名程度４クラスに分けて実施

する回を組み合わせる。52 名の専攻全体で共有する内容は、大学教員による講義や学校教

育関係者・教育行政関係者・子どもにつながる専門職などをゲストスピーカーとして招い

た講演及び学びの成果の発表会などを想定し、13 名前後に分けて行う内容については、実

地研究での学校の総合的な教育経験についての省察と対話を含む「グループ・カンファレ

ンス」を実施することにする。この科目は、共通科目としての内容を含みながら、その理

論的な知見と実地研究による実践現場での知見を架橋する科目としての位置づけであり、

授業の際は、この点を意識して実施するものとする。そのため、担当する教員は、主に教

育実践研究を専門とする研究者教員と現場経験の豊かな実務家教員が共同して担当する形

をとる。大学教員はそれぞれの専門的な知見や経験を受講生に提供するだけでなく、受講

する院生や関わるゲストスピーカー、さらに他領域の研究者教員を巻き込みながら、学校

現場における様々な課題の解決に向けた新たな知見や提言を創造するための探求活動をフ

ァシリテートする。 
配当年次は、必修科目及びⅠとある科目は１年次に、Ⅱとある科目は２年次に、選択科

目は１年次または２年次に履修することを想定している。ただし、共通科目の「学校と教

職の課題探求」及び選択科目「現代的・地域的諸課題の共同探求」については、１年次の

履修内容や実地研究での学びを、２年次院生が１年次院生に伝え交流する機会を設け、学

年の縦の交流や共同的学習を推進する。 
 
２．修了要件について 

２年（短期履修制度利用者は１年）以上在籍し、下記の履修基準を満たし、合計 46 単位

以上修得しなければならない。 
短期履修制度は、現職教員を対象とし、主として教育実践等の実務経験を有することに

ついて審査し、なおかつ、「実地研究Ⅱ」（６単位）を免除することが認められた者が利

用できるものとする。 
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表９ 修了要件単位数 

分 類 単位 内  容 
共通科目 １６ 共通必修科目（２単位×４領域、４単位×１領域）＋サブプログラ

ムごとに定められた科目４単位 
実地研究Ⅰ・Ⅱ １０ 必修 ただし、養護教諭免許→実地研究Ⅰ・Ⅱ（学校保健） 

ただし、特別支援免許→実地研究Ⅰ・Ⅱ（特別支援）を履修 
課題研究Ⅰ・Ⅱ ４ 必修 ただし、養護教諭免許→課題研究Ⅰ・Ⅱ（学校保健） 

ただし、特別支援免許→課題研究Ⅰ・Ⅱ（特別支援）を履修 
サブプログラム

科目 
１０ サブプログラムごとに設定した必修または選択必修の科目 

選択科目 ６ 上記の「サブプログラム科目１０単位」以外の全サブプログラム科

目及び「現代的・地域的教育課題の共同探求」から選択 
合計 ４６  

＊「短期履修制度」の場合は、これによらない（後述する） 
 
３．履修モデルについて 

①時間割の設定 

原則として、以下のような時間割を設定する。全員の必修科目の共通科目（青色）はシ

ード科目として固定。サブプログラムが開設する共通科目と課題研究（水色）は、必修と

してそれぞれのタームで開講するが、開講の曜日と時限は固定されない（下記は一例）。 
 
図３ 時間割（シード科目等） 

 
  
第１・２ターム（A・Bはクラス分け）

ターム 第１ 第2 第１ 第2 第１ 第2 第１ 第2 第１ 第2

１限

２限

３限

４限

５限

第３・４ターム

ターム 第3 第4 第3 第4 第3 第4 第3 第4 第3 第4

１限

２限

３限

４限

５限

（サブプログラム科目） （サブプログラム科目） （サブプログラム科目）

（サブプログラム科目）

（サブプログラム科目）

（サブプログラム科目） （サブプログラム科目） （サブプログラム科目）

（サブプログラム科目） （サブプログラム科目） （サブプログラム科目）

木 金

現代的・地域的教育課題の共同探求

M1学卒・現職は実地研究Ⅰで
学校等学外へ

教科指導の
課題探求A

生徒指導・
教育相談の
課題探求B

生徒指導・
教育相談の
課題探求A

教科指導の
課題探求B

月 火 水

課題研究Ⅰ・Ⅱ

探究活動演習Ⅰ・Ⅱ学校と教職の課題探求

課題研究Ⅰ・Ⅱ

探究活動演習Ⅰ・Ⅱ学校と教職の課題探求

木 金

共通科目（サブプログラム開設）共通科目（サブプログラム開設）

M1現職は実地研究Ⅰで
学校等学外へ

教育経営の
課題探求A

教育課程の
課題探求B

教育課程の
課題探求A

教育経営の
課題探求B

月 火 水
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②プログラムの履修モデル 

それぞれの履修モデルは以下のとおり。 
 

図４－１ 【総合教育高度化プログラム】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図４－２ 【教科教育高度化プログラム】 
 
  

1年
前期

2年
後期

2年
前期

1年
後期

共通科目（16単位）

＜必修5領域に関する科目＞
①教育課程の編成
②教科等の実践的な指導方法
③生徒指導及び教育相談
④学級経営及び学校経営
⑤学校教育と教員の在り方

現代の学校教育
の課題を理論的

に整理

実践や実地研究
の省察を含む

学校現場の諸課
題に専門性をもっ
てどう解決を図ろう

とするのか構想

各サブプログラム
の専門性の基礎を
習得し、理論的な
視点で実践を省察

実地研究I（4単位）※

＜学校での実習に関する科目＞

※現職院生は、指導教員の指導
の下で、自らの計画に従い、研究
指定校や先進的な実践研究に取
り組んでいる学校などを実地研究
先と定めて、延べ１２８時間に相
当する訪問学習を行う。

省察による学校
現場の諸課題の
把握及び整理と
自己の探究課題
の価値づけの深

化

課題研究I
（2単位）

理論と実践
の往還による
探究課題の

明確化

課題研究II
（2単位）

実地研究IIの
研究仮説の
検証・吟味

実地研究II（6単位）

＜学校での実習に関する科目＞

実地研究Ⅱや学
校現場の諸課題
解決のための実
践・取り組みに対

する省察

実地研究IIに
基づく成果報
告書の作成

総合教育高度化プログラム
学校教育の諸課題に対応する課題解決力・実践力の高度化

学校教育実践及び学校
経営、特別支援教育、学
校保健、幼児教育などに
関する理論と方法論の

探究

理論と実践の融合によ
る課題解決力・実践力

の高度化

実地研究IIの
計画立案

課題解決の
仮説提示

学校教育実践及び学校経営、
特別支援教育、学校保健、
幼児教育などに関する総合
的な教育経験とその省察

サブプログラム科目及び「現代
的・地域的教育課題の共同探

求」（16単位）

自サブプログラム科目
（必修または選択必修を含む）

（１０単位）

1年
前期

2年
後期

2年
前期

1年
後期

共通科目（16単位）

＜必修5領域に関する科目＞
①教育課程の編成
②教科等の実践的な指導方法
③生徒指導及び教育相談
④学級経営及び学校経営
⑤学校教育と教員の在り方

現代の学校教育
の課題を理論的

に整理

実践や実地研究
の省察を含む

教科教育実践の
諸課題に専門性を
もってどう解決を図
ろうとするのか構

想

各サブプログラム
の専門性の基礎を
習得し、理論的な
視点で実践を省察

実地研究I（4単位）※

＜学校での実習に関する科目＞

※現職院生は、指導教員の指導
の下で、自らの計画に従い、研究
指定校や先進的な実践研究に取
り組んでいる学校などを実地研究
先と定めて、延べ１２８時間に相当
する訪問学習を行う。

省察による教科
教育実践の諸課
題の把握及び整
理と自己の探究
課題の価値づけ

の深化

課題研究I
（2単位）

理論と実践
の往還による
探究課題の

明確化

課題研究II
（2単位）

実地研究IIの
研究仮説の検

証・吟味

実地研究II（6単位）

＜学校での実習に関する科目＞

実地研究Ⅱや教
科教育実践の諸
課題解決のため
の実践・取り組
みに対する省察

実地研究IIに
基づく成果報
告書の作成

教科教育高度化プログラム
新しい時代に対応する教科教育実践力の高度化

教科教育および教育課
程に関する理論と方法論

の探究

理論と実践の融合によ
る教科教育実践力の高

度化

実地研究IIの
計画立案

課題解決の
仮説提示

教科教育及び教育課程に関
する総合的な教育経験とそ

の省察

サブプログラム科目及び「現代
的・地域的教育課題の共同探

求」（16単位）

自サブプログラム科目
（必修または選択必修を含む）

（１０単位）
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③プログラムの履修モデル・短期履修制度活用 

短期履修制度を活用したそれぞれの履修モデルは以下のとおり。 
 

図４－３【総合教育高度化プログラム】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図４－４【教科教育高度化プログラム】 
 
 
  

1年
前期

1年
後期

共通科目（16単位）

＜必修5領域に関する科目＞
①教育課程の編成
②教科等の実践的な指導方法
③生徒指導及び教育相談
④学級経営及び学校経営
⑤学校教育と教員の在り方

サブプログラム科目及び「現代
的・地域的教育課題の共同探

求」（16単位）

自サブプログラム科目
（必修または選択必修を含む）

（１０単位）

現代の学校教育
の課題を理論的

に整理

実践や実地研究
の省察を含む

学校現場の諸課
題に専門性をもっ
てどう解決を図ろう

とするのか構想

各サブプログラム
の専門性の基礎を
習得し、理論的な
視点で実践を省察

実地研究I（4単位）※

＜学校での実習に関する科目＞

※現職院生は、指導教員の指導
の下で、自らの計画に従い、研究
指定校や先進的な実践研究に取
り組んでいる学校などを実地研究
先と定めて、延べ１２８時間に相
当する訪問学習を行う。

省察による学校
現場の諸課題の
把握及び整理と
自己の探究課題
の価値づけの深

化

課題研究I
（2単位）

理論と実践
の往還による
探究課題の

明確化

課題研究II
（2単位）

※後期に集中講義

研究仮説の検
証・吟味

実地研究II（6単位）※

＜学校での実習に関する科目＞

※入学時の審査により免除

課題研究報告
書の作成

総合教育高度化プログラム・短期履修制度活用
学校教育の諸課題に対応する課題解決力・実践力の高度化

学校教育実践及び学校経
営、特別支援教育、学校保
健、幼児教育などに関する

理論と方法論の探究

理論と実践の融合によ
る課題解決力・実践力

の高度化

課題解決の
仮説提示

学校教育実践及び学校経
営、特別支援教育、学校保
健、幼児教育などに関する
総合的な教育経験とその省

察

1年
前期

1年
後期

共通科目（16単位）

＜必修5領域に関する科目＞
①教育課程の編成
②教科等の実践的な指導方法
③生徒指導及び教育相談
④学級経営及び学校経営
⑤学校教育と教員の在り方

サブプログラム科目及び「現代
的・地域的教育課題の共同探

求」（16単位）

現代の学校教育
の課題を理論的

に整理

実践や実地研究
の省察を含む

教科教育の諸課
題に専門性をもっ
てどう解決を図ろう

とするのか構想

各サブプログラム
の専門性の基礎を
習得し、理論的な
視点で実践を省察

実地研究I（4単位）※

＜学校での実習に関する科目＞

※現職院生は、指導教員の指導
の下で、自らの計画に従い、研究
指定校や先進的な実践研究に取
り組んでいる学校などを実地研究
先と定めて、延べ１２８時間に相
当する訪問学習を行う。

省察による教科
教育の諸課題の
把握及び整理と
自己の探究課題
の価値づけの深

化

課題研究I
（2単位）

理論と実践
の往還による
探究課題の

明確化

課題研究II
（2単位）

※後期に集中講義

研究仮説の検
証・吟味

実地研究II（6単位）※

＜学校での実習に関する科目＞

※入学時の審査により免除

課題研究報告
書の作成

教科教育高度化プログラム・短期履修制度活用
新しい時代に対応する教科教育実践力の高度化

教科教育および教育課程に
関する理論と方法論の探究

理論と実践の融合によ
る教科教育実践力の高

度化

課題解決の
仮説提示

教科教育及び教育課程に
関する総合的な教育経験と

その省察

自サブプログラム科目
（必修または選択必修を含む）

（１０単位）
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履修の流れを示したものは以下のとおり。 
 

図５ 履修の流れ 

 

  1年次

夏期休業

実地研究Ⅰ ④

2年次

夏期休業

実地研究Ⅱ ⑥

共通科目（サブプログラム開設）④

現代的・地域的教育課題の共同探求 ②

探求活動演習Ⅱ ②（修了要件外）

1年 ①～② 1年 ③～④

共通科目5領域（②×4科目＝⑧）
2コマ／週×8週 ターム制

サブプログラム科目（集中含む） ⑯

探求活動演習Ⅰ  ②（修了要件外）

共通科目 「学校と教職の課題探求」④

課題研究Ⅰ ②

現代的・地域的教育課題の共同探求 ②

2年 ①～② 2年 ③～④

課題研究Ⅱ ②
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４．短期履修制度の新設と長期履修制度 

本研究科では、現職教員を対象とした多様な履修制度を設ける。 
①「短期履修制度」の新設 

新たに、教育現場で相応の経験を積んだ教員を対象に、１年間で修了できるカリキュラ

ムを新設する。１年次は２年間で修了する院生と同じプログラムに所属し、学卒院生と授

業等を通じて互いに高め合う相乗効果をねらうものとする。 
修了必要単位は通常年限の院生と同様の 46 単位であるが、このうち「実地研究Ⅱ」６単

位は、教育現場での経験により、審査の上で、履修免除とする（在籍中に修得する単位は

40 単位とする）。 
審査は、所属を希望するサブプログラム単位で設置する審査委員会で行う。審査委員会

は、指導教員として予定されている教員と実地研究を担当している教員によって構成され

る。出願時に提出する「実務の状況に対する申立書」に基づき、入学者選抜試験の口述試

験終了後に実施する「面接」により審査する。「実務の状況に対する申立書」は、「教科・

領域等の指導に関わった実務経験・研究業績」「研修・研究授業等に関わる実務経験・研

究業績」「生徒指導・教育相談に関わる実務経験・研究業績」「学級・学校経営に関わる

実務経験・研究業績」「主幹教諭・主任教諭などの実務経験・研究業績」等を記載する。

面接において、これらの記載内容を確認しつつ、「実地研究Ⅱ」の履修免除に相当する経

験・業績を有するかを審査する。 
通常年限の院生が２年次に履修する「課題研究Ⅱ」は、冬期休業中に集中して履修する

ものとする。短期履修制度が適応される要件としては、正規職員としての教職経験５年以

上あるものとする。 
「特別支援教育サブプログラム」では、履修免除とするものは「実地研究Ⅱ（特別支援

教育）」６単位である。また「課題研究Ⅱ（特別支援教育）」を、冬期休業中に集中して

履修する。 
「学校保健サブプログラム」では、履修免除とするものは「実地研究Ⅱ（学校保健）」

６単位である。また「課題研究Ⅱ（学校保健）」を、冬期休業中に集中して履修する。 
②「長期履修制度」（継続） 

既設の「長期履修制度」は職業を有しているなどの理由により、標準の年限（２年）で

修了が難しい場合でも、修了ができるようにするものである。修業年限を延長し、一定の

期間（最長４年）内で計画的にカリキュラムを履修する。授業料は、原則として標準の修

業年限分の授業料とする。 
③「２年次に現任校で勤務しながら履修する制度」（継続） 

大学院設置基準第 14 条に定める教育方法の特例措置を適用し、現職教員等が専門的教育

を受ける機会を拡大するために、２年次で現任校で勤務しながら履修する制度も維持する。

修了年限２年のうち１年間のみ現職を離れることができる場合、 
・第１年次で、課程修了に必要な単位 46 単位のうち、38 単位をめどに修得する 
・第２年次で、現職に復帰し勤務しながら、定期的または集中的に授業・研究指導を受け、

残りの単位を修得することができるようにする。 
 
５．既修単位の認定方法、成績評価、１年間の最大習得可能単位数について 

既修得単位の認定方法は以下のとおりである。教育上有益と認めるときは、学生が大学

院教育学研究科教職実践専攻に入学する前に大学院又は他大学院において履修した授業科

目について修得した単位を、研究科委員会の議を経て、大学院教育学研究科教職実践専攻

に入学した後の授業科目を履修したものとみなすことができる。この既修得単位の認定は、

教職大学院の授業科目の特性と照らし合わせ、他大学院の単位互換を安易に認めるもので
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はない。また、既修得単位の認定は、上限を 12 単位と定める。 
ただし、現職院生が所定の手続きを経て、履修免除となった実地研究Ⅱについては、こ

の既修得単位には含めない。 
 
成績評価の方法は以下のとおりである。本専攻は、授業科目を履修した者に対して、原

則として試験を行う。この場合、定期試験は、学期末又は学年末に行うものとし、筆答試

験、口頭試問、研究報告等の方法により行う。履修した授業科目の成績は、試験の他、学

習状況等により総合判定する。成績の評価は、グレードポイント（以下「ＧＰ」という。）

により行う。ＧＰは０～４の５段階とし、１以上を合格とする。ＧＰに対応する評価内容

は以下のとおりである。 
 
ＧＰ４：到達目標を超え、特に秀でている。 
ＧＰ３：到達目標を超えている。 
ＧＰ２：到達目標に十分達している。 
ＧＰ１：到達目標に最低限達している。 
ＧＰ０：到達目標に達していない。 
 
なお、２月中旬に開催する教育実践フォーラムの中で、課題研究報告書に基づく報告会

を実施する。これらを、複数の研究者教員、実務家教員の合議によって評価する。 
最終的な修了の判定は、受講した科目の履修結果（単位数、成績）と課題研究成果報告

及び発表会の評価をもとに、研究科カリキュラム委員会が本専攻設置の趣旨、目指す教員

の資質・能力育成の達成の観点を踏まえ総合的に評価し、その結果により本研究科委員会

が最終判定する。本専攻では、課題研究報告書と最終年度末に開かれる課題研究発表会で

の発表の評価も重視する。課題研究報告書は、課題研究Ⅰと課題研究Ⅱのそれぞれで提出

され評価されるが、特に課題研究Ⅱの報告書については web 上に公開し、研究成果の幅広

い還元を行う。したがって、院生には、公開に耐えうる報告論文の質を求めることになる。 
本専攻は、教科指導等の面において、また、現代的教育課題への対応において中核的・

指導的役割を担える教員の養成、管理職や指導主事等として活躍できる教育経営リーダー

の養成を目的としている。そのため、最終判定にあたっては、実践研究の成果を研究実践

報告書の評価をより重視し大学院教育の質の確保を図る。 
本学教育学研究科の規定には、「研究科教職実践専攻の学生が１年間に履修科目として

登録することができる単位数の上限は、42 単位とする」（国立大学法人埼玉大学大学院教

育学研究科規程第７条第２項より）とあり、新しい教職大学院においても、これを踏襲す

る。この 42 単位には、集中講義の単位数を含まないものとする。 
なお、短期履修制度では、修了要件 46 単位中、実地研究Ⅱの６単位は免除とするが、登

録単位数の上限が 42 単位のままでは余裕がないため、上限を 48 単位とする。この 48 単位

には、集中講義の単位数を含まないものとする。 
１単位の授業科目は、トータルで 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成すること

になっている。通常の授業科目は半期 15 週で実施されるため、１単位の授業科目は、毎週

３時間の学修を必要とする内容をもって構成される。これをもとに計算すると、毎週の学

習時間は、48 単位/２×３時間＝72 時間学習となる。これは、月曜日から土曜日まで６日

間を毎日 12 単位時間学習する計算となるが、１単位時間を 45 分と考えると、実質１日９

時間学習となる。  
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【６】教育課程連携協議会について 

本学では、平成 27 年に、教員養成の質の向上を目的として、教員養成に関する諮問会議

を設置した（別添資料８）。その後、平成 29 年の「学校教育法の改正」、それを受けた「専

門職大学院設置基準の改正」により、専門職大学院において教育課程を編成し、及び円滑

かつ効果的に実施するため「教育課程連携協議会」を置くこととされた。これを受け、本

学においても、平成 31 年に、大学院教育学研究科教職実践専攻（以下「教職大学院」とい

う。）における教員養成の質の向上並びに教育委員会及び連携協力校等と連携した教育の

推進を目的として、教職大学院に専門職大学院設置基準（平成 15 年文部科学省令第 16 号）

第６条の２に規定する「教育課程連携協議会」に相当するものとして、「国立大学法人埼

玉大学大学院教育学研究科教職実践専攻における教員養成に関する諮問会議（以下「諮問

会議」という。）」を設置した。 

審議事項は以下のとおりであり、研究科長の諮問に応じ、意見を述べることとしている。 

(1) 教職大学院が養成する人材像に関すること。 

(2) 教職大学院のカリキュラムに関すること。 

(3) 教職大学院における教育委員会、産業界等との連携による授業科目の開設その他の 

教育課程に関すること。 

(4) 教職大学院における教育委員会、産業界等との連携による授業の実施その他の教育 

課程の実施及びその実施状況の評価に関すること。 

(5) 現職教員の再教育に関すること。 

(6) その他教職大学院の教員養成の質の向上に関し、必要な事項に関すること。 

構成員は、(1)研究科長、(2)研究科長が指名する本学教職員、(3)学外有識者としている。 

(2)について、令和元年度は、委員としての指名をしていないが、会議においては以下

のものを「出席者」とし、報告や意見交換の担当とした。「教育学部副学部長、教育学部

教育研究評議員、教育学研究科教職実践専攻長、教育学部教員養成推進室長、教育学部教

育実習委員会委員長、教育学部教員養成推進室員、教育学部支援室事務長、教育学部支援

室専門職員」。 

(3)について、令和元年度は、以下の者を学外有識者委員として委嘱している。「ａ埼玉

県教育局市町村支援部長、ｂさいたま市教育委員会教育長、ｃ埼玉県立総合教育センター

長、ｄさいたま市立教育研究所所長、ｅ埼玉県立公立小学校会長、ｆ埼玉県中学校長会長、

ｇさいたま市小学校長会長、ｈさいたま市中学校長会長、ｉ埼玉県特別支援学校会長、ｊ

埼玉大学教育学部同窓会会長」。 

ｅ～ｉは専門職大学院設置基準第６条の２第２項第２号に該当する「当該専門職大学

院の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体の

うち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業に実務に関し豊富な経験

を有するもの」であり、実質的な教育現場の全体を掌握する各種学校の校長会の会長をあ

て、教育現場からのニーズを取り上げて教育課程について審議するために適切な者を配

置している。ａ～ｄは専門職大学院設置基準第６条の２第２項第３号に該当する「地方公

共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者」であり、埼玉

県、さいたま市の主要な教育行政職の者をあて、地域の教育行政を担う立場からの意見を

反映させ、審議するために配置している。ｊは専門職大学院設置基準第６条の２第２項第

４号に該当する「当該専門職大学院を置く大学の職員その他の職員以外の者であって学

長等が必要と認めるもの」であり、教育学部の卒業生を統括している同窓会長をあて、広

く埼玉県における教育課題を審議するために適切な者を配置している。 

任期は２年としている。 
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規程に基づき、研究科長が議長を務める。 

令和２年１月 30 日に埼玉大学で行われた「諮問会議」では、「現状と課題について（報

告）」として「教員養成をめぐる最近の動向について」「教育組織、カリキュラム、入試

の概要について」「教育実習指導について」「教職支援体制について」「教員研修につい

て」「教職大学院について（現状）」の報告が行われ「質疑応答」を行い、本学の教職大

学院における教育に関する取り組みについて理解を深めていただき、また「教育実習と教

員志望との関連性や、重要さ」について貴重な意見をいただいた。 

また「協議」として、話題を「教職大学院拡充に伴う現職派遣教員の拡大」と「研修の

連携」にしぼり、濃密な議論を行った。その結果、「教職大学院派遣教員の拡大」につい

て、前向きな議論ができた。「研修の連携」についても、今後さらなる検討を進めて、連

携を拡大していくことが確認されるなど、大きな成果を上げた。 

年間の開催回数は、毎年定例的（年１～２回）に開催するが連携・協力関係を円滑にす

るために開催することができるものとしている。次年度以降も、諮問会議を継続的に行い、

教育の質の向上に努めていく。研究科諮問会議の規程は（別添資料９）を参照。 
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【７】施設・設備等の整備計画 

１．教室・演習室・実験室 

教育学研究科は、教職実践専攻ひとつとなり、大学院の授業はすべて教職大学院の授業

となる。教職実践専攻の講義や演習の授業は、既存の教育学研究科が使用している教育学

部の講義室・演習室・実験室で対応できる。そこで教職実践専攻専用の講義室・演習室は

設けず、学部と共通で、教育学部棟（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｈ・コモ棟）の講義室・演習室・実

験室を使用し講義を行う。 
ゼミ等の少人数あるいは個別指導などは、これまで同様、関連するサブプログラムに対

応する教育学部の専修・分野や指導教員に関わる施設で実施する。 
したがって、これらの講義室（教室）・演習室・実験室等は教職実践専攻の趣旨・目的

に沿った教育研究を実施するために十分に機能する。 
 
２．大学院生の研究室（自習室） 

教育学研究科は、教職実践専攻一つとなり、全大学院生が教職大学院の所属となる。そ

こで、大学院生のみを対象とした、特定の研究室（自習室）は設けず、所属するサブプロ

グラムや指導教員に関わる施設・スペースにおいて研究（自習）する。修士課程での教科

教育、学校保健、幼児教育を廃止し、教職大学院に一本化するもので、既存のスペースで

対応可能であり、教育研究目的を達成するために十分に機能する。 
 
３．図書館 

大学院生が利用できる図書としては、本学の図書館がある。 
本学図書館は、図書として、和書 613,933 冊、洋書 275,621 冊、合計 889,554 冊を、雑誌

としては、和雑誌 16,422 タイトル、洋雑誌 5,547 タイトル、合計 21,969 タイトルを保有し

ている。さらに電子ジャーナル 13,576 タイトル、電子ブック 12,000 タイトル、データベー

ス７タイトル、マイクロ資料 93 タイトル、視聴覚資料 2,484 タイトルを保有している（数

値は、2018.３.31）。教職実践専攻の各コースの学修に必要な図書資料を整備している。 
その他、現在の教職大学院対象として設置している図書室には、図書約 300 冊、並びに

教育関係雑誌を配架している。学部（研究科）の所有施設とし、全院生が使用可能なもの

とする。また所属するサブプログラムや指導教員において管理されている図書も利用可能

である。 
 
４．サテライトキャンパス 

本専攻のサテライトとして、附属小学校敷地内の「教育学部附属教育実践総合センター

（以下「実践センター」という。）と附属特別支援学校敷地内の「教育学部附属特別支援

教育臨床研究センター（以下「臨床研究センター」という。）を位置づけている。 

「実践センター」は、附属小学校の敷地内にある。附属小学校はさいたま市浦和区の中

心の常盤地区に位置し、さいたま市役所と隣接している。さいたま市教育委員会とは徒歩

で数分の距離であり、日常的に交流できる位置にある。埼玉県庁とも車で５分程度と至近

であり、埼玉県教育委員会との交流の機会もごく簡単に持つことができる。 
また同敷地内である附属小学校との距離が近いのはもちろん、附属中学校・附属幼稚園

とも徒歩圏内である。 
こうした好立地を生かし、「実践センター」はさいたま市・埼玉県教育委員会や、さい

たま市・埼玉県の公立学校の連携の拠点として機能してきた。 
教職大学院については、「実践センター」の１室を、学卒院生の実地研究の控え室(会議
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室と兼用)として整備している。また、附属小学校において行う「実地研究」の直後の省察・

振り返りの場としても活用している。改組後は、「附属小学校」のみならず「附属中学校」

「附属幼稚園」における「実地研究」の直後の省察と振り返りの場として活用していく予

定である。また教室についても、教職大学院の講義室として活用し、附属学校や教育委員

会、また公立学校や教育関連施設から講師等を招いての、双方向型学習の場として活用す

る。 
また「実践センター」は、数多くの「授業実践記録ビデオ」や「指導案」等を所蔵して

いる。これらも院生の指導にも利用している。 
「臨床研究センター」は、さいたま市北区日進地区にあり、ＪＲ埼京線日進駅から徒歩で

10 分程度にある。 
これまで、教職大学院の発達臨床支援高度化コース院生の授業並びに実地研究において、

理論と実践の往還を具体化するサテライトとして活用されている。授業では「特別支援教

育コーディネータ演習」と「発達臨床アセスメント演習」科目の両科目を同センター内で

行い、附属特別支援学校教諭や同校内に設置されている相談室「しいのみ」のスタッフも

指導の一役を担っている。また「実地研究Ⅰ（特別支援教育）」では、省察・振り返りの

場所として同センターが活用されている。附属特別支援学校並びに同センターは教育学部

がある大久保キャンパスから多少距離があるが、授業時間割の調整により、移動にかかる

時間負担を軽減している。 
改組後については、主に、特別支援教育に関わる授業科目の授業や実地研究のサテライ

トとして活用する。 
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【８】基礎となる学部との関係 

大学院の基礎となる学部との関係は、それぞれ対応関係にある。 
学部の教育組織は、学校教育教員養成課程と養護教諭教員養成課程の二課程からなる。

学校教育教員養成課程は、小学校コース・中学校コース・乳幼児教育コース・特別支援教

育コースの四コースからなる。小学校コースは、教育学専修、心理・教育実践学専修、言

語文化専修（国語分野、英語分野）、社会専修、自然科学専修（算数分野、理科分野）、芸

術専修（音楽分野、図画工作分野）、身体文化専修（体育分野）、生活創造専修（ものづ

くりと情報分野、家庭科分野）からなり、中学校コースは、言語文化専修（国語分野、英

語分野）、社会専修、自然科学専修（数学分野、理科分野）、芸術専修（音楽分野、美術分

野）、身体文化専修（保健体育分野）、生活創造専修（技術分野、家庭科分野）からなる。

小学校コースは、一年次の後半から、所属する専修分野に分かれた教育組織となる。また

「教育学専修、心理・教育実践学専修」以外の「教科系」の専修分野は、卒業研究などは

「中学校コース」のそれぞれ対応する専修分野と合同のものとなる。 
この４年次における教育組織が、教職大学院における教育組織とほぼ対応するものとな

る。その対応関係は、図６に示したとおりである。 
今回の改組により、教職大学院は大幅に拡充することになるが、その教育組織は、基礎

となる学部の教員組織と対応するものになっている。そのため、学部の組織改変などをも

たらす影響はない。 

 

図６ 学部と大学院の対応関係 

    

【学部】 【教職大学院】
課程 コース 専修 分野 プログラム サブプログラム 対応する教科

学校構想
特別支援教育

国語 学校保健
英語 子ども共育

国語
算数 英語
理科 社会系教育 社会
音楽 算数数学
図画工作 理科

身体文化 体育 音楽
ものづくりと情報 図工美術
家庭科 身体文化系教育 保健体育
国語 技術
英語 家庭

数学
理科
音楽
美術

身体文化 保健体育
技術
家庭科

【対応関係】
小学校 心理・教育実践学 学校構想

特別支援教育
学校保健

小学校 教育学

国語
英語

社会 社会系教育
算数数学
理科
音楽
図工美術

身体文化 保健体育 身体文化系教育
技術
家庭科

小学校

中学校

特別支援教育

言語文化系教育

生活創造系教育

生活創造

言語文化

自然科学

自然科学系教育

芸術系教育

総合教育
高度化

教科教育
高度化

学校教員
特別支援教育

養護教諭養成

乳幼児教育

教育学
心理・教育実践学

社会

言語文化

自然科学

芸術

生活創造

社会

芸術

学校教育
教員養成

養護教諭

言語文化系教育

小中
学校教員

言語文化

自然科学

芸術

生活創造

自然科学系教育

芸術系教育

生活創造系

乳幼児教育
子ども共育

総合教育
高度化

教科教育
高度化
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【９】入学者選抜の概要 

１．アドミッション・ポリシー 

［１］求める教員像 

教員集団の中核として活躍する実践的探求力と課題解決力や、豊かな人間性・社会性を

持つとともに、社会の変化とともに幅広く学び続ける教員。 

［２］育成する能力 

高度な知識・技能に基づいて子どもたちが主体的・協働的に学ぶ授業をデザインし、実

践できる力、子どもと彼らを取り巻く状況を深く理解した上で適切な学級経営を行える力、

的確な課題把握に基づいて問題解決を図り、学校運営の中核的スクールリーダーとなりう

るマネジメント力、実践と理論の往還に基づく深い省察を行い、実践研究につなげていく

力。 

［３］求める入学者の姿 

現代の教育課題を解決しようとする熱意を持ち、理論と実践を融合したカリキュラムに

よる学びによって研究力と実践力を培い、将来、教員集団の中核として活躍したいと考え

ている人。 

 

２．入試形態 

［１］出願資格 

教育職員免許法による幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援 学校の教諭若しく

は養護教諭の専修免許状又は一種免許状を有する者及び取得予定の者で、次の各号のいず

れかに該当する者を対象とする。 

なお、特別支援学校専修免許の取得を希望する者は、特別支援学校の一種免許を有して

いること。 

(1) 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 83 条第１項に定める大学を卒業した者及び令

和３年３月までに卒業見込みの者 
(2) 学校教育法第 104 条第４項の規定により学士の学位を授与された者及び令和３年３月

までに授与される見込みの者 

(3) 外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者及び令和３年３月までに修了

見込みの者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者及び令和３年３月までに修了見込

みの者 

(5) 我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣指定

外国大学日本校）を修了した者及び令和３年３月までに修了見込みの者 

(6) 指定された専修学校の専門課程（文部科学大臣指定専修学校専門課程）を修了した者及

び令和３年３月までに修了見込みの者 

(7) 旧制学校等を修了した者 

(8) 防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校を修了した者及び令和３年

３月までに修了見込みの者 

(9) 令和３年３月 31 日現在において、大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育

における 15 年の課程を修了し、本学大学院において、個別の出願資格審査により所定の

単位を優れた成績をもって修得したと認めた者 

(10) 本学大学院において、個別の出願資格審査により大学を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で、22 歳に達した者及び令和３年３月 31 日までに 22 歳に達する者 



- 47 - 
 

［２］一般選抜の対象 

・学部卒業からストレートで進学を希望する者 

・社会人で教育関係の職の経験をもたない者 

・現職教員のうち、経験年数が５年に満たない者 

［３］現職教員等特別選抜の対象 

・現職教員のうち、経験年数が５年以上の者 

［４］選抜方法 

(1) 一般選抜 

筆記試験、口述試験、必要に応じて実施する実技試験、成績証明書の内容に基づいて

総合的に評価する。 

(2) 現職教員等特別選抜 

口述試験（「これまでの教育実践に関する口頭試問」を含む）、成績証明書の内容に

基づいて、総合的に評価する。 

［５］入学定員 

・入学定員は１学年 52 名とする。 

・「一般選抜」「現職教員等特別選抜」ごとの定員は設定しない。 
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【10】取得可能な資格 

本専攻の当該免許状の課程認定を受けた科目を必要単位数修得することで、以下の教員

免許状（専修免許状）を取得できる。 
ただし、専修免許状の種類（中学校教諭及び高等学校教諭の専修免許状についてはその

免許教科）に対応する一種免許状を有していることが必要である。 
 

幼稚園教諭専修免許状 

小学校教諭専修免許状 

中学校教諭専修免許状 （国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、

家庭、英語） 

高等学校教諭専修免許状（国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書

道、保健体育、保健、看護、家庭、情報、農業、工業、商業、

福祉、英語） 

特別支援学校教諭専修免許状（知的障害、肢体不自由者、病弱者） 

養護学校専修教諭 
 
本専攻においては、一種免許状取得を出願資格としており、学部での免許状未取得者の

入学は想定していない。 
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【11】大学院設置基準第 14 条による教育方法の実施 

現職教員に対して、大学院設置基準第 14 条に定める教育方法の特例及び同設置基準第

15 条（大学院設置基準第 25 条等準用）に定める授業の方法の趣旨に基づき、現職教員等

が大学院教育を受ける機会をひろげるため、教育方法の特例を実施する。 
 

１．修業年限 

修業年限は２年とする。なお、５年以上の教職経験を有する現職教員学生は、１年の短期

履修を申請することは可能であるが、大学院設置基準第 14 条に定める教育方法の特別措置

の適用を希望する場合は、１年間の短期履修の申請は認めない。 
 
２．教育方法等 

標準カリキュラムにおいて、実地研究・課題研究以外の修了要件単位数を、１年次に修得

できるように履修指導を行う。 
２年次は、本務校等での勤務の傍ら、「課題研究Ⅱ」での学びを通して「研究実践報告書」

の作成を中心とする学修を行う。 

「課題研究Ⅱ」は、勤務時間以外の土曜日又は平日の勤務時間以外の夜間等において実施

する。 

「実地研究Ⅱ」は、本務校での教育を通して行い、適宜担当教員の指導を受けるものとす

る。 
＊履修指導の実際 

入学当初に実施するオリエンテーションにおいて、２年間の修学期間の全体的な流れを

示しながら各授業科目の実施方法について説明する。 
履修開始以降は、指導教員が定期的に各種現職学生と面談して履修状況を確認し、必要

に応じて各年次の履修計画の見直しを行う。 
 

３．教員の負担の程度 

２年次の土曜日、夜間等における指導がある場合は、週休日の振替等により対応する。 

教員の負担の程度については、授業担当については、担当教員の通常授業での負担軽減

を図るなどして平準化を図る。 
夜間開講は、19 時半までであり、深夜に及ぶことはない。 
２年次の「実地研究Ⅱ」については、指導教員と副指導教員が担当することになる。本

学の場合は、専任教員と兼担教員のすべてが、指導教員・副指導教員となるため、専任教

員であるか否かによる、負担の偏りは生じない。 
「課題研究」においても同様で、専任教員と兼担教員のすべてが、指導教員・副指導教

員となるため、専任教員であるか否かによる、負担の偏りは生じない。 
 
４．図書館・情報処理施設等の利用方法や学生の厚生に対する配慮、必要な職員の配置 

大学の施設利用について、図書館は土曜日及び夜間（21 時 30 分まで）開館しており、利

用可能である。また、学内 LAN を使用して、学内外の必要な情報を入手したり、各種申請

を行ったりすることが可能である。さらに、学内外からも大学院での学修に必要な情報に

アクセスすることができる体制が整っている。 
救急医療面等の対応に関しては、医師と看護師が常駐する本学保健センターは、平日の９

時から 17 時までの利用となっている。そのため夜間や休日は利用できないが、キャンパス

内には、夜間休日も警備員が常駐しており、緊急対応できる体制が整っている。 



- 50 - 
 

食堂などの厚生面については、生協の食堂並びに購買部が、平日は 20 時まで（土曜日は

食堂が 13 時半まで、購買部が 14 時半まで）営業している。またキャンパス内に、土日も

含め 22 時まで営業しているコンビニエンスストアがある。夜間土日の学修を行うに当たっ

ての厚生面での環境は整っている。 
夜間開講は、19 時半までである。通常の事務職員の勤務時間を超える時間帯の職員配置

については、勤務時間の割り振り等により配慮する。配置が困難な場合は、授業担当教員

及び指導教員が対応し、事務職員へつなぐものとする 
 
５．入学者選抜について 

大学院設置基準第 14 条に定める教育方法の特別措置を希望する現職教員は、通常の手続

きに加え、所属学校長の派遣現職教員に対する期待及び要望を含めた推薦書（書式任意）

を提出するものとする。 
入学者選抜は、現職教員等特別選抜として実施する。 
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【12】管理運営 

国立大学法人埼玉大学大学院学則第７条の２の規定に基づき、「研究科の教育研究に関

する事項を審議するため」、研究科の最高意思決定機関として、研究科委員会を設置して

いる。（別添資料 10） 

また、当該委員会の定めるところにより、専任教員によって構成される教職実践専攻委

員会を設置し、機動的に調査や検討ができるよう図る。さらに、研究科構成員によって構

成される分科会（諸委員会）を設置し、カリキュラム・実地研究（学校における）・アド

ミッション・広報といった個別の具体的な課題について検討し、運営する体制を取る。 

教職実践専攻の常勤の専任教員（みなし専任を含む）は、学部の授業も担当しており、

教育学部教授会へ参加している。 

 

１．研究科委員会 

(1) 役割 
研究科の教育研究に関する重要事項を審議する。 

(2) 構成員 
①研究科長（教育学部長が兼任する） 
②研究科担当の専任及び兼任の教授、准教授及び講師（みなし専任教員を含む） 

(3) 開催頻度 
審議事項がある場合、学部教授会終了後（月１～２回程度） 

(4) 審議事項 
①大学院学生の入学及び課程の修了に関する事項 
②学位の授与に関する事項 
③前２号に掲げるものの他、学長が定める教育研究に関する重要な事項 

(5) 事務 
委員会の事務は、学務部教育学部支援室が所掌する。 

 
２．教職実践専攻委員会 

(1) 役割 

本専攻の教育研究戦略・教育研究方法等について検討し、案を作るなどして、その

内容を研究科委員会に提案する。 

(2) 構成員 

①専攻長（研究科長が指名する） 

②研究科担当の専任である教授、准教授及び講師（みなし専任教員を含む） 

(3) 開催頻度 

検討事項がある場合で、月に２回程度 

(4) 審議事項等 

①本専攻の教育研究戦略 

②本専攻の教育研究方法 

③その他本専攻の教育研究の改善に資する事項 

(5) 機動的なシステム 

本専攻の最終決定機関は研究科委員会であるが、学校教育の実態や社会の変化等に

柔軟に対応しうる機動的な管理運営のために、教職実践専攻委員会をおいて機動的

に調査や検討ができるよう図る。 
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３．教育学研究科諸委員会（分科会） 

教育学研究科教職実践専攻の、教育研究や運営を担うものとして、教育学研究科の下に、

下記の４委員会を置く。 

①研究科カリキュラム委員会： 

教職実践専攻の時間割作成や、全体のカリキュラムの改善を行う。共通科目及び選択科

目の内容の検討、実地研究や課題研究などの取り組みを検討する。 

②研究科実地研究委員会： 

実地研究の企画・運営・評価など担当する。実地研究を行う学校の調整や学校訪問の期

日など、実地研究に関する活動を支援する。 

③研究科アドミッション委員会： 

教職大学院の入試全般を担当する。 

④研究科広報委員会： 

教職大学院の広報関係を担当する。 

 

４．教育研究改善のしくみ 

本学教職大学院の取り組みについて、連携協定を締結している埼玉県教育委員会並びに

さいたま市教育委員会との意見交換の場を複数設けている。 

埼玉県教育委員会とは連携協議会を設け、年１回の意見交換の場を設けているが、その

場で教職大学院の取り組みを紹介する一方、教育委員会として本学教職大学院へ求めるも

のについて意見交換している。構成メンバーは、埼玉県側は「市町村支援部長、同副部長、

県立学校部副部長、県立総合教育センター総合企画長、県立学校人事課長、高校教育指導

課主席指導主事、教職員採用課長、特別支援教育課長、小中学校人事課長、義務教育指導

課主席 指導主事」である。 

さいたま市教育委員会とも同様で、年１回のコラボレーション推進委員会において、種々

の意見交換を行っている。構成メンバーは、さいたま市側は「学校教育部長、同次長、同

参事、管理部教育総務課副参事、学校教育部教職員課長、同指導１課長、同指導２課長、

同健康教育課長、教育研究所長、さいたま市立小学校長会会長、さいたま市中学校長会会

長」である。 

これらの協議会等で得られた意見については、教育学研究科教職実践専攻委員会などで

受け止め、教育研究の改善に向けて早急に検討していく。 

教育課程連携協議会として実施する「教員養成に関する諮問会議」においても、同様に、

現場や教育委員会との意見交換を行い、教職大学院の教育研究の改善に努める。 
「教員養成に関する諮問会議」については、「【６】教育課程連携協議会について」に

て述べる。 

  



- 53 - 
 

【13】自己点検・評価 

１．大学における自己点検・評価の組織的推進 

本学では、副学長（目標計画・評価担当）を置くとともに、自己点検・評価を全学的実

施する組織として埼玉大学教育・研究等評価室（以下「評価室」という。）を設置してい

る。評価室は、副学長を室長とし、学部・研究科から選出された兼任教員５名、事務職員

１名で、教育・研究活動及び業務運営の状況について、適正な評価に基づく改善提言や評

価結果の反映の検証を通じた教育・研究活動の質の向上と業務運営の改善を図るための

業務を行っている。その内容は、教育・研究活動及び業務運営に関する評価情報の収集、

調査・分析や中期目標、中期計画及び年度計画の達成状況、外部評価への対応、評価に基

づく改善提言とその検証、評価結果の公表といった評価業務全般に及ぶものである。評価

室からの改善提言は、学長を通じて各部局へ指示され、改善へと導かれ、その結果は、検

証される。 

中期目標、中期計画、年度計画の評価では、教育、研究、国際化、社会貢献、業務運営

等の項目について、進捗状況や成果などを各部局で自己点検・評価を行い、その結果を評

価室へ報告している。評価室では、目標や計画の進捗状況を検証し、自己点検・評価書及

び業務の実績に関する報告書として取りまとめるとともに、進捗の遅れ等が認められる

場合は、学長へ報告を行い、改善を促す仕組みを構築している。 

教育面では、現在、毎年、第１・第２ターム終了時及び第３・第４ターム終了時に学生

による授業評価を定期的に行っており、その結果は各教員にフィードバックされ、各教員

はそれらを生かして授業改善に取り組んでいる。教職大学院の授業についても同様の取

り組みを推進している。教員の業績評価の際に、授業評価の結果が低い教員に対しては、

部局長から指導することが行われ、教育の質の向上に寄与する取組が行われている。教職

大学院改組以降も、同様の取り組みを推進することで、さらなる、授業改善が実現するこ

とが期待される。 

 

２．教職大学院における、実地研究Ⅰの中間・最終報告会 

これまで、学卒院生の実地研究Ⅰの実施に当たっては、８週の実地研究Ⅰの４週目、12

週の実地研究Ⅱの６週目を終えた時点で中間報告会を設け、それぞれの院生の実地研究

の実施状況や課題を整理し、後半の実地研究の取り組みの改善に役立てている。さらに、

全実習終了後に最終報告会を行い、各院生が実習後半及び全期間を通じての成果と課題

を整理し、他の学卒院生や現職教員院生（１年生）との協議によって、課題研究Ⅰあるい

は課題研究Ⅱにつなげている。 

これらの報告会は実地研究部会が中心となって運営し、学卒院生（１、２年生）、現職

教員院生（１年生）及び院生の指導教員の参加のもとで行われている。また、最終報告会

は日程を調整し、実地研究Ⅰの実習受け入れ校である附属小学校・中学校・特別支援学校

の教員にも参加をいただいている。 

教職大学院改組後の令和３年度以降も、同様の報告会を実施する。報告会の運営は、新

たに設置する「研究科実地研究委員会」が担うことになるが、院生・指導教員に加え、附

属学校教員の参加を得て推進することで、実地研究のさらなる充実を図ることが期待さ

れる。 
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【14】認証評価 

１．既に受けた認証評価 

本教職大学院は、平成 30（2018）年（開設３年目）に一般財団法人教員養成評価機構か

ら認証評価を受けた。その結果は、以下のとおりである。 
Ⅰ 認証評価結果 

埼玉大学教職大学院（教育学研究科教職実践専攻）は、教員養成評価機構の教職大

学院評価基準に適合していると認定する。 

認定の期間は、平成 36 年３月 31 日までとする。 

以上 
 
２．今後の予定・計画 

○今回の改組に伴う変更 

本改組に伴う変更箇所については、改組後に「教育等の内容に関する重要な変更届」を

教員養成評価機構へ教員養成評価機構に提出し、自己評価内容の変更を行う。 
○今後の計画 

(1) 認証評価を受ける計画等の全体像 

本教職大学院は、平成 30（2018）年に認証評価を受け、「評価基準に適合している」との

認定を受けた。認定期間は「平成 36（2024、令和６）年３月 31 日まで」である。 
これを受け、次回は、令和５（2023）年に、一般財団法人教員養成評価機構から認証評

価を受ける。このことを前提に計画を進める。 
そこで、令和４（2022）年度より認証評価検討チームを組織し、 準備に当たる。 

令和４年９月  学内検討チームの設置 
同年    説明会への参加 

令和５年５月  認証評価機関との協議（評価規準や評価の実施方法の確認等） 

令和５年５月  認証評価のための申請 

(2) 認証評価を受けるための準備状況 

認証評価検討チームを組織し、準備を進める。 

令和５年度中に､一般財団法人教員養成評価機構から認証評価を受ける。現在、当該機関

と準備計画等の協議の準備を進めている。 

(3) 認証評価を確実に受けることの証明 

（財）教員養成評価機構より認証評価を受けることになっている。（別添資料 11）
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【15】情報の公表 

教育学研究科に係る教育研究活動の状況について、ウェブサイト、パンフレット、学生

募集要項等の多様な媒体を活用し広く紹介している。 
 
本学教職大学院のウェブサイト 

「埼玉大学教職大学院 教育学研究科 専門職学位課程」 
http://kyoshoku.edu.saitama-u.ac.jp/ 

 
また、教育実践Forumにおける研究発表等を通じて教職大学院での教育研究成果を地域

へ還元している（別添資料12） 
 
ア 大学の教育研究上の目的に関すること 
「教育研究上の目的 教育学研究科」 

http://edu-info.saitama-u.ac.jp/05_mokuteki/index_05_07.html 
 
イ 教育研究上の基本組織に関すること 
「埼玉大学大学院教育学研究科」 

http://www.saitama-u.ac.jp/edu/grad/ 
 
ウ 教員組織、教員並びに各教員が有する学位及び業務に関すること 
「教員スタッフ 教員名一覧 教育学部」 

http://edu-info.saitama-u.ac.jp/07_kyoin/index_07_05_02.html 
「研究者総覧」 

http://s-read.saitama-u.ac.jp/researchers/ 
 
エ 入学者に関する受入れ方針及び入学者の数，収容定員及び在学する学生の数，卒業又

は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関するこ

と 
「教育学研究科の入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）」 

http://edu-info.saitama-u.ac.jp/03_nyugaku/index_03_02_02.html 
「教育学研究科の修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」 

http://edu-info.saitama-u.ac.jp/01_gakuijyuyo/index_01_12.html 
「入学者数、卒業者数、卒業後の進学・就職状況等」 

http://edu-info.saitama-u.ac.jp/08_nyutosotu/index.html 
「卒業者の教員への就職の状況に関すること」 

http://edu-info.saitama-u.ac.jp/13_kyoin/index_05.html 
「卒業者の教員免許状の取得状況に関すること」 

http://edu-info.saitama-u.ac.jp/13_kyoin/index_04.html 
 
オ 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
「授業・履修関係 Webシラバス」 

http://syllabus.saitama-u.ac.jp/portal/public/syllabus/ 
「授業・履修関係 学年暦」 

http://www.saitama-u.ac.jp/student/index.html 
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カ 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
「授業・履修関係 成績について」 

http://www.saitama-u.ac.jp/student/index.html 
「授業・履修関係 Web学生システム（在学生用）」 

http://www.saitama-u.ac.jp/student/index.html 
「国立大学法人埼玉大学大学院教育学研究科規程」 

http://www.saitama-u.ac.jp/houki/houki-n/reg-n/3-2-03.pdf 
「国立大学法人埼玉大学単位修得の認定に関する規則」 

http://www.saitama-u.ac.jp/houki/houki-n/reg-n/4-1-03.pdf 
 
キ 校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 
「学部・大学院等」 

http://www.saitama-u.ac.jp/dept/index.html 
 
ク 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 
「授業料、入学料やその他の費用」 

http://edu-info.saitama-u.ac.jp/11_keihi/index.html 
 
ケ 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
「在学生の方」 

http://www.saitama-u.ac.jp/student/index.html 
 
コ その他（教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報，学則等各

種規程，設置認可申請書，設置届出書，設置計画履行状況等報告書，自己点検・評価報

告書，認証評価の結果等） 
「学則等各種規程」 

http://www.saitama-u.ac.jp/houki/houki-n/mokuji-n/index-0.html 
「設置認可申請書、設置届出書」 

http://www.saitama-u.ac.jp/guide/information/info/index.html 
「設置計画履行状況等報告書」 

http://www.saitama-u.ac.jp/guide/information/info/index.html 
「自己点検・評価報告書」 

http://www.saitama-u.ac.jp/guide/information/info/index.html 
http://hyouka.eva.saitama-u.ac.jp/jikotenken.html 
http://hyouka.eva.saitama-u.ac.jp/kokuritu.html 

「認証評価の結果」 
http://hyouka.eva.saitama-u.ac.jp/ninshou.html 
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【16】教育内容等の改善のための組織的な研修等 

１．大学が行っている研修等 

(1) 研究倫理教育 

研究活動上の不正行為を事前に防止する取組として、教職員（５年毎）、大学院生（全

員）、学部学生（各学部が指定する学年）を対象とし、ｅ－ラーニングコースの受講によ

る研究倫理教育を実施している。 

(2) ハラスメント防止研修 

基礎的知識等の理解を通じて、アカデミックハラスメント等の防止の推進に資するた

め、全構成員を対象としたハラスメント防止研修を毎年実施している。 

(3) 新任教員研修会 

新任教員を対象として、大学における業務や職務、倫理などを身につける研修会を毎年

実施している。 

 

２．教育学部が行っている研修等 

(1) 教育学部主催ファカルディ・ディベロップメント（FD） 

教育学部に FD 委員会を設け、教員の教育研究の質の向上に資するための各種研修を行

っている 
令和元年度は、在外研修報告を兼ねて、下記の内容で実施した。 

・７月 15 日：「日本陸軍と戦争神経症」（本学特別支援教育講座 細渕富夫教授）、「ア 

メリカ教育政策における裁判所の役割」（本学教育学講座 高橋哲准教授）、 

「子どもの育ちを支える環境づくり」（本学生活創造講座家庭科分野 吉川 

はる奈教授） 
また、現代的課題として、大人の発達障害について学ぶことが不可欠と考え、下記の内

容のものを行った。 
・１月 31 日：「発達障害のある学生の修学と合理的配慮」（本学特別支援教育講座 名越

斉子教授） 
令和２年度以降も、こうした時宜にかなった FD を実施していく。 

 
３．教育の状況及び成果に対する自己点検・評価の組織的推進 

(1) 大学における自己点検・評価の組織的推進 

本学では、現在、毎年、第１・第２ターム終了時及び第３・第４ターム終了時に学生に

よる授業評価を定期的に行っており、その結果は各教員にフィードバックされ、各教員は

それらを生かして授業改善に取り組んでいる。教職大学院の授業についても同様の取り

組みを推進している。 

教職大学院改組後の令和３年度以降も、同様の取り組みを推進することで、さらなる、

授業改善を実現することが期待される。 

(2) 教職大学院における、実地研究Ⅰの中間・最終報告会 

現在の教職大学院においては、学卒院生の実地研究Ⅰの実施に当たっては、８週の実地

研究Ⅰの４週目、12 週の実地研究Ⅱの６週目を終えた時点で中間報告会を設け、それぞ

れの院生の実地研究の実施状況や課題を整理し、後半の実地研究の取り組みの改善に役

立てている。さらに、全実習終了後に最終報告会を行い、各院生が実習後半及び全期間を

通じての成果と課題を整理し、他の学卒院生や現職教員院生（１年生）との協議によっ

て、課題研究Ⅰあるいは課題研究Ⅱにつなげている。 

これらの報告会は実地研究部会が中心となって運営し、学卒院生（１、２年生）、現職
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教員院生（１年生）及び院生の指導教員の参加のもとで行われている。また、最終報告会

は日程を調整し、実地研究Ⅰの実習受け入れ校である附属小学校・中学校・特別支援学校

の教員にも参加をいただいている。 

教職大学院改組後の令和３年度以降も、同様の報告会を実施する。報告会の運営は、新

たに設置する「研究科実地研究委員会」が担うことになるが、院生・指導教員に加え、附

属学校教員の参加を得て推進することで、実地研究のさらなる充実を図ることが期待さ

れる。 

 

４．教職大学院に関わる優れた教員の質の維持向上 

(1) 教職大学院拡充へ向けての FD 講演会等 

平成 29 年８月の、国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会

議報告書「教員需要の減少期における教員養成・研修機能の強化に向けて―国立教員養成

大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書―（以下「報告書」とい

う。）」を受けて、以下の二つの取り組みを行い、拡充への準備とした。 
●学部運営企画室会議における「報告書」の解読と対応検討 

教育学部の運営と企画を担う組織として「学部運営企画室会議」を設置している。その

場で「報告書」の輪読を行い、内容の理解と対応策の検討を行った。 
●FD 講演会の実施 

「報告書」も踏まえた拡充する教職大学院の姿を理解するため、全教員を対象とした FD
講演会を連続して実施した。これにより、教科専門の教員も含めた教員の「教職大学院」

への理解を深めることができた。 
・平成 29 年９月８日：「国立教員養成学部・大学院・附属学校の課題と今後の在り方」

（独）国立高等専門学校機構監事 前兵庫教育大学長［当時］ 加

治佐哲也氏） 
・平成 31 年１月 11 日：「これからの国立教員養成大学の在り方」（元福井大学教育学部

長 松木健一氏） 
・平成 31 年１月 25 日：「教職大学院の現状と課題」（東京学芸大学准教授 渡辺貴裕氏） 
(2) 教職大学院担当教員としての質保証 

現在の教職大学院においては、その授業のほとんどが、ティームティーチング、あるい

はオムニバス形式で行われており、その中で授業担当者相互での教育能力向上に向けての

研鑽は日常的に行われている。改組拡充後の教職大学院においても、ほとんどの授業がテ

ィームティーチング、あるいはオムニバス形式で行う予定である。こうした協働による授

業担当を通して、教育能力向上を図るべく努める。 
新しい教職大学院の専任教員として配置している教員のうち、10 名が研究者教員であ

る。これら研究者教員に対しては、本研究科で独自に設定した「教職大学院担当教員の適

格性に係わる指標」（別添資料６）により、実務経験等の担当の適格性を計っている。 
この他、兼担教員 72 名すべてが研究者教員であり、教職大学院に関わるものとして、合

計 82 名の研究者教員がいる。この研究者教員すべてが、既に教職大学院における兼担教員

として授業担当実績を持っている。今後、研究科全体で、附属学校での研究授業・授業研

究会・校内研修へ参加し、指導助言や共同研究を行うことを通して、実践的な知見の充実

を図るべく努める。 

実務家教員については、大学院生がまとめる課題研究報告書の指導や、研究者教員とと

もに行う「現代的・地域的教育課題の共同探求」の担当を通して、実践研究の能力向上を

図る。 
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【17】連携協力校等との連携 

学卒院生の実地研究では、附属学校園及び県内の小中学校を受け入れ先として実

習を行う。 

附属全学校園とは教育学部教育実習の受け入れ先として、また種々の共同研究に

おいて連携しているところであるが、実地研究受け入れ先としても引き続き連携す

る。附属学校園には幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校があり、院生の所持免許

状や研究課題に対応して実習先を決定する。 

新たな専攻においては、子ども共育サブプログラムを選択し幼稚園教諭専修免許

状を取得する院生が幼稚園で実習すると想定されるので、附属幼稚園を活用する。 

本専攻開設時以来、埼玉県教育委員会及びさいたま市教育委員会との協議を経て

埼玉県内に表 10 のとおり連携協力校がある。連携協力校に対しては、実地研究の目

的及び実施方法等、学部実習との差異、教職大学院で学ぶことの意義やそこで得られ

る知識・能力について、文書及び事前訪問を通じて周知・説明する。さらに実施時に

は、想定されない事態や判断を急ぐ事態に対して教職大学院の窓口を設置し、日常的

に連絡を取りやすい体制を整えている。また院生の実地研究校の決定に際しては、学

校の取り組む研究課題や、関連教科教員の体制その他の条件と、院生の研究課題とを

勘案し、実地研究の成果が最大になるよう留意する。 

 

表 10 連携協力校一覧 

 

この他に、本学教員が教育・研究において関与している学校において、埼玉県教育

委員会及びさいたま市教育委員会との連絡の上で実習を実施してきた（たとえば令

和元年度３校、令和２年度５校：表 11）。 

さいたま市立常盤小学校 戸田市立戸田南小学校 

さいたま市立土合小学校 戸田市立芦原小学校 

さいたま市立大久保小学校 戸田市立戸田中学校 

さいたま市立西浦和小学校 草加市立高砂小学校 

さいたま市立栄和小学校 草加市立草加中学校 

さいたま市立田島小学校 伊奈町立小針北小学校 

さいたま市立大久保東小学校 伊奈町立南中学校 

さいたま市立新開小学校 川越市立仙波小学校 

さいたま市立神田小学校 川越市立富士見中学校 

さいたま市立中島小学校 東松山市立新宿小学校 

さいたま市立大成小学校 東松山市立北中学校 

さいたま市立指扇小学校 熊谷市立熊谷東小学校 

さいたま市立鈴谷小学校 熊谷市立富士見中学校 

さいたま市立城南小学校 秩父市立影森小学校 

さいたま市立土合中学校 秩父市立影森中学校 

さいたま市立大久保中学校 春日部市立粕壁小学校 

さいたま市立田島中学校 春日部市立春日部中学校 

さいたま市立上大久保中学校 羽生市立岩瀬小学校 

さいたま市立ひまわり特別支援学校 羽生市立西中学校 

さいたま市立さくら草特別支援学校 埼玉県立特別支援学校さいたま桜高等学園 
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引き続きこうした関係の学校への実施協力を依頼する。 

 

表 11 直近２年間の連携協力校以外の実績小・中学校 

 

なお、高等学校での実地研究は、表 12 のとおり、埼玉県立新座総合技術高等学校

へ依頼し、行ってきた実績がある。現在連携協力校となっているのはさいたま桜高等

学園であるが、教育委員会や私立学校とのとの間で協議の場を設けており、連携協力

校拡充の方向で検討が進んでいる。 

 

表 12 高等学校の実地研究協力実績校 

 

 

 

 

さいたま市立日進中学校 上尾市立瓦葺中学校 

さいたま市立大戸小学校 蓮田市立蓮田中学校 

さいたま市立内谷中学校 新座市立新座小学校 

さいたま市立大原中学校  

さいたま市立大宮北中学校  

埼玉県立新座総合技術高等学校 
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【18】実習の具体的計画 

(1) 実習の構成 

実習は、１年次通年の実地研究Ⅰと２年次通年の実地研究Ⅱから構成される。 

実地研究では、教育課程、教科指導、学級経営、学校経営、生徒指導、進路指導など

をはじめ、学校の教育活動全体について総合的に体験し、省察する機会とする。また、

教科指導や生徒指導、学級経営等の課題や問題に関しては、多様な問題の中から実習校

の担当教員の指導のもと、取り組むべき課題を適切に選定し自ら企画・立案した学習活

動を実施して、具体的な教授活動を体験・経験する。計画・実施・評価という一連の過

程においては、学校における課題に主体的に取り組むことのできる資質を養うよう具体

的にプロセスを追って学ぶことができるように、実地研究校との打合せを入念に行う。 

実地研究は、専攻するサブプログラムで取得する専修免許状に対応して、実地研究Ⅰ

及びⅡ（右記を除く）と、実地研究Ⅰ（特別支援教育）及びⅡ（特別支援教育）（特別

支援教育サブプログラムに対応）、実地研究Ⅰ（学校保健）及びⅡ（学校保健）（学校

保健サブプログラムに対応）が設けられる。 

(2) 指導体制 

 学卒院生・現職院生ともに、1 年次には２名ずつ、２年次には３名ずつの指導教員を配

置する。各院生に対する指導教員には、実務家教員もしくは研究者教員のうち教育実践

を専門とする者（以下「教育実践を専門とする研究者教員」という。）を必ず含むもの

とする。「教育実践を専門とする研究者教員」とは、具体的には、研究者教員であって、

実務家教員の要件とされる「20 年程度の教育実務経験」は有していないものの、教育現

場をフィールドとしながら、教育の実態に対応した教育方法の開発を行うなど、教育実

践的な研究を積んでいるものを指す。こうした教育実践を専門とする研究者教員や実務

家教員とともに、理論的な研究を専門とする研究者教員の両者により構成されることに

より、理論と実践の融合、往還を図るため相互に連携した指導を実現する。教育実践を

専門とする研究者教員については、本研究科で独自に設定した「教職大学院担当教員の

適格性に係わる指標」（別添資料６）により、実務経験等に関わる適格性を計る。本研

究科で設定した「教職大学院担当教員の適格性に係わる指標」は、「教育実践に関わる

実績」など８項目からなり、総ポイント 30 ポイントに対し、教科専門領域教員はＣラン

ク 10 ポイント以上、教職専門領域・教科教育領域教員はＢランク 15 ポイント以上、と

している。「教育実践を専門とする研究者教員」は、Ａランクの 20 ポイント以上とする。

指導教員の決定に際しては、専攻するサブプログラムや、修了後に希望する教職の校種・

教科、学修・研究課題などを考慮し、研究者教員と実務家教員、教職専門と教科専門の

教員などが偏りなく関わるように配置される。指導教員は実地研究における指導のほか、

課題研究や学修全般にわたり指導・助言を行う。便宜上１名を主指導教員とするが、テ

ィーム・ティーチングを基本として指導を行う。各学年で行われる実習の事前指導には

指導教員全員が立ち会い、指導教員全体の協議の場も設けられる。 

専攻内には実地研究担当者（部署）を置き、実地研究事前指導や中間及び最終報告の

取りまとめなどを行うとともに、指導教員・院生・実地研究校の全体が有機的に機能す

るよう調整する。 

(3) 実地研究Ⅰ（学卒院生） 
学卒院生は、１年次通年で実地研究Ⅰ・実地研究Ⅰ（特別支援教育）・実地研究Ⅰ（学

校保健）を履修する。ここでは１６日間にわたり、附属学校園あるいは連携協力校など

の実地研究校に出向き、実習を行う。 
実地研究校での実習が始まる前の第 1・２タームは、実地研究担当者を中心にした事
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前指導や指導教員の個別指導によって、院生の問題意識を高めながら実地研究校の選定

を行い、実地研究計画書を作成させる。 

実地研究校での実習開始後は日々の実習記録を作成させ、２週に１度は指導教員が実

地研究校に赴き、進捗状況を確認しながら必要な指導を行う。実践と理論の往還を果た

すために、途中でのリフレクション（振り返り活動）を行うほか、中間時点と終了時に

専攻全体での実地研究報告会を設けて、集団的に実地研究の学修成果を確認する。中間

及び最終報告会に際しては報告書を作成させ、その過程に指導教員が複数関わることで、

多角的な振り返りの機会とする。また最終報告会は実習校の教員も同席し、大学内にお

ける実習先からの指導機会とする。 

 (4) 実地研究Ⅱ（学卒院生） 

学卒院生は、２年次に実地研究Ⅱ・実地研究Ⅱ（特別支援教育）・実地研究Ⅱ（学校

保健）を履修する。ここでは２４日間にわたり、附属学校あるいは連携協力校などの実

習先に出向き、実習を行う。 
前年度の実地研究Ⅰの学修を踏まえ、前年度中に実地研究先の選定を行い、実地研究

計画書を作成させる。開始前に実地研究ガイダンスを実施して、事前指導を行う。また

実地研究先を指導教員と共に訪問し、事前指導を受ける。 

実習開始後は日々の実習記録を作成させ、実習期間中に６回程度は指導教員が実習先

に赴き、進捗状況を確認しながら必要な指導を行う。週の後半を実習校で過ごし、前半

は大学で授業を受講する形態を生かして、理論と実践の融合・往還を図り、また各指導

教員の日常指導を実習中に受けることが可能である。 

終了時には専攻全体で実地研究報告会を設け、最終報告書の作成など実地研究Ⅰと同

様の態勢で、集団的に学修の成果を確認する。 

 

   表 13 学卒院生の実地研究Ⅰ・Ⅱにおける計画から成果報告までの指導日程 

担当者 

指導内容 

実地研究担当者 指導教員（複数） 
実習校教員 

実習校指導教員

（1 名～複数） 

計画指導 計画書受理 計画書作成指導   

実習指導  振り返り指導 全体指導 個別指導 

中間報告会 
中間報告書指導 

中間報告書受理 

中間報告書作成

指導 
  

実習指導  振り返り指導 全体指導 個別指導 

最終報告会 
最終報告会指導 

最終報告書受理 

最終報告書作成

指導 
出席指導 出席指導 

 

(5) 実地研究Ⅰ（現職院生） 

現職院生の実地研究Ⅰ・実地研究Ⅰ（特別支援教育）・実地研究Ⅰ（学校保健）は、

指導教員の指導の下で自らの計画に従い、研究指定校や先進的な実践研究に取り組んで

いる学校などを実地研究先と定めて、延べ 128 時間に相当する訪問学習を行う。年度当

初に実地研究ガイダンスを実施して、事前指導を行う。 

 実地研究開始後は、フィールドワーク記録シート、フィールドワーク報告カードを作

成させ、訪問学習の都度指導教員からの指導が行われる。 

(6) 実地研究Ⅱ（現職院生） 
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現職院生に対しては、短期履修制度を適用可能とする。この場合の実地研究Ⅱ・実地

研究Ⅱ（特別支援教育）・実地研究Ⅱ（学校保健）については、勤務校での教育活動実

績に対して審査し、実地研究を履修したものとして認定する。 

短期履修制度を適用せず通常の履修に服する現職院生の場合の実地研究Ⅱ・実地研究

Ⅱ（特別支援教育）・実地研究Ⅱ（学校保健）は、所属校において、学校課題を踏まえ

た各人のテーマに関する実践的な研究の深化を図る。大学指導教員が実習期間中に６回

程度の学校訪問を行い、進捗状況を確認して指導を行う。 

 

 

 

 表 14 現職院生の実地研究Ⅰ・Ⅱにおける計画から成果報告までの指導日程 

   担当者 

指導内容 

実地研究担当者 
指導教員（複数） 

前期・後期実地研

究計画 
研究計画書受理 計画書作成指導 

実地研究指導 
 

全体指導・計画の修正実施に関する指導 

最終報告 最終報告書受理 報告書作成指導 

  

(7) 共通必修科目「学校と教職の課題探求」との関連 

実地研究指導教員からの個別指導に加えて、学卒院生と現職院生が交わって実地研究

についての集団的なリフレクションを行う場を、共通必修科目「学校と教職の課題探求」

に設ける。この科目は通年実施され、前期には現職院生の実地研究Ⅰ等を対象としての

リフレクションを履修者全員で行い、後期には学卒院生の実地研究Ⅰ等を対象とする。

これは院生が将来現場で直面する校内研修のモデルとなることも期待される。 
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資料１ 教職大学院が目指す教師像と地域の求める教師像 

埼
玉
県

さ
い
た
ま
市

常
に
自
己
研
鑽
に
努
め
、

自
律
的
・
主
体
的
に
学
ぶ

教
育
公
務
員
と
し
て
の
使
命
を
自
覚
し
、
高
い

倫
理
観
と
生
徒
等
へ
の
教
育
的
愛
情
を
持
つ

豊
か
な
人
間
性
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
力
・
幅
広
い
教
養
・
視
野

を
持
ち
、
家
庭
や
地
域
な
ど
誰
と

で
も
協
働
す
る

豊
か
な
人
間
性
と
社
会
性

強
い
使
命
感
と
教
育
へ
の
情
熱

幅
広
い
教
養
と
実
践
的

な
専
門
性

目 指 す 教 師 像 と デ ィ プ ロ マ ・ ポ リ シ ー 養 成 す る 教 師 像
【
埼
玉
県
・
さ
い
た
ま
市
の
教
育
課
題
】

・
地
域
（
都
市
部
・
郡
部
）
に
よ
っ
て
異
な
る
学
校
教
育
課
題
題
に
丹
念
に
向
き
合
い
、
学
校
に
つ
な
が
る
人
々
と
関
わ
っ
て
解
決
を
図
る
こ
と
が
必
要
。

・
児
童
生
徒
と
地
域
と
の
つ
な
が
り
が
希
薄
で
、
地
域
へ
の
理
解
や
愛
着
が
深
い
と
は
言
え
な
い
。

・
外
国
籍
の
子
ど
も
の
文
化
的
背
景
を
尊
重
し
、
分
断
な
く
地
域
の
な
か
で
共
に
生
き
て
い
く
市
民
と
し
て
育
て
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

・
発
達
の
課
題
を
抱
え
る
子
ど
も
た
ち
の
特
別
な
ニ
ー
ズ
に
対
し
、
き
め
細
か
く
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
教
育
の
実
現
に
向
け
て
、
教
員
は
そ
の
力
量
を

向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
少
子
化
や
多
忙
化
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
同
士
の
良
好
な
関
係
性
が
構
築
し
づ
ら
い
状
況
に
あ
る
。

・
学
力
向
上
や
授
業
改
善
を
さ
ら
に
強
化
す
る
と
同
時
に
、
新
し
い
領
域
に
対
応
す
る
教
育
内
容
や
教
育
方
法
の
開
発
が
必
要
。

・
教
員
の
年
齢
構
成
が
若
年
層
に
偏
り
、
学
校
改
革
を
担
う
校
内
の
ミ
ド
ル
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
が
急
務
。

・
教
職
員
が
チ
ー
ム
と
な
っ
て
協
働
し
、
学
校
内
外
の
他
職
種
や
関
連
機
関
と
も
連
携
す
る
こ
と
が
必
要
。

・
他
校
種
間
の
交
流
や
情
報
交
換
に
と
ど
ま
ら
ず
、
校
種
を
越
え
た
連
携
や
取
り
組
み
の
継
続
を
促
進
す
る
こ
と
が
必
要
。

進
学
へ
の
動
機

子
ど
も
の
学
び
と
育
ち
を

支
え
る
教
師

高
度
な
知
識
・
技
能
に

基
づ
い
た
授
業
実
践
力

子
ど
も
理
解
に

基
づ
く
学
級
経
営
力

多
様
な
人
、
場
、
知
を
つ
な
ぐ
教
師

的
確
な
課
題
把
握
に
基
づ
く

教
育
経
営
・
学
校
運
営
力

省
察
的
実
践
家
・

教
育
の
実
践
的
研
究
者

と
し
て
の
教
師

深
い
省
察
に
基
づ
く

実
践
研
究
力

教
科
指
導
の
専
門
性
強
化

省
察
の
充
実

共
同
探
究
力
の
強
化
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資料２ 教育学研究科授業科目一覧 
総
合
教
育
高
度
化
プ
ロ
グ
ラ
ム

学
校
構
想

サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム

特
別
支
援
教
育

サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム

学
校
保
健

サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム

子
ど
も
共
育

サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム

教
科
教
育
高
度
化
プ
ロ
グ
ラ
ム

言
語
文
化
系
教
育

サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム

社
会
系
教
育

サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム

自
然
科
学
系
教
育

サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム

芸
術
系
教
育

サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム

身
体
文
化
系
教
育

サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム

生
活
創
造
系
教
育

サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム

実
地
研
究
Ⅱ

（
特
別
支
援
教
育
）

（
学
校
保
健
）

：
６

実
地
研
究
Ⅰ

（
特
別
支
援
教
育
）

（
学
校
保
健
）

：
４

実 習

※
赤
・
・
・
必
修
科
目

青
・
・
・
サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム
必
修
科
目

共 通 科 目

教
育
課
程
の
課
題
探
求
（
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
）
：
２

教
科
指
導
の
課
題
探
求
（
教
科
等
の
実
践
的
な
指
導
方
法
）
：
２

生
徒
指
導
・
教
育
相
談
の
課
題
探
求
（
生
徒
指
導
・
教
育
相
談
）
：
２

教
育
経
営
の
課
題
探
求
（
学
級
経
営
・
学
校
経
営
）
：
２

学
校
と
教
職
の
課
題
探
求
（
学
校
教
育
と
教
員
の
在
り
方
）
：
４

教
科
の
教
育
課
程
構
成
論
（
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
）
：
２

学
校
構
想
の
理
論

と
実
践
（
学
級
・

学
校
経
営
）

:２

学
校
課
題
改
善
演

習
（
学
校
教
育
と

教
員
の
在
り
方
）

:
２

特
別
支
援
教
育
の

課
題
探
求
（
教
科

等
の
実
践
的
な
指

導
方
法
）

:２

特
別
支
援
教
育

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

演
習
（
生
徒
指
導
･

教
育
相
談
）

:２

現
代
の
健
康
問
題

と
学
校
保
健
の
実

践
的
課
題
（
学
級

経
営
・
学
校
経

営
）

:２

子
供
の
発
育
発
達

と
保
健
室
に
お
け

る
養
護
教
諭
の
実

践
（
生
徒
指
導
･教

育
相
談
）
：
２

子
ど
も
共
育
の
理

論
と
実
践
（
教
育

課
程
の
編
成
・
実

施
）

:４
教
科
指
導
の
発
展
・
応
用
（
教
科
等
の
実
践
的
な
指
導
方
法
）

:２

障
害
児
教
育
実
践
の

課
題
探
求
法
：
２

発
達
臨
床
ア
セ
ス
メ

ン
ト
演
習
：
２

特
別
支
援
教
育
実
践

研
究
：
２

サ ブ プ ロ グ ラ ム 科 目

障
害
児
心
理
学
の
実

践
と
課
題
Ａ
：
２

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教

育
演
習
：
２

学
校
保
健
の
理
論
と

実
践
の
探
求
：
２

保
健
教
育
の
実
践
と

課
題
の
探
求
：
２

保
健
管
理
の
実
践
と

課
題
の
探
求
：
２

養
護
教
諭
の
専
門
家

と
し
て
の
成
長
：
２

教
育
生
理
の
臨
床
と
子
供

の
成
長
課
題
：
２

子
ど
も
支
援
の
実
践

と
制
度
：
２

保
育
内
容
と
指
導
の
課

題
探
求
：
２

子
ど
も
の
発
達
と
教

育
相
談
の
課
題
探

求
：
２

＜
教
育
－
社
会
－
環

境
＞
基
礎
論
：
２

言
語
文
化
系
教
育
の

理
論
と
実
践

Ａ
（
国
語
）
：
２

Ｂ
（
英
語
）
：
２

芸
術
系
教
育
の
教
材

研
究
と
実
践

Ａ
（
音
楽
）
：
２

Ｂ
（
音
楽
）
：
２

Ｃ
（
図
工
・
美
術
）
：
２

Ｄ
（
図
工
・
美
術
）
：
２

体
育
・
保
健
体
育
科

教
育
の
教
材
研
究
と

実
践
Ａ
：
２

Ｂ
：
２

技
術
科
教

育
の
教
材

研
究
と
実

践 Ａ
：
２

Ｂ
：
２

家
庭
科
教

育
の
授
業

内
容
探
求

Ａ
：
２

Ｂ
：
２

家
庭
科
教

育
の
教
材

研
究
と
実

践 Ａ
：
２

Ｂ
：
２

学
校
臨
床
心
理
学
実

践
演
習
：
２

心
理
学
的
方
法
の
活

用
と
探
求
：
２

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
実

践
演
習
：
２

心
理
・
学
習
評
価
演

習
：
２

総
合
・
道
徳
開
発
演

習
：
２

教
育
工
学
開
発
演

習
：
２

障
害
児
心
理
学
の
実

践
と
課
題
Ｂ
：
２

子
ど
も
認
識
の
思
想

と
構
造
：
２

子
育
ち
支
援
開
発
探

求
：
２

社
会
科
教
育
の
授
業

内
容
探
求
：
２

社
会
科
教
育
の
教
材

研
究
と
実
践

Ａ
：
２

Ｂ
：
２

社
会
科
教
育
の
理
論

と
実
践

Ａ
：
２

Ｂ
：
２

芸
術
系
教
育
の
授
業

内
容
探
求

Ａ
（
音
楽
）
：
２

Ｂ
（
音
楽
）
：
２

Ｃ
（
図
工
・
美
術
）
：
２

Ｄ
（
図
工
・
美
術
）
：
２

体
育
・
保
健
体
育
科

教
育
の
理
論
と
実
践

Ａ
：
２

Ｂ
：
２

言
語
文
化
系
教
育
の

授
業
内
容
探
求

Ａ
（
国
語
）
：
２

Ｂ
（
国
語
）
：
２

Ｃ
（
英
語
）
：
２

Ｄ
（
英
語
）
：
２

自
然
科
学
系
教
育
の

教
材
研
究
と
実
践

Ａ
（
算
数
・
数
学
）
：
２

Ｂ
（
算
数
・
数
学
）
：
２

中
核
的
理
科
教
員
（
Ｃ
Ｓ

Ｔ
）
養
成
講
座
：
４

自
然
科
学
系
教
育
の

授
業
内
容
探
求

Ａ
（
算
数
・
数
学
）
：
２

Ｂ
（
算
数
・
数
学
）
：
２

Ｃ
（
理
科
）
：
２

Ｄ
（
理
科
）
：
２

芸
術
系
教
育
の
理
論

と
実
践

Ａ
（
音
楽
）
：
２

Ｂ
（
図
工
・
美
術
）
：
２

技
術
科
教

育
の
理
論

と
実
践
：

２

家
庭
科
教

育
の
理
論

と
実
践
：

２

体
育
・
保
健
体
育
科

教
育
の
授
業
内
容
・

指
導
法
探
求

:２

自
然
科
学
系
教
育
の

理
論
と
実
践

Ａ
（
算
数
・
数
学
）
：
２

Ｂ
（
理
科
）
：
２

技
術
科
教

育
の
授
業

内
容
探
求

Ａ
：
２

Ｂ
：
２

幼
児
の
音
楽
表
現
の

開
発
探
求
：
２

言
語
文
化
系
教
育
の

教
材
研
究
と
実
践

Ａ
（
国
語
）
：
２

Ｂ
（
国
語
）
：
２

Ｃ
（
英
語
）
：
２

Ｄ
（
英
語
）
：
２

学
級
づ
く
り
論
：
２

学
校
と
社
会
論
：
２

学
校
と
児
童
生
徒
理

解
の
心
理
学
：
２

現
代
的
・
地
域
的
教
育
課
題
の
共
同
探
求
：
２

探
求
活
動
演
習
Ⅰ
：
２

探
求
活
動
演
習
Ⅱ
：
２

全 体

課
題
研
究
Ⅰ

（
特
別
支
援
教
育
）

（
学
校
保
健
）

：
２

課
題
研
究
Ⅱ

（
特
別
支
援
教
育
）

（
学
校
保
健
）

：
２

課 題
研 究
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資料３　要望書（埼玉県教育委員会）
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資料４　要望書（さいたま市教育委員会）
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資料５ サブプログラムごとのカリキュラム 

 

★教職実践専攻 総合教育高度化プログラム 学校構想サブプログラム 

 

共通科目 必修１６    教育課程の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

教科指導の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

生徒指導・教育相談の課題探求（２） （オムニバス・共同（一部）） 

教育経営の課題探求（２）    （共同） 

学校と教職の課題探求（４）    （オムニバス・共同（一部）） 

学校構想の理論と実践（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

学校課題改善演習（２）       （オムニバス・共同（一部）） 

 

実地研究 必修１０    実地研究Ⅰ（４） 

実地研究Ⅱ（６） 

 

課題研究 必修４  課題研究Ⅰ（２） 

             課題研究Ⅱ（２） 

 

学校構想サブプログラム科目 

選択必修１０（＊のついた科目から６単位、※のついた科目から４単位履修する） 

 ＊学級づくり論（２）         （オムニバス・共同（一部）） 

＊学校と社会論（２）         （オムニバス・共同（一部）） 

＊学校と児童生徒理解の心理学（２）  （オムニバス・共同（一部）） 

＊学校臨床心理学実践演習（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

※心理学的方法の活用と探求（２）   （オムニバス・共同（一部）） 

※カウンセリング実践演習（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

※心理・学習評価演習（２）      （オムニバス・共同（一部）） 

※総合・道徳開発演習（２）      （オムニバス・共同（一部）） 

※教育工学開発演習（２）       （単独） 

 

選択科目 選択６      学校構想サブプログラム科目のうち上記で履修していない科目 

    特別支援教育サブプログラム科目群 

             学校保健サブプログラム科目群 

子ども共育サブプログラム科目群     

             教科教育高度化プログラム科目群 

（全体にかかる科目） 
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    現代的・地域的教育課題の共同探求（２） 

 

修了要件外科目      探求活動演習Ⅰ（２） 

             探求活動演習Ⅱ（２） 

           

 

 必修 選択必修 選択 修了要件 

 

 

 

共

通

科

目 

Ⅰ 教育課程の編成・実施に関

する領域 

２   １６ 

Ⅱ 教科等の実践的な指導方

法に関する領域 

２   

Ⅲ 生徒指導、教育相談に関す

る領域 

２   

Ⅳ 学級経営、学校経営に関す

る領域 

４   

Ⅴ 学校教育と教員の在り方

に関する領域 

６   

実地研究 １０   １０ 

課題研究 ４   ４ 

サブプログラム科目  １０  １０ 

選択科目   ６ ６ 

合計    ４６ 
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★教職実践専攻 総合教育高度化プログラム 特別支援教育サブプログラム 

 

共通科目 必修１６    教育課程の課題探求（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

教科指導の課題探求（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

生徒指導・教育相談の課題探求（２）  （オムニバス・共同（一部）） 

教育経営の課題探求（２）     （共同） 

学校と教職の課題探求（４）      （オムニバス・共同（一部）） 

特別支援教育の課題探求（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

特別支援教育コーディネータ演習（２） （オムニバス・共同（一部）） 

 

実地研究 必修１０    実地研究Ⅰ（特別支援教育）（４） 

実地研究Ⅱ（特別支援教育）（６） 

 

課題研究 必修４  課題研究Ⅰ（特別支援教育）（２） 

             課題研究Ⅱ（特別支援教育）（２） 

 

特別支援教育サブプログラム科目 

必修６     発達臨床アセスメント演習（２）   （単独） 

特別支援教育実践研究（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

障害児教育実践の課題探求法（２）  （オムニバス・共同（一部）） 

選択必修４   インクルーシブ教育演習（２）    （単独） 

障害児心理学の実践と課題 A（２）  （オムニバス・共同（一部）） 

障害児心理学の実践と課題 B（２）  （オムニバス・共同（一部）） 

 

選択科目 選択６      特別支援教育サブプログラム科目のうち上記で履修していない科目 

        学校構想サブプログラム科目群 

       学校保健サブプログラム科目群 

子ども共育サブプログラム科目群 

             教科教育高度化プログラム科目群 

（全体にかかる科目） 

    現代的・地域的教育課題の共同探求（２） 

 

修了要件外科目      探求活動演習Ⅰ（２） 

             探求活動演習Ⅱ（２） 
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 必修 選択必修 選択 修了要件 

 

 

 

共

通

科

目 

Ⅰ 教育課程の編成・実施に関

する領域 

２   １６ 

Ⅱ 教科等の実践的な指導方

法に関する領域 

４   

Ⅲ 生徒指導、教育相談に関す

る領域 

４   

Ⅳ 学級経営、学校経営に関す

る領域 

２   

Ⅴ 学校教育と教員の在り方

に関する領域 

４   

実地研究 １０   １０ 

課題研究 ４   ４ 

サブプログラム科目 ６ ４  １０ 

選択科目   ６ ６ 

合計    ４６ 
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★教職実践専攻 総合教育高度化プログラム 学校保健サブプログラム 

 

共通科目 必修１６    教育課程の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

教科指導の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

生徒指導・教育相談の課題探求（２） （オムニバス・共同（一部）） 

教育経営の課題探求（２）    （共同） 

学校と教職の課題探求（４）    （オムニバス・共同（一部）） 

子供の発育発達と保健室における養護教諭の実践（２） 

（オムニバス・共同（一部）） 

現代の健康問題と学校保健の実践的課題（２） 

（オムニバス・共同（一部）） 

 

実地研究 必修１０    実地研究Ⅰ（学校保健）（４） 

実地研究Ⅱ（学校保健）（６） 

 

課題研究 必修４  課題研究Ⅰ（学校保健）（２） 

             課題研究Ⅱ（学校保健）（２） 

 

学校保健サブプログラム科目 

必修１０    学校保健の理論と実践の探求（２）  （オムニバス・共同（一部）） 

保健教育の実践と課題の探求（２）  （オムニバス・共同（一部）） 

保健管理の実践と課題の探求（２）  （オムニバス・共同（一部）） 

養護教諭の専門家としての成長（２） （オムニバス・共同（一部）） 

教育生理の臨床と子供の成長課題（２） （オムニバス・共同（一部）） 

 

選択科目 選択６       学校構想サブプログラム科目群 

    特別支援教育サブプログラム科目群 

             子ども共育サブプログラム科目群 

             教科教育高度化プログラム科目群 

（全体にかかる科目） 

    現代的・地域的教育課題の共同探求（２） 

 

修了要件外科目      探求活動演習Ⅰ（２） 

             探求活動演習Ⅱ（２） 
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 必修 選択必修 選択 修了要件 

 

 

 

共

通

科

目 

Ⅰ 教育課程の編成・実施に関

する領域 

２   １６ 

Ⅱ 教科等の実践的な指導方

法に関する領域 

２   

Ⅲ 生徒指導、教育相談に関す

る領域 

４   

Ⅳ 学級経営、学校経営に関す

る領域 

４   

Ⅴ 学校教育と教員の在り方

に関する領域 

４   

実地研究 １０   １０ 

課題研究 ４   ４ 

サブプログラム科目 １０   １０ 

選択科目   ６ ６ 

合計    ４６ 
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★教職実践専攻 総合教育高度化プログラム 子ども共育サブプログラム 

 

共通科目 必修１６    教育課程の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

教科指導の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

生徒指導・教育相談の課題探求（２） （オムニバス・共同（一部）） 

教育経営の課題探求（２）    （共同） 

学校と教職の課題探求（４）    （オムニバス・共同（一部）） 

子ども共育の理論と実践（４）    （オムニバス・共同（一部）） 

 

実地研究 必修１０    実地研究Ⅰ（４） 

実地研究Ⅱ（６） 

 

課題研究 必修４  課題研究Ⅰ（２） 

             課題研究Ⅱ（２） 

 

子ども共育サブプログラム科目 

必修６     子ども支援の実践と制度（２）      （共同） 

保育内容と指導の課題探求（２）     （共同） 

子どもの発達と教育相談の課題探求（２）（オムニバス・共同（一部）） 

選択必修４   ＜教育－社会－環境＞基礎論（２）   （オムニバス・共同（一部）） 

        子ども認識の思想と構造（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

        子育ち支援開発探求（２）       （オムニバス・共同（一部）） 

        幼児の音楽表現の開発探求（２）    （共同） 

 

選択科目 選択６     子ども共育サブプログラム科目のうち上記で履修していない科目 

学校構想サブプログラム科目群 

       特別支援教育サブプログラム科目群 

             学校保健サブプログラム科目群 

             教科教育高度化プログラム科目群 

（全体にかかる科目） 

    現代的・地域的教育課題の共同探求（２） 

 

修了要件外科目      探求活動演習Ⅰ（２） 

             探求活動演習Ⅱ（２） 
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 必修 選択必修 選択 修了要件 

 

 

 

共

通

科

目 

Ⅰ 教育課程の編成・実施に関

する領域 

６   １６ 

Ⅱ 教科等の実践的な指導方

法に関する領域 

２   

Ⅲ 生徒指導、教育相談に関す

る領域 

２   

Ⅳ 学級経営、学校経営に関す

る領域 

２   

Ⅴ 学校教育と教員の在り方

に関する領域 

４   

実地研究 １０   １０ 

課題研究 ４   ４ 

サブプログラム科目 ６ ４  １０ 

選択科目   ６ ６ 

合計    ４６ 
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★教職実践専攻 教科教育高度化プログラム 言語文化系教育サブプログラム 

 

共通科目 必修１６    教育課程の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

教科指導の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

生徒指導・教育相談の課題探求（２） （オムニバス・共同（一部）） 

教育経営の課題探求（２）    （共同） 

学校と教職の課題探求（４）    （オムニバス・共同（一部）） 

教科の教育課程構成論（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

教科指導の発展・応用（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

 

実地研究 必修１０        実地研究Ⅰ（４） 

実地研究Ⅱ（６） 

 

課題研究 必修４     課題研究Ⅰ（２） 

             課題研究Ⅱ（２） 

 

言語文化系教育サブプログラム科目 

選択必修１０（＊のついた科目から６単位、※のついた科目から４単位履修する） 

       ＊言語文化系教育の理論と実践 A（国語）（２）（オムニバス・共同（一部）） 

＊言語文化系教育の理論と実践 B（英語）（２）（オムニバス・共同（一部）） 

＊言語文化系教育の授業内容探求 A（国語）（２） 

（オムニバス・共同（一部）） 

＊言語文化系教育の授業内容探求 B（国語）（２） 

                    （オムニバス・共同（一部）） 

＊言語文化系教育の授業内容探求 C（英語）（２） 

                    （オムニバス・共同（一部）） 

   ＊言語文化系教育の授業内容探求 D（英語）（２） 

                                 （オムニバス・共同（一部）） 

※言語文化系教育の教材研究と実践 A（国語）（２） 

                    （オムニバス・共同（一部）） 

※言語文化系教育の教材研究と実践 B（国語）（２） 

                    （オムニバス・共同（一部）） 

※言語文化系教育の教材研究と実践 C（英語）（２）（単独） 

※言語文化系教育の教材研究と実践 D（英語）（２）（単独） 

 

選択科目 選択６     言語文化系教育サブプログラム科目のうち上記で履修していない科目 
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       総合教育高度化プログラム科目群 

           社会系教育サブプログラム科目群 

             自然科学系教育サブプログラム科目群 

             芸術系教育サブプログラム科目群 

             身体文化系教育サブプログラム科目群 

             生活創造系教育サブプログラム科目群 

（全体にかかる科目） 

    現代的・地域的教育課題の共同探求（２） 

 

修了要件外科目      探求活動演習Ⅰ（２） 

             探求活動演習Ⅱ（２） 

 

 

 必修 選択必修 選択 修了要件 

 

 

 

共 

通

科

目 

Ⅰ 教育課程の編成・実施に関

する領域 

４   １６ 

 

Ⅱ 教科等の実践的な指導方

法に関する領域 

４   

Ⅲ 生徒指導、教育相談に関す

る領域 

２   

Ⅳ 学級経営、学校経営に関す

る領域 

２   

Ⅴ 学校教育と教員の在り方

に関する領域 

４   

実地研究 １０   １０ 

課題研究 ４   ４ 

サブプログラム科目  １０  １０ 

選択科目   ６ ６ 

合計    ４６ 
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★教職実践専攻 教科教育高度化プログラム 社会系教育サブプログラム 

 

共通科目 必修１６    教育課程の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

教科指導の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

生徒指導・教育相談の課題探求（２） （オムニバス・共同（一部）） 

教育経営の課題探求（２）    （共同） 

学校と教職の課題探求（４）    （オムニバス・共同（一部）） 

教科の教育課程構成論（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

教科指導の発展・応用（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

 

実地研究 必修１０        実地研究Ⅰ（４） 

実地研究Ⅱ（６） 

 

課題研究 必修４     課題研究Ⅰ（２） 

             課題研究Ⅱ（２） 

 

社会系教育サブプログラム科目 

必修１０    社会科教育の理論と実践 A（２）   （オムニバス・共同（一部）） 

社会科教育の理論と実践 B（２）   （オムニバス・共同（一部）） 

社会科教育の授業内容探求（２）   （オムニバス・共同（一部）） 

社会科教育の教材研究と実践 A（２） （オムニバス・共同（一部）） 

社会科教育の教材研究と実践 B（２） （オムニバス・共同（一部）） 

 

選択科目 選択６     総合教育高度化プログラム科目群 

    言語文化系教育サブプログラム科目群 

    自然科学系教育サブプログラム科目群 

             芸術系教育サブプログラム科目群 

             身体文化系教育サブプログラム科目群 

             生活創造系教育サブプログラム科目群 

（全体にかかる科目） 

    現代的・地域的教育課題の共同探求（２） 

 

修了要件外科目      探求活動演習Ⅰ（２） 

             探求活動演習Ⅱ（２） 
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 必修 選択必修 選択 修了要件 

 

 

 

共

通

科

目 

Ⅰ 教育課程の編成・実施に関

する領域 

４   １６ 

 

Ⅱ 教科等の実践的な指導方

法に関する領域 

４   

Ⅲ 生徒指導、教育相談に関す

る領域 

２   

Ⅳ 学級経営、学校経営に関す

る領域 

２   

Ⅴ 学校教育と教員の在り方

に関する領域 

４   

実地研究 １０   １０ 

課題研究 ４   ４ 

サブプログラム科目 １０   １０ 

選択科目   ６ ６ 

合計    ４６ 
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★教職実践専攻 教科教育高度化プログラム 自然科学系教育サブプログラム 

 

共通科目 必修１６    教育課程の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

教科指導の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

生徒指導・教育相談の課題探求（２） （オムニバス・共同（一部）） 

教育経営の課題探求（２）    （共同） 

学校と教職の課題探求（４）    （オムニバス・共同（一部）） 

教科の教育課程構成論（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

教科指導の発展・応用（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

 

実地研究 必修１０        実地研究Ⅰ（４） 

実地研究Ⅱ（６） 

 

課題研究 必修４     課題研究Ⅰ（２） 

             課題研究Ⅱ（２） 

 

自然科学系教育サブプログラム科目 

選択必修１０（＊のついた科目から６単位、※のついた科目から４単位履修する） 

  ＊自然科学系教育の理論と実践 A（算数・数学）（２） 

（オムニバス・共同（一部）） 

＊自然科学系教育の理論と実践 B（理科）（２）（オムニバス・共同（一部）） 

＊自然科学系教育の授業内容探求 A（算数・数学）（２）（単独） 

＊自然科学系教育の授業内容探求 B（算数・数学）（２）（単独） 

＊自然科学系教育の授業内容探求 C（理科）（２） 

                   （オムニバス・共同（一部）） 

   ＊自然科学系教育の授業内容探求 D（理科）（２） 

                                （オムニバス・共同（一部）） 

※自然科学系教育の教材研究と実践 A（算数・数学）（２） 

                   （オムニバス・共同（一部）） 

※自然科学系教育の教材研究と実践 B（算数・数学）（２） 

                   （オムニバス・共同（一部）） 

※中核的理科教員（CST）養成講座（４） （オムニバス・共同（一部）） 

 

選択科目 選択６     自然科学系教育サブプログラム科目のうち上記で履修していない科目 

       総合教育高度化プログラム科目群 

    言語文化系教育サブプログラム科目群 
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    社会系教育サブプログラム科目群 

             芸術系教育サブプログラム科目群 

             身体文化系教育サブプログラム科目群 

             生活創造系教育サブプログラム科目群 

（全体にかかる科目） 

    現代的・地域的教育課題の共同探求（２） 

 

修了要件外科目      探求活動演習Ⅰ（２） 

             探求活動演習Ⅱ（２） 

 

 

 必修 選択必修 選択 修了要件 

 

 

 

共

通

科

目 

Ⅰ 教育課程の編成・実施に関

する領域 

４   １６ 

 

Ⅱ 教科等の実践的な指導方

法に関する領域 

４   

Ⅲ 生徒指導、教育相談に関す

る領域 

２   

Ⅳ 学級経営、学校経営に関す

る領域 

２   

Ⅴ 学校教育と教員の在り方

に関する領域 

４   

実地研究 １０   １０ 

課題研究 ４   ４ 

サブプログラム科目  １０  １０ 

選択科目   ６ ６ 

合計    ４６ 
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★教職実践専攻 教科教育高度化プログラム 芸術系教育サブプログラム 

 

共通科目 必修１６    教育課程の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

教科指導の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

生徒指導・教育相談の課題探求（２） （オムニバス・共同（一部）） 

教育経営の課題探求（２）    （共同） 

学校と教職の課題探求（４）    （オムニバス・共同（一部）） 

教科の教育課程構成論（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

教科指導の発展・応用（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

 

実地研究 必修１０    実地研究Ⅰ（４） 

実地研究Ⅱ（６） 

 

課題研究 必修４     課題研究Ⅰ（２） 

             課題研究Ⅱ（２） 

 

芸術系教育サブプログラム科目 

選択必修１０（＊のついた科目から６単位、※のついた科目から４単位履修する） 

       ＊芸術系教育の理論と実践 A（音楽）（２）（オムニバス・共同（一部）） 

＊芸術系教育の理論と実践 B（図工・美術）（２） 

（オムニバス・共同（一部）） 

＊芸術系教育の授業内容探求 A（音楽）（２）（オムニバス・共同（一部）） 

＊芸術系教育の授業内容探求 B（音楽）（２）（オムニバス・共同（一部）） 

＊芸術系教育の授業内容探求 C（図工・美術）（２） 

                  （オムニバス・共同（一部）） 

   ＊芸術系教育の授業内容探求 D（図工・美術）（２） 

                               （オムニバス・共同（一部）） 

※芸術系教育の教材研究と実践 A（音楽）（２）（オムニバス・共同（一部）） 

※芸術系教育の教材研究と実践 B（音楽）（２）（オムニバス・共同（一部）） 

※芸術系教育の教材研究と実践 C（図工・美術）（２） 

                  （オムニバス・共同（一部）） 

※芸術系教育の教材研究と実践 D（図工・美術）（２） 

                  （オムニバス・共同（一部）） 

 

選択科目 選択６     芸術系教育サブプログラム科目のうち上記で履修していない科目 

       総合教育高度化プログラム科目群 
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    言語文化系教育サブプログラム科目群 

    社会系教育サブプログラム科目群 

             自然科学系教育サブプログラム科目群 

             身体文化系教育サブプログラム科目群 

             生活創造系教育サブプログラム科目群 

（全体にかかる科目） 

    現代的・地域的教育課題の共同探求（２） 

 

修了要件外科目      探求活動演習Ⅰ（２） 

             探求活動演習Ⅱ（２） 

 

 

 必修 選択必修 選択 修了要件 

 

 

 

共

通

科

目 

Ⅰ 教育課程の編成・実施に関

する領域 

４   １６ 

 

Ⅱ 教科等の実践的な指導方

法に関する領域 

４   

Ⅲ 生徒指導、教育相談に関す

る領域 

２   

Ⅳ 学級経営、学校経営に関す

る領域 

２   

Ⅴ 学校教育と教員の在り方

に関する領域 

４   

実地研究 １０   １０ 

課題研究 ４   ４ 

サブプログラム科目  １０  １０ 

選択科目   ６ ６ 

合計    ４６ 
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★教職実践専攻 教科教育高度化プログラム 身体文化系教育サブプログラム 

 

共通科目 必修１６    教育課程の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

教科指導の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

生徒指導・教育相談の課題探求（２） （オムニバス・共同（一部）） 

教育経営の課題探求（２）    （共同） 

学校と教職の課題探求（４）    （オムニバス・共同（一部）） 

教科の教育課程構成論（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

教科指導の発展・応用（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

 

実地研究 必修１０        実地研究Ⅰ（４） 

実地研究Ⅱ（６） 

 

課題研究 必修４     課題研究Ⅰ（２） 

             課題研究Ⅱ（２） 

 

身体文化系教育サブプログラム科目 

必修１０    体育・保健体育科教育の授業内容・指導法探求（２）（共同） 

体育・保健体育科教育の理論と実践 A（２）（オムニバス・共同（一部）） 

体育・保健体育科教育の理論と実践 B（２）（オムニバス・共同（一部）） 

体育・保健体育科教育の教材研究と実践 A（２） 

（オムニバス・共同（一部）） 

体育・保健体育科教育の教材研究と実践 B（２）  

（オムニバス・共同（一部）） 

 

選択科目 選択６     総合教育高度化プログラム科目群 

    言語文化系教育サブプログラム科目群 

    社会系教育サブプログラム科目群 

             自然科学系教育サブプログラム科目群 

             芸術系教育サブプログラム科目群 

             生活創造系教育サブプログラム科目群 

（全体にかかる科目） 

    現代的・地域的教育課題の共同探求（２） 

 

修了要件外科目      探求活動演習Ⅰ（２） 

             探求活動演習Ⅱ（２） 
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 必修 選択必修 選択 修了要件 

 

 

 

共

通

科

目 

Ⅰ 教育課程の編成・実施に関

する領域 

４   １６ 

 

Ⅱ 教科等の実践的な指導方

法に関する領域 

４   

Ⅲ 生徒指導、教育相談に関す

る領域 

２   

Ⅳ 学級経営、学校経営に関す

る領域 

２   

Ⅴ 学校教育と教員の在り方

に関する領域 

４   

実地研究 １０   １０ 

課題研究 ４   ４ 

サブプログラム科目 １０   １０ 

選択科目   ６ ６ 

合計    ４６ 
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★教職実践専攻 教科教育高度化プログラム 生活創造系教育サブプログラム 

 

共通科目 必修１６    教育課程の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

教科指導の課題探求（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

生徒指導・教育相談の課題探求（２） （オムニバス・共同（一部）） 

教育経営の課題探求（２）    （共同） 

学校と教職の課題探求（４）    （オムニバス・共同（一部）） 

教科の教育課程構成論（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

教科指導の発展・応用（２）     （オムニバス・共同（一部）） 

 

実地研究 必修１０        実地研究Ⅰ（４） 

実地研究Ⅱ（６） 

 

課題研究 必修４     課題研究Ⅰ（２） 

             課題研究Ⅱ（２） 

 

生活創造系教育サブプログラム科目 

選択必修１０（＊のついた科目を６単位、※のついた科目を４単位履修する） 

＊技術科教育の理論と実践（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

＊技術科教育の授業内容探求 A（２）  （オムニバス・共同（一部）） 

＊技術科教育の授業内容探求 B（２）  （オムニバス・共同（一部）） 

＊家庭科教育の理論と実践（２）    （オムニバス・共同（一部）） 

＊家庭科教育の授業内容探求 A（２）  （オムニバス・共同（一部）） 

   ＊家庭科教育の授業内容探求 B（２）  （オムニバス・共同（一部）） 

※技術科教育の教材研究と実践 A（２） （共同） 

※技術科教育の教材研究と実践 B（２） （オムニバス・共同（一部）） 

※家庭科教育の教材研究と実践 A（２） （オムニバス・共同（一部）） 

※家庭科教育の教材研究と実践 B（２） （オムニバス・共同（一部）） 

 

選択科目 選択６     生活創造系教育サブプログラム科目のうち上記で履修していない科目 

       総合教育高度化プログラム科目群 

    言語文化系教育サブプログラム科目群 

    社会系教育サブプログラム科目群 

             自然科学系教育サブプログラム科目群 

             芸術系教育サブプログラム科目群 

             身体文化系教育サブプログラム科目群 
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           （全体にかかる科目） 

    現代的・地域的教育課題の共同探求（２） 

 

修了要件外科目      探求活動演習Ⅰ（２） 

             探求活動演習Ⅱ（２） 

 

 

 必修 選択必修 選択 修了要件 

 

 

 

共

通

科

目 

Ⅰ 教育課程の編成・実施に関

する領域 

４   １６ 

 

Ⅱ 教科等の実践的な指導方

法に関する領域 

４   

Ⅲ 生徒指導、教育相談に関す

る領域 

２   

Ⅳ 学級経営、学校経営に関す

る領域 

２   

Ⅴ 学校教育と教員の在り方

に関する領域 

４   

実地研究 １０   １０ 

課題研究 ４   ４ 

サブプログラム科目  １０  １０ 

選択科目   ６ ６ 

合計    ４６ 
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資料６ 教職大学院担当教員の適格性に係わる指標 

 

●教職大学院担当教員の適格性に係わる指標 

   ポイン

ト 

①教育実践に関わる

経歴 

・大学以外の教育機関における教

職経歴 

・学校管理職及び教育行政職での

経歴も含む 

なし：非常勤：常勤 

０  １   ２ 

 

②教育実践に関わる

実績 

・大学以外の教育機関における教

育実践の実績 

・「附属学校における授業」「出張

講義」等 

なし：３件未満：３件以上 

０  ２    ４ 

 

③教育行政等に関わ

る学外の委員等の

実績 

・教育委員会設置の審議会等での

委員 

なし：３件未満：３件以上 

０  ２    ４ 

 

④教育に関わる研究

業績 

・教職専門、教科教育、教科専門 なし：３件未満：３件以上 

０  ２    ４ 

 

⑤教育現場との共同

研究 

・教育現場の課題に対応した共同

研究 

なし、１件：２件以上 

０  ２  ４ 

 

⑥外部資金の獲得 ・研究遂行に必要な資金獲得力 なし、３件未満：３件以上 

０  ２    ４ 

 

⑦教育実習等の指導

実績 

・実地研究での指導につながる なし、５件未満：５件以上 

０  ２    ４ 

 

⑧教員研修等での指

導実績 

・免許状更新講習、埼玉県やさい

たま市などから委嘱される「公

的な教員研修」、また、個人的な

つながりなどから依頼されて

行う「教員研修」や附属学校で

の指導助言 

なし、３件未満：３件以上 

０  ２    ４ 

 

  ポイント合計  

＊Ａランク：20 ポイント以上、Ｂランク：15 ポイント以上、Ｃランク：10ポイント以上 

＊教職専門領域・教科教育領域教員はＢランク、教科専門領域教員はＣランク。 

＊より高いランクへ向けて、業績等を積んでいく。 
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資料７ 平成 30 年度認証評価結果(抜粋) 
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資料８ 国立大学法人埼玉大学教育学部教員養成における諮問会議規程 

 
（設置） 

第１条 埼玉大学教育学部に、教員養成の質の向上を目的として、教員養成に関する諮問会議（以下
「学部諮問会議」という。）を置く。 
（審議事項等） 

第２条 学部諮問会議は、次に掲げる事項について、教育学部長（以下「学部長」という。）の諮問に
応じ意見を述べる。 
(1) 教育学部が養成する人材像に関すること。 
(2) 教育学部のカリキュラムに関すること。 
(3) 現職教員の再教育に関すること。 
(4) その他教育学部の教員養成の質の向上に関し、必要な事項に関すること。 
（組織） 

第３条 学部諮問会議は、次に掲げる委員をもって組織する。 
(1) 学部長 
(2) 学部長が指名する本学教職員 
(3) 学外有識者 

２ 学部諮問会議の委員は、15 名以内とし、その過半数は、前項第３号の委員でなければならない。 
３ 第１項第３号の委員は、学部長が委嘱する。 

（任期） 
第４条 前条第１項第３号に定める委員の任期は２年以内とし、再任を妨げない。 

ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（議長等） 

第５条 学部諮問会議に議長を置き、学部長をもって充てる。 
２ 議長は、学部諮問会議を招集し、主宰する。 
３ 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 
第６条 学部諮問会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（事務） 
第７条 学部諮問会議に関する事務は、教育学部支援室において処理する。 

（雑則） 
第８条 この規程に定めるもののほか、学部諮問会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この規程は、平成 27 年５月 29 日から施行する。 
２ この規程施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第４条の規定にかかわらず、平成 29 年３月

31 日までとし、再任を妨げない。 
附 則（平成 31.3.5 30 規則 23） 

この規程は、平成 31 年４月１日から施行する。 
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資料９ 国立大学法人埼玉大学大学院教育学研究科教職実践専攻における教員養成に関する諮問会議

規程 

 

（設置） 
第１条 大学院教育学研究科教職実践専攻（以下「教職大学院」という。）における教員養成の質の向上

並びに教育委員会及び連携協力校等と連携した教育の推進を目的として、教職大学院に専門職大学院
設置基準（平成 15 年文部科学省令第 16 号。以下「設置基準」という。）第６条の２に基づく教員養
成に関する諮問会議（以下「研究科諮問会議」という。）を置く。 
（審議事項） 

第２条 研究科諮問会議は、次に掲げる事項について、教育学研究科長（以下「研究科長」という。）の
諮問に応じ、意見を述べる。 
(1) 教職大学院が養成する人材像に関すること。 
(2) 教職大学院のカリキュラムに関すること。 
(3) 教職大学院における教育委員会、産業界等との連携による授業科目の開設その他の教育課程に関

すること。 
(4) 教職大学院における教育委員会、産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施及

びその実施状況の評価に関すること。 
(5) 現職教員の再教育に関すること。 
(6) その他教職大学院の教員養成の質の向上に関し、必要な事項に関すること。 
（組織） 

第３条 研究科諮問会議は、次に掲げる委員をもって組織する。 
(1) 研究科長 
(2) 研究科長が指名する本学教職員 
(3) 学外有識者 

２ 前項第３号に規定する委員には、設置基準第６条の２第２項第２号及び第３号に規定する者をそれ
ぞれ１名以上含めなければならない。 

３ 研究科諮問会議の委員は、15 名以内とし、その過半数は、第１項第３号に規定する委員でなければ
ならない。 

４ 第１項第３号の委員は、研究科長が委嘱する。 
（任期） 

第４条 前条第１項第３号に規定する委員の任期は２年以内とし、再任を妨げない。 
ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（議長等） 

第５条 研究科諮問会議に議長を置き、研究科長をもって充てる。 
２ 議長は、研究科諮問会議を招集し、主宰する。 
３ 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 
第６条 研究科諮問会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（事務） 
第７条 研究科諮問会議に関する事務は、教育学部支援室において処理する。 

（雑則） 
第８条 この規程に定めるもののほか、研究科諮問会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規程は、平成 31 年４月１日から施行する。 
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資料 10 国立大学法人埼玉大学大学院教育学研究科委員会規程 

 

（趣旨） 
第１条 国立大学法人埼玉大学大学院学則第７条の２第２項の規定に基づく教育学研究科委員会（以下

「委員会」という。）に関する事項は、この規程の定めるところによる。 
（構成） 

第２条 委員会は、研究科ごとに次に掲げる教員をもって組織する。 
(1) 研究科長 
(2) 研究科担当の専任の教授、准教授、講師及び助教 

２ 委員会は、その定めるところにより、委員会構成員のうち一部の者をもって構成される代議員会を
置くことができる。この場合、当該委員会の定めるところにより、代議員会の議決をもって、委員会
の議決とすることができる。 

ただし、委員会が定める代議員会の審議事項については、教育研究評議会に報告し、学長の了承を
得るものとする。 

３ 委員会は、その定めるところにより、委員会構成員のうち一部の者をもって構成される分科会を置
くことができる。この場合、当該委員会の定めるところにより、分科会の議決をもって、委員会の議
決とすることができる。 

４ 委員会は、教職実践専攻の専任の教員をもって構成される教職実践専攻委員会を置く。 
（審議事項等） 

第３条 委員会は、学長が次に掲げる教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり意見を
述べるものとする。 
(1) 大学院学生の入学及び課程の修了に関する事項 
(2) 学位の授与に関する事項 
(3) 前２号に掲げるもののほか、学長が定める教育研究に関する重要な事項 

２ 委員会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下この項において「学長等」という。）
がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることが
できる。 
（会議） 

第４条 委員会に議長を置き、研究科長をもって充てる。ただし、研究科長に事故あるときは、研究科
長があらかじめ指名した委員がこれに代わる。 

２ 議長は、委員会を招集し、主宰する。 
３ 議長は、議長が必要と認めたとき、又は委員会構成員の３分の１以上の請求があったときは、委員

会を招集する。 
４ 委員会は、委員会構成員の３分の２以上の出席がなければ、会議を開き議決することができない。

ただし、外国出張、研修旅行、長期療養等により出席できない旨をあらかじめ研究科長に届け出た者
は、委員会の議を経て、委員会構成員の数に算入しないものとする。 

５ 議事は、出席した委員会構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
６ 委員会は、委員会構成員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。 

（事務） 
第５条 委員会の事務は、学務部教育学部支援室において処理する。 

附 則 
１ この規程は、平成 16 年４月１日から施行する。 
２ この規程の適用日前に、埼玉大学大学院研究科委員会規程による研究科委員会の議決事項は、この

規程中の相当する規定により研究科委員会が行った議決事項とみなす。 
附 則（平成 18.4.1 18 規則 18） 

この規則は、平成 18 年４月１日から施行する。 
附 則（平成 19.4.1  19 規則 32） 

この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。 
附 則（平成 27.2.19 26 規則 45） 

この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 
附 則（平成 28.2.5 27 規則 48） 

この規程は、平成 28 年４月１日から施行する。 
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資料 11 認証評価受審に関する証明 
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資料 12 教育実践 Forum 
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学生の確保の見通し等を記載した書類 
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（１）学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況 

① 学生の確保の見通し 

ア 定員充足の見込み 

改組後の教職大学院の入学定員を 52 名とする。その根拠を現職教員、附属学校園教
員、学内進学者、学外等進学者に区分し、以下のとおり記述する。 

１）現職教員 

現職教員では、現在、埼玉県・さいたま市から毎年 10 名（埼玉県８名［義務教育６
名、県立学校２名］、さいたま市２名）が教職大学院へ派遣されている。埼玉県教育委
員会、さいたま市教育委員会と行った協議では、改組後の教職大学院においても継続し
て派遣されることが決定されており、同数の派遣が継続される予定である。 

この他、修士課程大学院生の入学者がいる。この者は、教育委員会からの選抜により
派遣されているのではなく、自らの意思で自主的に本学において教育研究を行ってい
る。従って、定員充足の見込みを算定するに当たっては、どれくらいの人数が、教職大
学院への進学を自主的に希望するかを調査することによって修士課程大学院生からの
切り替えを見込むこととした。当該院生に対し、改組後の教職大学院の構想を説明した
上で、意向調査を実施した。修士課程では、２名が「院生として志望する。」を選んだ。
１・２年次生に対する意向調査であることから、単年度の進学者としては２分の１の１
名が該当すると判断できる（資料１）。また、長期研修生（内地留学）として本学へ派
遣されている教員がいる。これらの者は、教育委員会からの選抜により派遣されている
が、改組前の段階での２年間在籍の教職大学院入学と１年間の長期研修生制度の両者
について、自らの選択で長期研修生を選んだケースである。改組後の教職大学院では短
期履修制度を導入する予定であるが、在籍期間が教職大学院と長期研修生とで同じに
なることから、長期研修生ではなく教職大学院を選択するものがいるのではないかと
考え、調査を実施した。現在の長期研修生に対し、改組後の教職大学院の構想を説明し
た上で、意向調査を実施した。その結果、３名が「院生として志望する。」を選んだ（資
料２）。過去の実績では、年平均で修士課程 4.25 名、長期研修生 9.75 名と毎年一定数
を受け入れている（資料３）。毎年一定数を受け入れているという実績と在籍者による
本調査結果は、現職教員の教職大学院への進学志望者は一定程度存在することを示し
ている。そして、受入実績が示す人数からの切り替え数という趣旨を勘案すると、意向
調査の結果からは、毎年４名程度は確保できると判断できる。 

これらのことから、毎年 14 名程度の現職教員学生の入学が確保できると判断する。 
なお、埼玉県教育委員会・さいたま市教育委員会からは、１年間で修了できる短期履

修制度が要望として出されていた。これを受け、教職大学院改組に当たっては、短期履
修制度を新たに導入する。この短期履修制度の導入を両教育委員会へ説明し、教職大学
院への派遣者増員の打診を行った。 

協議の結果、埼玉県教育委員会では、「義務教育」で、長期研修生枠２名程度を教職



2 
 

大学院枠へ移行するとともに、「県立学校」でも、「1 年での修了はありがたい。教科の
コースができたことで、高校教員の志望者も増えるのではないか」、さらに「命令研修
枠」の２名を埼玉大学教職大学院へ派遣したい旨の発言を得た。これらを踏まえると、
埼玉県からの派遣は、４名程度の増加と予想される。 

さいたま市教育委員会では、長期研修生枠を教職大学院枠へ移行する旨（２名程度）
の発言を得ている。 

これらを踏まえると、埼玉県とさいたま市の長期研修生枠からの移行が 4 名と想定
される。前述の、現在の長期研修生の意向調査が 3 名の大学院への希望者であったこ
とを考え合わせると、実質 1 名分の増が期待できる。埼玉県の「県立学校」から 2 名以
上の増が期待されており、短期履修制度の導入により、新たな現職派遣としては、3 名
以上の増加は期待できる。 

現職教員では、14 名程度の入学者は確実に確保でき、短期履修制度の導入により、
3 名以上の更なる増加は期待できる。 

２）附属学校園教員 

教育学部附属幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校は、約 90 名の教員を擁してい
る。教員は、幼稚園は大学雇用だが、他の学校種は、校長を除きすべて埼玉県・さいた
ま市からの派遣教員である。学校としての授業や学級経営等の業務に加え、ICT 教育、
発達障害児教育、思考力・判断力・表現力に対応した授業に関する研究へ参画するなど、
埼玉県・さいたま市の現代的な教育課題を中心とした教育研究に当たっており、その研
究成果は地域のモデルとなることが期待されている。 

このような状況の中で附属学校園在籍期間中に、いったん現場を離れて教職大学院
へ入学し、理論と実践の往還を通じて自らの教育実践を見つめ直し、検討して総括した
上で、新たな教育実践の方法を開発開拓することは、自身の教員としてのステージアッ
プにつながるのみならず、附属学校園全体の力量向上にもつながる極めて高い意義を
有することが見込まれる。さらには、埼玉県・さいたま市の教育界にとっても大いに貢
献するものと言える。 

既に附属学校園在籍中に、大学院に入学して学ぶ制度がある（「国立大学法人埼玉大
学教育学部附属学校内地研修員要項」：資料４）。現在は運用で、毎年四校園で 1 名とし
ている。今までは、大学側から教員へ、埼玉大学の大学院への内地研修を働きかけたり
しなかったこともあり、埼玉大学の大学院への希望者は２～３数年に１名程度であっ
た。今回の改組に際し、現職教員の研修機能の強化、地域が求める教師育成への対応強
化を打ち出し、埼玉県の現職教員にとっても非常に有意義な教育課程を編成する予定
である。さらに、現職教員向けに１年間で修了することができる短期履修制度も整備す
ることで、学びやすい環境を提供することができる。附属学校教員は、現在でもかなり
な頻度で大学教員との交流を持っており、自身の研究課題などについて、大学教員と共
有しているところがある。それゆえ、埼玉大学の教職大学院で学ぶに当たっては、研究
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テーマの設定や研究の進展について、他の大学院へ入学するよりも、より効果的な研究
が進められる。こうした利点も押さえつつ、今後は、本制度を教員へ向けて積極的に周
知するとともに、管理者に対しても理解を促し、参加者の増加を図る。本制度を活用し
て、毎年、１名は入学者を確保することとする。既に、入学者確保に向けて、附属学校
園の副校長へ、本学の教職大学院への志望状況を確認した。その結果、令和３年度にこ
の制度を利用して大学院入学を希望している教員が、附属中学校に１名、附属特別支援
学校に１名の、合計２名いることを把握している。 

今後も、地域の教育課題に取り組み、成果を上げる人材を供給していくため、附属学
校園在籍期間中の教員の再教育を着実に続け、地域における本学の存在価値を高めて
いくことを目指す上でも、毎年１名の附属学校園教員の入学を確保する。本学の附属学
校園には、約 90 名の教員が在籍している。短期履修制度の活用も可能であり、毎年１
名の入学者の確保は確実と判断する。 

３）学内進学者 
令和 3 年度教職大学院への進学予定者である教育学部３年次生を対象に、意向調査

を行った（資料５）。５名の学生が A「教職大学院への入学志望を決めている」、９名の
学生が B「教職大学院への入学を積極的に検討している」、79 名の学生が C「状況によ
り入学することも検討している」を選んだ。B を選んだ学生のうち、教員採用試験に合
格した場合の猶予制度を利用し教職大学院へ進学する学生は９名であった。この９名
をさらに詳しく見ると、教員採用試験に不合格であっても教職大学院へ進学する学生
は９名であった。この９名は、教員採用試験の結果に関係なく教職大学院への進学を志
望する学生数を示しており、教職大学院への進学の可能性は極めて高い。このことから、
ＡとＢを選んだ学生 14 名は、教職大学院への進学の可能性が極めて高い。Ｃを選んだ
学生では、教員採用試験に合格した場合の猶予制度を利用し教職大学院へ進学する学
生は 18 名であった。この 18 名をさらに詳しく見ると、教員採用試験に不合格であっ
ても教職大学院へ進学する学生は 15 名であった。この 15 名は、教員採用試験の結果
に関係なく教職大学院への進学を志望する学生数を示しており、教職大学院への進学
の可能性は極めて高い。以上により、教職大学院への進学者 29 名は確保できると判断
する。 

過去４年間の学内進学者の実績では、教職大学院へ進学した者は 6.25 名であった。
修士課程へ進学した者のうち修了後に教職に就いた者は、潜在的な教職大学院への進
学者となることが想定される。同期間の実績では、修士課程への進学者 35 名、教員就
職率 50.6%であり、17.8 名が算出される。合計すると 24.05 名となる（資料６）。意向
調査で算出した人数とほぼ同数となり、同調査により算出した人数の精度は高いと判
断できる。 

さらに、どのサブプログラムを希望するかを尋ねたところ、総合教育高度化プログラ
ムの各サブプログラム、学校構想 18 名、特別支援教育 16 名、学校保健８名、子ども
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共育 17 名、教科教育高度化プログラムの各サブプログラム、言語文化系教育 16 名、
社会系教育 20 名、自然科学系教育 20 名、芸術系教育 14 名、身体文化系教育９名、生
活創造系教育 11 名という結果であった。各サブプログラムにバランス良く進学希望者
が存在することを示している。本設置計画はこのような学部学生のニーズに対応する
ものである。 

また、意向調査で、Ｃ「状況により入学することも検討している」を選んだ 79 名の
のうち、「教員採用試験に不合格だった場合に教職大学院へ進学する」を選んだ学生が
39 名いる。本学部の過去４年間の教員採用試験の状況を見ると、平均で受験者が 284.25
名であり、二次試験合格者が 168.5 名で合格率は 59.3％、不合格率は 40.7％である（資
料７）。よって 39 名中 40.7％の 15.9 名は不合格となり、これらのものは教職大学院へ
の進学を選ぶことが予想される。ここから、学内進学者として、さらに 16 名程度の増
加が期待される。 

学内進学者として、29 名は確保でき、さらに 16 名程度の増加が期待される。 
４）学外等進学者 

学部卒業学生の確保の見通しでは、他学部・他大学からの進学者を見込んでいる。 
本学の教職大学院への他学部・他大学からの入学者は、設置以降、過去 4 年間の平均

は５名となっている。実績では、大きな変動はなく、毎年平均値に近い水準で推移して
いる（資料８）。 

これに加え、現在、修士課程に在籍している他学部・他大学からの入学者（留学生を
除く）12 名に意向調査を実施したところ、改組後であれば、本学の教職大学院への入
学を志望したであろうと回答した学生は 5 名であった。１・２年次生に対する調査で
あることから、単年度の入学志望者としては２分の１に相当する３名が該当すると判
断できる（資料９）。 

学内進学者と同様に他学部・他大学から修士課程へ進学した者のうち修了後に教職
に就いた者は、潜在的な教職大学院への進学者となることが想定される。過去４年間の
実績では、修士課程への進学者 7.5 名、教員就職率 50.6%であり、4.2 名が算出される
（資料６、８）。この人数は、意向調査で算出した人数とほぼ同数となる。このことは、
同調査により算出した人数の精度は高いことを示している。 

その他、今回の改組において、埼玉県（さいたま市を含む、以下同じ。）の教員を志
望する優秀な入学者を確保するために「埼玉教員養成高度化計画（指定校推薦制度）」
を設ける。これは「埼玉県内で唯一教職大学院を持つ「埼玉大学」を活用し、埼玉県全
体の教育の質の向上をはかる」ことを目的とするものである。本学を基幹大学として、
埼玉県に多くの教員（教採合格者）を出している大学を連携大学として協定を締結する
などして関係を結び、各連携大学からの推薦を受けた学生の中から成績上位２名を「特
別選抜」の対象として、入学させるというものである。（資料 10－１、10－２） 

令和２年３月段階で、５つの大学と交渉を行っているが、いずれも「学生の進路の幅
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を拡げるもので、ぜひ加わりたい」などの好印象を得ている。 
以上のことから、他学部・他大学からの、本学教職大学院への入学者として 8 名は確

保できると判断する。なお、埼玉教員養成高度化計画は引き続き推進し、質の高い志願
者の増加には引き続き取り組む予定である。 

以上、教職大学院の入学者ついて、現職教員学生 14 名、附属学校園教員学生１名、
学内からの進学者 29 名、他大学等からの進学者 8 名、合計で 52 名は確実と判断する。
また現職教員学生として 3 名以上、学内進学者として 16 名程度の増加が期待される。 

したがって、改組後の教職大学院の入学定員を 52 名と設定するのは妥当だと判断す
る。 

 
イ 定員充足の根拠となる客観的なデータの概要 

１）現職教員 

「現職修士課程在籍者意向調査」（資料１）、「長期研修生在籍者意向調査」（資料２）
は、修士課程、長期研修から教職大学院へ移行する人数を見込むため、修士課程大学院
生、長期研修生として派遣されている教員を対象に、令和２年１月に実施した教職大学
院への進学志望者数を調査した内容と結果で、修士課程、長期研修からの切り替え人数
を示している。現職教員の受入状況（修士課程、長期研修生）（資料３）は、修士課程、
長期研修として受け入れた過去の実績であり、修士課程では、年度によってばらつきは
あるものの一定数を受け入れ、長期研修生では、毎年安定的に一定数を受け入れており、
資料１・２で示した人数の確実性や継続性を裏付けるものとなっている。 

２）附属学校園教員 

「国立大学法人埼玉大学教育学部附属学校内地研修員要項」（資料 4）は、埼玉大学
附属学校の教諭が、附属学校の教員の身分を保有したまま大学院に入学し、研修するこ
と定めた資料で、実施の確実性を示すものである。 

３）学内進学者 
「教育学部３年次生意向調査」（資料５）は、内部進学者数を見込むため、改組後の

進学予定者である教育学部３年次生を対象に、令和２年２月に実施した教職大学院へ
の進学志望者数を調査した内容と結果で、進学予定者の人数を示している。そして、「内
部進学の入試状況・修士課程の進路状況」（資料６）は、教職大学院及び修士課程への
内部進学者数の実績を示しており、毎年安定的に一定数が進学していることを示して
いる。さらに、修士課程修了後の進路では、修士課程修了後に教員へ就職した者が毎年
一定程度いることを示しており、修士課程から教職大学院への切り替えが期待できる
人数を勘案するための資料である。 

学部卒業時に教員採用試験の不合格者は、教職大学院へ進学し、再受験することが見
込まれるが、「教育学部教員採用試験受験状況」（資料７）は、教員採用試験の結果から、
毎年一定程度の進学候補者が存在することを示す資料である。 



6 
 

４）学外等進学者 

「他学部・他大学の入試状況」（資料８）は、他学部・他大学からの教職大学院及び
修士課程への入学者数などを示している。 

「内部進学の入試状況・修士課程の進路状況」（資料６）は、修士課程修了後に教員
へ就職した者が毎年一定程度いることを示しており、修士課程から教職大学院への切
り替えが期待できる人数を勘案するための資料である。 

「埼玉大学教育学部以外の出身の修士課程在籍者意向調査」（資料９）は、修士課程
から教職大学院へ移行する人数を見込むため、修士課程に在籍する他学部・他大学出身
者を対象に、令和２年１月に実施した教職大学院への進学志望者数を調査した内容と
結果を示すものである。 

「埼玉教員養成高度化計画（指定校推薦制度）」（資料 10－１）は、同計画の概要を
記したものである。これに基づき、埼玉大学と連携大学との間で締結する協定書が「国
立大学法人埼玉大学と○○大学との埼玉県における教員養成の高度化推進に関する連
携協定書（案）」（資料 10－２）である。「埼玉教員高度化計画（指定校推薦制度）」を
確実に実施するために締結に向けた他大学との協定に関する資料である。 

 
ウ 学生納付金の設定の考え方 

本研究科の授業料その他の費用に関しては、国立大学等の授業料その他の費用に関
する省令に準じて設定している。大学院の入学料は 282,000 円とし、その授業料は
535,800 円、半期分 267,900 円を２回に分けて納入する。これらの設定は、近隣（東京
都、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県）の教職大学院の学生納付金とほぼ等しいもので
ある。 

入学料、授業料の納付が著しく困難な者に対しては、本人の申請に基づき、選考のう
え、免除又は徴収猶予される制度を継続する。入学料の免除では、経済的理由により納
付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者には、半額を免除する。また、入学前
１年以内に本人の学資負担者の死亡又は本人若しくは学資負担者が災害を受けたため
入学料の納付が著しく困難であると認められる者には、全額又は半額を免除する。入学
料の徴収免除では、経済的に困窮し、かつ、学業優秀と認められる場合は、入学料の徴
収を猶予する。授業料の免除では、経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、
学業優秀と認められる等の場合は、各期の授業料の全額又は半額を免除する。 

現職教員独自の制度としては、埼玉県教育委員会及びさいたま市教育委員会より派
遣される入学者の入学料は半額としている。 

 
② 学生確保に向けた具体的な取組 

教職大学院進学の魅力や利点を、学内、学外に対して広く周知する。進学説明会、ポ
スターやパンフレット、Web など様々な媒体を活用する。 
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現在、現職院生派遣に加え、自発的に入学し学修を行う現職院生を増やすための情宣
活動を行っている。今回の改組に伴い、現職院生向けの短期履修制度を拡充させた。学
生確保に向けて、埼玉県教育委員会、さいたま市教育委員会を通して現職教員に向け、
短期履修制度のメリットを周知していく。また、教職大学院の成果は教育実践 Forum
を通じて、地域へ還元しており、その機会を活用し、教職大学院における学修のメリッ
トの周知を図る。 

学部生に対しては、教育学部に加え他学部に対しても進学説明会を適宜開催し、進学
を促す。 

他大学に対しては、主に埼玉県内の教員養成系大学・学部を中心に、パンフレット等
を送付するとともに、定期的に訪問し、本学の教職大学院の地域教育への貢献と進学の
メリットなどの理解を促し、進学者を確保していく。 

特に、今回の改組の際に構想した「埼玉教員養成高度化計画（指定校推薦制度）」の
普及を図るべく、積極的に埼玉県内を中心とした公私立大学に本計画を説明し、入学者
の確保を図る。 

 
（２）人材需要の動向等社会の要請 

① 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要） 

教育現場の経験や学部での学修を基盤に、高度な専門性に裏打ちされた理論と実践
の融合型カリキュラム、研究者教員と実務家教員とがタイアップした指導体制と授業、
教育現場における実地研究（課題探求及び検証）を整備し、教科指導等における高度な
理論に基づく優れた実践力・展開力を備え、中核的・指導的役割を担える教員と、学校
教育の改革・改善・充実を目指して管理職や指導主事等として活躍できるミドルリーダ
ーを養成する、発達障害、いじめ、不登校等の現代的教育課題に対応できる高度な理論
に基づく確かな実践力を備え、中核的・指導的役割を担える教員の養成を行う。 

教育研究上の目的を踏まえつつ、中核的・指導的役割を担える教員の養成に資するた
めに、新たに 10 の教科領域と学校保健、幼児教育の分野を加えることにより、学部段
階での教員養成と連続性を持った専門職学位課程へと改編・拡充する。 

 
② 上記①が社会的、地域的な人材需要の動向等を踏まえたものである客観的な根拠 

埼玉県・さいたま市でも少子化に伴い児童・生徒数の減少は見られるものの、教員数
は増加し（資料 11）、教員採用数は、平成 24（2012）年度～令和２（2020）年度では、
1,300～1,500 名程度で推移している（資料 12）。埼玉県・さいたま市の小中学校の定年
退職者は令和 14（2032）年度に向けて減少した後、令和 30（2048）年度まで増加する
見込みであり、年齢構成の是正が必要な状況で、採用年次の教員数の調整が行われるこ
とが予想される（資料 13）。さらに、近年、特別支援学級の通常学校への整備が進めら
れており、今後ともその状況は続き、特別支援教諭や養護教諭の需要は増加することが
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見込まれる（資料 14）。これらの要因を考慮すると、埼玉県内の教員需要は、今後も底
堅いと言える。 

また、定年退職者数の増加に伴い、世代交代が急速に進むため（資料 13）、現場での
教育実践を牽引する若手教員や、学校改革をマネジメントしうる中堅教員（中核的中堅
教員）への需要は増加していく。今回の改組の方向性である「中核的・指導的役割を担
える教員の養成に資するため、新たに 10 の教科領域と学校保健、幼児教育の分野を加
え、学部段階での教員養成と連続性を持った専門職学位課程へと改編・拡充する」こと
は、このような状況の変化へのニーズと合致したものである。 
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資料１ 現職修士課程在籍者意向調査 

 
 
結果概要 

１．実施時期：令和2（2020）年1月
２．調査対象者数：修士課程在籍者現職院生12名
３．回答者数：4名
４．回収率：33%
５．回答状況
A
通常の二年間で修了
する院生として志望
する

B
短期履修制度を利用
して、一年間で修了
する院生として志望
する

C
志望しない

D
わからない

1名 1名 2名 0名
 

 
 
アンケート本体 

 

現職修士課程在籍者意向調査 

 
埼玉大学大学院教育学研究科は、現在、修士課程と専門職学位課程（教職大学院）があり

ますが、2021 年度入学生からは、教職大学院のみになる予定です。他大学も同様で、教員
養成系の大学院は、基本的にすべて教職大学院となります。 
 

これに伴い、本学の教職大学院は、現在の「教育実践力高度化コース」と「発達臨床支援
高度化コース」に加えて、すべての教科教育や学校保健も含んだ新たなコースを設置して定
員を増やし、学部の専修・分野のすべてに対応する教職大学院へと拡充し、充実させていく
計画です。 

教職大学院は、教員養成を目的として「事例研究、授業観察・分析、フィールドワーク等
を積極的に導入した指導方法により、理論と実践の融合を図る教育を行う」大学院です。言
い換えると「実践的な学び」を大きな柱とする大学院です。学校での実地研究（学校実習）
があり、複数教員による双方向的な討論型授業も行われます。日常的に学校教員と関わりな
がらより良い実践を探究することができます。探究の成果は、実践報告として発表を行い、
報告書としてまとめます。修了すると、「教職修士（専門職）」の学位が授与され、必要な
単位を修得して専修免許状を取得できます。教職大学院の修了生は、さいたま市や埼玉県を
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中心に、中核的な役割を担う教員人材として期待されています。 
その一方、新しい埼玉大学の教職大学院では、修了要件外ですが、「探究活動演習」とい

う授業科目を設定しています。これは修士論文相当の研究論文を作成することを目的とす
る科目です。 
 

また新しい教職大学院では、「短期履修制度」を設けています。これは一年間の在籍で所
定の単位を修得して修了するというコースです。この場合、学費も一年分となります。現職
教員のみが対象で、正規の教員として５年以上の勤務経験を持つことが要件となっていま
す。 
 

以上を踏まえて、みなさんに教職大学院への進学希望の可能性についてお聞きします。 
 
問 

 
あなたが、埼玉大学の大学院を志望した段階で、修士課程がなくなっており、上記に示

した新しい教職大学院があったと仮定して、埼玉大学の教職大学院への入学を志望したで
しょうか。志望する場合、通常の二年間での修了を選びますか、一年間で修了する「短期
履修制度」を利用しますか。あなたの今の考えに最も当てはまるものを下記のＡ～Ｃから
選び、答えてください。 
 
Ａ 通常の二年間で修了する院生として志望する 
Ｂ 短期履修制度を利用して、一年間で修了する院生として志望する 
Ｃ 志望しない 
Ｄ わからない 
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資料２ 長期研修生在籍者意向調査 

 
 
結果概要 

１．実施時期：令和2（2020）年1月
２．調査対象者数：長期研修生在籍者9名
３．回答者数：9名
４．回収率：100%
５．回答状況
A
通常の二年間で修了
する院生として志望
する

B
短期履修制度を利用
して、一年間で修了
する院生として志望
する

C
志望しない

D
わからない

2名 1名 2名 4名
 

 
 
アンケート本体 

 

長期研修生在籍者意向調査 

 
埼玉大学大学院教育学研究科は、現在、修士課程と専門職学位課程（教職大学院）があり

ますが、2021 年度入学生からは、教職大学院のみになる予定です。他大学も同様で、教員
養成系の大学院は、基本的にすべて教職大学院となります。 
 

これに伴い、本学の教職大学院は、現在の「教育実践力高度化コース」と「発達臨床支援
高度化コース」に加えて、すべての教科教育や学校保健も含んだ新たなコースを設置して定
員を増やし、学部の専修・分野のすべてに対応する教職大学院へと拡充し、充実させていく
計画です。 
 

教職大学院は、教員養成を目的として「事例研究、授業観察・分析、フィールドワーク等
を積極的に導入した指導方法により、理論と実践の融合を図る教育を行う」大学院です。言
い換えると「実践的な学び」を大きな柱とする大学院です。学校での実地研究（学校実習）
があり、複数教員による双方向的な討論型授業も行われます。日常的に学校教員と関わりな
がらより良い実践を探究することができます。探究の成果は、実践報告として発表を行い、
報告書としてまとめます。修了すると、「教職修士（専門職）」の学位が授与され、必要な
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単位を修得して専修免許状を取得できます。教職大学院の修了生は、さいたま市や埼玉県を
中心に、中核的な役割を担う教員人材として期待されています。 

その一方、新しい埼玉大学の教職大学院では、修了要件外ですが、「探究活動演習」とい
う授業科目を設定しています。これは修士論文相当の研究論文を作成することを目的とす
る科目です。 
 

また新しい教職大学院では、「短期履修制度」を設けています。これは一年間の在籍で所
定の単位を修得して修了するというコースです。この場合、学費も一年分となります。現職
教員のみが対象で、正規の教員として５年以上の勤務経験を持つことが要件となっていま
す。 

「短期履修制度」を利用すれば、現場を離れて学ぶ期間は、長期研修と同じ一年間となり
ます。また大学院としての系統的な学びをすることができ、「教職修士」の学位が取れるほ
か、専修免許状を取得することもできます。 
 

以上を踏まえて、みなさんに教職大学院への進学希望の可能性についてお聞きします。 
 
問 

 

あなたが、埼玉大学での長期研修生を志望した段階で、上記に示した新しい教職大学院が
あったと仮定して、埼玉大学の教職大学院への入学を志望したでしょうか。志望する場合
は、通常の二年間での修了を選びますか、一年間で修了する「短期履修制度」を利用します
か。あなたの今の考えに最も当てはまるものを下記のＡ～Ｃから選び、答えてください。 
 
Ａ 通常の二年間で修了する院生として志望する 
Ｂ 短期履修制度を利用して、一年間で修了する院生として志望する 
Ｃ 志望しない 
Ｄ わからない 
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資料３ 現職教員の受入状況（修士課程、長期研修生） 

 

 

修士課程の入試状況（現職） 

入学年度 志願者数 受検者数 合格者数 入学者数
平成28（2016）年度 6名 4名 4名 3名
平成29（2017）年度 8名 8名 8名 7名
平成30（2018）年度 2名 2名 1名 1名
平成31（2019）年度 9名 9名 7名 6名
平均 6.25名 5.75名 5.00名 4.25名

 

 
 
長期研修教員の受入状況 

さいたま
市

埼玉県
（小中）

埼玉県
（高校）

埼玉県
（特支）

他県

平成28（2016）年度 10名 1名 7名 1名 1名 0名
平成29（2017）年度 11名 1名 8名 1名 1名 0名
平成30（2018）年度 9名 2名 6名 1名 0名 0名
平成31（2019）年度 9名 0名 6名 1名 1名 1名
平均 9.75名 1.00名 6.75名 1.00名 0.75名 0.25名

内訳
受入人数入学年度
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資料４ 国立大学法人埼玉大学教育学部附属学校内地研修員要項（抜粋） 

 

（目的） 
第１条 この要項は、本学教育学部の附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支

援学校（以下「附属学校」という。）の教員に対し、勤務場所を離れてその職務と密接な
関連のある分野について長期にわたる研修に専念させ、附属学校の教員の資質、能力の向
上を図ることを目的とする。 
（附属学校内地研修員） 

第２条 附属学校内地研修員（ 以下「研修員」という。） とは、附属学校の教員の身分
を保有したまま大学院に入学し、研修する者をいう。 

（資格） 
第３条 研修員になることのできる者は、附属学校の教員で次の各号に該当するものとす

る。 

(1) 教職経験３年以上となる者で積極的な勉学意欲を有し、研修期間終了後も引き続き附
属学校の教員として勤務する意思を有する者であること。 

(2) 研修させることについて附属学校の運営上支障がなく、かつ効果が期待できる者であ
ること。 

(3) 研修を受けようとする者の心身が長期研修に耐え得るものであること。 
（研修方法） 

第４条 研修員は、本学大学院教育学研究科に入学し、研修するものとする。 

２ 前項の大学院に、研修員の職務と密接な関連のある分野がない場合は、当該分野を有す
る他の大学の大学院に入学し、研修するものとする。 
（研修期間） 

第５条 研修員の研修期間は、２年以内とする。 
（候補者の推薦） 

第６条 附属学校の長は、候補者がある場合は、あらかじめ附属学校間で協議のうえ候補者
を１名とし、別紙様式１に定める附属学校内地研修員調書を添えて本学教育学部長（以下
「学部長」という。）に別紙様式２により推薦するものとする。 

２ 候補者の推薦期限は、派遣しようとする年度の前年度の８月末までとする。 
（決定） 

第７条 学部長は、附属学校の長から推薦のあった候補者の中から、研修員を決定し、附属
学校の長にその旨を通知する。 

（旅費） 
第８条 研修に係る旅費については、支給しない。 

（大学院の授業料等） 
第９条 大学院の検定料、入学料及び授業料は、研修員本人の負担とする。 
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（代替講師） 
第１０条 研修員を派遣する附属学校には、当該附属学校の教員組織等を勘案して代替非

常勤講師の手当を措置するものとする。 
（研修の開始） 

第１１条 研修員は、研修開始の日までに研修に必要な所定の手続きを行うものとし、研修
を開始した場合は直ちに別紙様式３に定める研修開始届を当該附属学校の長を経て学部
長に提出しなければならない。 
（研修の中断） 

第１２条 研修員は、研修を中断するときは、直ちにその理由を付して当該附属学校の長に
報告しなければならない。この場合において、報告を受けた附属学校の長は学部長にその
旨を報告するものとする。 
（研修の中止） 

第１３条 研修員は、やむを得ない理由により、研修を中止するときは、あらかじめその理
由を付して当該附属学校の長に申し出なければならない。 

２ 当該附属学校の長は、前項の申し出を受理したときは、速やかに学部長にその旨を報告
するものとする。 

３ 学部長は、前項の報告を受け、研修の中止を決定したときは、当該附属学校の長にその
旨を通知するものとする。 
（研修の終了） 

第１４条 研修員は、研修が終了したときは直ちに別紙様式４に定める研修終了届及び別
紙様式５に定める研修成果報告書を当該附属学校の長を経て学部長に提出しなければな
らない。 
（雑則） 

第１５条 この要項に定めるもののほか、研修員に関し必要な事項は、別に定める。 
附 則 

この要項は、平成 16 年 10 月１日から施行する。 
附 則（平成 19. 4.1） 

この要項は、平成 19 年４月１日から施行する。 
附 則（平成 20. 1.24） 

この要項は、平成 20 年１月 24 日から施行し、平成 19 年 12 月 26 日から適用する。 
附 則（平成 28.10.28） 

この要項は、平成 28 年 10 月 28 日から施行する。 
附 則（平成 29. 7.14） 

この要項は、平成 29 年７月 14 日から施行する。 
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資料５ 教育学部３年次生意向調査 

 
結果概要 

１．実施時期：令和2（2020）年2月
２．調査対象者数：教育学部3年次生436名
３．回答者数：287名
４．回収率：66%
５．回答状況
問１　

入学志望を決めている 5

積極的に入学を検討している 9

状況により入学することも検討している 79

入学する意思はない 165

わからない 29

問２

大学院に進学、修了後に教職に就きたい 36

大学院には行かずに教職に就きたい 185

教員採用試験を受けるつもりはない 61 欠損5

問３

大学院への進学を希望する 85

大学院への進学は希望しない 141

教員採用試験を受けるつもりはない 58 欠損3

　あなたは、大学卒業後の進路として、埼玉大学の教職大学院への入学を志望し
ていますか。あなたの今の考えに最もあてはまるものを１つ選んでください。

　埼玉県とさいたま市などでは、教員採用試験の合格者が大学院に進学した場
合、合格者名簿登載のまま修了まで採用を待ってもらえます。その間、大学院で
学ぶことができます。あなたは、教員採用試験に合格した場合、教職大学院への
入学を考えますか。

　学部在学中に教員採用試験に合格できなかった場合、教職大学院に進学し学び
まがら２回の受験機会があります。あなたは学部在学中に教員採用試験に合格で
きなかった場合、教職大学院への入学を考えますか。

 

  



20 
 

問４　

総合教育高度化 学校構想 18
特別支援教育 16
学校保健 8
子ども共育 17

教科教育高度化 言語文化系教育 16
社会系教育 20
自然科学系教育 20
芸術系教育 14
身体文化系 9
生活創造系教育 11

入学の意思はない 133

不明・無回答 5

　2021年度から拡充される教職大学院には、次の所属先（サブプログラム）が設
けられます。あなたが入学するとしたらどこですか。１つ選んでください。
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問１で「積極的に入学を検討している」を選んだ学生９名の内訳 

教員採用試験に合格できなかった場合、教職大学院への入学を考えますか

問３

問２

大学院に進学、
修了後に教職に
就きたい

9 0 0 0 9

大学院には行か
ずに教職に就き
たい

0 0 0 0 0

教員採用試験は
受けるつもりは
ない

0 0 0 0 0

未回答 0 0 0 0 0

計 9 0 0 0 9

計

教
員
採
用
試
験
に
合
格
し
た
場

合
、

教
職
大
学
院
へ
の
入
学
を

考
え
ま
す
か

大学院への進学
を希望する

大学院への進学
は希望しない

教員採用試験を
受けるつもりは
ない

未回答

 
 
 
問１で「状況により入学することも検討している」を選んだ学生 79 名の内訳 

教員採用試験に合格できなかった場合、教職大学院への入学を考えますか

問３

問２

大学院に進学、
修了後に教職に
就きたい

15 3 0 0 18

大学院には行か
ずに教職に就き
たい

39 17 0 0 56

教員採用試験は
受けるつもりは
ない

1 0 3 0 4

未回答 1 0 0 0 1

計 56 20 3 0 79

計

教
員
採
用
試
験
に
合
格
し
た
場

合
、

教
職
大
学
院
へ
の
入
学
を

考
え
ま
す
か

大学院への進学
を希望する

大学院への進学
は希望しない

教員採用試験を
受けるつもりは
ない

未回答
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教育学部３年次生アンケート 

 

2021 年度から埼玉大学の教職大学院が変わります！ 
 

みなさんの卒業後の進路には、卒業後すぐに教員として就職するほかに、大学院へ進
学してさらに深く学んでから就職するという選択肢もあります。 

これまで埼玉大学の大学院は、修士課程と教職大学院のふたつがありましたが、令和
3（2021）年度入学生からは、大学院は教職大学院ひとつとなり、新しく生まれ変わり
ます。 
 

１．教科も含めた教育組織の拡充と充実！ 

新しい教職大学院は、プログラムとサブプログラムに分かれますが、そのすべてが学
部の教育組織と対応しています。 
教育学部のすべての教員が、教職大学院を担当します。 

 

〇総合教育高度化プログラム 
☆学校構想サブプログラム 
・学校づくりや、学校と家庭や地域との連携、多文化・貧困・いじめ・不登校などの
現代的諸課題に対して多角的・協働的な探求ができる教員、教育相談や学校コンサル
テーションの高度な実践力のもつ教員を養成します。 
☆特別支援教育サブプログラム 
・特別支援教育に関する高度な実践力、現代的教育課題に対応できる教員を養成しま
す。 
☆学校保健サブプログラム 
・学校における保健管理、保健教育、学校保健組織活動についての現代的課題を探求
するとともに、専門家として関わる養護教諭・保健主事の実践と役割を追究できる学
校保健に関わる教員を養成します。 
☆子ども共育サブプログラム 
・人、環境、社会に関する多様性と包摂を理念とする学校教育のあり方を探求し、地
域の専門機関と連携した指導法の開発、幼児教育と小学校教育との接続と連携、夜間
中学や定時制高校等での教育実践等について学び、子どもと共に成長できる教員を養
成します。  



23 
 

〇教科教育高度化プログラム 

・教科内容の高度な理解と指導力、カリキュラムマネジメント力を持つ教員を養成し
ます。・10 の教科に対応する６つのサブプログラム（言語文化系［国語、英語］、社会

系、自然科学系［数学、理科］、芸術系［音楽、美術］、身体文化系［保健体育］、生活

創造系［技術、家庭］）を設けます。 
 

２．入学定員の大幅な拡大！ 
これまで［20 名］だった入学定員を、［52 名］に拡大する予定です。 

 

３．実践的な学び！ 
学校での実習があり、複数の教員による双方向的な討論型授業も行われます。日常的

に現職教員の院生などの学校教員として関わりながら、よりよい実践を探究することが

できます。 
 

４．専修免許状の取得、「教職修士（専門職）」の学位授与！ 
必要な単位を揃えることで、専修免許状が取得できます。 

修了すると「教職修士（専門職）」の学位が授与されます。大学院の修了者は、学部

卒業者と比較して、給与も高く設定されています。 

 

例（さいたま市・初任給月給） 

 小・中学校教員 高等学校教員 特別支援学校教員 

大学院修了者 ２７６，０００円 ２７６，０００円 ２８６，０００円 

大学卒業者 ２５０，０００円 ２５０，０００円 ２５９，０００円 

 

５．教員採用試験合格後の就職猶予！ 
４年次で教員採用試験に合格したのち、大学院に進学する場合は、修了するまで就

職を２年間猶予される制度があります。教採合格後、大学院でさらに力をつけ、その

後、改めて試験を受けることなく教職につくことができます。 

 

６．大学院に在籍して学部の単位も取得できます！ 
大学院に在籍しながら、学部の授業を聴講し単位取得することができます。それにより、

学部時代に取れなかった教員免許状を取得することもできます。 

 

７．修士論文作成に相当する研究ができます！ 
新しい埼玉大学の教職大学院には、「探究活動演習」という授業科目があります（修

了要件外）。これは修士論文相当の研究論文を作成することを目的とします。 

 

以上を踏まえて、大学院への進学志望についてお聞きします。 
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教職大学院への意向調査 
 
 
お願い このアンケートによってあなたが制約を受けることは一切ありません。卒業後を

思い浮かべて、今のお考えでお答えください。選択回答の右のセルボタンをクリッ
クして○と表示してください。 

 
質問１ あなたは、大学卒業後の進路として、埼玉大学の教職大学院への入学を志望してい

ますか。あなたの今の考えに最も当てはまるものを１つ選んでください。 
 

入学志望を決めている 
積極的に入学を検討している 
状況により入学することも検討している 
入学する意思はない 
わからない 

 
質問２ 埼玉県とさいたま市などでは、教員採用試験の合格者が大学院に進学した場合、合

格者名簿搭載のまま修了まで採用を待ってもらえます。その間、大学院で学ぶこと
ができます。あなたは、教員採用試験に合格した場合、教職大学院への入学を考え
ますか。 

 
大学院に進学、修了後に教職に就きたい 
大学院には行かずに教職に就きたい 
教員採用試験を受けるつもりはない 

 
質問３ 学部在学中に教員採用試験に合格できなかった場合、教職大学院に進学し学びな

がら２回の受験機会があります。あなたは学部在学中に教員採用試験に合格できな
かった場合、教職大学院への入学を考えますか。 

 
大学院への進学を希望する 
大学院への進学は希望しない 
教員採用試験を受けるつもりはない 

 
質問４ 2021 年度から拡充される教職大学院には、次の所属先（サブプログラム）が設け

られます。あなたが入学するとしたらどこですか。１つ選んでください。 
 

総合教育高度化 学校構想    
特別支援教育   
学校保健   
子ども共育   

教科教育高度化 言語文化系教育 国語   
英語   

社会系教育 社会   
自然科学系教育 算数数学   

理科   
芸術系教育 音楽   

図工体育   
新体系教育 保健体育   
生活創造系教育 技術   

家庭   
 

入学の意思はない   
  

2 月 17 日（月）までに 

ご提出ください 

2 月 17 日（月）までに 

ご提出ください 

ご協力ありがとう 

ございました。回答 

結果は、拡充される 

教職大学院の設計に 

役立てられます。 
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資料６ 内部進学の入試状況・修士課程の進路状況 

 

入試状況 

 

教職大学院 

入学年度 志願者数 受検者数 合格者数 入学者数
平成28（2016）年度 8名 8名 7名 6名
平成29（2017）年度 11名 11名 8名 7名
平成30（2018）年度 12名 11名 9名 8名
平成31（2019）年度 6名 6名 5名 4名
平均 9.25名 9.00名 7.25名 6.25名

 

 
 
修士課程 

入学年度 志願者数 受検者数 合格者数 入学者数
平成28（2016）年度 47名 45名 42名 39名
平成29（2017）年度 37名 37名 35名 25名
平成30（2018）年度 51名 49名 48名 45名
平成31（2019）年度 38名 37名 32名 31名
平均 43.25名 42.00名 39.25名 35.00名

 

 
 
進路状況 

 

修士課程 

修了年度
修了者数

(a)
進学者等

(b)
就職者

(c)
教員
(d)

一時的な
職(e)

無業者
(f)

d/(c+e)

平成27（2015）年度 71名 2名 59名 (30名) 2名 8名 49.2%
平成28（2016）年度 51名 0名 45名 (22名) 0名 6名 48.9%
平成29（2017）年度 48名 2名 44名 (24名) 0名 2名 54.5%
平成30（2018）年度 37名 3名 27名 (14名) 1名 6名 50.0%
平均 51.75名 1.75名 43.75名 (22.50名) 0.75名 5.50名 50.6%
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資料７ 教育学部教員採用試験受験状況 

 

卒業年度 受検者数 一次合格者数 二次合格者数 合格率 不合格率
平成28（2016）年度 293名 247名 163名 55.6% 44.4%
平成29（2017）年度 311名 261名 177名 56.9% 43.1%
平成30（2018）年度 280名 243名 173名 61.8% 38.2%
平成31（2019）年度 253名 225名 161名 63.6% 36.4%
平均 284.25名 244.00名 168.50名 59.3% 40.7%
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資料８ 他学部・他大学の入試状況 

 

 

教職大学院 

入学年度 志願者数 受検者数 合格者数 入学者数
平成28（2016）年度 13名 12名 8名 5名
平成29（2017）年度 17名 13名 6名 4名
平成30（2018）年度 22名 19名 8名 5名
平成31（2019）年度 15名 14名 9名 6名
平均 16.75名 14.50名 7.75名 5.00名

 

 
 
修士課程 

入学年度 志願者数 受検者数 合格者数 入学者数
平成28（2016）年度 18名 16名 9名 5名
平成29（2017）年度 26名 24名 15名 10名
平成30（2018）年度 20名 17名 11名 8名
平成31（2019）年度 28名 20名 10名 7名
平均 23.00名 19.25名 11.25名 7.50名
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資料９ 埼玉大学教育学部以外の出身の修士課程在籍者意向調査 

 
 
結果概要 

１．実施時期：令和2（2020）年1月
２．調査対象者数：修士課程在籍者（他学部・他大学出身）12名
３．回答者数：12名
４．回収率：100%
５．回答状況
A
入学を志望する

B
入学を志望しない

C
わからない

5名 1名 6名
 

 
 
アンケート本体 

 

埼玉大学教育学部以外の出身の修士課程在籍者意向調査 

 
埼玉大学大学院教育学研究科は、現在、修士課程と専門職学位課程（教職大学院）があり

ますが、2021 年度入学生からは、教職大学院のみになる予定です。他大学も同様で、教員
養成系の大学院は、基本的にすべて教職大学院となります。 
 

これに伴い、本学の教職大学院は、現在の「教育実践力高度化コース」と「発達臨床支援
高度化コース」に加えて、すべての教科教育や学校保健も含んだ新たなコースを設置して定
員を増やし、学部の専修・分野のすべてに対応する教職大学院へと拡充し、充実させていく
計画です。 
 

教職大学院は、教員養成を目的として「事例研究、授業観察・分析、フィールドワーク等
を積極的に導入した指導方法により、理論と実践の融合を図る教育を行う」大学院です。言
い換えると「実践的な学び」を大きな柱とする大学院です。学校での実地研究（学校実習）
があり、複数教員による双方向的な討論型授業も行われます。日常的に学校教員と関わりな
がらより良い実践を探究することができます。探究の成果は、実践報告として発表を行い、
報告書としてまとめます。修了すると、「教職修士（専門職）」の学位が授与され、必要な
単位を修得して専修免許状を取得できます。教職大学院の修了生は、さいたま市や埼玉県を
中心に、中核的な役割を担う教員人材として期待されています。 
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その一方、新しい埼玉大学の教職大学院では、修了要件外ですが、「探究活動演習」とい
う授業科目を設定しています。これは修士論文相当の研究論文を作成することを目的とす
る科目です。 
 

以上を踏まえて、みなさんに教職大学院への進学希望の可能性についてお聞きします。 
 
問 

 
あなたが、埼玉大学の大学院を志望した段階で、修士課程がなくなっており、上記に示し

た新しい教職大学院があったと仮定して、埼玉大学の教職大学院への入学を志望したでし
ょうか。あなたの今の考えに最も当てはまるものを下記のＡ～Ｃから選び、答えてくださ
い。 
 
Ａ 入学を志望する 
Ｂ 入学を志望しない 
Ｃ わからない 
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資料 10－1 埼玉教員養成高度化計画（指定校推薦制度） 
 
 
１．趣旨 
・埼玉県内で唯一教職大学院を持つ「埼玉大学」を活用し、埼玉県全体の教育の質の向上を

はかる。 
・埼玉県に多くの教員（教採合格者）を出している大学が連携協力して、学部段階での資質

能力を修得した者の中から、さらにより「高度な」実践的指導力・展開力を備え、新しい
学校づくりの有力な一員となり得る新人教員、埼玉県の教育課題に取り組み、解決する、
埼玉県の教育の中核となりうる人材を養成し、埼玉県に輩出する。 

 
２．組織 
①基幹大学 

・埼玉大学 
②連携大学 

・教職課程を持ち、埼玉県・さいたま市に多くの教員（教採合格者）を輩出している大学
の中から選択。「連携大学協定」を結ぶなどして関係を結ぶ。 

 
３． 方法 
・基幹大学である埼玉大学教職大学院に、連携大学からの推薦を受けた学生を「特別選抜」

により入学させ、教育を施す。 
 
４．推薦の要件と選抜方法など 
①推薦の要件 

・教職への意欲が高く、教職としての適性を備えていること 
・埼玉県（さいたま市を含む）の教員を志望していること 
・いずれかの一種免許状を取得していること 

②「特別選抜」の対象となる人数 
・各大学 2 名以内 

③選抜方法 
・一般受験と同じ受験科目を受験し、成績上位者を「特別選抜」の対象とする 

 
５．メリット 
○埼玉県 

：埼玉県の教育課題に通暁した、高度な教育を受けた人材を、埼玉大学以外からも得るこ
とができる。 

：高校生に対し、大学で四年間学び、その後大学院で二年間学んでから教員になる、とい
うキャリアパスを示すことができ、教員志望者を増やすことにつながる。 

○私立大学（学生） 
：自校にない「教職大学院」に進学し、学位と専修免許状の取得ができる。 
：埼玉県の教育課題や教育界について、深く理解することができる・ 
：埼玉県の教育界に通じた人材とつながりを持つことができる。 

○私立大学 
：自校にない「教職大学院」への進学が、卒業後の進路としてあることをアピールできる。 

○埼玉大学 
：優秀な入学者の確保ができる。 

 
６．今後の拡充 
・まず５大学との連携からはじめ、実績をつんでいけば、連携大学の拡大や，推薦枠の増加

も検討する。 
・一般受験の学卒院生を厳選していく。  
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資料 10－２ 国立大学法人埼玉大学と○○大学との埼玉県における教員養成の高度化推進

に関する連携協定書（案） 

 
国立大学法人埼玉大学（以下「甲」という。）と〇〇大学（以下「乙」という。）は、甲が

設置している大学院教育学研究科教職実践専攻（以下「教職大学院」という。）の教育課程
を通じて高度専門職業人を養成するため、埼玉県における教員養成の高度化を推進する「埼
玉県教員養成高度化計画」に基づき、以下のとおり連携協定を締結する。 
 
（目的） 

第１条 この協定は、甲及び乙が連携して、高度な実践的指導力を有する有為な教員を養成
し、埼玉県に輩出することを目的とする。 

 
（協力事項） 

第２条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携協力する。 
（１）乙は、自大学に所属する学生を教職大学院の志願者として推薦する。 
（２）甲は、乙から推薦された学生が教職大学院を受験する場合、２名以内を特別選抜の

対象とする。 
 
（推薦の要件） 

第３条 前条第１号に規定する被推薦者の要件は、次の各号のいずれにも該当する者とす
る。 
（１）教育職員免許法第４条第２項に定める普通免許状（１種）を有する者又は出願する

年度末までに取得見込みの者 
（２）教員志望が高く、教員としての適性を有すると乙が認める者 
（３）埼玉県の教員となることを志望する者 
（４）特別選抜に合格した場合に教職大学院への入学を確約する者 

 
（秘密保持） 

第４条 甲及び乙は、本協定に基づき相手方から提供された情報について、相手方の事前の
了承なく第三者に開示・漏洩し、又は本協定の目的以外に利用してはならない。 

 
（有効期間） 

第５条 この協定の有効期間は、締結日から令和５年３月 31 日までとする。ただし、本協
定の有効期間満了日の１か月前までに相手方から書面により期間を延長しない旨の通知
があった場合を除き、本協定は自動的に１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

 
（その他） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じた場合は、甲と乙が誠意を
もって協議し、これを定める。 
 
この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を

保有する。 
 
令和〇年〇月〇日 
 

 甲 埼玉県さいたま市桜区下大久保 255 番地 
   国立大学法人埼玉大学 
   学長   坂 井 貴 文 
 
 
 乙 ○○県○○○市○○○ 

 〇〇大学 
 ○○   ○○ ○○ 
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405,314
404,046

400,250 400,306

398,034

394,644

390,680

385,264

382,020

378,894

376,578
375,064

374,119
19,605

19,654 19,661

19,740

19,926

20,012
19,949

20,142 20,127

20,260 20,282
20,355

20,554

19,400名

19,600名

19,800名

20,000名

20,200名

20,400名

20,600名

20,800名

370,000名

375,000名

380,000名

385,000名

390,000名

395,000名

400,000名

405,000名

410,000名

児童数 本務教員数

資料 11 埼玉県内児童生徒数と本務教員数 
 
小学校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中学校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：学校基本調査  
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193,000名
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195,000名
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198,000名

199,000名

生徒数 本務教員数
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資料 12 埼玉県公立小中学校教員採用数 

 
 

年度 小学校 中学校 計
平成24（2012）年度 846名 437名 1,283名
平成25（2013）年度 936名 591名 1,527名
平成26（2014）年度 951名 599名 1,550名
平成27（2015）年度 920名 543名 1,463名
平成28（2016９年度 879名 507名 1,386名
平成29（2017）年度 926名 555名 1,481名
平成30（2018）年度 864名 525名 1,389名
平成31（2019）年度 870名 460名 1,330名
令和２（2020）年度 930名 500名 1,430名
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資料 13 埼玉県公立小中学校年齢別教員数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平成 29 年度学校基本調査(学校数、生徒数、教員数） 

平成 28 年度学校教員統計調査，埼玉県教育委員会（年齢分布） 

0名 200名 400名 600名 800名 1,000名 1,200名
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令和 14（2032）年度退職 

令和 30（2048）年退職 

【採用者数】 

H29:1,491 名 

H30:1,389 名 

H31:1,330 名 

R2: 1,430 名 
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資料 14 埼玉県の特別支援教育概要 

 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

特別支援学校
学校数 42 43 44 45 46 46 45 46 46 46
学級数 1,356 1,414 1,461 1,505 1,571 1,613 1,639 1,726 1,796 1,860
児童生徒数 5,628 5,916 6,207 6,519 6,813 7,065 7,179 7,375 7,595 7,807
教員数 2,933 2,956 3,152 3,287 3,589 3,669 3,730 3,855 3,986 4,109
小・中特別支援学級
学級数 1,135 1,219 1,306 1,393 1,470 1,564 1,721 1,878 2,008 2,161
在籍者数 4,871 5,210 5,429 5,670 5,884 6,149 6,634 7,290 7,928 8,672
進級者数 2,343 2,492 2,869 2,940 3,076 3,341 3,534 3,617 3,686
通級（小） 2,249 2,380 2,775 2,795 2,872 3,101 3,245 3,326 3,355
通級（中） 94 112 94 145 204 240 289 291 331
※在籍：特別支援学級在籍、通級：通常学級在籍で適宜特別支援学級に通学
特別支援学校＋小・中特別支援学級
学級数 2,491 2,633 2,767 2,898 3,041 3,177 3,360 3,604 3,804 4,021
在籍者数 10,499 11,126 11,636 12,189 12,697 13,214 13,813 14,665 15,523 16,479

認定（特別支援学校相当の障がいであるが小中学校通常学級へ修学した者（全国）
認定（小） － － － 1,518 1,500 1,504 1,418 1,574 1,443
認定（中） － － － 718 633 761 679 816 671

［教員採用試験］特別支援学校採用見込み数
H28 H29 H30 H31 R2
2016 2017 2018 2019 2020

埼玉県 120 140 140 170 170
さいたま市 － － － 15 15
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氏名
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― 学長
サカイ　タカフミ
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(医学)

埼玉大学　学長
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フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

1 専他 教授

ﾊﾞﾊﾞ　ﾋｻｼ
馬場　久志

＜令和3年4月＞

修士
(教育学)

※

教育課程の課題探求※
学校構想の理論と実践※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
学校と児童生徒理解の心理
学※
心理・学習評価演習※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④
１通
２通

0.6
0.4
4
6
2
2

1.4

1.1
2
2

2
1
1
1
1
1
1

1
1
1

教　授
（平16.4）

5日

2 専他 教授

ｱﾝﾄﾞｳ　ﾄｼﾋｺ
安藤　聡彦

＜令和3年4月＞

博士
(社会学)

学校と教職の課題探求※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
＜教育－社会－環境＞基礎
論※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

１通
１通
２通
１通
２通

1③～④

１通
２通

0.4
4
6
2
2
1

2
2

1
1
1
1
1
1

1
1

教　授
(平11.11)

5日

3 専他 教授

ﾌﾅﾊﾞｼ　ｶｽﾞｵ
舩橋　一男

＜令和3年4月＞

文学修士
※

教育課程の課題探求※
学校構想の理論と実践※
学校と教職の課題探求※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
学校と社会論※
総合・道徳開発演習※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
１通
２通
１通
２通

1③～④
1③～④
１通
２通

0.6
0.7
0.4
4
6
2
2
1

0.4
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

教　授
（平8.4）

5日

4 専他 教授

ｲﾜｶﾜ ﾅｵｷ
岩川 直樹

＜令和3年4月＞

修士
(教育学)

※

教育課程の課題探求※
学校構想の理論と実践※
学校と教職の課題探求※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
学級づくり論※
総合・道徳開発演習※
現代的・地域的教育課題の
共同探求
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
１通
２通
１通
２通

1③～④
1③～④
1③～④

１通
２通

0.6
0.4
0.6
4
6
2
2

0.5
0.4
0.4

2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

教　授
（平5.4）

5日

5 専他 教授

ﾄﾍﾞ　ﾋﾃﾞﾕｷ
戸部　秀之

＜令和3年4月＞

博士
(教育学)

子供の発育発達と保健室に
おける養護教諭の実践※
現代の健康問題と学校保健
の実践的課題※
実地研究Ⅰ（学校保健）
実地研究Ⅱ（学校保健）
課題研究Ⅰ（学校保健）
課題研究Ⅱ（学校保健）
学校保健の理論と実践の探
求※
保健教育の実践と課題の探
求※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②

1①～②

１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.4

0.4

4
6
2
2
1

1

2
2

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
(平11.12)

5日

担当授業科目の名称
配　　当
年　　次

担　当
単位数

年　間
開講数

現　職
(就任年月)

申請に係る大学等の職
務 に 従 事 す る
週 当 た り 平 均 日 数

別記様式第３号（その２の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 員 の 氏 名 等

（教育学研究科　教職実践専攻）

調書
番号

専任等
区　分

職位 年齢
保有

学位等

月　額
基本給
(千円)
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6 専他 教授

ｳｻﾐ　ｶﾖ
宇佐見　香代

＜令和3年4月＞

博士
（学術）

教育課程の課題探求※
学校と教職の課題探求※
学校課題改善演習※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
学級づくり論※
総合・道徳開発演習※
現代的・地域的教育課題の
共同探求
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④
1③～④
1③～④

１通
２通

1.0
0.3
0.4
4
6
2
2

0.5
0.6
0.4

2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

教　授
（平16.4）

5日

7 専他 教授

ｾｷ（ｱｶﾎﾘ）　ﾕｷｺ
関(赤堀)　由起子

＜令和3年4月＞

博士
(保健学)

子供の発育発達と保健室に
おける養護教諭の実践※
現代の健康問題と学校保健
の実践的課題※
実地研究Ⅰ（学校保健）
実地研究Ⅱ（学校保健）
課題研究Ⅰ（学校保健）
課題研究Ⅱ（学校保健）
保健管理の実践と課題の探
求※
教育生理の臨床と子供の成
長課題※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②

1①～②

１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.4

0.4

4
6
2
2
1

1

2
2

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平18.4）

5日

8 専他 教授

ﾅｺﾞｼ　ﾅｵｺ
名越　斉子

＜令和3年4月＞

修士
(教育学)

特別支援教育の課題探求※
生徒指導・教育相談の課題
探求※
特別支援教育コーディネー
タ演習※
実地研究Ⅰ（特別支援教
育）
実地研究Ⅱ（特別支援教
育）
課題研究Ⅰ（特別支援教
育）
課題研究Ⅱ（特別支援教
育）
発達臨床アセスメント演習
障害児教育実践の課題探求
法※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②

1①～②

１通

２通

１通

２通

1③～④
1③～④

１通
２通

0.7
1

1.5

4

6

2

2

2
0.6

2
2

1
2

1

1

1

1

1

1
1

1
1

教　授
（平18.4）

5日

9 専他 准教授

ｲｿﾀﾞ　ﾐﾂｺ
磯田　三津子

＜令和3年4月＞

博士
(教育学)

学校構想の理論と実践※
学校と教職の課題探求※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
学級づくり論※
総合・道徳開発演習※
現代的・地域的教育課題の
共同探求
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
１通
２通
１通
２通

1③～④
1③～④
1③～④

１通
２通

0.5
0.5
4
6
2
2

0.5
0.6
0.4

2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

准教授
（平23.4）

5日

10 専他 准教授

ﾅﾅｷﾀﾞ　ﾌﾐﾋｺ
七木田　文彦

＜令和3年4月＞

博士
(教育学)

子供の発育発達と保健室に
おける養護教諭の実践※
現代の健康問題と学校保健
の実践的課題※
実地研究Ⅰ（学校保健）
実地研究Ⅱ（学校保健）
課題研究Ⅰ（学校保健）
課題研究Ⅱ（学校保健）
保健教育の実践と課題の探
求※
養護教諭の専門家としての
成長※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②

1①～②

１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.4

0.4

4
6
2
2
1

1

2
2

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平19.4）

5日
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11 実専 教授

ﾅｶﾞｴ　ｷﾖｶｽﾞ
長江　清和

＜令和3年4月＞

修士
(教育学)

生徒指導・教育相談の課題
探求※
特別支援教育コーディネー
タ演習※
学校と教職の課題探求※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
特別支援教育実践研究※
障害児心理学の実践と課題
Ａ※
障害児心理学の実践と課題
Ｂ※
現代的・地域的教育課題の
共同探求
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②

1①～②

１通
１通
２通
１通
２通

1③～④
1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

2

0.5

0.3
4
6
2
2

0.8
0.5

0.6

0.4

2
2

2

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

教　授
（平28.4）

5日

12 実専 教授

ｲｼﾀﾞ　ｺｳｲﾁ
石田　耕一

＜令和3年4月＞

教育学士

教科指導の課題探求※
学校と教職の課題探求※
学校課題改善演習※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通

1①～②
１通
２通
１通
２通
１通
２通

0.4
0.3
0.3
4
6
2
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1

教　授
（令2.4）

5日

実専 教授

ﾔｽﾊﾗ　ﾃﾙﾋｺ
安原　輝彦

＜令和3年4月＞

修士
(教育学)

教育経営の課題探求
学校と教職の課題探求※
学校課題改善演習※
実地研究Ⅰ
課題研究Ⅰ
学級づくり論※
現代的・地域的教育課題の
共同探求
探求活動演習Ⅰ

1①～②
１通

1①～②
１通
１通

1③～④
1③～④

１通

1
0.4
0.3
4
2

0.5
0.4

2

2
1
1
1
1
1
1

1

5日

実み 教授

ﾔｽﾊﾗ　ﾃﾙﾋｺ
安原　輝彦

＜令和4年4月＞

修士
(教育学)

教育経営の課題探求
学校と教職の課題探求※
学校課題改善演習※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
学級づくり論※
現代的・地域的教育課題の
共同探求
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④
1③～④

１通
２通

1
0.4
0.3
4
6
2
2

0.5
0.4

2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

2日

14 実専 准教授

ｵｵｻﾜ　ﾕﾀｶ
大沢　裕

＜令和3年4月＞

学士
(教育学)

教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通
１通
２通

0.2
4
6
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

准教授
（令2.4）

5日

15 実専 准教授

ﾅｶｼﾞﾏ　ﾏｻｺ
中島　雅子

＜令和3年4月＞

博士
(学校教
育学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
自然科学系教育の理論と実
践Ｂ（理科）※
中核的理科教員（ＣＳＴ）
養成講座※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.1
4
6
2
2
1

0.4

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平27.4）

5日

13
教　授

（平29.4）
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16 実専 准教授

ｲｼｶﾜ　ﾔｽﾅﾘ
石川　泰成

＜令和3年4月＞

教育学士

教科の教育課程構成論※
教科指導の課題探求※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
体育・保健体育科教育の授
業内容・指導法探求
体育・保健体育科教育の教
材研究と実践Ａ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.4
0.6
4
6
2
2
1

0.8

2
2

1
2
1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平30.4）

5日

17 実専 准教授

ｻｲﾄｳ(ｲﾄｳ)　ﾁｶｹﾞ
齋藤(伊藤)　千景

＜令和3年4月＞

修士
(教育学)

子供の発育発達と保健室に
おける養護教諭の実践※
現代の健康問題と学校保健
の実践的課題※
実地研究Ⅰ（学校保健）
実地研究Ⅱ（学校保健）
課題研究Ⅰ（学校保健）
課題研究Ⅱ（学校保健）
学校保健の理論と実践の探
求※
養護教諭の専門家としての
成長※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②

1①～②

１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.4

0.4

4
6
2
2
1

1

2
2

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平31.4）

5日

18 実み 教授

ｻｸﾗイ　ﾔｽﾋﾛ
櫻井　康博

＜令和3年4月＞

教育学
修士

教育課程の課題探求※
学校と教職の課題探求※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
１通
２通
１通
２通
１通
２通

0.6
0.4
4
6
2
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1

教　授
（平28.4）

2日

19 兼担
 教授
(研究
科長)

ｳｽｲ　ｼﾕﾝｼﾞ
薄井　俊二

＜令和3年4月＞

博士
(文学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
言語文化系教育の理論と実
践Ａ（国語）※
言語文化系教育の授業内容
探求Ａ（国語）※
言語文化系教育の教材研究
と実践Ｂ（国語）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.3
0.1
4
6
2
2

0.3

0.6

0.9

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

教　授
（昭63.4）

20 兼担 教授

ｴﾋﾞｽﾀ　ﾚｲｺ
蛭多　令子

＜令和3年4月＞

学術博士

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
芸術系教育の理論と実践Ａ
（音楽）※
芸術系教育の授業内容探求
Ａ（音楽）※
芸術系教育の授業内容探求
Ｂ（音楽）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ａ（音楽）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ｂ（音楽）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.4
0.1
4
6
2
2

0.6

0.4

0.4

0.4

0.4

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

教　授
（平9.4）

21 兼担 教授

ｼﾖｳｼﾞ　ﾔｽｵ
庄司　康生

＜令和3年4月＞

修士
(教育学)

※

子ども共育の理論と実践※
教育経営の課題探求
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
保育内容と指導の課題探求
幼児の音楽表現の開発探求
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④
1③～④
１通
２通

0.7
1
4
6
2
2
1
1
2
2

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

教　授
（平11.4）
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22 兼担 教授

ｶﾈｺ　ﾔｽｺ
金子　康子

＜令和3年4月＞

Ph.D
（アメリ

カ）

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
自然科学系教育の授業内容
探求Ｄ（理科）※
中核的理科教員（ＣＳＴ）
養成講座※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.1
4
6
2
2

0.5

0.4

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（昭62.1）

23 兼担 教授

ｲｹｳﾁ　ｲﾂﾛｳ
池内　慈朗

＜令和3年4月＞

博士
(教育学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
芸術系教育の理論と実践Ｂ
（図工・美術）※
芸術系教育の授業内容探求
Ｃ（図工・美術）※
芸術系教育の授業内容探求
Ｄ（図工・美術）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ｃ（図工・美術）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ｄ（図工・美術）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.1
4
6
2
2

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

教　授
（平21.6）

24 兼担 教授

ｶﾜﾊﾞﾀ　ﾋﾛｺ
川端　博子

＜令和3年4月＞

博士
(被服環
境学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
家庭科教育の授業内容探求
Ｂ※
家庭科教育の教材研究と実
践Ｂ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.2
0.1
4
6
2
2

0.8

0.8

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平14.4）

25 兼担 教授

ｼﾕﾄｳ　ﾄｼﾓﾄ
首藤　敏元

＜令和3年4月＞

博士
(心理学)

子ども共育の理論と実践※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
子どもの発達と教育相談の
課題探求※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

１通
２通

0.7
4
6
2
2

0.8

2
2

1
1
1
1
1
1

1
1

教　授
(平元.10)

26 兼担 教授

ｺﾝﾄﾞｳ(ｲｲﾂﾞｶ)　ﾋﾄｼ
近藤(飯塚)　一史

＜令和3年4月＞

理学博士

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
自然科学系教育の授業内容
探求Ｃ（理科）※
中核的理科教員（ＣＳＴ）
養成講座※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.1
4
6
2
2

0.5

0.4

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平8.4）
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27 兼担 教授

ｺｻﾞﾜ　ﾓﾄﾋﾛ
小澤　基弘

＜令和3年4月＞

博士
(芸術学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
芸術系教育の理論と実践Ｂ
（図工・美術）※
芸術系教育の授業内容探求
Ｃ（図工・美術）※
芸術系教育の授業内容探求
Ｄ（図工・美術）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ｃ（図工・美術）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ｄ（図工・美術）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.4
0.2
4
6
2
2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

教　授
（平4.4）

28 兼担 教授

ﾎﾂﾀ　ｶｵﾘ
堀田　香織

＜令和3年4月＞

修士
(教育学)

※

生徒指導・教育相談の課題
探求※
学校課題改善演習※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
学校と児童生徒理解の心理
学※
学校臨床心理学実践演習※
心理学的方法の活用と探求
※
カウンセリング実践演習※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④
1③～④

1③～④
１通
２通

1

0.2
4
6
2
2

0.6

0.5
0.6

1.2
2
2

2

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

教　授
(平11.10)

29 兼担 教授

ｱﾘｶﾜ　ﾋﾃﾞﾕｷ
有川　秀之

＜令和3年4月＞

体育学
修士

教科の教育課程構成論※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
体育・保健体育科教育の理
論と実践Ｂ※
体育・保健体育科教育の教
材研究と実践Ａ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.2
4
6
2
2
1

0.6

2
2

1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平3.4）

30 兼担 教授

ﾄﾀﾞ　ｲｻｵ
戸田　功

＜令和3年4月＞

教育学
修士

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
言語文化系教育の理論と実
践Ａ（国語）※
言語文化系教育の理論と実
践Ｂ（英語）※
言語文化系教育の授業内容
探求Ａ（国語）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.2
4
6
2
2

0.5

0.9

0.8

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

教　授
（平7.4）

31 兼担 教授

ﾔﾏﾓﾄ　ﾄｼｶｽﾞ
山本　利一

＜令和3年4月＞

博士
(学校教
育学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の課題探求※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
技術科教育の理論と実践※
技術科教育の授業内容探求
Ｂ※
技術科教育の教材研究と実
践Ｂ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④
1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.4
0.3
4
6
2
2

0.2
0.7

0.7

2
2

1
2
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平13.4）
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32 兼担 教授

ﾎｿｶﾜ(ｽｽﾞｷ)　ｴﾘｺ
細川(鈴木) 江利子

＜令和3年4月＞

文学修士
※

教科の教育課程構成論※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
体育・保健体育科教育の理
論と実践Ａ※
体育・保健体育科教育の教
材研究と実践Ａ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.2
4
6
2
2
1

0.6

2
2

1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平3.4）

33 兼担 教授

ｶﾜﾑﾗ　ﾐﾎ
河村　美穂

＜令和3年4月＞

博士
(教育学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の課題探求※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
家庭科教育の理論と実践※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④
１通
２通

0.1
0.4
4
6
2
2

1.1
2
2

1
2
1
1
1
1
1
1
1

教　授
（平15.4）

34 兼担 教授

ｺﾊﾞﾔｼ　ｻﾄｼ
小林　聡

＜令和3年4月＞

文学修士
※

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
社会科教育の理論と実践Ｂ
※
社会科教育の授業内容探求
※
社会科教育の教材研究と実
践Ａ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.2
0.7
4
6
2
2

1.1

0.3

0.8

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

教　授
（平8.4）

35 兼担 教授

ﾄﾐｵｶ　ﾋﾛｱｷ
冨岡　寛顕

＜令和3年4月＞

薬学博士

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
自然科学系教育の授業内容
探求Ｃ（理科）※
中核的理科教員（ＣＳＴ）
養成講座※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.1
4
6
2
2

0.5

0.4

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平7.4）

36 兼担 教授

ﾆﾉﾐﾔ　ﾋﾛﾕｷ
二宮　裕之

＜令和3年4月＞

博士
(教育学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の課題探求※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
自然科学系教育の理論と実
践Ａ（算数・数学）※
自然科学系教育の授業内容
探求Ａ（算数・数学）
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.2
0.2
4
6
2
2
1

2

2
2

1
2
1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平18.4）

37 兼担 教授

ﾀｼﾛ　ﾐｴｺ
田代　美江子

＜令和3年4月＞

修士
(教育学)

※

子ども共育の理論と実践※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
子ども認識の思想と構造※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④
１通
２通

0.6
4
6
2
2
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

教　授
（平19.4）
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38 兼担 教授

ﾀｹﾀﾞ　ﾁｱｷ
武田　ちあき

＜令和3年4月＞

文学修士
※

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
言語文化系教育の授業内容
探求Ｃ（英語）※
言語文化系教育の教材研究
と実践Ｃ（英語）
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.6
0.1
4
6
2
2
1

2

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平8.4）

39 兼担 教授

ｲｲｲｽﾞﾐ　ｹﾝｼﾞ
飯泉　健司

＜令和3年4月＞

文学修士
※

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
言語文化系教育の理論と実
践Ａ（国語）※
言語文化系教育の授業内容
探求Ａ（国語）※
言語文化系教育の教材研究
と実践Ａ（国語）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.3
0.1
4
6
2
2

0.3

0.6

0.9

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

教　授
（平9.4）

40 兼担 教授

ｵｶﾓﾄ　ｶｽﾞｱｷ
岡本　和明

＜令和3年4月＞

博士
(理学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
自然科学系教育の授業内容
探求Ｄ（理科）※
中核的理科教員（ＣＳＴ）
養成講座※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.1
4
6
2
2

0.5

0.4

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平19.4）

41 兼担 教授

ｵｸﾞﾗ　ﾔｽｼ
小倉　康

＜令和3年4月＞

修士
(教育学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の課題探求※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
自然科学系教育の理論と実
践Ｂ（理科）※
中核的理科教員（ＣＳＴ）
養成講座※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.2
0.1
4
6
2
2
1

0.4

2
2

1
2
1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平23.4）

42 兼担 教授

ﾖｼｶﾜ　ﾊﾙﾅ
吉川　はる奈

＜令和3年4月＞

家政学
修士

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
家庭科教育の授業内容探求
Ａ※
家庭科教育の教材研究と実
践Ａ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.2
0.1
4
6
2
2

0.7

0.8

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平15.4）

43 兼担 教授

ﾋﾀﾞ　ｱｷﾋｺ
飛田　明彦

＜令和3年4月＞

理学博士

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
自然科学系教育の教材研究
と実践Ａ（算数・数学）※
自然科学系教育の教材研究
と実践Ｂ（算数・数学）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.6
0.1
4
6
2
2
1

1

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平7.4）
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44 兼担 教授

ｼｹﾞｶﾜ　ｼﾞﾕﾝｺ
重川　純子

＜令和3年4月＞

家政学
修士

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
家庭科教育の授業内容探求
Ａ※
家庭科教育の教材研究と実
践Ａ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.2
0.1
4
6
2
2

0.7

0.6

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平10.4）

45 兼担 教授

ﾀｹｻﾞﾜ　ｴｲｽｹ
竹澤　栄祐

＜令和3年4月＞

博士
(音楽)

教科の教育課程構成論※
教科指導の課題探求※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
芸術系教育の理論と実践Ａ
（音楽）※
芸術系教育の授業内容探求
Ａ（音楽）※
芸術系教育の授業内容探求
Ｂ（音楽）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ａ（音楽）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ｂ（音楽）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.4
0.4
0.1
4
6
2
2

0.4

0.8

0.8

0.8

0.8

2
2

1
2
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

教　授
（平9.4）

46 兼担 教授

ﾀｶｽｶ　ﾏｻｼ
高須賀　昌志

＜令和3年4月＞

修士
(美術)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
芸術系教育の理論と実践Ｂ
（図工・美術）※
芸術系教育の授業内容探求
Ｃ（図工・美術）※
芸術系教育の授業内容探求
Ｄ（図工・美術）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ｃ（図工・美術）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ｄ（図工・美術）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.4
0.2
4
6
2
2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

教　授
（平10.4）

47 兼担 教授

ｵｲｶﾜ　ｹﾝ
及川　賢

＜令和3年4月＞

修士
(教育学)

※

教科の教育課程構成論※
教科指導の課題探求※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
言語文化系教育の理論と実
践Ｂ（英語）※
言語文化系教育の授業内容
探求Ｃ（英語）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.4
0.2
4
6
2
2

1.1

1

2
2

1
2
1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平14.4）

48 兼担 教授

ｱｻﾀﾞ　ｼｹﾞﾋﾛ
浅田　茂裕

＜令和3年4月＞

農学博士

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
技術科教育の理論と実践※
技術科教育の授業内容探求
Ａ※
技術科教育の教材研究と実
践Ａ
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④
1③～④

1③～④

１通
２通

0.3
0.1
4
6
2
2

0.4
0.8

1

2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平7.4）
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49 兼担 教授

ｵｵﾑｶｲ　ﾘﾕｳｿﾞｳ
大向　隆三

＜令和3年4月＞

博士
(工学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
自然科学系教育の授業内容
探求Ｃ（理科）※
中核的理科教員（ＣＳＴ）
養成講座※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.1
4
6
2
2

0.5

0.4

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平18.4）

50 兼担 教授

ﾊｲｼ　ｺｳｲﾁ
葉石　光一

＜令和3年4月＞

博士
(教育学)

特別支援教育の課題探求※
実地研究Ⅰ（特別支援教
育）
実地研究Ⅱ（特別支援教
育）
課題研究Ⅰ（特別支援教
育）
課題研究Ⅱ（特別支援教
育）
障害児教育実践の課題探求
法※
障害児心理学の実践と課題
Ａ※
障害児心理学の実践と課題
Ｂ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通

２通

１通

２通

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.7
4

6

2

2

0.8

1.5

1.4

2
2

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

教　授
（平25.4）

51 兼担 教授

ｷﾘﾀﾆ　ﾏｻﾉﾌﾞ
桐谷　正信

＜令和3年4月＞

博士
(教育学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の課題探求※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
社会科教育の理論と実践Ａ
※
社会科教育の理論と実践Ｂ
※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.4
0.7
4
6
2
2

1.1

0.9

2
2

1
2
1
1
1
1
1
1

1

1
1

教　授
（平10.4）

52 兼担 教授

ﾀﾆ　ｹﾝｼﾞ
谷　謙二

＜令和3年4月＞

博士
(地理学)

教科の教育課程構成論※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
社会科教育の理論と実践Ａ
※
社会科教育の授業内容探求
※
社会科教育の教材研究と実
践Ａ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.2
4
6
2
2

0.9

0.5

0.6

2
2

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

教　授
（平12.4）

53 兼担 准教授

ｶﾒｻｷ　ﾐﾅｴ
亀﨑　美苗

＜令和3年4月＞

博士
(工学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
家庭科教育の理論と実践※
家庭科教育の授業内容探求
Ａ※
家庭科教育の教材研究と実
践Ａ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④
1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.1
4
6
2
2

0.9
0.6

0.6

2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平21.4）

54 兼担 准教授

ﾑｸﾀ　ﾋﾛﾖ
椋田　容世

＜令和3年4月＞

修士
(児童学)

学校課題改善演習※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
学校臨床心理学実践演習※
カウンセリング実践演習※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④
1③～④
１通
２通

0.2
4
6
2
2

1.5
0.8
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

准教授
（平18.4）
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55 兼担 准教授

ｼﾏﾀﾞ　ﾚｲｺ
島田　玲子

＜令和3年4月＞

博士
(水産学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
家庭科教育の授業内容探求
Ｂ※
家庭科教育の教材研究と実
践Ｂ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.2
0.1
4
6
2
2

0.6

0.6

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平16.4）

56 兼担 准教授

ﾔﾏﾓﾄ　ﾘﾖｳ
山本　良

＜令和3年4月＞

博士
(文学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
言語文化系教育の理論と実
践Ａ（国語）※
言語文化系教育の授業内容
探求Ｂ（国語）※
言語文化系教育の教材研究
と実践Ａ（国語）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.3
0.1
4
6
2
2

0.3

0.6

1.1

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

准教授
（平15.6）

57 兼担 准教授

ｷﾀﾀﾞ　ﾖｼｺ
北田　佳子

＜令和3年4月＞

修士
(教育学)

※

教育経営の課題探求
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
子ども支援の実践と制度
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④
１通
２通

1
4
6
2
2
1
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1

准教授
(平24.10)

58 兼担 准教授

ﾏﾂﾓﾄ　ｼﾝ
松本　真

＜令和3年4月＞

修士
(体育学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
体育・保健体育科教育の理
論と実践Ａ※
体育・保健体育科教育の教
材研究と実践Ｂ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.2
0.7
4
6
2
2
1

0.6

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平13.4）

59 兼担 准教授

ｳﾂﾐ　ﾉｱ
内海　能亜

＜令和3年4月＞

博士
(工学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
技術科教育の理論と実践※
技術科教育の授業内容探求
Ａ※
技術科教育の授業内容探求
Ｂ※
技術科教育の教材研究と実
践Ｂ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④
1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.3
0.1
4
6
2
2

0.6
0.6

0.5

0.6

2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

准教授
（平21.4）

60 兼担 准教授

ﾔﾏﾀﾞ　ｹｲｺﾞ
山田　恵吾

＜令和3年4月＞

博士
(教育学)

学校と教職の課題探求※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
子ども認識の思想と構造※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

１通
１通
２通
１通
２通

1③～④
１通
２通

0.4
4
6
2
2
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

准教授
（平23.4）
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61 兼担 准教授

ｲﾜｶﾞﾐ　ｼﾛﾕｷ
石上　城行

＜令和3年4月＞

修士
(美術)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
芸術系教育の理論と実践Ｂ
（図工・美術）※
芸術系教育の授業内容探求
Ｃ（図工・美術）※
芸術系教育の授業内容探求
Ｄ（図工・美術）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ｃ（図工・美術）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ｄ（図工・美術）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.4
0.2
4
6
2
2

0.4

0.4

0.4

0.3

0.3

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

准教授
（平21.4）

62 兼担 准教授

ｳﾁﾀﾞ　ﾕｳｺ
内田　裕子

＜令和3年4月＞

博士
(芸術学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の課題探求※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
芸術系教育の理論と実践Ｂ
（図工・美術）※
芸術系教育の授業内容探求
Ｃ（図工・美術）※
芸術系教育の授業内容探求
Ｄ（図工・美術）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ｃ（図工・美術）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ｄ（図工・美術）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.4
0.1
4
6
2
2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

2
2

1
2
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

准教授
(平21.10)

63 兼担 准教授

ﾏﾂｵｶ　ｹｲｽｹ
松岡　圭介

＜令和3年4月＞

博士
(理学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
自然科学系教育の授業内容
探求Ｃ（理科）※
中核的理科教員（ＣＳＴ）
養成講座※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.1
4
6
2
2

0.5

0.4

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平25.4）

64 兼担 准教授

ﾊｷﾞｳﾀﾞ　ﾉﾌﾞｺ
萩生田　伸子

＜令和3年4月＞

博士
(学術)

学校課題改善演習※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
心理学的方法の活用と探求
※
心理・学習評価演習※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④
１通
２通

0.3
4
6
2
2

1.4

0.9
2
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1

准教授
（平9.4）

65 兼担 准教授

ﾀｺﾅｲ　ｹﾝｽｹ
田子内　健介

＜令和3年4月＞

修士
(文学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
言語文化系教育の授業内容
探求Ｄ（英語）※
言語文化系教育の教材研究
と実践Ｄ（英語）
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.6
0.1
4
6
2
2

1.1

2

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平16.4）
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66 兼担 准教授

ｷｸﾊﾗ　ﾉﾌﾞｵ
菊原　伸郎

＜令和3年4月＞

修士
(体育学)

教科の教育課程構成論※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
体育・保健体育科教育の理
論と実践Ｂ※
体育・保健体育科教育の教
材研究と実践Ｂ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.2
4
6
2
2
1

0.8

2
2

1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平19.4）

67 兼担 准教授

ﾉﾑﾗ　ﾀｲﾛｳ
野村　泰朗

＜令和3年4月＞

博士
(学術)

教育課程の課題探求※
学校課題改善演習※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
学校と社会論※
教育工学開発演習
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④
1③～④
１通
２通

0.6
0.3
4
6
2
2
1
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

准教授
（平11.4）

68 兼担 准教授

ﾃﾗｿﾞﾉ　ｻｵﾘ
寺薗　さおり

＜令和3年4月＞

修士
(教育学)

子ども共育の理論と実践※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
子どもの発達と教育相談の
課題探求※
子育ち支援開発探求※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④
１通
２通

0.4
4
6
2
2

1.2

1
2
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1

准教授
（平26.4）

69 兼担 准教授

ｵﾉ　ｶｽﾞﾋｺ
小野　和彦

＜令和3年4月＞

博士
(音楽)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
芸術系教育の理論と実践Ａ
（音楽）※
芸術系教育の授業内容探求
Ａ（音楽）※
芸術系教育の授業内容探求
Ｂ（音楽）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ａ（音楽）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ｂ（音楽）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.4
0.2
4
6
2
2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

准教授
（平19.4）

70 兼担 准教授

ｵｷﾞｸﾎﾞ　ｺｳｼﾞ
荻窪　光慈

＜令和3年4月＞

博士
(工学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
技術科教育の理論と実践※
技術科教育の授業内容探求
Ｂ※
技術科教育の教材研究と実
践Ｂ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④
1③～④

1③～④

１通
２通

0.3
0.1
4
6
2
2

0.6
0.8

0.7

2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平18.4）

71 兼担 准教授

ﾋﾋﾞﾉ　ﾀｸ
日比野　拓

＜令和3年4月＞

博士
(理学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
自然科学系教育の授業内容
探求Ｄ（理科）※
中核的理科教員（ＣＳＴ）
養成講座※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.1
4
6
2
2

0.5

0.4

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平20.4）
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72 兼担 准教授

ﾓﾄﾊｼ　ﾕｷﾔｽ
本橋　幸康

＜令和3年4月＞

修士
(教育学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の課題探求※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
言語文化系教育の理論と実
践Ａ（国語）※
言語文化系教育の授業内容
探求Ｂ（国語）※
言語文化系教育の授業内容
探求Ｄ（英語）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.4
0.3
4
6
2
2

0.3

0.8

0.9

2
2

1
2
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

准教授
（平25.4）

73 兼担 准教授

ｼﾐｽﾞ　ﾘｮｳ
清水　亮

＜令和3年4月＞

博士
(文学)

教科の教育課程構成論※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
社会科教育の授業内容探求
※
社会科教育の教材研究と実
践Ａ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.2
4
6
2
2

0.3

0.6

2
2

1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平19.4）

74 兼担 准教授

ｵｵｱｻ　ﾕﾐｺ
大朝　由美子

＜令和3年4月＞

博士
(理学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
自然科学系教育の授業内容
探求Ｄ（理科）※
中核的理科教員（ＣＳＴ）
養成講座※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.1
4
6
2
2

0.5

0.4

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平21.4）

75 兼担 准教授

ﾆｼｵ　ﾅｵﾐ
西尾　尚美

＜令和3年4月＞

博士
(人間科

学)

子供の発育発達と保健室に
おける養護教諭の実践※
現代の健康問題と学校保健
の実践的課題※
実地研究Ⅰ（学校保健）
実地研究Ⅱ（学校保健）
課題研究Ⅰ（学校保健）
課題研究Ⅱ（学校保健）
保健管理の実践と課題の探
求※
教育生理の臨床と子供の成
長課題※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②

1①～②

１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.4

0.4

4
6
2
2
1

1

2
2

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平30.4）

76 兼担 准教授

ﾏﾂｻﾞｷ　ｱｷｵ
松嵜　昭雄

＜令和3年4月＞

修士
(教育学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
自然科学系教育の理論と実
践Ａ（算数・数学）※
自然科学系教育の授業内容
探求Ｂ（算数・数学）
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.2
4
6
2
2
1

2

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
(平22.10)

77 兼担 准教授

ｵﾀﾞｸﾗ　ｲｽﾞﾐ
小田倉　泉

＜令和3年4月＞

博士
(教育学)

子ども共育の理論と実践※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
保育内容と指導の課題探求
子育ち支援開発探求※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④
1③～④
１通
２通

0.8
4
6
2
2
1
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

准教授
（平18.4）
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78 兼担 准教授

ｳｴﾉ　ｼｹﾞｱｷ
上野　茂昭

＜令和3年4月＞

博士
(農学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
家庭科教育の授業内容探求
Ｂ※
家庭科教育の教材研究と実
践Ｂ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.2
0.1
4
6
2
2

0.6

0.6

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平25.4）

79 兼担 准教授

ﾔﾏﾅｶ(ｱﾍﾞ) 　ｻｴｺ
山中(安倍)　冴子

＜令和3年4月＞

博士
(社会学)

特別支援教育の課題探求※
実地研究Ⅰ（特別支援教
育）
実地研究Ⅱ（特別支援教
育）
課題研究Ⅰ（特別支援教
育）
課題研究Ⅱ（特別支援教
育）
特別支援教育実践研究※
障害児教育実践の課題探求
法※
インクルーシブ教育演習
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通

２通

１通

２通

1③～④
1③～④

1③～④
１通
２通

0.6
4

6

2

2

1.2
0.6

2
2
2

1
1

1

1

1

1
1

1
1
1

准教授
（平16.4）

80 兼担 准教授

ﾀｶﾊｼ　ﾏｻﾔ
高橋　雅也

＜令和3年4月＞

博士
(文学)

教科の教育課程構成論※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
社会科教育の授業内容探求
※
社会科教育の教材研究と実
践Ｂ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.2
4
6
2
2

0.3

0.8

2
2

1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平24.4）

81 兼担 准教授

ｱﾗｷ　ﾕｳｼﾞ
荒木　祐二

＜令和3年4月＞

博士
(環境学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
技術科教育の理論と実践※
技術科教育の授業内容探求
Ａ※
技術科教育の教材研究と実
践Ａ
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④
1③～④

1③～④

１通
２通

0.3
0.2
4
6
2
2

0.6
0.6

1

2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平23.4）

82 兼担 准教授

ﾌｸｼﾏ　ｹﾝｼﾞ
福島　賢二

＜令和3年4月＞

修士
(教育学)

※

子ども共育の理論と実践※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
＜教育－社会－環境＞基礎
論※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

１通
２通

0.5
4
6
2
2
1

2
2

1
1
1
1
1
1

1
1

准教授
（平27.4）

83 兼担 准教授

ﾀｶﾊｼ　ｻﾄｼ
髙橋　哲

＜令和3年4月＞

博士
(教育学)

教育経営の課題探求
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
子ども支援の実践と制度
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④
１通
２通

1
4
6
2
2
1
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1

准教授
（平23.4）
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84 兼担 准教授

ﾌﾙﾀ　ﾋｻｼ
古田　久

＜令和3年4月＞

博士
(教育学)

教科の教育課程構成論※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
体育・保健体育科教育の授
業内容・指導法探求
体育・保健体育科教育の教
材研究と実践Ｂ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.2
4
6
2
2
1

0.6

2
2

1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平19.4）

85 兼担 准教授

ﾅｶｶﾞﾜ　ﾘﾂ
中川　律

＜令和3年4月＞

修士
(法学)

教科の教育課程構成論※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
社会科教育の授業内容探求
※
社会科教育の教材研究と実
践Ｂ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.2
4
6
2
2

0.3

0.6

2
2

1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平26.4）

86 兼担 准教授

ﾐﾔｻﾞｷ　ﾌﾐﾉﾘ
宮崎　文典

＜令和3年4月＞

博士
(文学)

教科の教育課程構成論※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
社会科教育の授業内容探求
※
社会科教育の教材研究と実
践Ｂ※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.2
4
6
2
2

0.3

0.6

2
2

1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平28.4）

87 兼担 准教授

ﾆｼｻﾞﾜ　ﾕｳｽｹ
西澤　由輔

＜令和3年4月＞

博士
(理学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
自然科学系教育の教材研究
と実践Ａ（算数・数学）※
自然科学系教育の教材研究
と実践Ｂ（算数・数学）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

１通
２通

0.6
0.1
4
6
2
2
1

1

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

准教授
（平30.4）

88 兼担 准教授

ﾐﾂﾊｼ(ﾐﾔｻﾞｷ)　ｻﾕﾘ
三橋(宮崎) さゆり

＜令和3年4月＞

博士
(学術)

子ども共育の理論と実践※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
幼児の音楽表現の開発探求
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④
１通
２通

0.3
4
6
2
2
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

准教授
（平27.4）

89 兼担 准教授

ﾓﾘ　ｶｵﾙ
森　薫

＜令和3年4月＞

博士
(教育学)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
芸術系教育の理論と実践Ａ
（音楽）※
芸術系教育の授業内容探求
Ａ（音楽）※
芸術系教育の授業内容探求
Ｂ（音楽）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ａ（音楽）※
芸術系教育の教材研究と実
践Ｂ（音楽）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.1
0.2
4
6
2
2

0.6

0.4

0.4

0.4

0.4

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

准教授
（令2.4）
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90 兼担 准教授

ｲｹｶﾞﾐ(ｶｲ)　ﾅｵ
池上(甲斐)　尚

＜令和3年4月＞

博士
(学術)

教科の教育課程構成論※
教科指導の発展・応用※
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
言語文化系教育の理論と実
践Ａ（国語）※
言語文化系教育の授業内容
探求Ｂ（国語）※
言語文化系教育の教材研究
と実践Ｂ（国語）※
探求活動演習Ⅰ
探求活動演習Ⅱ

1①～②
1①～②
１通
２通
１通
２通

1③～④

1③～④

1③～④

１通
２通

0.3
0.1
4
6
2
2

0.3

0.6

1.1

2
2

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

准教授
（平28.4）

（注）

１　教員の数に応じ，適宜枠を増やして記入すること。

２　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しく

 は届出を行おうとする場合又は大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合は，この書類を作成する必要はない。

３　「申請に係る学部等に従事する週当たりの平均日数」の欄は，専任教員のみ記載すること。
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職 位 学 位 29 歳 以 下 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳 以 上 合 計 備 考

博 士 人 人 人 3  人 1  人 人 人 4  人

修 士 人 人 人 2  人 2  人 3  人 人 7  人

学 士 人 人 人 人 1  人 人 人 1  人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 1  人 1  人 1  人 人 人 3  人

修 士 人 人 人 1  人 人 人 人 1  人

学 士 人 人 1  人 人 1  人 人 人 2  人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 1  人 4  人 2  人 人 人 7  人

修 士 人 人 人 3  人 2  人 3  人 人 8  人

学 士 人 人 1  人 人 2  人 人 人 3  人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

３　この書類は，申請又は届出に係る学部等の開設後，当該学部等の修業年限に相当する期間が満了する年度における状況を記載すること。

准 教 授

別記様式第３号（その３の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

専任教員の年齢構成・学位保有状況

教 授

講 師

助 教

合 計

（注）

１　この書類は，申請又は届出に係る学部等ごとに作成すること。

２　この書類は，専任教員についてのみ，作成すること。

４　専門職大学院若しくは専門職大学の前期課程を修了した者又は専門職大学又は専門職短期大学を卒業した者に対し授与された学位については，「その他」の欄にその数を

　記載し，「備考」の欄に，具体的な学位名称を付記すること。
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審査意見への対応を記載した書類（７月） 
 

 
（目次）教育学研究科 教職実践専攻 

 

１．教職実践専攻の英語名称について、「Department of Teacher Training and Practice」

とあるが、教員免許未取得者が免許を取得するための専攻のようにも読めるため、専

攻の目的や内容との整合性について説明を加えるか、必要に応じて英語名称を修正す

ること。（【１】名称に関する意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

２．教職修士（専門職）の英語名称について、「Master of Education」とする考え方を、

既設の修士課程の学位名称との違いを含めて説明すること。（【１】名称に関する意

見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

３．本専攻の教育目的の基盤となっている「地域のニーズ」が、共通科目の各領域に設

けられる「○○の課題探求」に密接に関わり生かされていることが重要であると考え

る。これらの科目について、「地域のニーズ」との関わりから具体的内容について説明

すること。（【２】教育課程等に関する意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

４．実習科目（実地研究）について、研究者教員と実務家教員、教職専門と教科専門の

教員等によるティームティーチングなど、理論と実践の融合・往還を具体化するため

の指導体制・指導方法について、具体的に説明すること。（【２】教育課程等に関する

意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 

５．現職教員学生を対象とした実習科目の免除について、単位免除の内容や審査方法を

具体的に説明すること。（【２】教育課程等に関する意見）・・・・・・・・・・・14





（【１】名称に関する意見）教育学研究科 教職実践専攻 

 

１．教職実践専攻の英語名称について、「Department of Teacher Training and Practice」とあるが、

教員免許未取得者が免許を取得するための専攻のようにも読めるため、専攻の目的や内容との整

合性について説明を加えるか、必要に応じて英語名称を修正すること。 

 

 

（対 応） 

  ご意見を踏まえ、専門職学位課程は、教員の専門性を高度化する大学院という性格のものである

ことから、それに相応する名称として、「Course for Teaching Professionals」に修正した。 

 

 

（新旧対照表）基本計画書（１ページ）「新設学部等の名称」欄 ※下線部分が修正箇所 

新 旧 

 

教職実践専攻 

［Course for Teaching Professionals］ 

 

教職実践専攻 

［Department of Teacher Training and 

 Practice］ 

 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（１０ページ） ※下線部分が修正箇所 

【２】研究科、専攻等の名称及び学位の名称 

１．研究科専攻の名称 

新 旧 

 

「教育学研究科教職実践専攻」 

（英文表記：Graduate School of Education, 

Course for Teaching Professionals） 

 

「教育学研究科教職実践専攻」 

（英文表記：Department of Teacher Training 

and Practice） 
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（【１】名称に関する意見）教育学研究科 教職実践専攻 

 

２．教職修士（専門職）の英語名称について、「Master of Education」とする考え方を、既設の修士

課程の学位名称との違いを含めて説明すること。 

 

 

（対 応） 

  既設修士課程の学位名称は「修士（教育学）」（英語表記：Master of Education）であったが、

新たな専門職学位課程において取得する学位の名称を「教職修士（専門職）」とする。英語表記に

おいては、高度専門職業人を養成する課程で取得する専門職学位としての性格を明確にするために、

新たに「Professional」を加え、「Master of Education（Professional）」とする。 

 

（新旧対照表）基本計画書（１ページ）「学位又は称号」欄 ※下線部分が修正箇所 

新 旧 

教職修士（専門職） 

【 Master of Education（Professional) 】 

教職修士（専門職） 

【 Master of Education 】 

 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（１０ページ） ※下線部分が修正箇所 

 【２】研究科、専攻等の名称及び学位の名称 

２．学位の名称 

新 旧 

 

「教職修士（専門職）」（英文表記：Master of 

Education（Professional)） 

 

 既設修士課程の学位名称は「修士（教育学）」

（英語表記：Master of Education）であった

が、新たな専門職学位課程において取得する

学位の名称を「教職修士（専門職）」とする。

英語表記においては、高度専門職業人を養成

する課程で取得する専門職学位としての性格

を明確にするために、新たに「Professional」

を加え、「Master of Education（Professional）」

とする。 

 

 

「教職修士（専門職）」（英文表記：M.Ed:Master 

of Education） 

 

平成 28 年度設置の教職実践専攻と同様の学

位の名称とする。 
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（【２】教育課程等に関する意見）教育学研究科 教職実践専攻 

 

３．本専攻の教育目的の基盤となっている「地域のニーズ」が、共通科目の各領域に設けられる「○

○の課題探求」に密接に関わり生かされていることが重要であると考える。これらの科目につい

て、「地域のニーズ」との関わりから具体的内容について説明すること。 

 

 

（対 応） 

  共通科目の各領域に設けられている「○○の課題探求」は、院生全員が履修する「共通必修科目」

である。教職大学院の教育は「地域ニーズ」に対応するものであるわけだが、「共通必修科目」で

あるこれらの「○○の課題探求」は、とりわけ「地域のニーズ」に対応するものであることが求め

られる。そこで、「【３】教育課程の編成の考え方及び特色」の「４．科目のねらいと内容」の部

分に、「地域ニーズ」との関わりの記述を追加した。 

 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（１９～２２ページ） ※下線部分が追記・修正箇所 

 【３】教育課程の編成の考え方及び特色 

  ４．科目のねらいと内容 

（1）共通科目群 

新 

学校教育に関する高度な学識や実践力・応用力を身に付けさせ、学校が抱える教育課題に

組織的に対応できる新人教員、指導的な役割を果たすことのできるミドルリーダーやチーム

学校として組織的な解決を図るためのマネジメント力を備えたスクールリーダーとなり得る

人材を養成するために、すべてのプログラムの学生が共通領域科目に設定された５領域を広

く学ぶことができるようにしている。 
共通科目で取り扱う内容は「教育課程編成」「教科指導」「生徒指導・教育相談」「学級

経営・学校経営」「学校教育と教員の在り方」の５領域である。 
平成 28 年度の発足時には、それぞれについて「４単位」の授業（計 20 単位）を「必修」

として課した。受講生は、それぞれ定員全員（20 名）とした。 
その後平成 30 年 3 月 30 日付け事務連絡「教職大学院に係る要件等の今後の取扱いについ

て」（文部科学省高等教育局大学振興課教員養成企画室）により、「教科領域を教職大学院

に導入する場合には、共通５領域の単位数は、引き続き５領域すべてを学ぶことを条件に、

16～18 単位とする弾力的な運用も可能とする」ことが示され、これを踏まえ、今回は「共通

科目」を「５領域：16 単位」とした。その内訳は、受講生全員が受講するものとして「共通

必修科目（２単位×４領域、４単位×１領域）」及びサブプログラムごとに開講される「共

通科目４単位（但し５領域のどれかに該当するもの）」とした。（別添資料２） 
共通科目で取り扱う内容の５領域と「共通必修科目」との対応は以下のとおりである。「教

育課程編成」は「教育課程の課題探求」、「教科指導」は「教科指導の課題探求」、「生徒

指導・教育相談」は「生徒指導・教育相談の課題探求」、「学級経営・学校経営」は「教育

経営の課題探求」、「学校教育と教員の在り方」は「学校と教職の課題探求」である。 
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本教職大学院で開設する科目の内容は、いずれも「地域のニーズ」に沿いながら教育課題

を解決することに応えようとするものである。中でも全員必修である「共通必修科目」５科

目については、とりわけ本学が位置する埼玉県とさいたま市からの「ニーズ」との関わりか

ら内容を設定する必要がある。そこで、ここで「地域ニーズ」と「共通必修科目」との関わ

りについて以下に記述する。 
地域のニーズとしては、既に、埼玉県教育委員会「教員等の資質向上に関する指標【教諭】」

の「埼玉県の教員として持ち続けてほしい素養」、さいたま市教育委員会「さいたま市教員

等資質向上指標」の「さいたま市が求める教師像」をあげ、本教職大学院で育成する教師像

との関連性を示したところである。 
さらに、今回の教職大学院の改組にあたり、先般、埼玉県・さいたま市教育委員会から、

「埼玉大学教職大学院の規模拡大にあたっての要望について（埼玉県教育委員会委員長高田

直芳、令和２年４月 10 日）」及び「埼玉大学教職大学院の規模拡大にあたっての要望書（さ

いたま市教育委員会教育長細田眞由美、令和２年４月 30 日）」により、改組後の教員人材の

育成等について具体的な要望が示されている。（別添資料３、資料４） 
具体的には、埼玉県教育委員会からは、カリキュラムに関わるものとして、（1）教職員同

士の学び合いやチームで対応する体制づくりのためのカリキュラム編成、（2）連携協力校等

の学校現場をフィールドにした実践と理論の往還カリキュラム編成、（3）教科等における専

門性のさらなる向上を目指したカリキュラム編成、（4）特別支援教育・生徒指導・健康教育

（学校保健）・幼児教育・国際理解教育等の視点を踏まえたカリキュラム編成について要望

が示されている。  
また、さいたま市教育委員会からは、教育内容に関わるものとして、①管理職となる資質

能力とともに教科等の専門性など、幅広い視野・専門性を持つ人材の育成、②人的ネットワ

ークの構築や教育技術の伝承ができる組織作りなどに寄与できる人材の育成、③特別支援教

諭専修免許状取得・健康教育の充実・幼児教育の充実につながるカリキュラム開発、④特に

現職派遣教員については教科等の指導力の育成について要望が示されている。 
こうした地域の要望に応えるために、新たに 10 の教科領域と学校保健、幼児教育の分野を

加えて教育内容を拡充しているところであるが、共通科目５領域に対応した必須科目として

いる５つの「課題探求」においては、以下のとおり対応している。 
「教育課程の課題探求」は、カリキュラム・マネジメントの実践的力量の獲得に重点化し

つつ、教育課程の編成と実施に関する知識の獲得を目指しており、国全体の教育動向に対応

しつつ、埼玉県の要望（1）の中で、学校全体でカリキュラム・マネジメントの実現に取り組

む能力が求められていることに対応している。 
「教科指導の課題探求」は、教科教育における理論と実践をテーマとし、全教科に共通す

る内容に加え、言語社会系・自然科学系・芸術体育系・生活技術系のそれぞれの領域に関わ

る内容について、全受講生がともに学ぶものである。埼玉県の要望（3）では、各教科の特質

を生かし、教科等横断的な視点を持った教職員の育成が求められており、さいたま市の要望

①では、教科等の専門性など、幅広い視野・専門性を持つ人材の育成に加え、要望④で、教

科等の指導力の育成がそれぞれ求められており、本科目は、これらの要請に対応するもので

ある。また、【１】において掲げた「埼玉県・さいたま市における喫緊の教育課題」との関わ

りについては、本科目は「新しい領域に対応する教育内容や教育方法の開発」を行うもので

ある。 
「生徒指導・教育相談の課題探求」は、生徒指導と教育相談の理論的知識と実践的力量の

基礎を獲得することを目標とするが、これらと関わりの深いものとして、特別支援教育に力

点を置くところに本教職大学院の特色がある。埼玉県の要望（4）では、生徒指導に加えて、
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特別支援教育が重視されており、さいたま市の要望③においても、市が重視して取り組んで

いる内容として特別支援教育や教育相談があげられている。本科目は、特別支援教育を専門

とする実務家教員の知見を生かしながら、こうしたニーズに即した内容を追求するものであ

る。また、【１】において掲げた「埼玉県・さいたま市における喫緊の教育課題」との関わり

については、本科目は「子どもたちの関係性」を編みなおせる教員、「発達の課題を抱える子

どもたちの特別なニーズ」に対応できる教員の養成につながる内容のものである。 
「教育経営の課題探求」は、学校制度や学校・学級経営に関する多様な知識と実践的スキ

ルの獲得を目標とする。埼玉県の要望（1）で、スクールリーダーとして必要なこととして指

導と管理両面での優れた組織マネジメント能力があげられており、さいたま市の要望①にお

いても、管理職となる資質能力をもつ人材の育成があげられている。本科目はこうしたニー

ズに応える内容を備えるものである。また、【１】において掲げた「埼玉県・さいたま市にお

ける喫緊の教育課題」との関わりについては、本科目は「校内のミドルリーダー育成」に資

するものである。 
「学校と教職の課題探求」は、学校と教職をめぐる現代的諸課題について、理解と課題解

決への力量形成を目標とし、本教職大学院の改組の強化ポイントである「協働して取り組む

共同探究力の育成」と「実践的な省察の充実」を取り込んだものである。埼玉県の要望（1）
では、教職員同士の学び合いやチームで対応する体制づくりに貢献できる人材を求めており、

さいたま市の要望②においても、組織づくりなどに寄与できる人材の育成が求められている

など、これからの教職員には、一人一人の力量を高めるとともに、「組織・チーム」として

の活動や人的ネットワークの構築が求められており、本科目はこうした要請に対応するもの

である。また、【１】において掲げた「埼玉県・さいたま市における喫緊の教育課題」との関

わりについては、本科目は「学校につながる人々と関わること」「地域と関わり地域を支える

人材を育てること」「多文化共生社会の実現をめざして、分断なく地域の中で共に生きていく

市民として子どもたちを育てていくこと」や「教職員がチームとなって協働し、学校内外の

他職種や関連機関と連携して課題解決にあたること」「他校種間の交流や情報交換、校種を越

えた連携や取り組み」を担うものである。 
 
「共通必修科目」の内容や単位数、開講方法について、以下に記述する。 
本教職大学院では、共通必修科目の中でも特徴的な科目として「学校と教職の課題探求」

を位置付けている。共通科目で取り扱う５領域のうち「学校教育と教員の在り方」に対応す

る科目である「学校と教職の課題探求」のみ、通年開講の４単位とした。４単位としたのは、

授業展開のなかで「グループ・カンファレンス」を取り入れて授業を構成したためである。 
この科目は、子どもと教師、学校内の教師の同僚性、教師と保護者・地域といった関係の

中で生ずる学校と教職をめぐる現代的諸課題に対して、多様な研究分野や実践現場で形成さ

れた理論的視点や実践的見識を理解すると共に、そこで形成された視点を具体的な状況のな

かでの実践的省察や活動的探究に生かしてゆく実践的な専門的力量を形成することを目指す

ものである。 
この科目の中では、専門的な知識の提供や討議など講義や演習の形式で展開するところと、

実地研究での学校の経験に基づいた省察と対話を含む「グループ・カンファレンス」を実施

するところとをつなげて展開される。「グループ・カンファレンス」は、教育実践学領域と

実務家の教員が中心となり、他の教育学・心理学領域及び教科教育、教科専門の大学教員が

参画・協働して院生の実地研究に関する振り返りを定期的に行う。院生は数名のグループで

参加し、自らの実地研究での経験、学び、課題の具体的事例を互いに報告し傾聴し合うこと

から始める。この過程で院生間での討議や省察を促す。この場において複数の教員は自身の
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専門に応じたそれぞれの観点から、院生の実地研究を継続的に指導、助言し、院生に不足し

ている視点や考察について具体的な示唆を与えられるようにする。この活動を通じて院生が

今後の実地研究で取り組むべき改善や工夫について明確な指針を得られるようにし、真に効

果的な理論と実践との往還を実現する。 
「学校と教職の課題探求」以外の４科目については、ターム制を利用し、２コマ連続の１/

４学期、２単位の開設とした。２コマ連続にしたのは、講義の時間と演習やグループワーク

の時間を十分確保した上で、それらを連続して行うことで講義内容と活動内容が一体的融合

的に学ぶことができるよう配慮したためである。 
「教育課程の課題探求」は、教育課程・カリキュラムをめぐる諸課題、幼稚園教育要領・

学習指導要領の改訂の動向、学力論、生活科・総合を主としたカリキュラム構成、まなざし

の教育学、学習過程の探求と学習理論、等について学修し、それを踏まえて、カリキュラム

を構成していくために必要な事項についてのディスカッションやグループワーク、発表など

を取り入れた共同探求を行う。 
「教科指導の課題探求」は、学校における実践的な教科指導力の育成を目標として授業を

展開するが、具体的には言語社会系、自然科学系、芸術体育系、生活技術系のそれぞれの領

域について、a)授業づくり、b)教材作成、c)授業分析・授業評価、d)現代的教育課題の教材化、

について学修する。到達目標として、適切な授業設計を行う能力と授業実践力の獲得を目指

す。授業は講義形式と演習形式も合わせて行う。理論の理解の程度やそれを実践する能力を

授業内容のまとまりごとに課す小テストやレポートなどの内容によって総合的に評価する。 
「生徒指導・教育相談の課題探求」は、a）幼児・児童・生徒理解の意義と方法、b）学級集

団をとらえる視点と手法、c）問題行動の理解と組織的対応の構築、d）教育相談の理論的基盤

と手法、e）他機関との連携について習得する。これらの中で、生徒指導・教育相談と切り離

すことのできない f）特別支援教育についても取り扱う。到達目標は、生徒指導と教育相談、

特別支援教育に関する深い理論的知識を獲得するとともに、実践的力量の基礎を獲得するこ

とである。学期末の課題により講義で扱った理論に関する理解の程度を、 演習におけるプレ

ゼンテーションや議論の内容により実践的応用の理解の程度を評価する。 
「教育経営の課題探求」は、a)学校経営、学校（園）組織マネジメント、b)学級、学年経営、

c)教員相互の協働（同僚性）と経営参画、 d)学校（園）課題解決に向けたファシリテート、

について学修し、授業と学びの創造ならびに学校園の管理・運営とファシリテートをトータ

ルなビジョンを有しつつ進められる力量を育成する。 
以上の「共通必修科目」計 12 単位は全員の必修科目とする。 
 
加えて、サブプログラムごとに、共通科目に相当する科目を半期２単位×２科目または半

期４単位×１科目で開設した。それぞれのプログラムの共通科目相当の科目は以下のとおり

である。 
学校構想サブプログラムは、上記共通５科目（12 単位）に加え、「学校構想の理論と実践」

（２単位）、「学校課題改善演習」（２単位）を必修とし、計 16 単位を履修する。 
特別支援教育サブプログラムは、上記共通５科目（12 単位）に加え、「特別支援教育の課

題探求」（２単位）、「特別支援教育コーディネータ演習」（２単位）を必修とし、計 16 単

位を履修する。 
学校保健サブプログラムは、上記共通５科目（12 単位）に加え、「子供の発育発達と保健

室における養護教諭の実践」（２単位）、「現代の健康問題と学校保健の実践的課題」（２

単位）を必修とし、計 16 単位を履修する。 
子ども共育サブプログラムは、上記共通５科目（12 単位）に加え、「子ども共育の理論と
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実践」（４単位）を必修とし、計 16 単位を履修する。 
教科教育高度化プログラムの各サブプログラムは、上記共通５科目（12 単位）に加え、「教

科の教育課程構成論」（２単位）、「教科指導の発展・応用」（２単位）を必修とし、計 16
単位を履修する。 
 

旧 

学校教育に関する高度な学識や実践力・応用力を身に付けさせ、学校が抱える教育課題に

組織的に対応できる新人教員、指導的な役割を果たすことのできるミドルリーダーやチーム

学校として組織的な解決を図るためのマネジメント力を備えたスクールリーダーとなり得る

人材を養成するために、すべてのプログラムの学生が共通領域科目に設定された５領域を広

く学ぶことができるようにしている。 
共通科目で取り扱う内容は「教育課程編成」「教科指導」「生徒指導・教育相談」「学級

経営・学校経営」「学校教育と教員の在り方」の５領域である。 
平成 28 年度の発足時には、それぞれについて「４単位」の授業（計 20 単位）を「必修」

として課した。受講生は、それぞれ定員全員（20 名）とした。 
その後平成 30 年 3 月 30 日付け事務連絡「教職大学院に係る要件等の今後の取扱いについ

て」（文部科学省高等教育局大学振興課教員養成企画室）により、「教科領域を教職大学院

に導入する場合には、共通５領域の単位数は、引き続き５領域すべてを学ぶことを条件に、

16～18 単位とする弾力的な運用も可能とする」ことが示され、これを踏まえ、今回は「共通

科目」を「５領域：16 単位」とした。その内訳は、受講生全員が受講するものとして「共通

必修科目（２単位×４領域、４単位×１領域）」及びサブプログラムごとに開講される「共

通科目４単位（但し５領域のどれかに該当するもの）」とした。（別添資料２） 
本教職大学院では、その中でも特徴的な科目として「学校と教職の課題探求」を位置付け

ている。共通科目で取り扱う５領域のうち「学校教育と教員の在り方」に対応する科目であ

る「学校と教職の課題探求」のみ、通年開講の４単位とした。４単位としたのは、授業展開

のなかで「グループ・カンファレンス」を取り入れて授業を構成したためである。 
この科目は、子どもと教師、学校内の教師の同僚性、教師と保護者・地域といった関係の

中で生ずる学校と教職をめぐる現代的諸課題に対して、多様な研究分野や実践現場で形成さ

れた理論的視点や実践的見識を理解すると共に、そこで形成された視点を具体的な状況のな

かでの実践的省察や活動的探究に生かしてゆく実践的な専門的力量を形成することを目指す

ものである。 
この科目の中では、専門的な知識の提供や討議など講義や演習の形式で展開するところと、

実地研究での学校の経験に基づいた省察と対話を含む「グループ・カンファレンス」を実施

するところとをつなげて展開される。「グループ・カンファレンス」は、教育実践学領域と

実務家の教員が中心となり、他の教育学・心理学領域及び教科教育、教科専門の大学教員が

参画・協働して院生の実地研究に関する振り返りを定期的に行う。院生は数名のグループで

参加し、自らの実地研究での経験、学び、課題の具体的事例を互いに報告し傾聴し合うこと

から始める。この過程で院生間での討議や省察を促す。この場において複数の教員は自身の

専門に応じたそれぞれの観点から、院生の実地研究を継続的に指導、助言し、院生に不足し

ている視点や考察について具体的な示唆を与えられるようにする。この活動を通じて院生が

今後の実地研究で取り組むべき改善や工夫について明確な指針を得られるようにし、真に効

果的な理論と実践との往還を実現する。 
この他の共通科目として、「教育課程の課題探求」「教育経営の課題探求」「教科指導の

課題探求」「生徒指導・教育相談の課題探求」を設定した。これらは５領域のうち、それぞ
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れ「教育課程編成」「学級経営・学校経営」「教科指導」「生徒指導・教育相談」に対応す

る。これらの科目については、ターム制を利用し、２コマ連続の１/４学期、２単位の開設と

した。２コマ連続にしたのは、例えば講義の時間と演習やグループワークの時間を十分確保

した上で、それらを連続して行うことで講義内容と活動内容が一体的融合的に学ぶことがで

きるよう配慮したためである。 
「教育課程の課題探求」（２単位）、「教科指導の課題探求」（２単位）、「生徒指導・

教育相談の課題探求」（２単位）、「教育経営の課題探求」（２単位）、「学校と教職の課

題探求」（４単位）の計 12 単位は全員の必修科目とする。 
 
加えて、サブプログラムごとに、共通科目に相当する科目を半期２単位×２科目または半

期４単位×１科目で開設した。それぞれのプログラムの共通科目相当の科目は以下のとおり

である。 
学校構想サブプログラムは、上記共通５科目（12 単位）に加え、「学校構想の理論と実践」

（２単位）、「学校課題改善演習」（２単位）を必修とし、計 16 単位を履修する。 
特別支援教育サブプログラムは、上記共通５科目（12 単位）に加え、「特別支援教育の課

題探求」（２単位）、「特別支援教育コーディネータ演習」（２単位）を必修とし、計 16 単

位を履修する。 
学校保健サブプログラムは、上記共通５科目（12 単位）に加え、「子供の発育発達と保健

室における養護教諭の実践」（２単位）、「現代の健康問題と学校保健の実践的課題」（２

単位）を必修とし、計 16 単位を履修する。 
子ども共育サブプログラムは、上記共通５科目（12 単位）に加え、「子ども共育の理論と

実践」（４単位）を必修とし、計 16 単位を履修する。 
教科教育高度化プログラムの各サブプログラムは、上記共通５科目（12 単位）に加え、「教

科の教育課程構成論」（２単位）、「教科指導の発展・応用」（２単位）を必修とし、計 16
単位を履修する。 
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（【２】教育課程等に関する意見）教育学研究科 教職実践専攻 

 

４．実習科目（実地研究）について、研究者教員と実務家教員、教職専門と教科専門の教員等による

ティームティーチングなど、理論と実践の融合・往還を具体化するための指導体制・指導方法に

ついて、具体的に説明すること。 

 

 

（対 応） 

  実習科目（実地研究）について、指導体制・指導方法について記述を追加した。 

 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（６１～６３ページ） ※下線部分が追記・修正箇所 

【18】実習の具体的計画 

新 

(1) 実習の構成 

実習は、１年次通年の実地研究Ⅰと２年次通年の実地研究Ⅱから構成される。 

実地研究では、教育課程、教科指導、学級経営、学校経営、生徒指導、進路指導などを

はじめ、学校の教育活動全体について総合的に体験し、省察する機会とする。また、教科

指導や生徒指導、学級経営等の課題や問題に関しては、多様な問題の中から実習校の担当

教員の指導のもと、取り組むべき課題を適切に選定し自ら企画・立案した学習活動を実施

して、具体的な教授活動を体験・経験する。計画・実施・評価という一連の過程において

は、学校における課題に主体的に取り組むことのできる資質を養うよう具体的にプロセス

を追って学ぶことができるように、実地研究校との打合せを入念に行う。 

実地研究は、専攻するサブプログラムで取得する専修免許状に対応して、実地研究Ⅰ及

びⅡ（右記を除く）と、実地研究Ⅰ（特別支援教育）及びⅡ（特別支援教育）（特別支援

教育サブプログラムに対応）、実地研究Ⅰ（学校保健）及びⅡ（学校保健）（学校保健サ

ブプログラムに対応）が設けられる。 

(2) 指導体制 

 学卒院生・現職院生ともに、1年次には２名ずつ、２年次には３名ずつの指導教員を配置

する。各院生に対する指導教員には、実務家教員もしくは研究者教員のうち教育実践を専

門とする者（以下「教育実践を専門とする研究者教員」という。）を必ず含むものとする。

「教育実践を専門とする研究者教員」とは、具体的には、研究者教員であって、実務家教

員の要件とされる「20 年程度の教育実務経験」は有していないものの、教育現場をフィー

ルドとしながら、教育の実態に対応した教育方法の開発を行うなど、教育実践的な研究を

積んでいるものを指す。こうした教育実践を専門とする研究者教員や実務家教員とともに、

理論的な研究を専門とする研究者教員の両者により構成されることにより、理論と実践の

融合、往還を図るため相互に連携した指導を実現する。教育実践を専門とする研究者教員

については、本研究科で独自に設定した「教職大学院担当教員の適格性に係わる指標」（別

添資料６）により、実務経験等に関わる適格性を計る。本研究科で設定した「教職大学院

担当教員の適格性に係わる指標」は、「教育実践に関わる実績」など８項目からなり、総ポ

イント 30ポイントに対し、教科専門領域教員はＣランク 10ポイント以上、教職専門領域・
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教科教育領域教員はＢランク 15 ポイント以上、としている。「教育実践を専門とする研究

者教員」は、Ａランクの 20 ポイント以上とする。指導教員の決定に際しては、専攻するサ

ブプログラムや、修了後に希望する教職の校種・教科、学修・研究課題などを考慮し、研

究者教員と実務家教員、教職専門と教科専門の教員などが偏りなく関わるように配置され

る。指導教員は実地研究における指導のほか、課題研究や学修全般にわたり指導・助言を

行う。便宜上１名を主指導教員とするが、ティーム・ティーチングを基本として指導を行

う。各学年で行われる実習の事前指導には指導教員全員が立ち会い、指導教員全体の協議

の場も設けられる。 

専攻内には実地研究担当者（部署）を置き、実地研究事前指導や中間及び最終報告の取

りまとめなどを行うとともに、指導教員・院生・実地研究校の全体が有機的に機能するよ

う調整する。 

(3) 実地研究Ⅰ（学卒院生） 
学卒院生は、１年次通年で実地研究Ⅰ・実地研究Ⅰ（特別支援教育）・実地研究Ⅰ（学

校保健）を履修する。ここでは１６日間にわたり、附属学校園あるいは連携協力校などの

実地研究校に出向き、実習を行う。 
実地研究校での実習が始まる前の第 1・２タームは、実地研究担当者を中心にした事前指

導や指導教員の個別指導によって、院生の問題意識を高めながら実地研究校の選定を行い、

実地研究計画書を作成させる。 

実地研究校での実習開始後は日々の実習記録を作成させ、２週に１度は指導教員が実地

研究校に赴き、進捗状況を確認しながら必要な指導を行う。実践と理論の往還を果たすた

めに、途中でのリフレクション（振り返り活動）を行うほか、中間時点と終了時に専攻全

体での実地研究報告会を設けて、集団的に実地研究の学修成果を確認する。中間及び最終

報告会に際しては報告書を作成させ、その過程に指導教員が複数関わることで、多角的な

振り返りの機会とする。また最終報告会は実習校の教員も同席し、大学内における実習先

からの指導機会とする。 

 (4) 実地研究Ⅱ（学卒院生） 

学卒院生は、２年次に実地研究Ⅱ・実地研究Ⅱ（特別支援教育）・実地研究Ⅱ（学校保

健）を履修する。ここでは２４日間にわたり、附属学校あるいは連携協力校などの実習先

に出向き、実習を行う。 
前年度の実地研究Ⅰの学修を踏まえ、前年度中に実地研究先の選定を行い、実地研究計

画書を作成させる。開始前に実地研究ガイダンスを実施して、事前指導を行う。また実地

研究先を指導教員と共に訪問し、事前指導を受ける。 

実習開始後は日々の実習記録を作成させ、実習期間中に６回程度は指導教員が実習先に

赴き、進捗状況を確認しながら必要な指導を行う。週の後半を実習校で過ごし、前半は大

学で授業を受講する形態を生かして、理論と実践の融合・往還を図り、また各指導教員の

日常指導を実習中に受けることが可能である。 

終了時には専攻全体で実地研究報告会を設け、最終報告書の作成など実地研究Ⅰと同様

の態勢で、集団的に学修の成果を確認する。 

 

 

 

 

 

 

- 10 -



   表 13 学卒院生の実地研究Ⅰ・Ⅱにおける計画から成果報告までの指導日程 

担当者 

指導内容 

実地研究担当者 指導教員（複数） 
実習校教員 

実習校指導教員

（1 名～複数） 

計画指導 計画書受理 計画書作成指導   

実習指導  振り返り指導 全体指導 個別指導 

中間報告会 
中間報告書指導 

中間報告書受理 

中間報告書作成

指導 
  

実習指導  振り返り指導 全体指導 個別指導 

最終報告会 
最終報告会指導 

最終報告書受理 

最終報告書作成

指導 
出席指導 出席指導 

 

(5) 実地研究Ⅰ（現職院生） 

現職院生の実地研究Ⅰ・実地研究Ⅰ（特別支援教育）・実地研究Ⅰ（学校保健）は、指

導教員の指導の下で自らの計画に従い、研究指定校や先進的な実践研究に取り組んでいる

学校などを実地研究先と定めて、延べ 128 時間に相当する訪問学習を行う。年度当初に実

地研究ガイダンスを実施して、事前指導を行う。 

 実地研究開始後は、フィールドワーク記録シート、フィールドワーク報告カードを作成

させ、訪問学習の都度指導教員からの指導が行われる。 

(6) 実地研究Ⅱ（現職院生） 

現職院生に対しては、短期履修制度を適用可能とする。この場合の実地研究Ⅱ・実地研

究Ⅱ（特別支援教育）・実地研究Ⅱ（学校保健）については、勤務校での教育活動実績に

対して審査し、実地研究を履修したものとして認定する。 

短期履修制度を適用せず通常の履修に服する現職院生の場合の実地研究Ⅱ・実地研究Ⅱ

（特別支援教育）・実地研究Ⅱ（学校保健）は、所属校において、学校課題を踏まえた各

人のテーマに関する実践的な研究の深化を図る。大学指導教員が実習期間中に６回程度の

学校訪問を行い、進捗状況を確認して指導を行う。 

 

 表 14 現職院生の実地研究Ⅰ・Ⅱにおける計画から成果報告までの指導日程 

   担当者 

指導内容 

実地研究担当者 
指導教員（複数） 

前期・後期実地研

究計画 
研究計画書受理 計画書作成指導 

実地研究指導 
 

全体指導・計画の修正実施に関する指導 

最終報告 最終報告書受理 報告書作成指導 

  

(7) 共通必修科目「学校と教職の課題探求」との関連 

実地研究指導教員からの個別指導に加えて、学卒院生と現職院生が交わって実地研究に

ついての集団的なリフレクションを行う場を、共通必修科目「学校と教職の課題探求」に

設ける。この科目は通年実施され、前期には現職院生の実地研究Ⅰ等を対象としてのリフ

レクションを履修者全員で行い、後期には学卒院生の実地研究Ⅰ等を対象とする。これは

院生が将来現場で直面する校内研修のモデルとなることも期待される。 
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旧 

(1) 実習の構成 

実習は、１年次通年の実地研究Ⅰと２年次通年の実地研究Ⅱから構成される。 

実地研究では、教育課程、教科指導、学級経営、学校経営、生徒指導、進路指導などを

はじめ、学校の教育活動全体について総合的に体験し、省察する機会とする。また、教科

指導や生徒指導、学級経営等の課題や問題に関しては、多様な問題の中から実習校の担当

教員の指導のもと、取り組むべき課題を適切に選定し自ら企画・立案した学習活動を実施

して、具体的な教授活動を体験・経験する。計画・実施・評価という一連の過程において

は、学校における課題に主体的に取り組むことのできる資質を養うよう具体的にプロセス

を追って学ぶことができるように、実地研究校との打合せを入念に行う。 

実地研究は、専攻するサブプログラムで取得する専修免許状に対応して、実地研究Ⅰ及

びⅡ（右記を除く）と、実地研究Ⅰ（特別支援教育）及びⅡ（特別支援教育）（特別支援

教育サブプログラムに対応）、実地研究Ⅰ（学校保健）及びⅡ（学校保健）（学校保健サ

ブプログラムに対応）が設けられる。 

(2) 実地研究Ⅰ（学卒院生） 
学卒院生は、１年次通年で実地研究Ⅰ・実地研究Ⅰ（特別支援教育）・実地研究Ⅰ（学

校保健）を履修する。ここでは 16 日間にわたり、附属学校園あるいは連携協力校などの実

地研究先に出向き、実習を行う。 
実地研究先での実習が始まる前の第 1・２タームは、院生の問題意識を高めながら実地研

究校の選定を行い、実地研究計画書を作成させる。 

実地研究先での実習開始後は日々の実習記録を作成させ、２週に１度は指導教員が実習

先に赴き、進捗状況を確認しながら必要な指導を行う。実践と理論の往還を果たすために、

途中でのリフレクション（振り返り活動）を行う他、中間時点と終了時に専攻全体での実

地研究報告会を設けて、集団的に実地研究の学修成果を確認する。 

(3) 実地研究Ⅰ（現職院生） 

現職院生の実地研究Ⅰ・実地研究Ⅰ（特別支援教育）・実地研究Ⅰ（学校保健）は、指

導教員の指導の下で自らの計画に従い、研究指定校や先進的な実践研究に取り組んでいる

学校などを実地研究先と定めて、延べ 128 時間に相当する訪問学習を行う。年度当初に実

地研究ガイダンスを実施して、事前指導を行う。 

(4) 実地研究Ⅱ（学卒院生） 

学卒院生は、２年次に実地研究Ⅱ・実地研究Ⅱ（特別支援教育）・実地研究Ⅱ（学校保

健）を履修する。ここでは24日間にわたり、附属学校あるいは連携協力校などの実習先に

出向き、実習を行う。 
前年度の実地研究Ⅰの学修を踏まえ、前年度中に実地研究先の選定を行い、実地研究計

画書を作成させる。開始前に実地研究ガイダンスを実施して、事前指導を行う。また実地

研究先を指導教員と共に訪問し、事前指導を受ける。 

実習開始後は日々の実習記録を作成させ、実習期間中に６回程度は指導教員が実習先に

赴き、進捗状況を確認しながら必要な指導を行う。終了時には専攻全体で実地研究報告会

を設けて、学修の成果を確認する。 

(5) 実地研究Ⅱ（現職院生） 

現職院生に対しては、短期履修制度を適用可能とする。この場合の実地研究Ⅱ・実地研

究Ⅱ（特別支援教育）・実地研究Ⅱ（学校保健）については、勤務校での教育活動実績に

対して審査し、実地研究を履修したものとして認定する。 

短期履修制度を適用せず通常の履修に服する現職院生の場合の実地研究Ⅱ・実地研究Ⅱ
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（特別支援教育）・実地研究Ⅱ（学校保健）は、所属校において、学校課題を踏まえた各

人のテーマに関する実践的な研究の深化を図る。大学指導教員が実習期間中に６回程度の

学校訪問を行い、進捗状況を確認して指導を行う。 

(6) 共通必修科目「学校と教職の課題探求」との関連 

実地研究指導教員からの個別指導に加えて、学卒院生と現職院生が交わって実地研究に

ついての集団的なリフレクションを行う場を、共通必修科目「学校と教職の課題探求」に

設ける。この科目は通年実施され、前期には現職院生の実地研究Ⅰ等を対象としてのリフ

レクションを履修者全員で行い、後期には学卒院生の実地研究Ⅰ等を対象とする。これは

将来現場で直面する校内研修のモデルとなることも期待される。 
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（【２】教育課程等に関する意見）教育学研究科 教職実践専攻 

 

５．現職教員学生を対象とした実習科目の免除について、単位免除の内容や審査方法を具体的に説明

すること。 

 

 

（対 応） 

  現職教員学生を対象とした実習科目の免除に関し、単位免除の内容や審査方法について、記述を

追加した。 

 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（３９ページ） ※下線部分が追記・修正箇所 

【５】教育方法、履修指導方法及び修了要件 

 ４．短期履修制度の新設と長期履修制度 

新 

本研究科では、現職教員を対象とした多様な履修制度を設ける。 
①「短期履修制度」の新設 

新たに、教育現場で相応の経験を積んだ教員を対象に、１年間で修了できるカリキュラム

を新設する。１年次は２年間で修了する院生と同じプログラムに所属し、学卒院生と授業等

を通じて互いに高め合う相乗効果をねらうものとする。 
修了必要単位は通常年限の院生と同様の 46 単位であるが、このうち「実地研究Ⅱ」６単位

は、教育現場での経験により、審査の上で、履修免除とする（在籍中に修得する単位は 40 単

位とする）。 
審査は、所属を希望するサブプログラム単位で設置する審査委員会で行う。審査委員会は、

指導教員として予定されている教員と実地研究を担当している教員によって構成される。出

願時に提出する「実務の状況に対する申立書」に基づき、入学者選抜試験の口述試験終了後

に実施する「面接」により審査する。「実務の状況に対する申立書」は、「教科・領域等の

指導に関わった実務経験・研究業績」「研修・研究授業等に関わる実務経験・研究業績」「生

徒指導・教育相談に関わる実務経験・研究業績」「学級・学校経営に関わる実務経験・研究

業績」「主幹教諭・主任教諭などの実務経験・研究業績」等を記載する。面接において、こ

れらの記載内容を確認しつつ、「実地研究Ⅱ」の履修免除に相当する経験・業績を有するか

を審査する。 
通常年限の院生が２年次に履修する「課題研究Ⅱ」は、冬期休業中に集中して履修するも

のとする。短期履修制度が適応される要件としては、正規職員としての教職経験５年以上あ

るものとする。 
「特別支援教育サブプログラム」では、履修免除とするものは「実地研究Ⅱ（特別支援教

育）」６単位である。また「課題研究Ⅱ（特別支援教育）」を、冬期休業中に集中して履修

する。 
「学校保健サブプログラム」では、履修免除とするものは「実地研究Ⅱ（学校保健）」６

単位である。また「課題研究Ⅱ（学校保健）」を、冬期休業中に集中して履修する。 
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旧 

本研究科では、現職教員を対象とした多様な履修制度を設ける。 
①「短期履修制度」の新設 

新たに、教育現場で相応の経験を積んだ教員を対象に、１年間で修了できるカリキュラム

を新設する。１年次は２年間で修了する院生と同じプログラムに所属し、学卒院生と授業等

を通じて互いに高め合う相乗効果をねらうものとする。 
修了必要単位は通常年限の院生と同様の 46 単位であるが、このうち「実地研究Ⅱ」は、教

育現場での経験により、審査の上で、履修免除とする。通常年限の院生が２年次に履修する

「課題研究Ⅱ」は、冬期休業中に集中して履修するものとする。短期履修制度が適応される

要件としては、正規職員としての教職経験５年以上あるものとする。 
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